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議 事 日 程（第１号） 平成３１年３月４日（月） 午前１０時 開会 

                                開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 議案第 ２号 大津町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例について 

日程第 ５ 議案第 ３号 平成３０年度大津町一般会計補正予算（第６号）について 

日程第 ６ 議案第 ４号 平成３０年度大津町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）について 

日程第 ７ 議案第 ５号 平成３０年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第 ８ 議案第 ６号 平成３０年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第４号）

について 

日程第 ９ 議案第 ７号 平成３０年度大津町介護保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

日程第１０ 議案第 ８号 平成３０年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第３

号）について 

日程第１１ 議案第 ９号 平成３０年度大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）について 

日程第１２ 議案第１０号 平成３０年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第１号）

について 

日程第１３ 議案第１１号 大津町重度心身障害者医療助成に関する条例の一部を改正す

る条例について 

日程第１４ 議案第１２号 大津町農村地域工業導入促進審議会条例の一部を改正する条

例について 

日程第１５ 議案第１３号 特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第１４号 大津町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１７ 議案第１５号 大津町学童保育施設条例の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第１６号 町道の路線廃止について 

日程第１９ 議案第１７号 町道の路線認定について 

日程第２０ 議案第１８号 平成３１年度大津町一般会計予算について 
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日程第２１ 議案第１９号 平成３１年度大津町国民健康保険特別会計予算について 

日程第２２ 議案第２０号 平成３１年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託

特別会計予算について 

日程第２３ 議案第２１号 平成３１年度大津町公共下水道特別会計予算について 

日程第２４ 議案第２２号 平成３１年度大津町介護保険特別会計予算について 

日程第２５ 議案第２３号 平成３１年度大津町農業集落排水特別会計予算について 

日程第２６ 議案第２４号 平成３１年度大津町後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第２７ 議案第２５号 平成３１年度大津町工業用水道事業会計予算について 

             一括上程、提案理由の説明 

       

                午前１０時００分 開会 

                         開議 

○議 長（桐原則雄君） 皆さん、おはようございます。 

  開会に先立ちまして、ご報告があります。 

  大津町議会の議会だよりが、熊本県町村議会広報コンクールのグランプリにつづき、全国町村議長

会主催第３３回町村議会広報コンクールにおいて、２７６市町村の参加の中で奨励賞、企画・構成部

門を受賞しました。全国コンクールでの表彰は、誠に名誉なことであります。 

  よって、受賞の報告を、議会広報編集特別委員会の５名の皆様、並びに代表をいたしまして、委員

長の豊瀨和久君が行います。 

  豊瀨和久君外委員の方、前の方にどうぞ。 

○５番（豊瀨和久君） 皆様、おはようございます。このたび、大津町の議会だよりが広報全国コンク

ールにおきまして、企画・構成部門におきまして奨励賞をいただかせていただくことができました。

これは一重に、議員の皆様と執行部の皆様のご協力により、全員の力でつくりあげた議会だよりだか

らであったんではないかと思っております。 

  そして、このような本会議の席上でご紹介をしていただき、大変にありがとうございました。これ

からも引き続き、住民の皆様に親しまれる議会だよりを広報委員５人全員で力を合わせてつくってま

いりますので、引き続き、皆様のご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

  本日は、大変にありがとうございました。 

〔拍 手〕 

○議 長（桐原則雄君） おめでとうございました。では、ご着席をお願いします。 

ただいまから、平成３１年第２回大津町議会定例会を開会します。 

本日の会議を開きます。 

 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 
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○議 長（桐原則雄君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規

則第１２７条の規定によって、６番佐藤真二君、７番本田省生君を指名します。 

 

   日程第２ 会期の決定 

 

○議 長（桐原則雄君） 日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

まず、議会運営委員長の報告を求めます。議会運営委員長津田桂伸君。 

○議会運営委員会委員長（津田桂伸君） おはようございます。ただいまから、議会運営委員会におい

て、審議と経過と結果について報告いたします。 

当委員会は、２月２５日午前１０時から町民交流施設集会室において、永田議員、坂本議員が欠席

でしたので、議会運営委員４名出席で、また、桐原議長に出席を願いまして、平成３１年第２回大津

町議会定例会について審議いたしました。 

まず、町長提出議案について執行部から説明を求め、取り扱いについて協議いたしました。また、

議事日程、会期日程、その他の議会運営全般について協議いたしました。 

なお、町長提出議案について、議案第２号から議案第１０号までの９議案については、先に議決す

べき案件でありますので、５日の本会議において質疑、討論のあと、表決とすることに決しました。 

一般質問については、本日の町長の施政方針を聞いたあと、５日の正午までの提出といたしました。

したがって、６日の午前９時から議会運営委員会を開催し、一般質問の順番を決することになりまし

た。 

会期日程については、議席に配付のとおりです。本日から３月１８日までの１５日間といたしまし

た。なお、最終日に変更契約案件が追加提出される予定です。以上、桐原議長に答申いたしました。 

これで、議会運営委員会委員長報告を終わります。議員各位のご協力をよろしくお願いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） お諮りします。本定例会の会期は、ただいまの答申並びに議席に配付しまし

た会期日程（案）のとおり、本日から３月１８日までの１５日間にしたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から３月１８日までの１５日

間に決定しました。 

 

   日程第３ 諸般の報告 

 

○議 長（桐原則雄君） 日程第３ 諸般の報告をします。 

本日の議事日程並びに報告内容については、議席に配付のとおりです。 

 

   日程第４ 議案第２号から日程第２７ 議案第２５号まで一括上程・提案理由の説明 
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○議 長（桐原則雄君） 日程第４ 議案第２号、大津町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例についてから日程第２７ 議案第２５号、平成３１年度大津町工業用水道事業会計予算

についてまでの２４件を一括して議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 皆さん、おはようございます。今回の定例会に提案しております議案の説明

に先立ちまして、町政の基本姿勢について、所信の一端を述べさせていただきたいと思います。 

  大津町はもとより、県内各地に甚大な被害をもたらしました熊本震災の発生から丸３年を迎えよう

としています。この間、被災された方々の１日も早い生活再建と、町の復旧・復興を目指すため、国

や県の支援もいただきながら、そして何よりも町民の皆さんや地域の力により確実に大津町は元気を

取り戻しつつあります。 

  しかし、いまだ地震の影響により、生活の再建途中の方々も多くいらっしゃる状況にあります。引

き続き、町民の皆さんとともに、復旧・復興をさらに加速させていく所存でございます。 

  昨年３月に策定いたしました、第６次大津町振興総合計画に則り、「夢と希望がかなう元気大津」

を町の将来ビジョンとして掲げ、持続可能なまちづくりを目指し、各種施策を実施してまいります。 

  その中で、平成３０年度から新たな振興総合計画に基づき、実施計画を策定し、具体的な施策に取

り組みを始めました。 

  まず、熊本地震からの復旧・復興についてでございます。 

熊本震災の被災者の生活再建と自立・見守り・相談支援といった総合的な生活支援を行うため、引

き続き地域支え合い事業、その他被災者支援事業を推進してまいります。また、復興基金創意工夫分

を活用した被災者見守り活動も実施いたします。 

併せて、平成３０年度から建設が始まった、４カ所の災害公営住宅ですが、町としても、被災され

た方が安心して暮らせる住まいを確保することはもちろんですが、併せて、入居後の生活において、

スムーズにコミュニケーションが図られ、ひいては、地域に住む人全員が支え合う、共助のまちづく

りができるよう、関係課が一体となって支援をしてまいります。 

また、宅地耐震化推進に関する事業や被災住宅地復旧支援事業といった、熊本震災後の復旧・復興

に関わる事業も展開してまいります。 

次に、復旧・復興と同時に重要な、災害時にいかに命を守り、災害に強いまちづくりをどう作り上

げていくかについてでございます。 

日本では、近年、毎年のように各地で大きな被害が発生しています。そのたびに、いかに自分の身

を守り、命を守り、自助・共助・公助を実現することが大事なのか思い知らされます。 

熊本震災から丸３年と申しましたが、決して風化されてはなりません。日ごろからの訓練や備えと

して、町では４月のシンポジウムの開催、そして１０月には実際の災害時対応を想定した、消防団や

防災士連絡協議会等とも連携し、総合訓練に取り組むことで、町民の皆さんが普段から防災を意識し

た生活を送る一助となるよう引き続き取り組んでまいります。 
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防災拠点の整備も、計画性をもって毎年進めているところでございますが、災害時の司令塔であり、

防災拠点として位置づけられる庁舎の建設が本格的に始まる予定です。町民にとって身近に感じられ

る庁舎、そして、災害時には防災機能も果たす、安心安全な拠り所となる場所を目指してまいります。 

また、町民の皆さんの普段の生活における多様なニーズに対しても対応していくことが求められて

いますが、的確に把握すること、その時期・時代に応じた対応策を検討すること、しかも将来に向け

ても持続可能なまちづくりにつながることも踏まえ、町民の皆さんとともに、実現していくことが大

切であると強く認識しているところでございます。 

それでは、個別の分野での私の考え方と方針を述べさせていただきます。 

まず、産業の分野でございます。これまでも豊かな自然と農林業の振興、他方で生活の糧となる働

く場の確保として進められてきた企業誘致を通じての多くの企業立地、そして商工業の発展に伴い、

人口増や税収増につながってきましたが、引き続き、農工商併進のまちづくりを進めてまいります。 

農業分野では、熊本地震により被災した農地、農業用施設を復旧し、農業用施設機能を維持管理し、

効率的な農作業による農業生産性の向上をはじめ、ハード面の整備と、農地を保全し農業を行う人や

農業を支える人、また組織への支援を通じて農業生産性の向上やブランド化を目指す、ソフト面の両

方の充実を図ってまいります。また、林業では、計画的な森林整備はもちろんのこと、自然の維持や

地下水涵養、地球温暖化対策も視野に入れて事業を推進してまいります。 

次に、商工業の振興ですが、従来からの企業誘致により、多くの働く場所の確保ができてきました

が、今後とも日本経済や世界経済も視野に入れつつ、企業の動向にも注視しながら、働く場の確保に

努めることで、地元高校や企業とも連携し、地域で生まれ育った若い世代が地元で働き、生活の拠点

を引き続き地元に置き、地域での消費生活による経済活性化、将来の大津町を担う人材の育成も視野

にいれた取り組みを進めていきます。 

また、世界かんがい施設遺産に登録された白川水系の歴史文化財産を生かし、町内外にアピールし

ていくかが重要と考えております。また、大津町には、町内外に誇れるサッカー場や陸上競技場、多

目的グラウンドを有する大津町総合運動公園、そして町内に多数立地するホテルがございます。そこ

で、スポーツと観光を結び付け、スポーツ文化コミッションを推進してまいります。関係機関と連携

し、どのように展開していくかが大きな課題でございますが、スポーツ大会の誘致や開催を通じて大

津町の魅力を情報発信し、外国の方や様々な世代の多くの方にお越しいただくことで、町の経済活性

化はもちろんのこと、町民の地域スポーツ参加への関心を高めること、さらには、町民の健康維持に

つながるなど、一石二鳥にはとどまらない、大きな相乗効果があるかと期待しております。 

続きまして、福祉や保健、教育の分野でございます。今後、本格的な少子高齢化社会が到来します。

大津町では、人口増の中、子どもの比率は比較的高く、高齢者率は低い状況ですが、地域によっては

少子高齢化が見られます。そこで、各世代や各地域の実情に応じた、きめ細やかな行政サービスや地

域活動の支援が必要となります。 

一方、増大する福祉・健康分野でのニーズに対して、すべてを行政が担うことは、人的にも財源的

にも厳しい状況です。そこで、住民が主体的に地域課題に対応し、非常時の助け合う体制づくり、地
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域人材の育成も含めた、地域福祉の実現を引き続き取り組んでまいります。 

町民一人一人が生活を送る上で、その年代に応じて必要な医療、福祉サービスのニーズがあります。

私たちは、今の町を支えていると同時に、次世代を担う子どもたちに責任をもってバトンタッチして

いく責務がございます。行政は、それぞれの段階で時代に合った行政サービスを展開する必要がござ

います。 

次世代を担う子どもたちへの支援については、妊婦健診のほかに、新たに実施予定の特定不妊治療

費助成事業をはじめ、出産前後の助成や健診、予防接種、地域子育て支援体制、育児等の相談体制と

いった子育てで必要とされる各種サポート体制の充実を進めていきます。そして、地域の宝である子

どもを安心して育てる体制整備として、就学前の保育体制と就学後の学童保育の充実を図ってまいり

ます。 

教育においては、幼児教育の充実、子どもたちの基本的生活習慣の形成、安全で快適な環境で教育

を受けられるための施設整備、基礎学力向上のための学校への支援等を実施してまいります。特に、

議会からもご指摘いただいております、小中学校の施設の増築や改修、備品の整備については、計画

的に実施してまいります。そして、学習支援指導員の配置による基礎学力向上や、支援を要する児童

生徒の学習・生活支援を行う特別支援・学校生活支援補助員の配置により、支援を要する児童生徒の

学習・生活支援の充実を図ります。 

日々の生活を送り、年齢を重ねる中、病気や介護という課題に直面します。そこで、「住み慣れた

地域で安心して暮らすことができる地域社会の形成」を目指し、介護や医療の連携のもと、「地域包

括ケアシステム」を構築するとともに、年と重ねても健康で生き生きと充実した人生を送るために、

健診や健診結果に応じた指導、その他健康増進事業の充実を図ります。その際、いかに健診を受けて

いただき、病気予防につながるか、生活習慣病の抑制につながるか、引き続き啓発活動を行うととも

に、増大しつつある医療費の抑制に努めてまいります。 

障がいのある人についても、地域で生活し、活躍できる社会にすべく、居宅介護、生活介護、就労

移行支援、障がい児通所支援といった各種障がい福祉サービス事業や相談支援体制の充実を図ること、

教育や保育、医療などと連携した療育体制の整備を図ってまいります。 

また、住民生活の利便性の向上を図るため、新たな取り組みとして、町民の皆さんにお支払いいた

だく税金について、従来の窓口支払いや口座振替に加え、コンビニでも支払いできるよう準備を進め

てまいります。そして、住民票のコンビニ交付の準備も進めてまいります。 

続きまして、生活環境基盤の整備でございます。このたび、都市計画マスタープランを改定しまし

た。町の振興総合計画に基づき、まちづくりの方向性を示し、土地利用や都市施設の整備などの方針

を定めるものでございます。今後は、計画に基づき、地域ごとに将来の大津町の活性化に向けて、持

続可能で、地域に応じた計画的な土地利用の推進を行っていく予定で、まず３１年度から用途地域の

見直しを実施する予定です。 

大津町は、北部・中部・南部と地域の特性により区分されます。中部地区は、住宅開発が進み人口

が増えています。一方、北部と南部は、人口減の地域が多い実情です。平成２８年度より５カ年間の
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都市再生整備計画に基づき、北部地区と南部地区の地域の活性化に取り組んでおります。 

生活環境基盤の個々の事業としては、子どもたちや地域住民が安心して地域の憩いの場として利用

する公園についても、老朽化による改修等の実施、花と緑あふれる親しみのある公園管理に努めます。 

町では、多くの町営住宅を管理していますが、熊本震災後、住宅確保に困難な方を対象として、町

営住宅の提供や災害公営住宅建設の推進と維持管理に努めてまいります。 

環境保全については、４市町で新環境工場の整備を推進するとともに、町民１人１人が意識してご

みの減量化、資源の再利用、省資源化、省エネを実践できるようよう、引き続き啓発に努めてまいり

ます。 

下水道事業については、安全な下水道処理を行い、河川の水質保全に寄与するにあたり、下水道処

理場の長寿命化工事を３０年度に引き続き新年度でも実施予定でございます。併せて、下水管の維持

管理や住宅地増に伴う下水管及び関連施設の増設や改築工事を中長期計画に基づき推進してまいりま

す。 

続きまして、生活の移動手段として欠かせない道路と公共交通でございます。 

まず、道路でございますが、幹線インフラである国道５７号やＪＲ豊肥本線は、大津町の復興や熊

本全体の観光面も含めた、なくてはならないインフラであり、１日でも早い復旧が望まれます。現代

人の生活エリアは一地域で完結せず、広域的なエリアであることから、地域同士を結ぶ交通インフラ

の復旧・復興に対して、従来以上に関係機関に要望してまいります。 

また、町内の道路については、利用状況や損傷の具合を踏まえ、計画を立て、道路改良と維持に取

り組むことで、町民の快適な生活環境の整備に努めます。 

次に、公共交通でございますが、町周辺地域での人口減少と高齢化という現状の中、利便性と経済

性を兼ねた公共交通のあり方を引き続き検討してまいります。今回、産交バス内牧環状線の廃止と合

わせた交通空白地域への乗合タクシー導入により、交通利便性の向上を図ることなどを予定しており

ます。 

一方、阿蘇くまもと空港へのアクセス鉄道の整備の問題についてでございますが、町としましても、

今後も豊肥本線利用者の利便性の維持向上はもちろんでございますが、熊本震災後に不通となってい

る肥後大津・阿蘇間の早期復旧などの要望を引き続き行いながら、豊肥本線の沿線自治体として、都

市計画マスタープランに基づく土地利用の見直しなどによる地域振興に取り組んでまいります。 

このように、様々な施策を展開していく予定でございますが、その根本は、私たち一人一人がいか

に安心安全で、良質な地域コミュニティが形成され、自助・共助が展開される環境であるかどうかで

ございます。 

そこで、施策としては、地域住民の皆さんが地域のリーダーとして活躍いただけるように、人材育

成のための支援も本年度に引き続き、実施してまいります。そして、地域住民の皆様と語り合い、地

域の課題の解決策をともに知恵を出し合い、地域に寄り添い、連携して対応できることがあるべき姿

であり、地方創生につながる姿と思っております。 

併せて、安心安全に過ごせるための防犯対策、交通安全対策はもちろん、年代を超えて楽しみなが
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ら学習できる場としての生涯学習、図書館の充実、集会所等地域コミュニティ施設の再建支援、健康

づくりも含めた生涯スポーツ活動の充実を図ってまいります。 

また、町施設については、公共施設等総合管理計画の改訂や個別施設計画の策定を進め、適切かつ

計画的な維持管理に努めてまいります。 

人権尊重のまちづくりでは、お互いが人権を尊重する心豊かな住みよい町となるよう、人権啓発福

祉センターを拠点として、引き続き様々な事業を行っていくとともに、ＬＧＢＴへの対応など、近年

の新たな人権課題にも対応してまいります。 

以上、町政全般の運営に関する基本的な考えと、今後のまちづくりにおける私の考えの一端を申し

上げましたが、引き続き、議会また町民の皆さんのご協力をいただき、「夢と希望がかなう元気大

津」の実現を目指して、皆さんとともに、全力をあげてまちづくりに取り組んでまいります。 

議会をはじめ、町民の皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

続きまして、平成３１年度の当初予算編成につきまして述べさせていただきます。 

平成３１年度の当初予算におきましては、引き続き、震災関連の事業を最優先しながら、その他の

事業につきましても、優先度の高いものを選択し、予算編成を行っております。 

一般会計については、前年の当初予算と比較しますと、熊本震災に係る、宅地耐震化推進事業や新

庁舎建設事業などの増額により、約２０億１千４００万円の増額となっております。 

基金につきましては、平成３０年度末、残高見込みは、総額５４億１千４００万円となり、うち財

政調整基金は２５億７千万円となる見込みであります。 

なお、平成３１年度の当初予算編成時において、９億４千万円の財政調整基金繰入を予定しており

ますので、繰入後の財政調整基金は１６億８千万円となる見込みです。 

また、平成３０年度末、起債残高は、大規模盛土造成地滑動崩落事業など、熊本震災に係る繰越事

業の地方債発行が影響し、１７１億９千３５６万円となる見込みです。前年度比１２億８１２万円の

増となっております。 

熊本地震関連の事業費は落ち着きつつあるものの、新庁舎建設事業の本格化、さらには人口増に伴

う行政需要への対応、公共施設の老朽化に係る更新費用の増加などへの対応もございますので、より

一層の経費節減を行うとともに、引き続き、効率的な行財政運営をしていかなければならないと考え

ています。 

続きまして、予算関係の提案理由の説明を申し上げます。 

議案第３号、「平成３０年度大津町一般会計補正予算（第６号）について」から議案第１０号、「平

成３０年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第１号）について」までの８議案の各会計の補正予

算につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

主なものとしては、国の補正予算成立に伴う、社会資本整備総合交付金事業の都市防災推進事業と

して、運動公園防災倉庫建設事業、また、企業誘致において、立地協定に伴う工業等振興奨励補助金

の増額補正や、平成３０年度の人事院勧告及び県人事委員会勧告に伴う給料改定の補正などでござい

ます。そのほか、各事業の確定に伴う補正を計上しております。 
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平成３０年度の一般会計補正予算及び各特別会計合わせて、補正予算として、歳入歳出予算総額に

１０億９千９９０万１千円を減額補正するものであり、地方自治法第２１８条第１項の規定により、

議会の議決を求めるものです。 

次に、議案第１８号、「平成３１年度大津町一般会計予算について」から、議案第２５号、「平成３

１年度大津町工業用水道事業会計について」までの８議案につきまして、提案理由の説明を申し上げ

ます。 

今回、提案しております予算の総額は、各特別会計合わせて２２９億７千７４５万４千円で、前年

度比８.８％の増（前年度当初予算額は２１１億２千２６７万４千円）となっておりますので、その

内、一般会計は１５５億５千６万７千円で、１４.９％の増となっております。 

一般会計の主な財源の構成比は、町税が３１.２％、地方交付税１１.４％、国・県支出金が２３.

９％、町債が１２.８％となっております。 

歳出で主なものは、熊本地震関連では、新庁舎建設事業（１６億７千７４４万３千円）、宅地耐震

化推進事業（２億４千４００万円）、熊本地震復興基金事業など、また、新規事業としまして、災害

公営住宅等の見守り支援事業などを計上しております。その他、地震以外では、学童保育施設の新設

や、幼児教育無償化に伴う待機児童対策、また、学校施設の雨漏り修理や、今後の生徒数の増加に伴

う校舎の増築関係、さらには、行政サービス向上を目的とした、コンビニ交付及びコンビニ収納に関

する経費などを計上しております。 

このほか、お手元に一般会計の他、各特別会計予算等の概要を配付しておりますので、ご覧いただ

きたいと思います。 

平成３１年度の一般会計予算、１５５億５千６万７千円、各特別会計予算案及び事業会計予算案、

７４億２千７３８万７千円を、地方自治第９６条第１項第２号及び地方公営企業法第２４条第２項の

規定により、議会の議決を求めるものです。 

続きまして、そのほかの案件につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

  議案第２号、「大津町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」でござい

ますが、人事院勧告及び熊本県人事委員会勧告に準じて、職員の給与を改正することに伴い、条例の

一部を改正しようとするものです。 

  次に、議案第１１号、「大津町重度心身障害者医療助成に関する条例の一部を改正する条例につい

て」でございますが、児童福祉法の改正に伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 

  次に、議案第１２号、「大津町農村地域工業導入促進審議会条例の一部を改正する条例について」

でございますが、農村地域工業等導入促進法の一部が改正されたことにともに伴い、条例の一部を改

正しようとするものです。 

  次に、議案第１３号、「特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例について」でございますが、大津町農村地域工業導入促進審議会の名称変更、大津町空

家等対策協議会の設置、大津町在宅医療・介護連携推進会議の設置、大津町地域学校協働本部の設置

に伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 
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次に、議案第１４号、「大津町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例について」でございますが、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準の一部を改正することに伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 

次に、議案第１５号、「大津町学童保育施設条例の一部を改正する条例について」でございますが、

室小学校敷地内の学童保育施設については、以前、室小学校の余裕教室をしていましたが、現在は、

専用施設で学童保育を実施しております。名称を変更するため、条例の一部を改正しようとするもの

です。 

議案第２号及び議案第１１号から議案第１５号までの案件につきましては、条例の一部改正であり

ますので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

次に、議案第１６号、「町道の路線廃止について」及び議案第１７号、「町道の路線認定について」

でございますが、路線廃止は、新たな道路整備計画があり、一旦路線を廃止するものです。また、路

線認定は、廃止した路線の区間を変更し、新たに路線の認定を行うもので、廃止した路線の一部を含

み延伸することで新たな道路とするもの、そして、新たに整備を行う路線の認定を行うものです。 

  以上、提案理由の説明を申し上げましたが、議決を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、所管部長より詳細説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） この際、念のため申し上げます。 

各部長の説明は、議案第２号から議案第１０号まで、議案第１１号から議案第１７号まで、議案第

１８号から議案第２５号まで分けて説明を求めます。 

 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） おはようございます。議案第２号、大津町の一般職の給与に関する条例等

の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

  議案集は１ページから７ページ、説明資料集は１ページから１３ページになします。 

まず、説明資料集の１ページをお願いいたします。 

  改正の内容としましては、人事院及び熊本県人事委員会が、給与改定の勧告を行ったことに伴い、

大津町の一般職の職員についても、給料、期末勤勉手当等の額を改定しようとするものであります。 

  熊本県人事委員会の勧告は、従業員数が５０人以上の６８７事業所から無作為抽出した県内２１４

事業所を対象に民間給与の調査を実施し、支給実績を把握した上で、格差を解消することを基本に勧

告が行われております。 

  勧告の内容は、第１に、平成３０年の給与改定として、民間給与との格差７０４円、率にして０.

１９％を解消するため、給料表の水準を引き上げること、期末勤勉手当については０.０５カ月分引

き上げること。 

  ２番目に、配偶者及び子に係る扶養手当で、平成３０年度は子に係る扶養手当額を３００円増額し、

８千３００円とすること。 

  ３番目に、宿日直手当を、宿日直勤務対象職員の給与の状況等を踏まえ、勤務１回に係る支給額を

４千２００円から４千４００円とするよう勧告をしております。 
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  説明資料集の２ページをお願いします。 

  大津町における給与改定の内容でございますが、月例給につきましては、行政職給料表の引き上げ

額は国に準拠し、初任給は１千５００円程度、若年層も１千円程度、その他は４００円引き上げを基

本とし、若年層に重点を置いた改定となっております。 

  今回の給料改定により、職員の給料は、月額平均６９６円引き上げられ、総額では年間で１８２万

２千円の増額となります。 

  次に、期末勤勉手当については、平成３０年度においては、１２月期の勤勉手当を０.０５カ月分

引き上げ、平成３１年度からは期末手当を６月期、１２月期ともに１.３カ月に、勤勉手当は６月期、

１２月期ともに０.９２５カ月に調整し、年間支給率を０.０５カ月引き上げる内容となっております。 

  今回の引き上げにより、年間総額で４０９万２千円の増額となります。 

  次に、扶養手当の段階的見直しでございますが、人事院勧告等に基づき、配偶者に対しては、現在

１万円の扶養手当を段階的に減額し、３１年度以降は６千５００円に減額し、子に対する扶養手当は、

現在の扶養手当８千円を、３０年度は８千３００円に増額しようとするものです。 

  大津町における影響は、平成３０年度においては、対象者が８１人で、影響額は４６万１千円、平

成３１年度は、対象者が９２名で、影響額は１５３万１千円となっております。 

  次に、宿日直手当の見直しでございますが、人事院勧告等に基づき、日直勤務の職員に支給する１

回当たりの手当てを、土日祝日を４千２００円から４千２００円、年末年始を６千４００円から６千

６００円とするものです。 

  今回の引き上げにより、年間総額で２万６千円の増額となります。 

  条例改正文について説明をいたします。新旧対照表により説明をさせていただきます。 

  説明資料集の３ページをお願いします。 

  改正条例第１条の内容ですが、この改正は、人事院勧告等に基づく改正となっています。 

  給与条例第１７条第１項で、日直勤務の職員に支給する１回当たりの手当てを土日祝日を４千２０

０円から４千４００円、年末年始を６千４００円から６千６００円、勤務時間が５時間未満の場合は、

２千１００円を２千２００円とするものです。 

  第１９条第２項第１号の改正は、再任用職員以外の職員に対して支給する勤勉手当を６月に支給す

る場合において１００分の９０に、１２月に支給する場合において１００分の９０から１００分の９

５に改訂し、０.０５カ月分を引き上げるものでございます。 

  第２号は、再任用職員に対する勤勉手当を６月に支給する場合において１００分の４２.５に、１

２月に支給する場合においては１００分の４２.５から１００分の４７.５に改定し、０.０５カ月分

を引き上げるものです。 

  説明資料の４ページをお願いします。 

  第５項の改正は、第１８条の２及び第１８条の３の期末手当の支給停止等の条項を勤勉手当に準用

させるためのものでございます。 

  議案集の５ページをお願いします。 
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  別表第１、行政職給料表を国に準拠し、改正をしております。 

  説明資料の１０ページをお願いします。 

  この条文は、平成３１年年度支給分についての改正内容となっています。 

  第１８条第２項の改正は、期末手当の支給率について、６月期と１２月期で異なっていた支給率を

１００分の１３０に均一化したものです。 

  併せて、第３項の改正は、再任用職員に対する期末手当を６月期と１２月期で行っていた支給率を

１００分の７２.５に均一化にしたものです。 

  第１９条第２項第１号の改正は、再任用職員以外の職員に対して支給する勤勉手当を６月期と１２

月期で異なっていた支給率を１００分の９２.５に均一化したものです。 

  第２号は、再任用職員に対する勤勉手当を６月期と１２月期で異なっていた支給率を１００分の４

５に均一化したものです。 

  説明資料集の１２ページをお願いします。 

  改正条例第３条は、平成３０年に改正された給与条例の附則を改正するものであります。 

  第３条で、扶養手当について、平成３０年度は、子に係る扶養手当を８千円から８千３００円に改

正するものです。 

  議案集の５ページをお願いします。 

  附則第１条第１項で、この条例は公布の日から施行するとし、第１条、第３条の規定は、平成３０

年４月１日から、第２条は、平成３１年４月１日から適用することとしています。 

  附則第２条第２項では、第１条の規定中、給与条例第１９条は、平成３０年１２月１日から適用す

ることとしております。 

  附則第１条第３項、第４項の規定については、平成２８年に改正された給与条例の附則第４条第１

項の規定により、現給保障を受ける職員等についての取り扱いは、これまで同様の取り扱いをするこ

ととしております。 

  附則第２条で、改正前の給与条例に基づいて支給された給与については、改正後の給与条例の規定

による給与の内払いとみなすこととしています。 

  附則第３条の規定で、今回の改正で権衡上必要と認められる場合においては、必要な調整を行うこ

とができるようにしております。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第３号、平成３０年度大津町一般会計補正予算（第６号）について説明を申し上

げます。 

  今回の補正は、国の補正予算成立に伴い、社会資本整備総合交付金事業の都市防災推進事業として

運動公園防災倉庫建設関連、運動公園非常用電源基盤改修工事、その他（仮称）瀬田地区避難所外構

工事、また、企業誘致において、立地協定に伴う工業等振興奨励補助金の増額補正と、平成３０年度

の人事院勧告及び県人事委員会勧告に伴う給与改定や支給額の確定見込みによる補正が主なものでご

ざいます。その他は、各事業の確定や執行見込みに伴う不用額の減額補正が主なものとなっておりま
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す。 

  補正予算書の１ページをお願いいたします。あわせて、別紙補正予算の概要をご参照ください。 

  第１条で、既定の予算の総額から歳入歳出それぞれ７億８千５５３万円を減額し、予算の総額を歳

入歳出それぞれ１４９億５千１０６万４千円とするものです。 

  第２条で、翌年度に繰り越して使用する、繰越明許費の追加及び変更を「第２表繰越明許費補正」

のとおりとしております。 

  第３条で、債務負担行為の変更を「第３表債務負担行為補正」のとおりとしております。 

  第４条で、地方債の追加及び変更を「第４表地方債補正」のとおりとしております。 

  ８ページ及び９ページをお願いします。繰越明許費の追加及び変更でございますが、熊本地震関係

事業や国の補正予算に係る事業を中心に１８本の事業、３億３千５６８万８千円の追加と、災害公営

住宅建設事業の減額、都市防災総合推進事業の増額、計２本を変更し、合計１億８千６７６万２千円

の増額補正をお願いしております。 

  １０ページをお願いします。債務負担行為の補正ですが、戸籍総合システム保守委託をはじめ、合

計８件変更でございます。平成３１年１０月の消費税増税に伴い、限度額を変更するものでございま

す。 

  １１ページをお願いします。地方債の補正ですが、追加で、国の補正予算に伴う、都市防災総合推

進事業の地方債１千２００万円を新たにお願いするものでございます。運動公園防災倉庫整備に係る

設計委託及び建設工事、非常用電源基盤改修工事の合計３件分でございます。 

  １２ページをお願いします。変更では、事業費の確定や財源の組み替えなどに基づき、限度額の増

額及び減額補正を計上いたしております。なお、２２．農業用施設災害復旧事業につきましては、国

の補助率増嵩申請により、補助率が６５％から９７.３％まで嵩上げされたことから、地方債の発行

をゼロとするものでございます。 

  それでは、歳出から主なものをご説明をいたします。 

  歳出につきましては、国の補正予算に伴います、社会資本整備総合交付金事業の都市防災推進事業

として運動公園防災倉庫建設事業など、また、企業誘致において、立地協定に伴う工業等振興奨励補

助金の増額補正と、平成３０年度の人事院勧告及び県人事委員会勧告に伴う給与改定や支給額の確定

見込による補正が主なものであります。その他は、各事業の確定や執行見込みに伴う不用額の減額補

正が主なものとなっております。増額したものを中心に主なものを説明をさせていただきます。 

まず、４０ページを願いいたします。款２、項１、目６企画費、節１３委託料は、ふるさと納税に

係るふるさと寄附業務委託料でございます。昨年の１２月補正でも増額をさせていただきましたが、

年末にかけて駆け込み件数も見込みを上回ったため、返礼品や送料に関する費用に不足が生じるため、

増額補正を計上するものでございます。３月分までのふるさと納税の総見込額は３千６６７万円を見

込んでおります。 

４１ページをお願いします。目９防犯対策費、節１１需用費は、町内の防犯灯、街灯に係る電気代

の不足分でございます。 
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４２ページをお願いいたします。目１３財政調整等基金費、節２５積立金は、後ほど歳入でも説明

いたしますが、上から２番目の減債基金積立につきましては、熊本地震における災害廃棄物処理関係

の地方債の元利償還に充てるために、県から交付される補助金を今回積み立てるものでございます。

その他、基金積立金と、４３ページの節２８土地開発基金繰出金につきましては、預金利子の確定に

伴う増額補正でございます。 

５１ページをお願いいたします。款３、項１、目１社会福祉総務費、節２８繰出金は、国民健康保

険特別会計繰出金で、保険基盤安定負担金と財政安定化支援事業の確定に伴い、一般会計から繰り出

しするものが主なものでございます。 

５２ページをお願いいたします。目２障害福祉費、節２０扶助費の障害児支援費事業と重度心身障

害者医療費助成事業は、利用件数の増により、不足分を増額補正するものであります。 

節２３は、いずれも平成２９年度事業の確定に伴う負担金の返還金でございます。 

５５ページをお願いします。目９人権啓発福祉センター運営費、５６ページに移りまして、節１１

需用費は、人権啓発福祉センターの電気代等の不足分の増額補正が主なものでございます。 

５７ページをお願いします。目１０臨時福祉給付金費、節２３償還金、利子及び割引料は、平成２

９年度の臨時福祉給付金の確定に伴う返還金でございます。 

６０ページをお願いいたします。項２、目４保険給付費で、節１９施設型給付費・地域型保育給付

費等は、児童数の増に加え、保育園等の処遇改善加算による増額補正をお願いするものです。 

６２ページをお願いします。項３、目２熊本地震関係費、節２３は、平成２９年度災害救助費負担

金の額の確定に伴う返還金です。 

６３ページをお願いします。款４、項１、目１保健衛生総務費、節２３償還金、利子及び割引料は、

過年度分の養育医療事業の確定に伴う国県負担金の返還金でございます。 

６４ページをお願いします。目２予防費の節２３につきましても、過年度分の返還金でございます。

予防接種事故救済措置事業分でございます。 

６５ページをお願いします。目６こども胃腸費、節２０扶助費は、インフルエンザの流行などによ

る医療費の増加を見込み、増額補正を行うものであります。 

６６ページをお願いします。項２、目１清掃総務費、節１９補助金の４、し尿・浄化槽汚泥運搬補

助金は、浄化槽汚泥の実績見込みの増により増額となっております。 

続いて、款６、項１、目１農業委員会費、節１報酬は、新制度に移行し、農地利用の最適化に向け

た積極的な活動を推進するため、活動実績と成果実績に応じて上乗せして交付されるもので、実績見

込みにより、増額補正をお願いするものです。 

６７ページをお願いします。目３農業振興費、節１９補助金の２、有害鳥獣捕獲補助金は、有害鳥

獣の捕獲頭数の確定により増額補正するものです。 

７０ページをお願いいたします。項２、目１、林業総務費、節１９負担金は、県の治山事業の事業

費増に伴う増額補正でございます。 

７１ページをお願いいたします。款７、項１、目２商工業振興費の節１９補助金は、新規１件を含
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む、計４件の実績による店舗改装等利子補給の増額であります。 

７２ページをお願いします。目３観光費、節１９補助金の６、地域おこし協力隊起業支援助成金は、

元隊員の起業に伴い助成するものでございます。 

続いて、目４企業誘致推進費、節１９補助金は、立地協定に基づき、町内に起業される２社分の振

興奨励補助金でございます。 

７９ページをお願いいたします。款８、項３、目２公園緑地費、節１５工事請負費は、公園長寿命

化事業として、昭和園ベンチ等の撤去更新工事分でございます。 

８１ページをお願いします。款９、項１、目２非常備消防費、節１報酬は、民間の消防団員と町職

員の消防団員との人員調整による組み替え分の増額でございます。節８報償費の団員報償費との組み

替えでございます。 

８２ページをお願いします。目３消防施設費、節１１需用費は、防災行政無線等の電気代の実績見

込みによる増額補正でございます。 

８３ページをお願いいたします。目７社会資本整備総合交付金事業は、国の補正予算成立に伴う都

市防災総合推進事業で、大津町運動公園の防災倉庫建設事業等に係る設計委託費及び工事請負費でご

ざいます。平成２９年度に策定しました、大津町復興まちづくり計画に基づき整備するものでござい

ます。その他（仮称）瀬田地区避難所建築に係る外構工事も計上をいたしております。 

８９ページをお願いいたします。款１０、項４、目１幼稚園費、節１１需用費は、陣内幼稚園の遊

具危険箇所の修繕費でございます。 

９５ページをお願いします。款１０、項５、目９熊本地震関係費、節１９補助金の１、地域生涯学

習施設等復旧事業補助金は、地震で被災した地区公民館の復旧に係る補助金で、実績見込みによる増

額補正でございます。 

９７ページをお願いします。項６、目２体育施設費、節１１需用費・修繕料は、大津町総合体育館

の男子更衣室の照明及び館内トイレの修繕費でございます。 

１００ページをお願いします。目４社会資本整備総合交付金事業費、節１５工事請負費は、国の補

正予算成立に伴う都市防災総合推進事業で、大津町運動公園の非常用電源の基盤改修工事でございま

す。 

１０１ページをお願いします。款１２公債費は、元金、利子それぞれ償還金の確定に伴う補正でご

ざいます。 

１０２ページをお願いいたします。節１３予備費で、財源の調整をいたしております。 

次に、歳入の説明を申し上げます。 

１６ページにお戻りください。款１、項１町民税、目１個人から１７ページの項３、目１軽自動車

税までは、いずれも税収見込みによる増額補正でございます。 

款９、項１、目１地方特例交付金と款１０、項１、目１普通交付税は、いずれも額の確定に伴うも

のでございます。 

１８ページをお願いします。款１２分担金及び負担金については、それぞれ事業の確定に伴うもの
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ですが、目２民生費負担金の節１現年分私立保育所分については、私立保育園保育料の実績見込みに

よる増額分です。 

また、目４農林水産費負担金は、林道瀬田裏線災害復旧事業費の見込み額の増に伴う関係市町村負

担金の増額でございます。 

１９ページをお願いします。款１３、項１使用料は、公共施設の使用料の実績に伴う補正ですが、

中でも、目４、節１公園使用料と目５、節３社会教育使用料につきましては、それぞれ運動公園多目

的広場、矢護川コミュニティ―センター及び野外活動研修センター等の利用増により、増額補正とな

っております。 

２０ページをお願いいたします。款１４国庫支出金から款１５件支出金については、それぞれ事業

の確定見込みに伴うものですが、増額したものを中心に説明を申し上げます。 

款１４、項１、目１、節１児童福祉費負担金の子どものための教育・保育給付費国庫負担金は、歳

出でもご説明申し上げました、児童数増加や保育園等の処遇改善加算の追加による国庫負担分もござ

いますが、今年度の交付要綱の改正による。国県の負担割合の変更分が大きく影響をしております。

国の負担が増え、県の負担が縮小される改正となっております。 

節３社会福祉費負担金の国民健康保険基盤安定負担金及び節４障害者福祉費負担金の障害者医療費

国庫負担金は、いずれも額の決定に基づく補正でございます。 

２１ページをお願いいたします。項２、目１、節１児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助

金及び目２衛生費国庫補助金、節２のがん検診推進事業他補助金は、実績見込みによる増額です。 

続いて、目３土木費国庫補助金、２２ページにめくっていただきまして、節２都市計画費補助金で、

社会資本整備総合交付金は、歳出で説明いたしました、国の補正予算関連で、運動公園防災倉庫建設

事業と運動公園非常用電源基盤改修事業に係る国補助金分でございます。 

２３ページをお願いします。項３、目２、節２特別児童扶養手当事務委託金は、交付決定に係る増

額補正でございます。 

続いて、款１５、項１、目２、節１社会福祉費負担金で、国民健康保険基盤安定負担金は、国費と

同じく、額の決定に基づく県負担分の増額補正でございます。 

節２、児童福祉費負担金の子どものための教育・保育給付費県費負担金は、款１４の国庫負担金で

ご説明したものと同様で、児童数の増や処遇改善加算の追加による増額と負担率変更に伴う減額が含

まれております。減額の要素が大きいため、合計では減額となっております。 

節４障害者福祉費負担金の熊本県障害者自立支援医療費負担金は、国庫負担金と同様に、額の決定

による補正でございます。 

節５災害救助費負担金の災害救助費負担金（大阪北部地震、西日本豪雨災害分）は、昨年発生した、

それぞれの災害に要した、支援物資や業務支援費の費用分でございます。 

２４ページをお願いします。項２、目１、節２熊本地震復興基金交付金は、熊本地震復興基金基本

事業に係る県補助金で、それぞれ実績見込みによる補正でございます。 

２５ページをお願いします。節３児童福祉費補助金で、多子世帯子育て支援事業補助金及び子育て
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短期支援事業補助金は、入所児童数等の実績見込みによる増額です。 

保育対策総合支援事業費県補助金は、実績見込みの減額補正に加え、国費分が県を通して交付され

ることに伴う財源の組み替えにより増額となるものでございます。 

節６障害者福祉費補助金の重度心身障害者医療費補助金は、利用件数の増加による重度心身障害者

医療費助成事業の増額補正に係る県補助金でございます。 

目３衛生費補助金、節１保健衛生費総務費補助金は、歳出の子ども医療扶助費の増額補正に伴うも

のでございます。 

続いて、目４、節１農業委員会費補助金の農地利用最適化交付金は、歳出でご説明しました、農地

利用最適化の活動及び成果実績に対する増額補正分の県補助金でございます。その他、農業委員会交

付金、国有農地等管理処分事業事務取扱交付金は、交付額確定に伴う増額補正でございます。 

２６ページをお願いします。節４林業費補助金の森林環境保全整備事業補助金は、町有林長期作業

委託の補助金確定に伴う増額補正です。 

続いて、目８災害復旧費県補助金、節１農業等施設災害復旧費補助金は、平成３０年７月の豪雨災

害において、激甚災害指定による補助率増嵩により、補助金が増額されるものです。 

２７ページをお願いします。節３熊本地震災害廃棄物処理基金補助金は、国のグリーンニューディ

ール基金を原資として県から交付されるもので、熊本地震に係る災害廃棄物処理事業において、平成

２８年度と２９年度に借り入れを行った地方債の元利償還額について、普通交付税に算入されない

５％相当分を補助金として受け入れるものでございます。 

歳出の款２、項１、目１３財政調整等基金費で、減災基金に積み立て、翌年度以降、元利償還金の

５％相当額に対して繰り入れをするものでございます。 

項３、目２民生費委託金、節１社会福祉費委託金、それぞれ実績見込みによる補正でございます。 

目４農林水産業費委託金、節１林業費委託金の鳥獣捕獲許可事務委託金は、委託金の確定に係る増

額補正でございます。 

２８ページをお願いします。款１６、項１、目２利子及び配当金は、それぞれ金額の確定による補

正でございます。 

次に、項２、目１、節１土地建物売払収入の法定外公共物売払収入は、里道・水路の売り払い、合

計９件の実績による増額補正でございます。 

その下の節２町有林立木売払収入は、今年度の実績見込みによる補正でございます。 

２９ページをお願いします。款１８、項２、目３、節１大津町工場等振興奨励基金繰入金は、歳出

の款７で説明いたしました、工場等振興奨励補助金に係る基金の繰入金でございます。 

その下の目４、節１財政調整基金繰入金は、今回補正に係る財源超過分を、財政調整基金から減額

するものでございます。 

３０ページをお願いします。款２０、項１、目１延滞金は、収納実績見込みによる増額です。 

項２、目１、節１預金利子は、利子の確定による増額です。 

次に、項３、目１、奨学金返還金も実績でございます。 
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３１ページをお願いします。款２０、項４、目２、節１雑入は、それぞれ実績に伴う補正ですが、

主なものとしましては、下から１０番目の建物災害共済金で、熊本地震に係る建物見舞金でございま

す。大津南小学校他９件分の見舞金でございます。 

３２ページをお願いいたします。目３、節１過年度収入は、過年度事業に係る負担金確定に伴う増

額補正でございます。 

３３ページをお願いいたします。款２１、項１、目２土木債、節２都市計画債で、公営住宅建設事

業債は、後迫地区の災害公営住宅建設に係るもので、補助限度額を超過した部分について、新たに地

方債の借り入れを行うものでございます。 

その下、補正予算債、都市防災総合推進事業分ですけれども、歳出でも説明いたしました、運動公

園防災倉庫建設事業、非常用電源基盤改修工事に伴う地方債でございます。 

次に、目５災害復旧債、節３その他公共施設災害復旧債は、熊本地震復興基金基本事業の地域生涯

学習施設復旧事業で、実績見込みによる増額補正でございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） しばらく休憩します。１１時２０分より再開します。 

午前１１時１０分 休憩 

△ 

午前１１時２０分 再開 

○議 長（桐原則雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  住民福祉部長藤本聖二君。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） こんにちは。まず、議案第４号、平成３０年度大津町国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）についてご説明をいたします。 

  補正予算書の１ページをお願いします。補正予算の概要は３２ページからになります。 

  第１条で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億１千３１５万６千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０億７千２２０万９千円とするものでございます。 

  今回の補正では、療養給付費見込みの減額補正が主なもので、歳入につきましては、県費の普通交

付金の減額と、保険基盤安定繰入金と財政安定化支援事業繰入金の増額が主なものでございます。 

歳出から説明をいたします。 

９ページをお願いいたします。款１、項１、目１一般管理費は、国民健康保険が県単位化になった

ことによります通信運搬費の実績見込みに伴います減額でございます。 

款２、項１、目１一般被保険者療養給付費、目２退職被保険者等療養給付費、次の１０ページ、款

２、項２、目１一般被保険者高額療養費、目２退職被保険者等高額療養費等は、実績見込みに伴う補

正です。 

款３、項１、目１一般被保険者医療給付費分、それから、１１ページ、款３、項２、目１一般被保

険者後期高齢者支援金分、款３、項３、目１介護納付金分は、財源の組み替えを行っております。 

１２ページをお願いいたします。款１０予備費で財源の調整を行っております。 
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続きまして、歳入についてご説明をいたします。 

予算書の８ページをお願いいたします。款４、項１、目１普通交付金は、先ほど歳出でご説明いた

しました療養給付費等の実績見込みに伴う減額補正です。 

款６、項１、目１一般会計繰入金の節１保険基盤安定繰入金、節４財政安定化支援事業繰入金のい

ずれも額の決定による増額補正です。 

以上、よろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第７号、平成３０年度大津町介護保険特別会計補正予算（第４号）についてご説

明申し上げます。 

今回の補正の主な内容は、歳入では、国や県等の負担金及び補助金等の実績見込みによるもの、歳

出では、介護給付費や各種事業の実績見込みに伴うものとなります。 

補正予算書の１ページをお願いいたします。 

第１条で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３千４７６万９千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７億５千８９５万２千円とするものでございます。 

それでは、歳出の主なものについてご説明をいたします。 

予算書１２ページをお願いいたします。補正予算の概要は３５ページ、歳出からになります。款の

１、項の１、目の１一般管理費、節１３委託料は、介護保険制度改正対応等システム改修に伴う実績

額に伴う減額になります。 

款１、項４、目１計画策定等委員会費、節１報酬及び節９旅費は、地域包括支援センター、地域密

着型サービスに関する運営委員会の実績見込みによる減額です。 

款２、項１、目１介護サービス等諸費は、介護給付費をそれぞれの実績により、説明欄のとおり増

額を行うものでございます。 

予算書１３ページをお願いいたします。款２、項３、目１高額介護サービス等費は、高額介護サー

ビス負担金の実績見込みに伴う増額です。 

款３、項１、目１介護予防生活支援サービス事業、節１３委託料は、訪問型サービス事業及び通所

型サービス事業の実績見込みによる減額です。 

予算書１４ページをお願いいたします。節１９負担金、補助及び交付金は、介護予防・生活支援サ

ービス事業費の実績見込みによる減額になります。 

款の３、項１、目２介護予防ケアマネジメント事業費、節１３委託料は、介護予防ケアマネジメン

ト委託の実績見込みによる減額です。 

款３、項２、目１一般介護予防事業費、節１３委託料は、介護予防型ミニデイ事業委託の実績によ

る減額です。 

予算書１５ページをお願いいたします。款３、項３、目１包括的支援事業費、節１報酬は、地域包

括支援センター非常勤職員の実績見込みによる減額です。 

節１３委託料は、地域包括支援センターシステム保守委託や在宅医療、介護連携事業委託の実績見

込みによる減額です。 
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予算書１６ページをお願いいたします。款３、項３、目２任意事業、節１３委託料は、食の自立支

援事業委託の実績による減額です。 

款６、項１、目１予備費で財源調整をしております。 

歳入をご説明いたします。 

予算書の８ページをお願いいたします。補正予算の概要は３４ページになります。款３、項１、目

１介護給付費負担金、節１現年度分は、介護給付費等の実績見込みによる国負担分の増額です。 

款３、項２、目１調整交付金、節１現年度分調整交付金は、国からの調整交付金の実績見込みによ

る減額です。 

目２地域支援事業交付金も実績見込みによるものです。 

款３、項２、目４介護保険事業費補助金、節１介護保険事業費補助金は、実績見込みによる国補助

金の増額です。 

款３、項２、目５保険者機能強化推進交付金、節１保険者機能強化推進交付金は、地域包括ケアシ

ステムの強化として、市町村の自立支援、それから重度化防止等の取り組みを支援するために、平成

３０年度に創設をされまして、本年３月に交付金が確定したため、今回、補正をするものです。 

款４、項１、目１介護給付費交付金、節１現年度分は、実績見込みによる支払い基金からの交付金

の減額になります。 

目２地域支援事業支援交付金は、実績見込みによる交付金の減額になります。 

予算書１０ページをお願いいたします。款５、項２、目１地域支援事業交付金は、実績見込みによ

る県交付金の減額です。 

款６、項１、目１介護給付費繰入金、節１現年度分は、実績見込みによる減額になります。 

目２地域支援事業交付金、目４その他一般会計繰入金は、それぞれ実績に伴う減額になります。 

予算書の１１ページをお願いいたします。款９、項３、目１介護予防サービス計画費収入は、実績

見込みによる増額です。 

以上、よろしくお願いいたします。 

最後に、議案第９号、平成３０年度大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）についてご

説明いたします。 

今回の補正の主なものは、平成３０年度の保険料の収納見込み、及び歳出の後期高齢者医療広域連

合納付金の額の確定によるものです。 

予算書の１ページをお願いいたします。補正予算の概要は３７ページになります。 

第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７４万２千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ３億２千１８７万７千円とするものです。 

まず、歳出についてご説明いたします。 

９ページをお願いいたします。款２、項１、目１後期高齢者医療広域連合納付金、節１９現年分保

険料負担金は、額の確定通知に基づき増額補正とするものです。また、２滞納繰越分保険料負担金の

額に見込みによる増額補正です。 
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款３、項１、目１健康診査費は、１３委託料の健康診断及び歯科口腔健診の受診者の実績見込みに

より減額するものです。 

款５、項１予備費で財源を調整しております。 

続きまして、歳入についてご説明いたします。 

７ページをお願いいたします。款１、項１後期高齢者医療保険料の各目の補正につきましては、そ

れぞれの収納見込み額による補正です。 

款６、項１、目１延滞金と、款６、項２、目１保険料還付金は、収納見込みによる補正です。 

８ページをお願いいたします。款６、項４、目１後期高齢者医療広域連合受託事業収入は、健康診

査の受託分で、実績見込みによる減額です。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） 経済部長本古庄啓起君。 

○経済部長（古庄啓起君） こんにちは。私のほうからは、議案第５号、平成３０年度大津町外４ケ市

町村共有財産管理処分事務受託特別会計補正予算（第１号）のほうをご説明申し上げます。 

  議案集は１０ページ、予算の概要は３２、３３ページをお願いします。予算書１ページをお願いし

ます。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２千１９２万３千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ６千４５万１千円とします。 

  歳入のほうからご説明申し上げます。 

  予算書の７ページをお願いします。款２、項１、目１、節１財産収入、分収林収益分収金、熊本県

へ貸しております真木団地の山林を県が売却した木材の分収金でございます。売買契約額４千３８４

万８千円に、分収割合５０％を掛けて算出しております。 

  歳出をご説明申し上げます。 

  予算書８ページをお願いします。款１、項１、目１一般管理費です。節２８繰出金、一般会計繰出

金、真木団地の造林事業の確定による減額補正でございます。一般会計の町有林保育事業等委託の中

で行うため、一般会計へ繰り出しております。 

  款２、項１、目１予備費、歳入補正額から歳出補正額を差し引いた額を予備費に補正しております。 

  以上で説明を終わります。 

○議 長（桐原則雄君） 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） こんにちは。議案第６号、平成３０年度大津町公共

下水道特別会計補正予算（第４号）についてご説明いたします。 

  別冊の補正予算書をお願いいたします。補正予算の概要については３３ページになります。 

  今回の補正の主なものは、国庫補助事業内示額の減少に伴う事業費の減額確定によるものです。 

  予算書の１ページをお願いいたします。 

  第１条で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億９千１６万６千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億５千４７３万５千円とするものです。 
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  第２条で、繰越明許を計上し、第３条で、債務負担行為の補正を記載のとおりとし、第４条で、地

方債の補正を記載のとおりとします。 

  ４ページをお願いいたします。第２表繰越明許費であります。今回、公共下水道事業で繰り越しを

予定している事業は、次のとおり２つでございます。まず、浄化センター等改築工事業務委託１億５

千５００万円、下水道事業団が年度当初から入札にかけてまいりましたが、入札不調が４回続き、１

０月に落札契約となり、年度内工事の完了が見込めないため繰り越すものです。２つ目に、瀬田陣内

汚水幹線８２０１ー２号他、管渠築造工事他５千２００万円、既存埋設物である上水道及びＮＴＴと

の協議に時間を要したため、繰り越すものです。 

  ５ページをお願いいたします。第３表債務負担行為補正については、消費税増額予定に伴い、限度

額を大津町浄化センター等包括的民間委託については４億８千６３５万８千円に、マンホールポンプ

管理包括的民間委託については５千８７０万１千円に変更するものです。 

  ６ページをお願いします。第４表地方債補正については、事業の確定に伴い、限度額を１億５千７

００万円に変更するものです。 

  歳出の主なものから説明いたします。 

  予算書の１２ページをお願いいたします。款の１、項の１、目１総務管理費につきましては、職員

給与の確定による減額、企業会計移行に係る業務委託の不用額減額及び消費税額の確定による減額で

す。 

  続きまして、款１、項１、目２事業費については、節１３委託料の減額は、国庫補助事業内示額の

減少に伴うものです。 

  節２２補償補てん及び賠償金につきましては、執行見込みにより減額するものです。 

  款２、項１、目１元金、目２利子につきましては、額の確定によるものです。 

  次に、歳入についてご説明いたします。 

  １０ページをお願いいたします。款１、項１、目１負担金、節１受益者負担金につきましては、開

発行為等に伴う増額分です。 

  款３、項１、目１、節１公共下水道費事業補助金の減額は、国庫補助事業内示額の減少に伴うもの

です。 

  款４、項１、目１一般会計繰入金、節１一般会計繰入金の減額は、人件費及び国庫補助事業内示額

の減少に伴い、一般会計からの繰入金を減額するものです。 

  １１ページをお願いいたします。款７、項１、目１、節１公共下水道事業債の減額は、国庫補助事

業内示額の減少に伴い減額するものです。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第８号、平成３０年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第３号）について

説明いたします。 

  別冊の補正予算書をお開きください。補正予算の概要につきましては３７ページになります。 

  今回の補正の主なものは、農業集落排水分担金の歳入増、それに伴う一般会計繰入金の減額です。 
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  予算書の１ページをお開きください。 

  第１条で、既定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ同額とし、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１億４千３１６万８千円とするものです。 

  ７ページの歳入から説明いたします。 

  款１、項１、目１農業集落排水事業費分担金、節１農業集落排水事業費分担金を歳入増に伴い増額

し、款３、項１、目１一般会計繰入金、節１一般会計繰入金は、農業集落排水事業費分担金の歳入増

に伴い、減額するものです。 

  次に、歳出につきましてご説明いたします。 

  ８ページをお願いいたします。款１、項１、目２農業集落排水事業費につきましては、財源を組み

替えたものです。 

  以上でございます。 

  議案第１０号、平成３０年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第１号）についてご説明いたし

ます。 

  補正の概要３８ページ、補正予算書につきましては１ページをお願いいたします。 

  今回の補正の主なものは、使用料の収入増見込み額に伴い、行うものです。 

  予算書の１ページをお願いいたします。 

  第２条で、予算に含めた収益的収入及び支出の予定額について、収入を４２４万５千円増額し、支

出を９４万５千円減額するものです。 

  ２ページをお願いいたします。 

  第３条で、議会の議決を経なければ流用できない経費の補正として、職員給与費を１６０万６千円

減額するものです。 

  説明書により詳細をご説明いたします。 

  １ページをお願いいたします。収益的収入及び支出のうち、款１、項１、目１給水収益を使用水量

の増に伴い、４２４万５千円増額するものです。 

  ２ページをお願いいたします。款１、項１、目１原水費の６６万１千円の増額は、電気代の支出見

込み増に伴う増額です。 

  款１、項１、目３総係費の１６０万６千円の減額は、職員給与等の確定に伴う減額です。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） 次に、議案第１１号から議案第１７号までの説明を求めます。 

住民福祉部長藤本聖二君。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） 議案第１１号、大津町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部

を改正する条例についてご説明をいたします。 

  議案集は１６ページから１７ページ、説明資料は１４ページをお願いいたします。 

  今回の条例改正につきましては、児童福祉法が改正されたことによりまして、本条例で引用してお

ります、児童福祉法において規定されている条項が繰り下げられたことによりまして、条文の改正を
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行うものでございます。 

  条例の改正につきましては、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める

ものでございます。 

  今回の児童福祉法の改正につきましては、介護保険の居宅サービス事業者等の指定を受けている者

及び障害者福祉サービスの指定を受けているものに係る障害児通所支援事業者の指定の特例、いわゆ

る、共生型障害児通所支援事業者の特例が新たに設けられたことによりまして、児童福祉法第２１条

の５の１７以降が繰り下げられました。 

  説明資料１４ページ、新旧対照表をご覧ください。 

  条例第２条の一部負担金の項中「第２１条の５の２８」を「第２１条の５の２９」に改正するもの

です。 

  附則において、公布の日から施行し、平成３０年４月１日から適用するとしております。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） 経済部長本古庄啓起君。 

○経済部長（古庄啓起君） 私のほうから議案第１２号、大津町農村地域工業導入促進審議会条例の一

部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 

  議案集は１８ページ、説明資料集は１５ページをお願いします。 

  説明資料集にあります新旧対照表を基にご説明申し上げます。 

  今回の条例の一部改正は、改正前の第１条に記載されております、「農村地域工業導入促進法」が

改正後にあります第１条に記載されております、「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」

に改正されたことにより、条例の題名と第１条の審議会名を改正するものでございます。 

  以上でございます。 

  すみません、施行日を併せてご説明申し上げます。 

  ３１年の４月１日から行います、ということで、以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） 議案第１３号、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

  議案集は２０ページと２１ページ、説明資料集は１６ページからご参照ください。２１ページを中

心にご説明申し上げます。 

  ４点ございまして、一つ目は、先ほどの議案第１２号に関連いたしまして、別表中「大津町農村地

域工業導入促進審議会」の名称を「大津町農村地域産業導入促進審議会」に改めるもの、残りの３点

につきましては、「大津町空家等対策協議会」「大津町在宅医療・介護連携推進会議」「大津町地域学

校協働本部」の３つを設置するにあたり、新たに別表に追加するものでございます。 

  他の行政委員会と同様に、大津町空家等対策協議会会長の報酬を３千８００円、委員の報酬を３千

７００円、大津町在宅医療・介護連携推進会議会長の報酬を３千８００円、委員の報酬を３千７００

円、大津町地域学校協働本部員の報酬を３千７００円とし、費用弁償については、それぞれ２千２０
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０円とするものです。 

  説明資料集の１６ページから２１ページにそれぞれの協議会等の設置目的や内容等についてお示し

をしておりますので、ご参照いただきたいと思います。 

  また、２２ページは新旧対照表となります。 

  議案集の２１ページをお願いします。 

  附則で、この条例は平成３１年４月１日から施行するものとしております。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） こんにちは。議案第１４号、大津町放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

  議案集は２２ページから２３ページ、説明資料集は２３ページをお願いいたします。 

  今回の改正は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴

い、条例の一部を改正しようとするものでございます。 

  第１０条第３項第５号中、「卒業した者」の次に、「（当該学科又は当該課程を修めて同法の規定に

よる専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）」を加えるものでございます。 

  平成３１年４月１日から学校教育法の改正により、専門職業人の養成を目的とする新たな高等教育

機関として、専門職大学の制度が設けられ、前期・後期に課程を区分することができるとされました。

この専門職大学の前期課程の修了者は、短期大学卒業者と同等の教育水準を達成することとされてお

ります。このため、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が改正され、専門職大学の

前期課程を修了した人について、放課後児童支援員の基礎資格を有する者として追加されたことに伴

い、町の基準も同様に改正するものでございます。 

  なお、附則で、この条例は平成３１年４月１日から施行するとしております。 

  続きまして、議案第１５号、大津町学童保育施設条例の一部を改正する条例について説明いたしま

す。 

  議案集２４ページから２５ページ、説明資料集は２４ページをお願いいたします。 

  今回の改正は、学童保育施設の名称の変更と児童福祉法の改正に伴う条項のずれに対応するために

条例の一部を改正しようとするものでございます。 

  第１条は、第１条中、児童福祉法第３４条の７を児童福祉法第３４条の８に改めるものでございま

す。これは児童福祉法の改正による条項ずれに対応するための改正でございます。 

  第２条は、学童保育施設の名称及び位置の表中、「室小学校校区学童保育室」を「室小学校校区学

童保育施設」に改めるものでございます。これは、以前、室小学校の余裕教室を利用していたため、

「室」としておりましたけれども、現在は専用施設で学童保育を実施しており、「学童保育施設」と

名称を変更するものでございます。 

  なお、附則で、この条例は公布の日から施行するとしております。 

  以上。よろしくお願いいたします。 
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○議 長（桐原則雄君） 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） 議案第１６号、町道の路線廃止についてご説明いた

します。 

  議案集の２６ページ、説明資料集２５ページをお願いいたします。 

  路線番号２３０、路線名、町道室工業団地２号線、延長６３４メートルで、起点は大津町大字室字

狐平から、終点は大津町大字室字三郎松までの道路でございます。本路線の一部におきまして、新た

な町道の計画があるため、一旦廃止するものです。 

  以上、議案第１６号につきましては、町道の路線廃止について、道路法第１０条第３項の規定によ

り、議会の議決を求めるものです。 

  続きまして、議案第１７号、町道の路線認定についてご説明いたします。 

  議案集の２８ページ、説明資料集２６から２８ページをお願いいたします。 

  路線番号２３０、路線名、町道室工業団地２号線、延長約３３０メートルで、起点は大津町大字室

字狐平から、終点は同じく大津町大字室狐平までとしております。 

また、路線番号３４５、路線名、町道室工業団地４号線、延長約５００メートルで、起点は大津町

大字杉水字大谷から、終点は大津町大字室字三郎松まででございます。先ほど町道廃止でご説明いた

しましたが、元の町道室工業団地２号線の西側部分を北側の町道本田技研３２５号線まで延伸して改

良するために、新たな路線である町道室工業団地４号線とするものです。したがいまして、元の町道

室工業団地２号線の残りの部分について、終点が字狐平から字三郎松に変わりまして、町道室工業団

地２号線として認定をお願いするものです。 

  続きまして、路線番号３４６、路線名、町道杉水中谷線、延長約５４０メートルで、起点は大津町

大字杉水字中谷から、終点は大津町大字杉水字中谷までです。南側の町道本田技研３２５号線側から

北側の町道杉水大津線まで通り抜け可能な町道の計画でございます。 

  議案第１７号につきましては、町道の認定、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を求め

るものでございます。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） しばらく休憩します。午後１時より再開します。 

午前１１時５４分 休憩 

△ 

午後１時００分 再開 

○議 長（桐原則雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、議案第１８号から議案第２５号までの説明を求めます。 

 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） こんにちは。議案第１８号、平成３１年度大津町一般会計予算について説

明申し上げます。 

  予算書の１ページをお願いします。あわせて別冊の当初予算の概要をご参照ください。 
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  第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５５億５千６万７千円と定めております。 

  第２条の債務負担行為から第５条歳出予算の流用までは、記載のとおりとしています。 

  ８ページをお願いします。 

  第２表債務負担行為です。公共施設個別施設計画策定業務委託及び用途地域変更等支援業務委託に

つきましては、それぞれ２カ年での計画策定を予定しております。 

  その下、学童保育施設指定管理委託につきましては、大津南小学校の学童保育に係る指定管理の更

新分でございます。 

  庁内ネットワークサーバー機器借上料以下の事項につきましては、リース満了に伴う更新及び新規

導入に係るものでございます。なお、下から６番目の小学校電子黒板借上料と、一番下の中学校電子

黒板借上料につきましては、新規導入分でございまして、小学校で５２台、中学校で２０台を新規に

導入するものでございます。 

  ９ページをお願いします。 

  第３表地方債です。１の臨時財政対策債は、交付税の財源不足を補てんするもので、国の地方財政

計画を参考に計上しています。 

  ２の仮庁舎整備事業は、仮庁舎の賃借料に充てるものでございます。 

  ３の新庁舎建設事業（災害復旧事業債）は、新庁舎建設に係る一般単独災害復旧事業債が主なもの

です。 

  ４の新庁舎建設事業（一般単独事業債）は、新庁舎建設に係る一般単独災害復旧事業債の対象外分

に係るものでございます。 

  ５から８の道路関連事業は、大林５７号線や橋梁補修工事など、主に町道整備に係るものです。 

  ９の都市再生整備計画事業は、社交金事業の町道猿渡線や、南部地区交流広場、サイクリングロー

ドサイン関連の事業に係るものです。 

  １０の都市防災総合推進事業は、運動公園防災倉庫整備に係るものです。 

  １１の公園長寿命化対策支援事業は、昭和園のトイレ等の整備に係るものです。 

  １２の自然災害防止事業は、県の砂防事業に係る負担金分でございます。 

  １３の防災基盤整備事業は、小型ポンプ及び積載車導入に係るものです。 

  １４の一般公共事業は、県営かんがい排水事業負担金に充てるものでございます。 

  それでは、歳出からご説明申し上げます。 

  ４８ページをご覧ください。款１、項１、目１議会費です。対前年比１９１万２千円の減額で、４

９ページの節９旅費において、議会研修関係の費用弁償の減額が主なものです。 

  ５０ページをお願いします。款２、項１、目１一般管理費は、前年度より３千５４２万６千円を増

額していますが、職員の増に伴う、給料、共済費等の増額が主なものでございます。 

  ５８ページをお願いします。款２、項１、目５財産管理費、節１８備品購入費は、老朽化した公用

車の更新として４台分を計上するものでございます。 

  次に、５９ページをお願いします。目６企画費、節１報酬で、空き家対策事業に係る空き家対策協
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議会委員報酬を新規で計上しております。 

  ６０ページをお願いします。節１３委託料は、ふるさと寄附金に係る事務代行の業務委託料が主な

もので、その他、振興総合計画進行管理業務委託や公共施設個別計画策定業務委託料等を計上してお

ります。なお、公共施設個別計画策定につきましては、今後、老朽化した公共施設の更新にかかる費

用の平準化等を目的に作成するもので、２カ年での計画策定を予定しております。 

  続いて、節１５工事請負費は、地方創生事業で、肥後大津駅周辺地域の景観整備事業として計上す

るものです。 

  ６１ページをお願いします。目７電子計算費、６２ページに移りまして、節１３委託料の総合行政

システム改修業務委託については、コンビニ収納に係るシステム改修が主な内容でございます。また、

業務用端末のWindowsアップグレードの業務委託を新規で計上しております。Windows７のサポート終

了に伴う業務委託でございます。 

  節１４使用料及び賃借料は、下から３番目の平成３１年度事務用パソコン借上料を新規で計上いた

しております。 

  ６５ページをお願いします。目９防犯対策費、６６ページをめくっていただきまして、節１９負担

金の３、防犯カメラ設置事業負担金は、町内に設置される防犯カメラの設置負担金でございます。５

台分を予定しております。 

  ６９ページをお願いします。目１２諸費、節１９補助金、７０ページをめくっていただきまして、

１の生活路線維持費補助金は、路線バスの内牧環状線の廃止に伴い減額となりますが、廃止路線区域

に乗合タクシーを導入いたしますので、２の乗合タクシー運行費補助金が増額となっております。 

  ７２ページをお願いします。目１８熊本地震関係費、節１４使用料及び賃借料の大津町仮庁舎賃借

料については、前年度から再リースとなっているため、減額となっています。 

  続いて、目１９庁舎建設事業費は、新庁舎建設に係る工事請負費等を新規に計上したことにより、

前年比１６億７千３４６万６千円の大幅な増額となっております。財源としましては、国県支出金、

地方債、その他としまして、庁舎建設基金の繰入金を計上しております。 

  ７５ページをお願いします。款２、項２、目２賦課徴収費、７７ページをめくっていただきまして、

節１９負担金の５、指定金融機関システム改修負担金は、コンビニ収納を開始するにあたり、指定金

融機関側のシステムを改修するための負担金でございます。 

  続いて、項３、目１戸籍住民基本台帳費、７９ページをめくっていただきまして、節１３委託料で、

下段の３項目につきましては、住民票などのコンビニ交付に係るシステム構築及び機器保守等の委託

費でございます。 

  ８２ページをお願いいたします。項４、目３参議院議員通常選挙費は、平成３１年７月執行予定の

参議院議員通常選挙に係る費用でございます。 

  ８４ページをお願いします。目６県議会議員菊池郡選挙区一般選挙費は、平成３１年４月７日執行

の熊本県議会議員選挙に係る費用でございます。 

  ８５ページをお願いします。目７県知事選挙費は、平成３２年３月執行予定の熊本県知事選挙に係



 37

る費用でございます。 

  ８８ページをお願いします。項５、目２各種統計調査費については、平成３１年度は農林業センサ

スが主な統計でございます。 

  ９１ページをお願いします。款３、項１、目１社会福祉総務費、９２ページをめくっていただきま

して、節１３委託料の２番目、多機関の協働による包括的支援体制構築事業委託につきましては、近

年、多様化・複雑化する福祉分野の諸問題に、的確に対応を行うための体制づくりに係る委託料でご

ざいます。専門の相談支援員を配置し、関係機関へ引き継ぐなど、総合的なコーディネイトを行うこ

ととしております。 

  ９３ページをお願いします。節２８繰出金です。国民健康保険特別会計への繰出金を２億１千８８

２万５千円、介護保険特別会計繰出金を３億７千８１０万８千円計上しております。 

  両特別会計への繰出金については、法定外繰り出しは行っておりません。 

  次に、目２障害者福祉費、９６ページをめくっていただきまして、節２０扶助費の１番目、障害福

祉サービス事業は、利用者、サービス利用料の増加により、前年比８千１７４万８千円の増額です。

また、上から２番目、障害児支援事業につきましても、事業所の増加に伴う利用者増を見込み、前年

度比２千７３３万２千円の増額となっています。 

  目３後期高齢者医療費は、節１９後期高齢者医療広域連合負担金が前年度より１千１０８万３千円

の減額となっています。前年度に行った後期高齢者医療広域連合システム更新の減などが主な要因と

なっております。 

  １０５ページをお願いします。目１１熊本地震関係費、節１３委託料の地域支えあい事業委託は、

仮設住宅入居者の方たちに対し、生活相談員などを配置し、サポートするための委託費です。また、

災害公営住宅入居者に対し、巡回訪問などを実施する、災害公営住宅等見守り支援事業委託を新規に

計上しております。その他、熊本地震復興基金事業として、被災者見守り対策強化事業委託を計上い

たしております。 

  １０７ページをお願いします。項２、目１児童福祉総務費、節１３委託料の下から３番目、大津小

学校校区学童保育施設建設工事監理業務委託及び、１０８ページをめくっていただきまして、節１５

工事請負費の大津小学校校区学童保育施設建設工事、並びに節１８の大津小学校校区学童保育施設備

品につきましては、施設の老朽化や利用者増に伴い、建て替えを行う費用でございます。 

  １０９ページをお願いします。節１９補助金の２．待機児童支援助成事業補助金は、認可外保育施

設を利用している家庭の負担軽減を目的として、一定の条件のもと、助成するものであります。 

  また、３．保育士就職支援助成金につきましては、保育士確保を目的として、町内の保育施設に新

たに就労した方に対し助成するものでございます。 

  いずれも新規の事業になりまして、幼児教育無償化に係る待機児童対策の事業でございます。 

  １１３ページをお願いします。目４保育給付費は、入所児童数の増加を見込み、前年比６千４３０

万２千円の増額です。 

  続いて、目５学童保育施設運営費は、学童保育施設に係る指定管理委託が主なものですが、対象ク
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ラブの増や指定管理料の見直しにより、前年比２千２５６万６千円の増となっております。 

  １１５ページをお願いします。項３、目２熊本地震関係費は、主に災害救助費や復興基金創意工夫

事業の対象となる経費でございます。前年度比で１億５４３万５千円の減額でございますが、節１０

交際費の一部損壊世帯住宅補修見舞金、節１３委託料の住宅応急修理業務委託料、１１６ページの節

１９補助金の被災住宅補修費利子助成事業補助金など、被災者の生活再建の進捗に応じて減額となっ

ております。 

  １１８ページをお願いします。款４、項１、目１保健衛生総務費、節１９負担金の１．病院群輪番

制病院運営事業負担金は、平成３１年度、大津町が２市２町の幹事団体になることから、菊池市・合

志市・菊陽町より歳入を受け、取りまとめて支出をするため増額となっております。 

  １２４ページをお願いします。目７合併処理費、節１９補助金の１．合併処理浄化槽設置補助金は、

通常の補助金に加え、熊本地震からの復旧で、下水道処理区域内の世帯への補助金も計上しておりま

す。こちらにつきましては、熊本地震復興基金の創意工夫分を充てる予定でございます。 

  １２６ページをお願いします。項２、目１清掃総務費、節１９負担金の１．菊池環境保全組合負担

金は、新環境工場の建設や、ごみ処理量の増加に伴い、前年度比５千５４７万６千円の増額となって

います。 

  １３０ページをお願いします。款６、項１、目３農業振興費につきましては、前年比７９６万３千

円の減額でございます。１３２ページをめくっていただきまして、節１９補助金の８．農業次世代人

材投資事業補助金につきましては、５年間の補助期間終了による対象者の減により、前年比６３７万

５千円の減額になっております。 

  １３３ページをお願いします。目５農業構造改善事業費、節１３委託料、１３４ページをめくって

いただきまして、節１５工事請負費は、熊本地震により使用ができなくなりました、総合交流ターミ

ナル（岩戸の里）の解体関連の費用でございます。 

  １３５ページをお願いします。目６農地費、節１９の負担金の１．上井手・下井手地区県営かんが

い排水事業等負担金は、下井手改修の県営事業につきまして、事業量の減少に伴い、前年比３千７０

０万円の減額でございます。その他、前年度実施いたしました、大菊土地改良区による迫井手堰の改

修費用に係る負担金の減も含め、節１９全体で５千８４７万７千円の減額でございます。 

  続いて、目７圃場整備費、１３６ページをめくっていただきまして、節１３委託料は、矢護川地区

の圃場整備事業に係る事業計画書の作成委託費でございます。 

  １３８ページをお願いします。一番下の項目、熊本地震関係費につきましては、前年度、復興基金

基本事業の小規模水路と農道復旧に係る補助金を計上しておりましたが、事業完了により廃目となっ

ております。 

  １４０ページをお願いします。項２、目２林業振興費、節１３委託料の森林管理意向調査委託及び

林地台帳整備委託につきましては、後ほど歳入でご説明いたしますが、新規で計上いたしております、

森林環境譲与税に係る事業でございます。 

  １４４ページをお願いします。款７、項１、目３観光費の節１報酬は、地域おこし協力隊３名分を
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計上しております。観光振興やスポーツコミッションの推進に係る事業展開を見込んでおります。 

  １４６ページをお願いします。目５観光施設費は、前年比１千５２万９千円の増額となっておりま

す。１４８ページの節１５工事請負費においては、熊本地震により使用ができなくなった陽の原キャ

ンプ場の家屋等解体撤去工事が増額の主な要因です。 

  その下の目６社会資本整備総合交付金事業費は、大津町南部で計画しております、サイクリングロ

ード誘導サイン等の設計業務委託でございます。 

  １５３ページをお願いします。款８、項２、目３道路新設改良費、節１５は、町道大林５７号線な

どの道路改良工事分でございます。 

  １５４ページをお願いします。目４社会資本整備総合交付金事業費、節１３は、町道瀬田駅吹田線

などの道路整備に係る測量設計委託でございます。また、節１５工事請負費は、町道猿渡線などの改

良工事分でございます。 

  １５５ページをお願いします。目の熊本地震関係費につきましては、主に国の補助対象外の道路舗

装等についての復旧費用を計上しておりましたが、事業完了に伴い廃目となっております。 

  次に、項３、目１都市計画総務費、１５６ページをめくっていただきまして、節１３委託料は、都

市計画マスタープランの策定に基づき、都市計画区域の用途地域の見直しなどを行うものでございま

す。２カ年での事業を計画いたしております。 

  １５７ページをお願いします。目２公園緑地費、節１３公園施設長寿命化対策支援事業実施設計業

務委託は、昭和園のトイレ改修等に係る設計委託費でございます。 

  １５９ページをお願いします。目６熊本地震関係費、節１３委託料で、宅地耐震化推進事業業務支

援委託は、事業推進のため、工事の積算業務及び工事監督等の業務を民間の事業所に委託するもので

ございます。 

  節１９補助金の２．地盤改良補助金は、熊本地震により被災し、解体した住宅を同一敷地内で再建

する場合に、軟弱地盤と判定された際の地盤改良工事に対する補助金でございます。こちらは復興基

金創意工夫の対象事業としております。 

  また、３．ブロック塀撤去補助金は、個人所有の危険なブロック塀の撤去費用に係る補助金でござ

います。 

  次に、４．宅地耐震化推進事業（拡充事業）補助金は、地震で被災した高さ２メートル以上の個人

所有の擁壁の復旧工事に係る補助金でございます。 

  １６０ページをめくっていただきまして、５の熊本地震復興基金事業（被災宅地復旧支援事業）は、

地震で被災した高さ２メートル未満の個人所有の擁壁を復旧するための補助金でございます。宅地耐

震化関連の費用が増額となりましたが、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業の完了に伴い、全体的に

は前年比１億３千９８７万１千円の減額となっております。 

  続きまして、款８、項４、目２住宅維持費、１６２ページをめくっていただきまして、節１５工事

請負費は、平成２８年１２月に発生した、北出口団地の火災に係る撤去及び修復工事でございます。

退去手続きが完了したことに伴い、今年度、工事費を計上するものでございます。 
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  続いて、節１８備品購入費は、災害公営住宅集会所の備品購入費でございます。 

  １６３ページをお願いします。目４熊本地震関係費は、応急仮設住宅の管理費や、１６４ページの

節１５災害公営住宅の建設工事費、節１９の補助金では、復興基金基本事業の民間賃貸住宅入居支援

事業及び転居費用助成事業等を計上しております。 

  なお、補助金の３.公営住宅入居助成事業は、復興基金の基本事業における追加事業でございまし

て、応急的な住まいから災害公営住宅へ入居される場合の転居費用の助成でございます。 

  １６６ページをお願いします。款９、項１、目３消防施設費、１６７ページをめくっていただきま

して、節１５工事請負費では、前年度に引き続き、指定避難所の標識設置関連で、今年度においては、

指定避難所への誘導看板の設置工事を予定しております。 

  １６８ページをお願いします。目５災害対策費、１７０ページをめくっていただきまして、節１８

備品購入費は、現在、元菊阿中学校敷地内に建設中の（仮称）瀬田地区避難所に整備する備品関係で

ございます。 

  １７１ページをお願いします。目８熊本地震関係費、節１９補助金の１.消防施設整備費補助金は、

復興基金基本事業分で、被災した消防詰所・車庫などの復旧費の補助金でございます。大林地区の１

件分を計上いたしております。 

  １７２ページをお願いいたします。節１０、項１、目２事務局費、１７５ページをめくっていただ

きまして、節１３委託料で児童生徒送迎委託につきましては、路線バスの内牧環状線が廃止になった

ことに伴い、代替として、タクシーによる送迎を新規に追加するもので、前年比２１３万８千円の増

額でございます。 

  １７７ページにまいりまして、節１９補助金の５.路線バス利用児童生徒通学費補助金は、路線バ

スを利用して通学する児童生徒に対する通学費の補助金でございます。 

  １７８ページをお願いします。項２、目１学校管理費、１８０ページをめくっていただきまして、

節１３の委託料の最後から２番目、大津小学校増築工事設計業務委託につきましては、児童数の増加

に伴う校舎の増築に係る実施設計委託でございます。併せて、その下、地質調査の業務委託も計上い

たしております。 

  次に、節１５工事請負費、小学校施設改修工事は、町内小学校５校（南小、大津小、北小、室小、

護川小）の雨漏り修繕工事が主なものとなっております。 

  １８２ページをお願いいたします。款３中学校費の目１学校管理費、１８４ページをめくっていた

だきまして、節１３委託料の下から２番目、大津北中学校増築工事設計業務委託につきましては、生

徒数の増加に伴う校舎の増築に係る実施設計委託でございます。併せて、その下、地質調査の業務委

託も計上いたしております。 

  次に、節１５工事請負費、中学校施設改修工事は、大津中及び大津北中学校の雨漏り修繕工事が主

なものとなっております。 

  １８６ページをお願いします。項４、目１幼稚園費、１８８ページをめくっていただきまして、節

１５工事請負費は、大津幼稚園園舎の雨漏り修繕工事が主なものでございます。 
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  １９２ページをお願いします。項５、目２公民館費は、前年比２千４２１万４千円の増額です。平

川地区公民館分館の老朽化に伴う大規模改修事業が増額の主な要因でございまして、１９４ページを

めくっていただきましての節１３委託料、節１５工事請負費において、それぞれ設計委託及び改修工

事費を計上いたしております。 

  １９６ページをお願いします。目４文化振興費、１９８ページをめくっていただきまして、節の１

９補助金の４．文化財保存管理整備費補助金は、江藤家住宅の復旧修理工事への町補助でございます。 

  ２０１ページをお願いします。目７図書館運営費、２０３ページをめくっていただきまして、節１

５の工事請負費は、図書館屋根の防水改修工事及び館内のフリーＷｉ－Ｆｉ配線工事を計上いたして

おります。防水改修工事につきましては、１５年目の定期メンテナンスとして施工するものでありま

す。 

  ２０４ページをお願いします。目８社会資本整備総合交付金事業費、１３委託料は、野外活動研修

センター多目的スペースの改修工事に係る設計委託料を計上しております。 

  次に、目９熊本地震関係費、節１９補助金の１．地域生涯学習施設等復旧事業費補助金は、熊本地

震で被災した地域の集会所等の修理費に対し補助をするものです。 

  次の２．地域コミュニティ施設等再建支援事業費補助金は、熊本地震で被災した地域のコミュニテ

ィ施設（神社、ほこら等）の修理費に対し補助するものです。いずれも熊本地震復興基金事業分でご

ざいますが、復旧の進捗に応じ、前年比６千７６０万７千円の減額となっております。 

  ２０５ページをお願いします。項６、目１保健体育総務費、２０６ページをめくっていただきまし

て、節１３委託料の学童スポーツクラブ事業委託につきましては、部活動の社会体育移行に伴う委託

費でございます。 

  ２０７ページをお願いします。目２体育施設費は、町民グラウンド駐車場整備工事の完了により、

前年比３千２７万５千円の減額となっております。 

  次に、２０９ページをお願いします。目３学校給食費につきましても給食センター増築・改修工事

の完了により、前年比３億１千３５万９千円の大幅な減額となっております。代替用給食提供業務委

託や工事請負費、備品購入費の減額が大きな要因でございます。 

  ２１３ページをお願いします。款１１、項１、目２林業用施設災害復旧費は、熊本地震により被災

した林道瀬田裏線の復旧工事の完了により、前年比５千４９９万５千円の減額でございます。 

  ２１５ページをお願いします。款１２公債費です。利率の低下等により、利子については減額とな

っておりますが、熊本地震関係の借り入れによる元金償還の発生で元金は増額しています。総額では

２億５千９８万６千円の増額となっております。 

  なお、平成３１年度からは新庁舎建設に係る地方債も計上され、さらに起債借入額が増える見込み

でございます。 

  平成３１年度末の起債残高は１７５億４千４１８万円となる見込みでございます。この内、災害関

係が５４億５千１８３万２千円、約３１％、臨時財政対策債が６５億１５８万円、約３７％となる見

込みでございます。 
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  款１３予備費で財源調整をいたしましております。 

  次に、歳入をご説明申し上げます。 

  今回の当初予算の歳入では、新たに款９として環境性能割交付金を設けております。これは平成３

１年１０月からの消費税増税に伴い、自動車取得税が廃止となり、代わりに環境性能割が導入され、

市町村に交付されるものであります。これにより、以後の款番号が一つ繰り下げとなります。ただし、

平成３２年度には、款８自動車取得税交付金が制度廃止に伴い廃款となりますので、款９の環境性能

割交付金が款８となり、以後の款の番号が一つ繰り上げとなる、元に戻るということになります。 

  また、環境性能割の軽自動車分につきましては、款１、項３軽自動車税で受け入れることとなって

おりますので、目で環境性能割を新たに追加をいたしております。 

  さらに、款２地方譲与税につきましても、森林の適正な管理を推進するために交付される森林環境

譲与税を項において新規に追加をいたしております。 

  それでは、１３ページをお願いいたします。款１、項１町民税、目１個人ですが、雑損控除など熊

本地震の影響が減少したことや、個人所得の伸びが予想されることにより１億５千万円の増額で計上

いたしております。 

  目２法人も、熊本地震の影響の減少及び町内企業の設備投資による増益などを見込み、対前年比４

千３００万円の増額で計上しております。 

  項２、目１固定資産税は、企業の投資による償却資産の増加を見込み１億４千９００万円の増額で

計上いたしております。 

  １４ページをお願いします。項３軽自動車税から項５入湯税までは、前年度の実績等により計上し

ております。 

  なお、項３軽自動車税は、歳入の冒頭で説明申し上げました、環境性能割交付金に係る軽自動車税

分としまして、目２環境性能割を追加いたしております。 

  １５ページから１８ページをお願いします。款２地方譲与税から款８の自動車取得税交付金は、前

年度等の実績見込みを参考に、国が示します地方財政計画に基づき計上いたしております。 

  なお、１６ページの款２、項４、目１で森林環境譲与税を新規に計上しております。これは先ほど

少し触れましたが、森林の適正管理を目的として、国税として納められた森林環境譲与税を森林面積

や林業就業人口など、一定の基準により市町村に譲与されるものでございます。森林環境譲与税は、

平成３６年度（２０２５年度）より課税されることとなっておりますので、当面は交付税や借入金等

を原資として配分をされるものでございます。 

  歳出の款６、項２、目２林業振興費において、林地台帳整備委託及び森林管理意向調査委託が計上

されておりますが、こちらの事業の財源に充てる予定としております。 

  １８ページをお願いします。款９環境性能割交付金につきましては、こちらも先ほど触れましたが、

平成３１年１０月からの消費税増税により、自動車取得税が廃止になることに伴い、新規に計上され

るものであります。 

  これまで徴収された普通車と軽自動車の取得税分は、市町村に一括で款８自動車取得税交付金とし
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て交付されておりましたが、１０月以降については、軽自動車の分は先ほどの款１町税の軽自動車税

の目２の環境性能割での収入となり、普通車分が款９環境性能割交付金の収入となります。 

  また、配分基準としましては、県税として納められた自動車税環境性能割の４７％が道路延長及び

面積等に応じて交付されることとなっております。 

  次の款１０地方特例交付金は、３０年度の実績見込みを参考に、国が示します地方財政計画に基づ

き計上いたしております。 

  １９ページをお願いします。款１１地方交付税は１７億７千万円としております。内訳としまして

は、普通交付税が１５億円、特別交付税が２億７千万円でございます。宅地耐震化推進事業（拡充事

業）分の補助裏分が特別交付税対象の為、特別交付税を増額いたしております。 

  款１２交通安全対策特別交付金は、前年比５０万円の減額です。 

  次の１３分担金及び負担金から、２５ページの使用料及び手数料までは実績と見込みにより計上い

たしております。なお、２０ページの款１３、項１、目２民生費負担金、節１児童福祉費負担金につ

きましては、幼児教育無償化に伴う保育料の減額を見込み、前年比８千２３６万３千円の減額となっ

ております。 

  ２５ページをお願いします。款１５国庫支出金は、それぞれの事業に基づく国の負担金等でござい

ます。項１、目１民生費国庫負担金は、節１児童福祉費負担金の子どものための教育・保育給付費国

庫負担金につきましては、保育所への給付費増加に加え、平成３１年度は、幼児教育無償化に伴う国

の補てんが見込まれますので、前年比１億５千１３１万６千円の増額となっております。 

  ２６ページをお願いします。項２、目１民生費国庫補助金、節１児童福祉費補助金、一番下、子ど

も子育て支援整備交付金は、大津小学校の学童保育施設建設に係る国庫補助金でございます。 

  ２７ページをお願いします。目３土木費国庫補助金、節２都市計画費補助金は、地震関係の大規模

盛土造成地滑動崩落防止事業に係る国庫補助金が事業完了により減額となりましたが、一番下の宅地

耐震化推進（拡充）事業補助金の新規計上や、社会資本整備総合交付金事業の増額が影響し、前年比

１億３千１５９万１千円の増額でございます。 

  ２８ページをお願いします。目５、節１総務費補助金は、新庁舎建設に係る財源としまして、二酸

化炭素排出抑制対策事業費等補助金（カーボンマネジメント事業）を新規に計上しております。変圧

機や空調関連設備など、省エネルギーに関する設備が補助の対象となっております。 

  ２９ページをお願いします。項３、目１、節１総務費委託金は、参議院議員選挙に係る国委託金を

計上しております。 

  続いて、款１６、項１、目２、節２児童福祉費負担金は、保育所等への給付費の増加により、前年

比２千２１９万４千円の増となっております。 

  ３１ページをお願いします。項２、目１、節２熊本地震復興基金交付金の１億１千７２４万２千円

は、復興基金基本事業分でございます。一番下の公営住宅入居助成事業を新規で計上しております。 

  続いて、目２、節３児童福祉費補助金、３２ページをめくっていただきまして、一番下の放課後児

童クラブ整備補助金は、大津小学校の学童保育施設建設に係る県の補助金でございます。 
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  ３４ページをお願いします。目５、節２住宅費補助金は、歳出の款８土木費で説明いたしました、

ブロック塀撤去補助金に係る県補助金です。 

  ３５ページをお願いします。項３、目１、節３総務費委託金は、県議会議員及び県知事選挙に係る

委託金が主なものでございます。 

  ３８ページをお願いいたします。款１８、項１、目１一般寄附金です。ふるさと寄附金の増加に伴

い、前年比２千５２２万２千円増の４千７１８万７千円を計上しております。 

  ４０ページをお願いします。款１９、項２基金繰入金です。目１減債基金繰入金は、熊本地震によ

る災害廃棄物処理関係の地方債元利償還分も繰り入れており、前年比１千５万９千円の増です。 

  目４財政調整基金繰入金は、予算の財源不足のため、財政調整基金から前年同額の９億４千万円を

繰り入れています。繰入後の財政調整基金残高は、約１６億８千万円となる見込みでございます。 

  目６庁舎建設基金繰入金は、新庁舎建設に係る基金繰入金でございます。８億４千万円を積み立て

た内、３億３千６００万円を繰り入れるものでございます。 

  ４２ページをお願いします。款２１、項３、目２、節１災害援護資金返還金、現年分は、熊本地震

により災害援護資金を借りられた方からの返還金でございます。 

  ４３ページをお願いします。項４、目２、節１雑入です。下から５番目の火災共済給付金等（町営

住宅）は、北出口団地の火災による撤去、改修工事に係るものでございます。 

  なお、前年度は給食センターの改修工事に伴う給食代替用保護者負担金がございましたが、事業完

了により減額となったため、全体では１千２３２万３千円の減額となっております。 

  ４６ページから４７ページにかけての款２２町債は、第３表地方債で説明したとおりでございます。 

  なお、４７ページ一番下の教育債は、小学校の増築事業や給食センター改修事業等の完了によりま

して廃目となっております。 

  以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議 長（桐原則雄君） 住民福祉部長藤本聖二君。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） こんにちは。議案第１９号、平成３１年度大津町国民健康保険特別会

計予算についてご説明をいたします。 

  予算につきましては、この予算書の一般会計のうしろの国民健康保険の見出しのところ、第１ペー

ジをお願いいたします。 

  第１条で、予算の総額は歳入歳出それぞれ２８億１千２８６万円と定めております。 

  第２条で、一時借入金の限度額を１億円としております。 

  ６ページの予算に関する説明書をお願いします。予算の概要は４８ページから５０ページになりま

す。 

  予算の総額は、前年度当初予算と比較しますと１億９千９３５万６千円の減となります。 

  ７ページをお願いいたします。歳出について、前年度比較及び財源の内訳等を記載をしております。

主なものとしましては、前年度比較で、保険給付費の減額になります。財源内訳では、国県支出金か

ら約１９億５千万円、その他から約２億２千万円、保険税等の一般財源で約６億３千万円となってお
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ります。 

  それでは、歳出から主なものについてご説明をいたします。 

  予算書は１５ページ、予算概要は４８ページ、歳出をお願いいたします。款の１、項の１、目の１

一般管理費は、国民健康保険事業運営のための事務費等で、主なものは、節１２の役務費３００万６

千円で、被保険者証・保険税納付書等の郵送費になります。 

  １３委託料は、国保連合会に支払う共同電算事務委託料関係になります。 

  １６ページをお願いいたします。目２連合会負担金は、平等割、被保険者数割等で算定されます国

保連合会への負担金です。 

  項の２運営協議会費は、国民健康保険法で設置が義務づけられております国民健康保険運営協議会

に関する費用になります。 

  １７ページをお願いいたします。款の２、項の１、目の１一般被保険者療養給付費と、目の２退職

被保険者等療養給付費は、保険者が負担する医療費の７割相当額の医療給付費になります。 

  目１の一般被保険者については、被保険者の減もあり、対前年度比約１億２千万円の減を計上をし

ております。 

  目２は、退職者医療保険制度の経過措置が平成２６年度をもって終了しておりますので、退職被保

険者につきましては、退職者が一般保険者に移行し減額となっております。 

  目の３一般被保険者療養費と、１８ページの目の４退職被保険者等療養費につきましては、それぞ

れ治療用具等に対する費用等の償還払い分となります。 

  目５審査支払手数料は、県国保連合会でのレセプト審査支払いに対する手数料です。 

  款２、項２高額療養費は、被保険者が同一月内に同一医療機関等に支払った医療費が所得に応じて

一定の金額を超えた分を給付するものです。 

  目の１一般被保険者高額療養費は１千２００万円の減となっております。 

  目の２退職被保険者等高額療養費については、新規の加入者がなくなりますので、６５歳の年齢到

達者が一般被保険者へ移行するため、前年から減額で見込んでおります。 

  １９ページをお願いいたします。目の３一般と、目の４退職被保険者高額介護合算療養費につきま

しては、１年間の医療費と介護サービス費の自己負担の合計額が高額になった場合に限度額を超えた

分を給付するもので、昨年同額を見込んでおります。 

  ２０ページをお願いいたします。款の１、項の４、目の１出産育児一時金は、４０件分を計上して

おります。 

  款の２、項の５、目の１葬祭給付費は、３０件分を前年同額で計上をしております。 

  ２１ページをお願いいたします。款の３国民健康保険事業費納付金は、制度改正により、昨年度か

ら町は県に納付金を納めておりますけども、その予算項目になります。 

  項１の医療給付費分、２２ページの項２の後期高齢者支援金等分、項３の介護納付金分につきまし

ては、それぞれの金額は、県が行った本算定での金額で計上をしております。 

  ２４ページをお願いいたします。款６、項１特定健康診査等事業費は、特定健診及び特定保健指導、
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さらに人間ドック等の事業に要する費用を計上しております。 

  節の１３委託料は、特定健診等委託で、特定健診、それから特定保健指導、人間ドック委託は、そ

れぞれの検診費用等を計上をしております。 

  ２５ページをお願いいたします。款６、項２、目１保健衛生普及費は、適正受診者に関する啓発用

としてパンフレットの印刷代等を計上しております。 

  主なものは、節の１２役務費９０万１千円で、医療通知とジェネリック差額通知を通知するための

郵送費です。 

  節の１３委託料は、国保連合会に支払う医療費通知関係の委託になります。 

  目２鍼灸施術費８４万６千円は、鍼灸を受けられる方に対して補助をするものです。 

  ２７ページをお願いいたします。款９、項の１償還金及び還付加算金は、保険税の還付金で、前年

同額で計上をしております。 

  ２８ページをお願いいたします。款１０予備費は９７４万７千円を計上しております。 

  続いて、歳入をご説明いたします。 

  ８ページをお開きください。款の１、項の１、目の１一般被保険者国民健康保険税を５億５千２９

３万１千円、目２の退職被保険者等国民健康保険税を２６９万６千円とし、税収の増額を５億５千５

６２万７千円、前年比３３４万３千円の減で計上をしております。 

  国民健康保険税の現在の賦課基準につきましては、医療給付費分、後期高齢者支援金分、また介護

納付金分の３本立てとなっております。退職者制度につきましては、平成２６年度末で経過措置が終

了しておりまして、退職被保険者の減少により減額となっております。 

  １０ページをお願いいたします。款２、項１、目１督促手数料は、督促状を発送するための手数料

になります。 

  款４、項１県補助金、目の１保険給付費等交付金は、保険給付や保健事業者に対し交付をされます。 

  節の１普通交付金は、保険給付費の全額が県から交付されます。 

  節２の特別交付金は、町が行います保健事業への支援や結核等に係る保険給付が多額であるなど、

特別な事情を考慮して交付をされるものです。 

  １１ページをお願いいたします。款の６、項１、目の１一般会計繰入金で、節１の保険基盤安定繰

入金は、国保税の低所得者に対する軽減分に当てるための繰入金で、国、県、町の負担となっており

ます。 

  節の２退職給付費繰入金は、歳出の一般管理費に相当する分を繰り入れるものです。 

  節の３助産費等繰入金は、出産一時金に該当するものです。計上をしております。 

  節４財政安定化支援事業繰入金は、国保財政化の健全化に向けた一般会計からの繰り出しについて、

基準財政需要額により算定されるもので、所要の地方財政措置が講じられております。 

  繰入金の総額は２億１千８８２万５千円となっております。 

  １２ページをお願いいたします。款の７、項の１、目の１繰越金は、前年度からの繰越見込み額を

８千３００万円計上しております。 
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  １３ページをお願いいたします。款９、項１、目１一般保険者延滞金は、保険税滞納分の延滞金で

昨年同額を計上しております。 

  款９、項３、目１一般保険者第三者納付金は、交通事故等で国保を利用された場合の返還金で、前

年同額で計上をしております。 

  以上でございます。 

  続きまして、議案第２２号、平成３１年度大津町介護保険特別会計予算についてご説明を申し上げ

ます。 

  予算書の１ページをお願いいたします。 

  第１条で、歳入歳出予算の総額はそれぞれ２７億５千７５万９千円と定めております。前年度と比

較して７千２３６万６千円の増となっております。増加の主な要因としましては、介護給付費の増加

によるものです。 

  第２条で、一時借入金の最高額は１億円としております。 

  歳出から説明をいたします。 

  予算書１６ページをお願いいたします。予算の概要は５２ページから５５ページになります。 

  概要は５４ページのほうをお願いいたします。款１、項１、目１一般管理費は、介護保険事務に必

要な人件費や需用費関係をあげております。 

  予算書１７ページをお願いいたします。款１、項２、目１賦課徴収費は、介護保険料の賦課徴収に

関する経費です。主なものにつきましては、１２の役務費の通信運搬費等になります。 

  １８ページをお願いいたします。款１、項３、目１介護認定審査会費は、菊池広域連合に介護認定

審査会を設置している費用になります。 

  節１４使用料及び賃借料は、介護認定支援システムの機器借上料で、節１９負担金、補助及び交付

金は、現在、介護保険の認定事務を菊池広域連合で行っておりますけども、その介護保険認定審査会

関係事務費関係の負担金になります。 

  目の２認定調査等費の主なものにつきましては、節１報酬の介護認定調査委員の報酬関係、それか

ら、１９ページの節の１２役務費の主治医意見書料等になります。 

  款の１、項の４、目の１計画策定委員会費は、地域包括支援センター及び地域密着型サービスの関

する運営委員会の委員報酬と費用弁償になります。 

  予算書２０ページをお願いいたします。款の２、項の１、目１介護サービス等諸費、節の１９負担

金、補助及び交付金は、介護保険サービスの費用から自己負担を除いた分を各種サービス等の保険者

負担分の給付費として計上をしております。 

  予算書の２１ページをお願いいたします。款２、項２、目１その他諸費、節１２役務費は、熊本県

国民健康保険連合会への介護給付費の審査支払手数料が主なものになります。 

  款２、項３、目１高額介護サービス等費は、介護サービス利用者が支払った医療と介護の負担額が

一般世帯の場合、合計で１カ月４万４千４００円を超えた場合に、その超えた分を高額介護サービス

費として給付をするものです。 
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  予算書２２ページをお願いいたします。款２、項４、目１高額医療合算介護サービス等費は、介護

サービス利用者が支払った医療と介護の一部負担金が年間で一定額を超えた場合に、その超えた額を

支給するものです。 

  款３、項１、目１介護予防・生活支援サービス事業費は、高齢者が要介護状態とならないように介

護予防事業を実施するための費用となります。 

  節の１報酬は、介護予防教室の開催に伴う非常勤関係の報酬になります。 

  節の１３委託料で、訪問型サービス事業で、介護認定を受けていない高齢者や要支援の１・２の高

齢者で身体介護は必要ないけれども、心身の状態等で生活援助が必要な人を対象にホームサポートを

派遣する事業になります。 

  次の短期集中通所型介護予防事業につきましては、生活機能の低下が認められ、医療による専門的

な指導・支援が必要と判定した高齢者を対象に、要介護状態にならないように運動機能の向上や栄養

改善及び口腔機能の向上関係のための教室を行う事業になります。 

  予算書の２３ページをお願いいたします。節の１９負担金、補助及び交付金、１の介護予防・生活

支援サービス事業費は、要支援者１・２の方の総合事業における訪問介護・通所サービス関係の事業

費になります。 

  款３、項１、目２介護予防ケアマネジメント事業費の主なものにつきましては、節の７で、介護予

防・日常生活支援総合事業のサービスを利用する事業対象者並びに要支援者１・２の人のケアプラン

などを作成する介護支援専門員の賃金になります。 

  節の１３委託料で、介護予防マネジメントの委託は、総合事業のケアプラン作成を居宅介護支援事

業所に委託するものでございます。 

  次に、予算書の２４ページをお願いいたします。款の３、項２、目１一般介護予防事業費は、６５

歳以上の人の介護予防事業に関する費用になります。 

  節の８報償費は、健康運動指導の講師謝礼になりまして、通いの場の講師謝礼は、住民主体の通い

の場づくり支援事業の導入時に必要な理学療法士などの謝礼になります。 

  節の１３委託料の主なものとしましては、介護予防健診事業委託は、介護保険被保険者証を交付す

６５歳、それから、高齢者医療受給者証を交付する前期高齢者の７０歳、後期高齢者を交付する７５

歳の各説明会時に、筋量測定関係の評価を行いながら、節目の際の介護予防健診を実施しているもの

でございます。 

  予算書の２５ページをお願いいたします。款３、項３、目１包括的支援事業は、地域包括支援セン

ターの運営に関する費用になります。 

  節の１で報酬関係、節の７で賃金、それから、節の８報償関係をあげております。 

  予算書の２６ページをお願いいたします。節の１３委託料の主なものにつきましては、介護予防プ

ラン作成委託は、要支援１・２の介護予防プラン作成を居宅介護支援事業所に委託するものでござい

ます。 

  それから、地域包括支援センターシステム改修業務委託は、ＤＶ支援措置の情報連携管理システム
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の改修委託になります。 

  節の１９負担金、補助及び交付金につきましては、１、派遣職員負担金は、地域包括支援センター

に設置が義務づけられております社会福祉士、主任ケアマネジャー、それから生活支援コーディネー

ターの派遣の負担金分になります。 

  予算書２７ページをお願いいたします。目の２任意事業費で、節の８報償費は、認知症サポーター

養成講座講師謝礼と介護相談員の謝礼になります。 

  節の１３委託料で、食の自立支援事業委託につきましては、調理が困難な高齢者に対しまして、週

１回から３回給食を配送するための事業になります。また、ほっとラインの体制整備事業委託につき

ましては、６５歳以上の単身世帯、それから高齢者のみの世帯の高齢者を対象に緊急通報装置を貸与

し、２４時間体制で利用者の急病関係に備えるための委託です。 

  予算書３０ページをお願いいたします。款の６、項の１、目の１予備費は、緊急な支出などに備え

るものです。 

  続きまして、歳入についてご説明をいたします。 

  予算書の８ページをお願いいたします。予算の概要は５２ページになります。款の１、項の１、目

１第１号被保険者保険料です。節の１現年度分特別徴収保険料、それから、節の２現年度分普通徴収

保険料は、第１号被保険者に係る保険料収入になります。 

  予算書の９ページをお願いいたします。款３、項１、目１介護給付費負担金、節１現年度分は、介

護給付費歳出見込み額の国負担分２０％を計上をしております。 

  款の３、項２、目の１調整交付金は、第１号被保険者の年齢階級別分布状況、それから、所得分布

状況等を調整して配分されるものになります。 

  節の１現年度分調整交付金は、介護給付費歳出見込み額の５.４１％、それから、節の２総合事業

調整交付金は、総合事業費、一般介護予防事業費の５.４１％を計上しております。 

  目の２地域支援事業交付金、節の１現年度分は、介護予防・生活支援総合事業の国負担分２０％、

それから、包括的支援・任意事業の国負担分３８.５％の所要の負担率で計上をしております。 

  目の３保険者機能強化推進交付金は、平成３０年度に創設されました市町村の自立支援、重度化防

止の取り組みを支援するための交付金で、国の交付金の内示額が確定した時点で補正予算をお願いし

たいと考えているところです。 

  予算書１０ページをお願いいたします。款４、項１、目１介護給付費交付金は、社会保険診療報酬

支払基金が各医療保険者から徴収した介護給付費納付金を財源とする交付金になります。 

  目の２地域支援事業支援交付金、節の１現年度分は、介護予防・日常生活支援総合事業について２

７％で交付をされるものです。 

  予算書１１ページをお願いいたします。款５、項１、目１介護給付費負担金、節１現年度分は、介

護給付費歳出見込み額の県負担分１２.５％を計上をしております。 

  款５、項２、目１地域支援事業交付金、節１現年度分は、介護予防・日常生活支援総合事業の県負

担分１２.５％と、包括的支援・任意事業の県負担分１９.２５％を計上しております。 
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  款６、項１、目１介護給付費繰入金、節１現年度分は、介護保険給付費歳出見込み額の町負担分１

２.５％を計上をしております。 

  予算書１２ページをお願いします。目の２地域支援事業支援交付金、節の１現年度分は、介護予

防・日常生活支援総合事業の町負担分１２.５％、それから、包括的支援事業・任意事業の町負担分

１９.２５％を計上をしております。 

  目の３低所得者保険料軽減負担金繰入金、節の１現年度分は、低所得者の介護保険料軽減措置に対

する負担金分になります。 

  目の４その他一般会計繰入金、節の１職員給与費等繰入金は、介護事業に関わる分の繰り入れであ

り、今年度から包括支援センター職員給与費の繰り入れはせず、一般会計において計上をしておりま

す。 

  節の２事務費繰入金は、一般管理費事務費や賦課徴収費、介護認定審査会費及び認定調査費を繰り

入れるものです。 

  予算書の１３ページをお願いいたします。款の８、項１、目の１繰越金は、前年同様になります。 

  予算書の１４ページをお願いいたします。款９、項３、目１介護予防サービス計画費収入は、地域

包括支援センターで行います要支援者に対するケアプラン作成の収入になります。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） しばらく休憩します。２時１５分から再開します。 

午後１時４２分 休憩 

△ 

午後２時１５分 再開 

○議 長（桐原則雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 住民福祉部長藤本聖二君。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） 議案第２４号、平成３１年度大津町後期高齢者医療特別会計予算につ

いてご説明を申し上げます。 

  予算書の１ページをお願いいたします。 

  第１条で、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億２千６２９万４千円としております。熊本県の後期

高齢者の保険料率は、２年ごとに見直すこととなっておりまして、平成３１年度は３０年度と同じと

なります。均等割額が４万７千９００円、所得割率が９.２６％となっております。 

  ５ページをお願いいたします。 

  前年度と比較しますと１千８４万９千円の増となっており、これは対象者の増加によるものです。 

  ６ページをお願いいたします。 

  財源内訳のその他の財源は、一般会計繰入金と後期高齢者医療広域連合からの歳入を充当したもの

になります。 

  歳出についてご説明いたします。 

  １２ページをお願いいたします。予算の概要は５６ページになります。款の１、項１、目１一般管
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理費は、後期高齢者医療事務を行うための予算です。主なものは、節の１２役務費で、被保険者証を

送付する簡易書留の郵便代等になります。 

  款１、項２、目１徴収費は、保険料の徴収事務に係る経費になり、主なものは、１２の役務費で、

被保険者保険料決定通知及び納付通知書の郵送代になります。 

  １３ページをお願いいたします。款２、項１、目１後期高齢者医療広域連合納付金３億１千３６０

万７千円は、被保険者が納付した保険料と保険基盤安定負担金を広域連合へ納付するものです。前年

比１千７４７万円の増額については、対象者の増加に伴うものです。 

  款３、項１、目１健康診査費８２１万８千円の主なものは、１４ページの節１３の委託料で、受診

見込者分の健診にかかる費用及び人間ドック委託料を計上しております。 

  目２鍼灸施術費は、一人当たり年間３０枚を限度に鍼灸券を発行し、１回当たり１千円を補助する

ものです。 

  １５ページをお願いいたします。款５、項１、目１予備費として６７万６千円を計上しております。 

  続きまして、歳入を説明いたします。 

  予算書の７ページをお願いいたします。款１、項１、目１特別徴収保険料及び目２の普通徴収保険

料は、特別徴収対象者を３０年度の実績から全体の５２.２１％、また、目２普通徴収保険料を全体

の４７.７９％と見込み、大津町における後期高齢者の保険料を２億３千５９５万７千円で計上して

おります。前年度に対し１千２０４万１千円の増額となっておりまして、被保険者の増加によるもの

です。 

  ８ページをお願いいたします。款４、項１、目１事務費繰入金は、一般管理費のほか徴収事務に係

る分を一般会計から繰り入れるものです。 

  目２保険基盤安定繰入金７千７６５万１千円は、保険料の軽減措置に対して、一般会計より県・町

負担分を繰り入れるものです。 

  目３保険事業等繰入金、節１鍼灸施術補助繰入金１００万７千円は、町の単独事業で鍼灸施術補助

を行うため一般会計から繰り入れるものです。 

  節の２人間ドック補助繰入金は、これにつきましても人間ドックを補助するための一般会計からの

繰り入れになります。 

  ９ページをお願いいたします。款５、項１、目１繰越金は、平成３０年度の決算見込みにより計上

をしております。 

  １０ページをお願いいたします。款６、項４、目１後期高齢者医療広域連合受託事業収入５３７万

７千円は、広域連合が実施主体の健康診査を町が受託実施する委託料になります。 

  項５、目３雑入は、後期高齢者広域連合が実施する人間ドック費用の助成となります。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） 経済部長本古庄啓起君。 

○経済部長（古庄啓起君） 私のほうから議案第２０号、平成３１年度大津町外四ケ市町村共有財産管

理処分事務受託特別会計予算をご説明申し上げます。 
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  議案集は３２ページ、予算の概要は５０、５１ページをお願いします。予算書は特別会計の２つ目

でございます。 

  予算書１ページをお願いします。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ５千３７５万３千円と定めます。 

  歳入からご説明申し上げます。 

  予算書７ページをお願いします。款１、項１、目１、節１市町村負担金、大規模林道事業賦課金に

対して、菊陽町、菊池市、合志市、南阿蘇村の関係市町村負担金でございます。 

  款２、項１、目１、節１財産収入、携帯電話無線基地局貸付料は、基地局として電話会社へ貸付料

でございます。 

  款３、項１、目１、節１一般会計繰入金は、大規模林道事業賦課金の大津町負担分でございます。 

  予算書８ページをお願いします。款４、項１、目１、節１前年度繰越金です。 

  歳出をご説明申し上げます。 

  予算書の９ページをお願いします。款１、項１、目１一般管理費、財源のご説明を申し上げます。

その他の１５３万３千円は、市町村負担金９４万２千円と、財産収入９千円、一般会計繰入金５８万

２千円でございます。 

  節７賃金は、作業員賃金です。 

  節１１需用費は、消耗品費、燃料費、印刷製本費でございます。 

  節１４使用料及び賃借料は、重機借上料他でございます。 

  節１６原材料費は、砕石他でございます。 

  節１９負担金、補助及び交付金、１.大規模林道事業賦課金は、大規模林道菊池人吉線に係る事業

の受益者負担金でございます。 

  節２８繰出金、一般会計繰出金、県が真木団地を伐採中でございますが、伐採後、共有財産で造林

しているところでございます。３１年度の事業内容は、植栽８.２ヘクタール、下刈り５２.４ヘクタ

ールです。一般会計の町有林保育事業等委託の中で行うため一般会計へ繰り出すものでございます。 

  予算書１０ページをお願いします。款２．項１、目１は予備費です。 

  以上で説明を終わります。 

○議 長（桐原則雄君） 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） 議案第２１号、平成３１年度大津町公共下水道特別

会計予算についてご説明いたします。 

  予算書の１ページ、概要の５１ページをお願いいたします。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１０億７千７５４万２千円と定めております。 

  第２条の債務負担行為、第３条の地方債は、後ほど説明いたします。 

  第４条、一時借入金の借り入れ最高額を５億円と定めております。 

  ４ページをお願いいたします。 

  第２表債務負担行為、事項１、下水道計画区域内の水洗化促進を図るため、水洗化改造資金の融資
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斡旋をするにあたり、金融機関が融資した資金の損失補償をするものでございます。事項２の融資枠

は、水洗化改造資金１件で５０万円であります。期間、限度額につきましては、記載のとおりでござ

います。 

  ５ページをお願いいたします。 

  第３表地方債、起債の目的、１、公共下水道事業債の限度額を１億９千９７０万円、２、公共下水

道事業債特別措置分を１千９５０万円、３、資本平準化債を２千４８０万円に定めるものでございま

す。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、記載のとおりでございます。起債の目的で１の

公共下水道事業債は、管渠や処理場の建設事業債で、２の特別措置分は、国の財政制度の変更による

起債で、３の資本平準化債は、後年度の利用者から徴収すべき先行投資部分の債務を繰り延べるため

の起債でございます。 

  歳出からご説明申し上げます。 

  予算書の１４ページをお願いいたします。款１、項１、目１総務管理費８千８６０万１千円の主な

ものは、節２給料、３職員手当、節４共済費につきましては、職員６名分の人件費です。 

  １５ページの節１３委託料、使用料徴収委託は、大津菊陽水道企業団への委託料です。 

  下水道事業会計支援業務委託は、平成３１年４月から大津町の下水道事業を特別会計を運用しなが

ら、同時に、翌年度の地方公営企業法の一部適用に向け、公営企業会計で動かします。その際の事務

支援を受け、職員の習熟を図るためのものでございます。 

  次の下水道事業固定資産整理評価業務委託は、平成３１年度に工事等により取得した資産の評価を

行い、固定資産台帳を更新するためのものです。下水道事業経営戦略策定業務委託は、国が市町村へ

策定を求めているもので、現在の資産とストックマネジメント計画等も踏まえて、将来の予測を行い、

経営上、必要となる情報を導くものでございます。 

  １６ページをお願いいたします。節１９負担金、補助及び交付金の補助金１、漁業振興助成金は、

白川漁業協同組合に交付するものです。 

  節２７公課費は、消費税でございます。 

  目２事業費４億５千４５８万５千円の主なものは、１７ページの節１３委託料で、管渠工事実施の

ための測量設計委託、浄化センター水処理増設実施設計業務、浄化センター等改築事業業務委託、平

成２９年度から３１年度において日本下水道事業団に委託している処理場、ポンプ場の改築事業業務

委託、また、ストックマネジメント計画策定業務委託でございます。 

  １８ページをお願いいたします。節１５工事請負費は、補助対象の下水道管渠築造工事等になりま

す。３１年度は吹田地区の整備を予定しております。 

  節２２補償補てん及び賠償金は、下水道工事に伴う上水道等の移設費でございます。 

  目３維持管理費１億７千７３３万６千円の主なものは、節１３委託料の浄化センター等包括的民間

委託及び１９ページのマンホールポンプ管理包括的民間委託、大津町浄化センター等包括的民間委託

設計書作成業務委託でございます。包括的民間委託外部監査業務は、包括的民間委託の放流水の水質

等要求水準の達成状況、修繕履歴による施設、設備の劣化状況の確認、業務評価チェックリストによ
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る監視項目ごとの達成状況の確認並びに改善必要事項の指摘などを行うための費用を計上しておりま

す。包括的民間委託の契約期間は、平成２９年度から３１年度までの３年間でございます。今回の包

括的民間委託設計書作成業務で時期分の設計を行い、その設計額を基に１２月補正で債務のご承認を

いただき、入札、契約したいと考えております。１９年度までは種別ごとに分離発注し、直営方式で

運転し、使用資材は町が購入し、受託者に支給しておりました。２０年度から業務委託方式を改め、

材料費、光熱費、修繕、水質、電気保安点検、処理ポンプ場の運転管理を一括で包括委託し、コスト

縮減を図っております。 

  目４下水道事業基金費６千円は、基金利子の積立金です。 

  ２０ページをお願いいたします。款２、項１、目１元金３億１５２万円は、定時償還分でございま

す。対前年比減額６千４４９万２千円の主な理由は、一部の起債の償還完了によるものです。 

  目２利子５千２４９万４千円は、長期債利子及び一時借入金利子です。対前年比減額６２０万２千

円は、起債の償還方法において大部分が元利金等払いにより年々減少となっております。 

  款３、項１、目１予備費５００万円を不測の経費に対応するため計上いたしております。 

  歳入についてご説明申し上げます。 

  予算書の９ページをお願いいたします。概要は５１ページです。款１、項１、目１負担金１千万円

は、３０年度に下水道整備しました公共下水道区域の土地に１平方メートルにつき３００円を付加し、

支払いは年４回の５カ年で２０回払いになります。前納することもできます。その費用は、建設財源

に充当いたします。 

  款２、項１、目１使用料４億４千６２３万２千円は、公共下水道施設利用者から排出される生活雑

排水や工場排水に対する一般住宅、学校、企業等の公共下水道使用料です。 

  １０ページをお願いいたします。款２、項２、目１手数料４０万４千円は、排水設備の指定工事店

の登録手数料及び督促手数料でございます。 

  款３、項１、目１公共下水道費国庫補助金１億９千９８５万円は、下水道事業に対する事業補助金

であります。補助率は５０％です。処理場は、高率の５５％となっております。 

  款１、項１、目１一般会計繰入金１億６千９０４万８千円は、下水道事業の事業費及び公債費償還

等のために繰り入れるものでございます。 

  １１ページをお願いいたします。款５、項１、目１繰越金として８００万円を計上いたしておりま

す。 

  款６、項１、目１延滞金、款６、項２、目１預金利子及び１２ページ款６、項３、目１雑入は、記

載のとおりでございます。 

  款７、項１、目１公共下水道事業債２億１千９２０万円、節１の公共下水道事業債につきましては、

補助対象事業の管渠及び処理場設計委託、処理場改築の一部の場合は、事業費の４５％、処理場改築

は事業費の４０.５％、単独事業の場合は、事業費の９５％です。 

  節２の公共事業事業債特別措置分は、元金償還に充当するものです。 

  目２資本費平準化債２千４８０万円につきましても、同じく、元金償還金に充当するものです。 
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  １３ページをお願いいたします。款８、項１、目１利子及び配当金４千円を下水道事業基金の利子

を見込んでおります。 

  以上でございます。 

  議案第２３号、平成３１年度大津町農業集落排水特別会計予算についてご説明申し上げます。 

  予算書の１ページ、概要の５５ページをお願いいたします。 

  第１条、歳入歳出の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億４千５９１万１千円と定めており

ます。 

  第２条、一時借入金の最高額を６千万円と定めております。 

  予算書の１１ページ及び予算の概要の５５ページをお願いいたします。 

  歳出からご説明申し上げます。 

  款１、項１、目１総務管理費３８１万５千円の主なものは、節１３委託料の農業集落排水事業経営

戦略策定業務委託、節２７公課費の消費税です。 

  目２農業集落排水事業７６３万２千円の主なものは、節１１需用費の修繕、節１３委託料の最適整

備構想策定業務は、昨年に行った機能診断調査の結果から工法と時期を検討し、複数の処理区がある

場合に、町内の施設全体について、今後の施設補修、改築などを町の財政状況も踏まえ、計画的かつ

効率的に取り組んでいくための最適整備構想マスタープランを策定するものです。 

  節１５工事請負費は、補修工事です。 

  １２ページをお願いいたします。節３維持管理３千３５０万６千円の主なものは、節１１需用費の

光熱水費、修繕料、節１２の役務費の主なものは、矢護川浄化センター、錦野浄化センター、杉水浄

化センターの汚泥引き抜き手数料です。 

  節１３委託料で、矢護川、錦野、杉水の３カ所の浄化センター等の維持管理業務です。 

  １３ページをお願いします。目４、節２５積立金は、農業集落排水事業基金２万３千円、利子を積

立金と見込んでおります。 

  款２、項１、目１、節２３償還金利子及び割引料は、元金の地方債の定時償還です。 

  款２、項１、目２、節２３償還金利子及び割引料は、長期債利子及び一時借入金利子です。 

  １４ページをお願いします。款３、項１、目１予備費として５００万円を計上しております。 

  歳入についてご説明申し上げます。 

  予算書の７ページをお願いいたします。款１、項１、目１、節１農業集落排水事業費分担金１６万

円は、農業集落排水事業区域、錦野、杉水、平川地区の土地・家屋所有者等からの分担金であり、建

設事業の一部に充当するものであります。 

  款２、項１、目１、節１農業集落排水事業費使用料２千９５０万円は、矢護川、錦野、杉水。平川

地区の農業集落排水施設使用料を見込んでおります。 

  ８ページをお願いいたします。款２、項２、目１、節１手数料４千円は、督促手数料でございます。 

  款３、項１、目１、節１一般会計繰入金１億６２２万３千円は、農業集落排水事業に伴う事業費、

公債費等のために繰り入れるものでございます。 



 56

  ９ページをお願いいたします。款４、項１、目１、節１前年度繰越金５００万円を見込んでおりま

す。 

  款５、項１、目１延滞金、款５、項２、目１預金利子は、座取りでございます。 

  １０ページをお願いいたします。款５、項３、目１、節１雑入１千円は、消費税還付金を見込んで

おります。 

  款６、項１、目１、節１利子及び配当金２万１千円は、農業集落排水事業運営基金の利子見込み額

です。 

  款８、項１、目１、節１農林水産業費国庫補助金５００万円は、歳出の農業集落排水事業費の節１

３委託料、最適整備構想策定業務で１００％の補助になります。 

  以上でございます。 

  続きまして、議案第２５号、平成３１年度大津町工業用水道事業会計予算についてご説明いたしま

す。 

  予算書は最後になります。予算の概要は５７ページでございます。 

  予算書の１ページから２ページをお願いいたします。 

工業用水道事業は、地方公営企業法に基づく事業として、平成２年から中核工業団地内の企業に日

量４千トンの供給能力の内、現在、３千８７０トンの契約水量で１トン当たり４５円の使用料で給水

しています。 

  第２条の業務予定量ですが、給水先事業所は６事業所で、日量３千トンの給水量を予定しています。 

  第３条の収益的収入及び支出ですが、事業収益が６千１２１万１千円、事業費が６千７７１万３千

円を予定しています。 

  ２ページをお願いいたします。 

  第４条の資本的支出ですが、第１項建設改良費は、第四水源地施設整備工事費等に伴う費用として、

１億８千７２５万円を予定しています。企業債償還金の３０万５千円は、減債積立金から支出します。 

  第５条で、経費の流用に関する議会の議決事項として、職員給与費等で９２１万８千円を予定して

います。 

  第６条で、利益余剰金の処分として、現在積立金を予定しています。 

  次に、説明書の１から２ページをお願いいたします。予算の実施計画ですが、収入の内、営業収益

を６千１２１万１千円としています。支出の営業費用６千７７１万３千円の内、原水費は、ポンプ電

気代、修繕費等で、総係費は、職員人件費、負担金、使用料、管理補修等委託料等です。営業外費用

の２０５万８千円は、企業債の利息及び消費税で、予備費は３００万円で不足の費用へ対応を予定し

ております。 

  資本的支出の建設改良費１億８千７２５万円は、第４水源地施設整備工事に伴う工事請負費及び委

託料、水源地用地購入費です。企業債償還金の３０万５千円は、企業債の元金の償還額であります。

予備費は５００万円で、不足の費用への対応を予定しています。 

  ３ページをお願いいたします。予定キャッシュフロー計算書ですが、受入額を１千１０２万４千１
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４２円、支出額を１億８千７２５万円と、３０万４千４８５円の計１億８千７５５万４千４８５円と

しています。平成３１年度は、第４水源地施設整備工事を行うこととしているため、１億７千６３５

万３４３円の資金源となる見込みです。なお、平成３１年度末で企業債残高は２８１万３６９円とな

ります。 

  ４ページから７ページまでは、職員１人及び非常勤職員１人分の給与明細です。 

  ８ページ、９ページをお願いいたします。平成３１年度の予定貸借対照表ですが、有形固定資産合

計を３億９千２１１万２千６１０円、流動資産合計を６千２８９万４千４８８円、資産合計４億５千

５００万７千９８円とし、固定負債合計を５９６万７千８５７円、流動負債合計を５５７万６千１８

１円、繰延収益合計を３千３６０万８千８１０円とし、負債資本合計で４億５千５００万７千９８円

を制定しています。 

  １０ページ、１１ページをお願いいたします。重要な会計事項を注記しております。固定資産の減

価償却の方法、引当金の計算方法、消費税の会計処理、引当金の取り崩しを記載しております。 

  １２ページをお願いいたします。３０年度の予定損益ですが、営業収益６千１９３万８千円、営業

外収益１５１万９千円、営業費用４千５２６万３千３４円、営業外費用１３万４千円で、平成３０年

度の純利益は１千８０５万９千９６６円を見込んでおります。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） 提案理由の説明は終わりました。 

  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日は、これで散会します。お疲れさまでした。 

午後２時４６分 散会 
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議 事 日 程（第２号） 平成３１年３月５日（火） 午前１０時 開会 

                                開議 

 

日程第１ 議案質疑 

     議案第 ２号                質  疑 

議案第 ３号                質  疑 

議案第 ４号                質  疑 

議案第 ５号                質  疑 

議案第 ６号                質  疑 

議案第 ７号                質  疑 

議案第 ８号から議案第１０号まで      一括質疑 

             討論、表決 

議案第１１号及び議案第１２号        一括質疑 

議案第１３号                質  疑 

議案第１４号及び議案第１５号        一括質疑 

議案第１６号及び議案第１７号        一括質疑 

議案第１８号                質  疑 

議案第１９号                質  疑 

議案第２０号                質  疑 

議案第２１号                質  疑 

議案第２２号                質  疑 

議案第２３号                質  疑 

議案第２４号                質  疑 

議案第２５号                質  疑 

日程第２ 委員会付託 

     議案第１１号から議案第２５号まで 

       

                午前１０時００分 開会 

                         開議 

○議 長（桐原則雄君） これから、本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、議席に配付のとおりです。 

 

日程第１ 議案質疑 

 

○議 長（桐原則雄君） 日程第１ 議案質疑を行います。 
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  お諮りします。 

  議案第２号、大津町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてから議案第

１０号、平成３０年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第１号）についてまでの９件は、会議規

則第３９条第３項の規定によって、委員会付託を省略し、会議で審議を行いたいと思います。 

  異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第２号から議案第１０号までの９件は、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

  これから質疑を行います。 

  まず、議案第２号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第３号を議題とします。質疑ありませんか。 

  荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 議案第３号、平成３０年度の一般会計補正予算に質疑を行います。 

  予算書の５９ページです。款３の民生費の児童福祉総務費についてお尋ねをいたします。５９ペー

ジの節１９の負担金、補助及び交付金の中身ですが、一つは、放課後児童健全育成事業補助金、ちょ

っと聞き漏らしたかもしれませんが、当初予算では７千６４４万４千円だったものが２千１９４万４

千円と大幅に減額となっております。これは入札残なのかどうか、ちょっと中身をお尋ねをしたいと

思います。 

  それから、補助金の３番、保育補助者雇上強化事業補助金、こちらも当初が１千８７４万５千円で

ありましたが、今回、８０９万円、約半分減額となっております。 

  その下の４番の保育体制強化事業補助金、こちらも当初が１千８０万円の予算に対して、約半分以

上の５８１万３千円が減額となっております。この３番、４番の大幅な減額の理由についてお尋ねを

したいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） ただいまの質疑にご説明申し上げます。 

  児童福祉総務費の一つは、補助金ですかね、補助金の減額が大きいということであったかと思いま

す。これは当初ですね、これは学童保育の補助金の減でございます。こちらについては、年度当初の

利用者から利用者数が減ったということで、それぞれの学童クラブごとの補助金が最終的に減額にな

ったということでございます。それぞれのそうですね、ほとんどの学童のほうの当初の見込みから減

った部分と、第二よろこび学童、こちらについては、開所予定でしたけども、最終的に３１年度から

の開所ということで、全体的に利用者が減ったということで最終的に減額をさせていただいていると

ころでございます。 
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  それから、保育補助者雇上強化事業補助金、それと保育体制強化事業補助金の減額ということでご

ざいます。一応こちらにつきましても、これは今年度から始まった事業でございます。保育補助者雇

上強化事業につきましては、保育者を目指す方を保育園のほうにですね、補助者として雇上を各保育

園のほうで雇上を行うという事業で、こちらについても、当初は全園でですね、予定されておりまし

たけども、最終的に雇上の実績が減ったというところでございます。 

  それから、保育体制強化事業補助金、こちらについても今年度からの事業でございます。こちらに

ついては、保育以外の給食だったりとか、そういった部分で補助するための補助者の雇い入れでござ

います。一応こちらにつきましても、当初全園で予定されておりましたけども、最終的には実績で雇

上された人数が減ったというところで減額になったというところでございます。 

○議 長（桐原則雄君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 学童保育の補助金は、当初の見込みより利用者が少なかったということです

が、一部開設予定だったのが開設が遅れたということもあったようでありますが、近年は学童保育に

入所希望しても入らないという事例がこの菊池圏域では聞いているわけです。ですから、最近ですね、

その希望者がいるのも関わらず、指導員が確保できずに受け入れられなかったと、そういう原因があ

ったのかどうか。純粋に見込みが見込みより少なかったのかどうか、ちょっと正確な理由をお答え願

いたい。 

  それから、保育補助者、また保育体制、どちらも直接保育士ではありませんが、保育士の仕事を減

らし、保育に専念してもらうということでこの２つの補助金が計上されたかと思いますが、なぜこう

半分も利用がなかったのかと。使い勝手が悪い補助金なのか、要するに、保育園側が望んでいない補

助金、半分も減額するぐらいですから使い勝手が悪いのかどうか、その何ですかね、なぜこれほど利

用がなかったのかというのを背景を説明願いたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） 再質疑にお答えいたします。 

  まず、学童保育の件ですけども、一時的にですね、待機になった状況というのはございました。指

導員のほうが足らないのか、純粋に当初の見込みがちょっと多すぎたのかというところですけども、

一時的に保育士が足らない部分ございましたけども、トータルでは純粋に当初の見込みがちょっと多

かったというところでございます。 

  それと強化事業の件ですけども、今年度からの事業ということで、当初の予定はありましたけども、

そこの人数の確保がちょっと十分できなかったという部分と、この雇上の要件がございまして、前年

度以上ちょっと雇わないといけないとか、そういった部分があって、今回は初年度ということで、当

初の見込みよりも少なかったということでございますけども、新年度につきましては、また全園でで

すね、この事業を利用したいというところで、今のところは要望があっているというふうな状況でご

ざいます。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑ありませんか。 

  佐藤真二君。 
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○６番（佐藤真二君） 議案第３号に関連して２点ですね、お尋ねしたいと思います。 

  まず一つ目がですね、これ概要のほうが説明しやすいんですけれども、１９ページですね、中ほど

の工場等振興奨励補助金というのがございます。これが①と②と２件あるみたいなんですけれども、

これ要綱のほう見ますと、上限が５千万円ということで、②のほうはもう上限まで達しているという

ことでわかりますが、この①のほうですね、施設整備補助金という内訳が投下固定資産３億１千６５

９万８千円ですか。それに対して１０％の３千１６５万９千円が補助ということになっております。

ただ、その要綱見ますと、この施設整備補助金については２５％が上限ということになっております

ので、もっと出せたという言い方したらちょっと変ですけれども、要望があってよかったんじゃない

のかなと。あるいは、これ３年間ということなので、例えば、１０％、１０％、５％とかですね、そ

ういう分割したやり方になるのかというのが、まず１点です。 

  もう一つがですね、当然これ補助金ですので、こうしたその投資的な補助金というのは見返りとい

うかですね、が期待されるもんだと思いますけれども、これに対して結構な金額ですよね、１億２千

万円ですから、これに対して町のほうに最終的に、言葉悪かったら申し訳ないですが、バックされる

分というのがですね、どのくらいのかという見通しですね。これについてお尋ねしたいというのがま

ず１点です。 

  それからですね、もう一つがですね、これ繰り越し、事故繰越しということになるんですけれども、

災害公営住宅の関係です。全協で説明を受けましたときには、大工さん型枠工が不足ということで説

明だったんですけれども、とてもそれで納得できる話ではないんですよね。１０月の臨時議会、これ

で話がありました。この中でですね、契約にあたって質疑がありまして、通常の状況ならこれでもい

いだろうけれども、この緊急の非常時の契約で、これスケジュールどおり本当にいくのかということ

のお尋ねをされた方がいらっしゃったんですね。それに対して、部長のほうは何とかしますというよ

うなことをですね、趣旨のことを答えられたということなんですけれども、十分にその指摘があって、

十分に注意して進めなければならないにも関わらず、やはり完成が遅れますというのを、そのまんま

ちょっと「はい、そうですか。」というわけにはいかないということで、もう少し詳しくですね、し

かももう一ついうと、この後どうするのかですね、についてもちょっとご説明をいただきたいと思い

ます。 

○議 長（桐原則雄君） 経済部長本古庄啓起君。 

○経済部長（古庄啓起君） 工場等振興奨励補助金につきましてご説明申し上げます。 

  概要のほうに投下固定資産税の１０％というところで計算させてもらっております。昨年の４月か

ら要綱を改正しまして、その前までは投下固定資産総額の１０％というところでしておりました。投

下固定資産といいますのが、工場等、あと償却資産等でございますけれど、これまでは実際の実際価

格、建物を建てた価格、償却資産の価格になりますけれど、それの１０％というところでしておりま

した。そして、昨年の４月に改正したときは、投下固定資産税額、固定資産税でございますので、１.

４％掛けるものでございますけれど、それに対する２５％というところで要綱を改正しております。

ただ、これの件数みまして、立地協定がこの企業につきましては２９年５月３０日というところでご
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ざいます。立地協定から５年以内に操業するという規定がございまして、この要綱の改正のときに立

地協定が昨年の４月以降につきましては、要綱改正でやるというところで、その以前の立地協定につ

きましては、その以前の要綱でやるというところでやっておりますので、今回の場合については、前

要綱で適用するということでしております。 

  もう一つ、こういう多額の補助金を出しますので、どれぐらいでそのこちらに固定資産税なり、そ

の他の税金と法人税とかございますけれど、今、こちらのほうで試算しておりますけれど、改正前に

つきましては、やっぱりどうしても１５、６年ぐらいかかってまいります。昨年の４月に改正したも

のになりますと、その半分ぐらい、大体７、８年ぐらいでとんとんぐらいになるかなというところで

計算しているところでございます。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） 佐藤議員の質疑にご説明いたします。 

  昨年の１０月臨時議会を開いていただきましてご議決をいただきました災害公営住宅が二つとも工

期より遅れるというようなことで納得できないということでございます。我々もプレハブで生活をさ

れている避難者の皆さんのために一日も早くというようなことで契約しております業者につきまして

は、工期を割らないようにということで度々話をしておりましたが、現実問題といたしまして、大工、

型枠工、鉄筋工、屋根の人材等が不足しておりますと、それから、資材につきましても鉄筋等が不足

してなかなか手に入りませんというようなことでお話がありました。ただ、それでも何とかして人間

を集めながらでもプレハブにお住まいの方を早く移したいということで話をしておりましたけども、

どうしてもなかなか集めることができないというようなことで、先般も１月の末に社長お二人にうち

のほうにお出でいただきまして何とかならないだろうかというようなところで話もしたところでござ

いますが、なかなか工期どおりには進めることが難しいというようなお話がありましたので、それで

はもう正式に期限を延ばして、契約変更としてというようなお話をしまして、今回のスケジュールと

いうようなところになったところでございます。ただ、社長お出でいただいたときには、一日も早く

完成をしてくれというようなことでお話を十分したつもりでございます。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 佐藤真二君。 

○６番（佐藤真二君） まず最初の奨励の補助金のほうですね、１５、６年というのはちょっとびっく

りしましたけれども、改正されて７、８年ということになっているということであれば、今回の分は

もうそれで仕方がないのかなというところで理解するところですが、災害公営住宅のほうの話ですね。

この人手不足て、別にこの時期に始まったことじゃなくて、もう震災後ずっと続いていたんですね。

その中でこういうスケジュールをつくった、不足することはわかっててつくったんですね。それでな

お不足しましたって言われたって、それはちょっと違うんじゃないかなと思うわけです。 

  もう一つ言いますとですね、これ甲佐町ですね、２月に甲佐町で入居が開始されております。甲佐

町の場合は、工事始めたときの完成予定３月だったんですね。それが１月に完成しましたと、２月か
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ら入居しますと、前倒しになっているんです、２カ月。甲佐町ではこういうことが起こっている。け

れども、大津町では遅くなってしまうと、これどういうことなんだというふうに思うんですけれども、

そこの２点ですね、最初からわかってたことではなかったですかということ。それから、甲佐町では

こうなってますよということに対してどういうふうな見解なのかということについてお尋ねしたいと

思います。 

○議 長（桐原則雄君） 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） ご説明いたします。 

  最初１０月で契約をしたときから、人員不足、資材不足等についてはわかっていたということで、

我々も認識をしておりまして、業者のほうも認識をしていたと思います。それで、我々のほうとしま

しても現場で打ち合わせをするたんびたんびに、もう絶対遅れるなというようなことは申してきたと

ころではございますけれども、どうしても集めることができなかったというようなことでございます。 

  それから、また、甲佐が前倒しになったということでございますので、甲佐につきましては、直接

お話を聞きながら、また、どういった方法でやってきたのか、業者さんのほうにもどういった方法で

人間を集めたのかということを直接お話を聞きながら、また参考にさせていただきたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 佐藤真二君。 

○６番（佐藤真二君） 甲佐の件については、これから調べられるということで仕方ないかなと思うん

ですけれども、先ほども話ありましたように、やはりその今プレハブの仮設に入居される方というの

は、大変完成を心待ちにされとったわけですね。それをやっぱり間に合いませんでしたと言われて、

やっぱりかなり落胆されているんだと思います。そういう状況をつくったのを、私が考えるのはです

ね、これそもそも工期が無理だったんじゃないかという話なんですよ。それはもう多分みんな薄々気

づいていたんだろうと思います。ただ、その事故繰越という形にですね、できないもんですから、し

たくないもんですから、３月という設定をもししたんだとすればですね、そもそも３月に入れますよ

ということを説明しないという選択肢もある、もう少しかかると思いますということを踏まえた対応

というのも可能だったんではないかと思います。これもしかしたら福祉の話になるのかもしれません

けれども、ちょっとそれどちらかわかりませんが、そういった対応というのは、もうできなかったの

かなというところについて、最終的に確認をしたいと思います。 

  なお、この後もですね、たくさんの繰り越し、事故繰越というのが、復旧・復興の事業もあります。

新庁舎とかですね、運動公園の何とかとかですね、瀬田の避難所とか、たくさんまだ建設の計画があ

るんですね。こういったもののスケジュールというのもこのあとどういうふうに考えていくのかとい

うことについて、最後にお尋ねしたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） ご説明いたします。 

  工期の設定につきましては、金額によりまして一定期間がこういついついつということで概ね決ま

っておりますので、その工期の期間を記載しまして契約をいたしております。ぎりぎり３月というと

ころであります。当然、国から補助金をたくさんいただきますので、会計検査等も入ってまいります
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ので、金額でいきますと３月がぎりぎりであったというのが現実でございます。 

  それから、国のほうとしましては、ぎりぎりの工期以上に準備期間等を今設定されておりますけれ

ども、まだ県町村においては、その制度を採用されておりませんので、国のほうとちょっとこれから

は話をさせていただきたいというふうに思っております。 

  それから、今後のスケジュールにつきましても、様々な発注がございますけれども、極力工期は守

るようにということで話をさせていただきたいと思います。 

  それから、先ほど委員おっしゃいましたように、甲佐が早く前倒しになっとるというようなことで、

そちらを十分勉強させていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 住民福祉部長藤本聖二君。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） おはようございます。うちのほうでは入居の件をですね、やっており

ますけれども、当初３月末ということで住民説明会あたりでも入居者の方にご説明をしております。

土木のほうからですね、工期延長の話がございましたので、早急に関係者の方お集りいただいて、い

ろんなご予定されてましたので、そういった形で個別に回らせていただいてご了解をとったところで

ございます。いずれにしましても、工期延長で皆さん方にいろいろとご迷惑かけましたので、その後

の支援に向けてもですね、しっかりとやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） 佐藤真二君。 

○６番（佐藤真二君） 最後もう質疑ではありませんけれども、何とかもう少しですね、やり方があっ

たんじゃないのかなというところで、意見として申し上げたいと思います。 

  なお、入居者の方へのフォローをぜひよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑ありませんか。 

  金田英樹君。 

○４番（金田英樹君） 議案第３号について、２点質疑させていただきます。 

  まず１点目が補助資料のほうの４ページ、社会資本総合交付金事業の１３委託料、運動公園防災倉

庫建築設計等業務委託に関してです。こちらですね、例えば、楽善のほうにも防災拠点のようなもの

ありますけども、その全庁的に見た時の位置づけというものが一つ。 

  二つ目がどういうものを置いて、どのように運用していくのかというところを一つ、この項目につ

いては２点伺いたいと思います。 

  また、二つ目の質疑、１８ページ、補助資料のほうですね。こちら観光費の補助金、６番地域おこ

し協力隊企業支援助成金に関して、こちら国の制度にある地域おこし協力隊が一定の任期を終えて、

起業する時には１００万円を上限に補助するとあると思うんですけど、その認識でこれ後ほど交付税

で戻ってくるたぐいのものであるということでいいかというところと、上限に達してない額なんです

けども、これはもう先方の起業がこの程度しかかからなかったという認識でいいのかというところを

伺いたいと思います。 
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○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） おはようございます。防災倉庫の関連で、大津町全体としての位置づけと

いうことでございますけれども、一応、町の防災倉庫につきましては、北部・中部・南部ということ

で、防災計画の中で位置づけをしておりまして、その中で今回のスポーツの森に設置いたします防災

倉庫につきましては南部のものになります。それぞれの防災倉庫については、それぞれの地域の人口

に応じた大きさのある程度の倉庫ということで考えておりますが、そこにまずは食糧関係、それから、

それ以外の物資等について備蓄をいたしまして、そこを拠点といたしまして、大規模災害が発生した

時にはそれぞれの避難所等について集配をするということで考えております。また、今回の熊本地震

を受けてですね、やはり自助の大事さというのもありますので、本来、自分で３日分ぐらいのですね、

食糧等についてはですね、備蓄をしていくということについての周知も併せて行いながら、全体的な

資料等につきましてはですね、備蓄計画等を今月３月で一応作成をする予定としておりますので、そ

の中に年度ごとの備蓄をどのようにしていくか等については、うたい込んでいきたいというところで

考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 経済部長本古庄啓起君。 

○経済部長（古庄啓起君） 地域おこし協力隊起業支援助成金につきましてご説明申し上げます。 

  ご指摘のとおり、これ交付税対象でございまして、上限が１００万円というところでございます。

この５２万７千円と申しますのは、おっしゃるご指摘のとおり、実際に起業に対するかかった費用で

ございます。具体的には、その法人登記もされております。それに関わる登記費用なり、事務所に対

するパソコン、プリンター、あと印鑑、そういうところの諸費用を含めた総額でございます。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 金田英樹君。 

○４番（金田英樹君） 先ほどの防災倉庫に関して、１点だけ追加質疑させていただきたいのですが、

こちらこの防災の食糧の量とかは今後というお話、今後というか３月に詰めていくというお話だった

んですけども、ある程度概算というか、目途は立っている上でこの大きさの倉庫になって、その上で、

もう少し細かいところを今月詰めるという認識でいいのかというところを伺いたいと思います。 

  また、例えば、中央公園にもあれを防災倉庫の規模は全く違うんですけども、倉庫何台か並べてい

るじゃないですか。あちらとかは今後どうするのかというところを伺いたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） 再度の質疑にお答えしたいと思います。 

  スポーツの森につきましてはですね、今度建築いたします規模は１００平米になります。それと今

中部地区については、楽善の防災倉庫が約４００平米、今、子育て健診センターのほうにコンテナを

置いておりますが、あれが２０平米のやつを３つ、６０平米で置いております。こちらが中部の防災

に拠点。それから、北部につきましては、矢護川コミュニティ、こちらは元の小学校跡地ですけれど

も、教室の一部等を利用しまして備蓄をしたいということで考えております。また、それとは別に水
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防倉庫ということで、矢護川には上中の水防倉庫がございまして、こちらが３０平米、中部につきま

しては、今度大津町新庁舎が建設になりますので、その中で約４５平米の水防倉庫を考えております。

また、南部につきましても、元菊阿中のところの南側に水防倉庫ということで、こちらも１００平米

ということで、それぞれ水防倉庫には、水防資材等、それから、防災倉庫については、先ほど申し上

げました食糧と災害時に必要な物品等を保管するという形で考えているところでございます。 

  ただ、南部についてがですね、１００平米では若干足りませんので、現計画の中では、大型の災害

が発生したときには、大型テント等をですね、リースで借り受けながら、それも併せて利用しながら

備蓄をしていくということで、前回、大津中学校が備蓄の拠点になっておりましたけど、その南部の

ですね、大型テントと今回建てます倉庫等を活用しながら、町における物資等の拠点、駐車場等も広

うございますので、そういう形で考えているところでございます。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑ありませんか。 

  永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 議案第３号、平成３０年度大津町一般会計補正予算について質疑いたします。 

  ５９ページ、先ほどの質疑の関連であります。款の３、項の２、節の１９でありますが、この負担

金、補助及び交付金において、大幅な減額という指摘を先ほど議員がされました。答弁を聞いており

ますと、当初の見込みと違ったぐらいのもんで、この説明の中には、放課後児童健全育成、健全育成

ですよね、健全育成事業なんですね。ですから、この予算をあげた時点で、健全育成に取り組むとい

う姿勢でやったけれども届かなかった。積算の仕方が違っとった。いろんな形でですね、そのこの当

初予算とあまりにもかけ離れた原因は何かということをきちんと説明をしなければ、こういう結果に

終わりました、で終わるんですよ。これは何のための予算ですか。我々は当初予算を可決して、そし

て、しっかりやりやりなさいということで予算を認めるわけですよね。最後の最後にきて、こんなに

残額が残ってしまいましたというのは、これは説明を聞いていて無責任にしか聞こえないんですよ。

ですから、こういったことがないように、我々はこの予算書というものが教科書ですから、それに習

って事業が行われているということを考えるんですよ。ですから、何の反省もないような答弁では困

りますよね。ですから、きちんとした計算のこの誤差、これがぴったりプラスマイナスゼロになりな

さいという意味ではありません。こういった努力というのは、途中の進捗状況とか見たらわかったは

ずです。そういったものも全て抜けている。ただ単に、足し算引き算でこうですよというような答弁

では納得できないということです。ですから、この原因は、最初の積算にあったのか、途中の進捗状

況を見て、途中ででもこの健全育成のための事業としての取り組みが甘かったのか。こういったもの

がついてこなければ、本当の質疑に対する答弁にはならないということです。納得し難いということ

ですよ。そういったことを含めてきちんとした説明を求めたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） ただいまの質疑にお答えしたいと思います。 

  最初の質疑の中でですね、当初の見込みとちょっと差があったということでお答えしたところなん

ですけれども、一応こちらについては、９クラブのですね、学童児童の補助金のほうのクラブでござ
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います。こちらについて、当初予算の積み上げにつきましては、各学童クラブのほうからですね、申

請というか、当初の予算の予定を出していただいて、その中での積み上げではございますけども、そ

ういった中で、今回、最終的に見込みのほうが下がったという結果になっております。こちらにつき

ましてはですね、ちょっと今回、１クラブがちょっとできなかったという部分もちょっとございまし

て、補正額のほうがちょっと金額的には大きくなっておりますので、また、今後、補助金の申請のあ

たりの中でですね、その辺を実態とできるだけ近づけるような形でですね、打ち合わせをしながら積

み上げをさせていただければというふうに思います。 

○議 長（桐原則雄君） 永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 再度質疑いたします。 

  例えばですね、今の質疑に対して、言いましたよね、答弁の仕方がちょっと甘いよっていう指摘を

しましたけれども、この予算に対して、今後もこういった健全育成に取り組むのならば、これを踏ま

えたきちんとした計画を新たにつくり直しますとか、よりよきものにするために今後取り組みをこう

考えたいというものが出てきてしかるべきなんです。民間企業というのはいつもそうですよ。こうい

った誤差というものは致命的なんです。甘いんですね。努力して余らせたほうがいい予算というもの

も中にはあります。しかし、これは本当に手厚い、ああいった災害の後でも健全に育ってほしいとい

う思いのこれは予算ですよね。この予算の中というのは、これは公金ですから、皆さんの全体の思い

がこれには詰まっているんですよ。そういった自負がありますかということですよ。ですから、次を

きちんと計画を立てていますかというまで、ここはちゃんと答えなければならないと思いますので、

再度質疑いたします。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） 質疑にお答えしたいと思います。 

  子どもたちの健全のためにですね、しっかり運営をしなさいということでございます。その点につ

きましてはですね、指定管理あたりも含めて、補助対象の学童クラブについてもですね、その辺りに

ついてはしっかりと健全な保育ができるような形でですね、こちらについては進めたいというふうに

考えています。 

  併せまして、予算につきましてもですね、最終的な見込みと乖離がないような形でしっかりとクラ

ブのほうと打ち合わせをしながらですね、健全育成のほうを図っていきたいというふうに思います。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑なしと認めます。 

  次に、議案第４号を議題とします。質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第５号を議題とします。質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議 長（桐原則雄君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第６号を議題とします。質疑ありませんか。 

  佐藤真二君。 

○６番（佐藤真二君） 議案第６号の公共下水道特別会計補正予算について質疑をしたいと思います。 

  概要の３３ページになります。補正予算書のほうはちょっとあちこちに飛びますので概要のほうで

お尋ねしたいと思いますけれども、ちょっと私が説明をきちんと聞けてなかった可能性もあるんです

が、説明ではですね、国庫補助金の内示額が減少したからということで、事業費ですね、事業費のほ

うマイナスの１億６千９９８万４千円ですね。説明をされたと思います。わからないのがですね、国

のほうは何の理由もなく内示額を減らすということはないと思うんですよね。まず、内示額、なぜ減

ったのかというところについて、ちょっとまず確認したいと思いますけど、お願いします。 

○議 長（桐原則雄君） 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） ご説明いたします。 

  国の内示額につきましては、特に最近、災害等もあっております。補助金の交付につきましては、

予算の範囲内ということで国のほうの定めがございまして、うちが１００万円くださいということで

要望しても１００万円が、近年ですね、特に近年は１００万円はつかないというようなことで、内示

額は幾らですよということで減額されることが多いというのが現実でございます。 

  以上でございます。 

  国の配分ですね、全体的にはちょっとあんまり大きいんで我々もわからないんですけど、配分で減

らされてくるというようなことでございます。 

  以上です。 

○議 長（桐原則雄君） 佐藤真二君。 

○６番（佐藤真二君） とすると、ちょっと余計わからなくなることが出てまいりましてですね、そも

そもここの事業費の中の委託料というものがありまして、これは何を、どの業務をどのくらいやるか

らという委託の量があったはずなんですね。それによってもともと必要な予算額というのは決まって

いたはずです。ところが、国の予算が減りました。だから、お金が出せなくなりましたということで

あれば、委託する仕事の内容を減らさなければいけないということですね。それが、そうでなければ、

あるいは別のお金を持ってきて、一般会計からでも積んで委託の業務をきちんとやってもらわなけれ

ばいけないはずなんですよ。ですから、じゃあここにあった委託の業務量というのは、そもそも減ら

せるものだったのかと。減らしてもいいようなものが予算化されていたのかということですね。そこ

をお尋ねしたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） ご説明いたします。 

  委託の中の大部分につきましては、長寿命化等実施設計業務委託等ということで予算を組みました。

それで国の予算が大幅に減りましたんで、一番大きなものが浄化センターの水処理施設増設実施設計

というようなものを当初４千万円で計画をしておりましたけれども、全体的に補助金が減ったもんで
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すから、こちらにつきましては、振り替えをいたしまして、室ポンプ場の改築工事を３千１００万円

と、それから、大津町浄化センター耐震診断委託というのが１千２００万円予定をしておりましたが、

こちらにつきましては、当初の計画どおり事業を行っております。それから、あと２つありまして、

ストックマネジメント基本計画というようなものが当初計画をしておりまして１千８００万円、こち

らについても実施をしております。それから、ストックマネジメント計画調査（処理場）ということ

で、こちら２千万円計画しておりましたが、こちらは補助金が減ったためにできなかったというよう

なことで、全部を足すと大幅な減額になったというようなことでございます。 

  下水道では、事業団に委託を概ねしておりまして、その中で数年計画でやっておりますので、中で

入れ替えをやりながらやったということでございます。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 佐藤真二君。 

○６番（佐藤真二君） 今のご説明ですと、できることはやって、できなかったことについてはこの後

に先送りができたというような意味に聞こえましたけれども、もしそうであればですね、何て言うの

かな、そもそもこの年度にやりきらなければならないものというのがやっぱりあったと思うんですよ

ね。それがきちんとできてますという説明が、この場合は本来必要なんじゃなかったのかなと思うん

ですよ。単に国の補助金が減りましたから事業量を減らしたって、その説明ではやっぱりちょっと足

りないと、予算の説明としてですね、先ほどから予算の説明というのはどうあるべきかというような

話が出てますけれども、これについてもやっぱり同じようなことが言えるんじゃないかなと思います。 

  以上です。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑なしと認めます。 

  次に、議案第７号を議題とします。質疑ありませんか。 

  荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 平成３０年度の大津町介護保険特別会計補正予算書の１３ページですが、款

３の地域支援事業費、項１の介護予防生活支援サービス事業費の補正について質疑を行います。 

  介護予防ですから、要支援判定の方に対するサービスだと思いますが、要支援判定の方々に対する

介護のサービスと理解しておりますが、６千６００万円の当初予算ですね。対して、約１千３００万

円、これもかなり大幅な減額となっております。要するに、高齢者はどんどん増えております。です

から、介護サービスは本来増えて当然なんですね。ところが、６千６００万円に対して１千３００万

円の大幅減額というのは、サービスを削ってしまったのかと疑わざるを得ない、疑問を持たざるを得

ないと思います。そこで、この非常勤職員報酬もお二人減額、それから、委託料で訪問型、いわゆる

ホームヘルプ、認定者のお宅を訪問してサービスを行うことだと思うんですが、当初は４２２万円の

予算でしたが、こちらが半分以上ですね、２２７万円今回減額補正となっております。当初予定の半

分も事業が実施されなかった。その背景について説明を願いたいと思います。 
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  それから、次のページの１４ページですが、通所型サービス事業、介護予防はつらつ元気づくり事

業、こちらは当初１千９８０万円に対して、約２７０万円の減額、率にすれば少なくはなりますが、

施設に送迎しながらサービスをすると、こちらもかなりの減額になっているとの背景ですね。 

  それから、１９の負担金、補助及び交付金、こちらも７００万円以上、介護予防生活支援サービス

事業費ということで、こちらいろんな施設サービスを行っている事業者に対する負担金だと思うんで

すけど、こちらも７００万円以上の減額となっております。高齢者の介護認定を受けた方々の要望が

なかったということなのか。意図的に要支援者のサービスを減らして、意図的というか、本来のサー

ビスを受ける人たちの要望をきちんと受け止めていないのではないかと、それちょっと疑義がござい

ますので、背景について説明を願いたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 住民福祉部長藤本聖二君。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） ご質問にお答えいたします。 

  介護保険の中で要支援者が増えていく中で予算が大幅に減額されるのはどういう内容なのかという

お尋ねだと思います。全体的な話をさせていただきますと、平成３０年からの第７期の介護保険計画

をつくらせていただきまして、ちなみに、平成３０年度は計画値ベースでみますと大体９６％で、全

体的な枠としては推移をしております。と申しますのが、熊本地震がございましたので、平成２８年

に。その熊本地震の影響の部分を踏まえた中での新たな介護保険、３０年からの計画をつくっており

ますので、ある程度熊本地震における影響はですね、落ち着いてきたのかなということで、全体的な

計画の中で大体９６％の推移をしておるということですので、全体的にそういった予算の中で落ち込

んでいるのかなというところはあるかと思います。 

  それともう一つ、いろいろ施設の通所だったりとか、サービスがある意味居宅のほうに若干移行し

ているというようなそういったものもあるかと思います。 

  それと、今介護の認定率についてもですね、前期高齢者と後期高齢者の人数の割合というのも若干

１２月で、今まで前期高齢者、後期高齢者をみますと、後期のほうが多かったんですけど、１２月で

一旦前期のほうが多くなっているような形で、逆転をしております。ただこれも近いうちまた後期高

齢者のほうが多くなるような形になるかと思いますので、新規の認定率を見てみますとですね、やは

り新規認定については、今までの伸びよりも若干伸びが治まっているというような状況になっておる

かと思います。 

  それと、先ほどのサービスの形態もですね、居宅のサービス等に移行しているんじゃないかなとい

うことと、もう一つ、生活支援の中で、シルバーのほうでワンコインサービスといいますか、真心サ

ービスということで、５００円で家の中のそういった取り組み、ごみを出したりとかですね、そうい

ったのをされておりますので、そういったのにも予算でみますとシフトしておりますので、全体的な

予算のベースから計画したものの６％の落ち込みと、あるいはほかの事業に展開している部分という

ことで、また、新たに今年度については通いの場ということで、各公民館あたりでですね、いろんな

介護予防の取り組みをしておりますので、そういった形での取り組みの効果にもよるのかなというふ

うには思っております。全体的にはそういった形での金額の補正をお願いしたというところでござい
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ます。 

○議 長（桐原則雄君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 国の方針で、要するに、要支援判定の方に対して、介護サービスを削ってい

くという方向が示されて、総合事業のほうに移行していくと。要するに、介護保険が２０００年に始

まって、今１８年、１９年、保険料だけは２倍以上に上がりましたが、サービスはどんどん削られる

と。自己負担はどんどん引き上がると。そういう背景があるのではないかという危惧をしているわけ

であります。とりわけこのホームヘルプ、私の母親もホームヘルプ、私も自宅で介護している時に、

本当に助かりました。全く知らない他人の家に行って、高齢者というのは、知らない人が家に入れる、

うちの母もそうでしたが、他人が家に入ってきて台所を使うのに非常に抵抗を、最初抵抗があったわ

けですが、段々そういう他人の家に行って、その人たちと仲良くなって、きちんとサービスが受け入

れてもらうまででも大変な苦労のあるこの仕事なんですが、それだけ高齢者にとっては本当に助かる、

また、家族にとってもこんな有り難い制度はないというぐらいこのホームヘルパーに対して、私は本

当に尊敬の念を抱いているわけですが、このホームヘルプサポート事業がせっかく４００万円以上の

予算を付けておきながら半分以上減額するということは、要するに、サービスを何て言うかね、役場

執行部からすればそれだけ予算減額して、介護保険料が上がるのを防げたという観点もあるかもしれ

ませんが、本来は、高齢者が主人公でありますから、受ける側がですね。そういう人たちが待ち望ん

でいるホームヘルプサービスが半分以上予算を消化しきれない、なんなんですか、本当に希望がない

のかと、これ真剣にやっぱり検討するべきではないかということで、もう一度お尋ねをしたいと思い

ます。 

○議 長（桐原則雄君） 住民福祉部長藤本聖二君。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） ホームヘルプ事業というので予算化してて、それが執行がなかなか進

んでないじゃないかということのご質問だと思います。国もですね、地域包括ケアシステムというこ

とで言っておりまして、地域の中で、住み慣れた地域の中でですね、お互い地域の中で助け合いなが

ら、そして看取られていくと、そういったのが今国のほうが求めているところでございます。そうい

ったところで、今おっしゃったようなホームヘルプのサービスについては、当然必要な事業でござい

ますけれども、ただその中で今、先ほどありました通いの場ですね、づくりあたりをやりまして、そ

ういったところでの公民館に出て行ってもらうと、そして、そういったところで活動していただくと

いうことで、結果的には当初の計画見込みよりも減ったということで、もともとこの計画の予算化に

ついては、介護事業計画の中の３カ年計画の中で見込んでいる数値を予算化しておりますので、当初

予算で計画としてみておったものよりも伸び率がそんなに伸びなかったというのが現状でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 当初見込んでいたより希望がなかったということという答弁でしたが、本当

にそうなのかというのはですね、きちんと把握、内容をしていただきたいと。希望したけど、あるい

は負担金が発生するから我慢をする人がいないか、あるいは、その何ですかね、ホームヘルプを希望

したけど、なかなか受け入れてもらえなかったとか、あるいは、ヘルパーさんが確保できなかったか
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らと、そうであるならば、それに対処しなきゃいかんと思うんですね。人間を相手にするこのとても

大切な事業ですので、真剣にちょっと、なぜそうなったのかというのを明らかにして対処をしていた

だきたいと思います。 

  終わります。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑なしと認めます。 

  しばらく休憩します。１１時１０分より再開します。 

午前１１時００分 休憩 

△ 

午前１１時１０分 再開 

○議 長（桐原則雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、議案第８号から議案第１０号までの３件を一括して議題とします。質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） 質疑なしと認めます。 

これで、議案第２号から議案第１０号までの議案質疑を終わります。 

  これから、議案第２号から議案第１０号までの９件について討論を行います。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） 討論なしと認めます。これで、討論を終わります。 

  これから採決を行います。 

まず、議案第２号、大津町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてを採

決します。この採決は起立によって行います。議案第２号は原案のとおり決定することに賛成の方は

ご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（桐原則雄君） 起立全員です。したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第３号、平成３０年度大津町一般会計補正予算（第６号）についてを採決します。この

採決は起立によって行います。議案第３号は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（桐原則雄君） 起立全員です。したがって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第４号、平成３０年度大津町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）についてを採決

します。この採決は起立によって行います。議案第４号は原案のとおり決定することに賛成の方はご

起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（桐原則雄君） 起立全員です。したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 
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次に、議案第５号、平成３０年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計補正予算

（第１号）についてを採決します。この採決は起立によって行います。議案第５号は原案のとおり決

定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（桐原則雄君） 起立全員です。したがって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第６号、平成３０年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第４号）についてを採決し

ます。この採決は起立によって行います。議案第６号は原案のとおり決定することに賛成の方はご起

立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（桐原則雄君） 起立全員です。したがって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第７号、平成３０年度大津町介護保険特別会計補正予算（第４号）についてを採決しま

す。この採決は起立によって行います。議案第７号は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立

願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（桐原則雄君） 起立全員です。したがって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第８号、平成３０年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第３号）についてから議

案第１０号、平成３０年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第１号）についてまでの３件を一括

して採決します。この採決は起立によって行います。議案第８号から議案第１０号までの３件は原案

のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（桐原則雄君） 起立全員です。したがって、議案第８号から議案第１０号までの３件は原案

のとおり可決されました。 

  引き続き、議案審議を行います。 

  議案第１１号及び議案第１２号の２件を一括して議題とします。質疑ありませんか。 

  佐藤真二君。 

○６番（佐藤真二君） 議案の第１２号ですね、についてお尋ねしたいと思います。 

  １３号もちょっと関係しますけど、少し踏み込むかもしれませんけど、その時は言ってください。 

  この大津町の地域工業導入促進審議会の条例の改正ということなんですけれども、今回ですね、前

回からですか、前回から今回にかけて審議会とか、協議会に関する議案というのがだいぶ出てきてい

るんですね。以前から多すぎるとかですね、ちょっとこう動いていないんじゃないかというようなこ

とをちょっと感想として持っておりましたので、ちょっと今回ここを改めてしっかりとお尋ねしたい

と思いますけれども、まず、この審議会は最近の開催実績というのはどうなっているのか。委員の委

嘱というのはされているのかということについてまずお尋ねしたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 経済部長本古庄啓起君。 

○経済部長（古庄啓起君） 当審議会の開催と、あと任命関係でございます。 
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  ここ１０年ほどちょっと開催も、ちょっと審議もなされてない状況でございます。昭和４０年代に

この審議会はありまして、大津町のほうの実施計画と県の実施計画がそれぞれございました。本田技

研周辺とか、あと中核工業団地関係が県のほうで実施計画つくっておりまして、町のほうでは室工業

団地周辺を実施計画の中でつくっております。今回、県のほうの実施計画が法の改正によってなくな

っておりまして、町の室工業団地のみが今残っている状況でございます。 

  以上でございます。 

  委員の任命につきましても、現在、そういう案件がございませんので、今行っていない状況でござ

います。 

○議 長（桐原則雄君） 佐藤真二君。 

○６番（佐藤真二君） 今のお話で、実施計画があるのかなということもちょっとお尋ねしようかなと

思ってたんですけど、それはあるということだと思うんですけれどもですね、ただそのこの会って、

何ていうかな、上位法とかを見てみましても、審議会ていうのは置くことができるであって、必ずし

も置かなきゃいけないものではないんですよね。 

  もう一つ言うと、任期を考えたときに、今、委員さんがいませんということは、当然会長さんもい

ません。任期というものを考えれば、会長さんがいないわけですから、会長が招集するという招集は

どうなるんだていうようなですね、非常に長い間開催されてない審議会、協議会というのは、根拠を

失ってしまうんですよね。そういうことを考えると、条例とか審議会の棚卸というのが必要になるん

じゃないのかなと。この条例ですね、この条例はもう改正じゃなくて、一旦きちんと棚卸をしてです

ね、考え直すべきではないのかなと思いますけれども、その辺に関してはいかがでしょうか。 

○議 長（桐原則雄君） 経済部長本古庄啓起君。 

○経済部長（古庄啓起君） 先ほどご説明の中にありましたけれど、室工業団地につきましては、現在、

実施計画自体残っております。今回の法の改正で、県がつくる実施計画というのはなくなりました。

そういうところで、今後新しく農振地域関係に企業なり、工業団地なりを設置するときには、必ず町

のほうで設定することになりますので、今後については、そういう実施計画の作成が恐らく出てくる

んじゃなかろうかなというふうに思いますので、この審議会を条例の中に入れまして、ここ数年のう

ちには恐らくそういう案件が必ず出てくるかなというふうに思っております。道路の整備関係も絡め

て出てまいりますので、今後、そういう審議会をぜひ開催するというところで検討させていただきた

いというふうに思います。よろしくお願いします。 

○議 長（桐原則雄君） 佐藤真二君。 

○６番（佐藤真二君） 過去のですね、決算とか見てて、この会が開かれた形跡がなかったもんですか

らどうなのかと思ったんですけれども、今後予定が見えてるということであればですね、別に構わな

いと思います。 

  すみません、以上です。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑なしと認めます。 

  次に、議案第１３号を議題とします。質疑ありませんか。 

  金田英樹君。 

○４番（金田英樹君） 議案第１３号について質疑いたします。 

  こちらも先ほどの質疑のあった各種協議会だとか、推進会議等の設置に関するものなんですけども、

こちらの全体像から言うと、この例えば、空き家対策の取り組みがあって、その中にこの協議会が設

置されるというとこですので、実際、では、こちらの空き家等対策の町としての全体的な取り組み状

況がどうなっているのかというところを伺いたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） 説明資料集のほうにも添付をさせていただいております、１６ページでご

ざいますけども、国のほうのですね、空き家等対策の推進に関する特別措置法が平成２７年２月に施

行されたことに伴いまして、市町村に中段に書いてあるような部分が求められております。これらを

行うための協議の場として、空き家等対策協議会を今回設置するものでありますけれども、この空き

家対策について、町のほうの現状ということでございますけども、一旦、震災前、平成２７年にです

ね、空き家の調査をいたしましたが、その後、震災があったということで、大幅に状況が変わったと

いうことで、今回、再度空き家のですね、調査を行ったところでございます。それに基づきまして、

空き家とおぼしき思われるような、これはゼンリンのほうに委託をして回っていただくような形だっ

たんですけども、その中で約２６０軒程度だったと思いますけども、が空き家と思われる部分と。そ

の中で、それぞれその２６０の家屋の所有者に対しまして、アンケート等を取りながら、大体７０軒

程度がですね、いわゆるずっと空き家になっているという状況でございます。それぞれ、その今度は

今回については、意向調査もあわせて行っておりまして、その７０軒のうちの約半数程度がですね、

今後賃貸で貸したり、売払いをしたいという希望を持っておられるということがございましたので、

それの方を対象にですね、今回の対策協議会の中で、空き家バンク等も設置をしていきながら、登録

を希望される方においては登録をして、その後の活用等をですね、図っていくならばというところで

今考えているところでございます。 

○議 長（桐原則雄君） 金田英樹君。 

○４番（金田英樹君） こちらはですね、私の記憶違いもあるかもしれないんだけど、３月中に何かし

ら動いていくというようなお話も以前あったような気がするんですけども、今後の進めるスケジュー

ル感というのはどのように考えているのか。その実際に借りる状態に持っていって、例えば、そこで

不動産会社さんとやりとりするのであれば、向こうとのやりとりだとか、決まっている範囲で結構で

すので、教えていただければと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） 再度の質疑にお答えしたいと思います。 

  最終的には、不動産の生業をされている方の団体が大津町については２団体ございまして、そちら

の団体のほうに協議を既に今行っておりますが、そちらの団体の、いわゆる内部での会議が早くても



 81

３月というようなことでございましたので、その今月中にもしも早ければですね、３月中にこの町が

今進めております部分につきまして協定を結ぶ内容について確認ができればですね、協定を結んでい

きながら進めていきたいというところで考えております。 

○議 長（桐原則雄君） 金田英樹君。 

○４番（金田英樹君） このほかの大津町在宅医療介護連携推進会議だとか、地域学校協働本部もそう

なんですけど、中身に関しては委員会のほうで詳しい質疑等あると思いますので、これで終わります。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑なしと認めます。 

  次に、議案第１４号及び議案第１５号の２件を一括して議題とします。質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第１６号及び議案第１７号の２件を一括して議題とします。質疑ありませんか。 

  荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 町道の廃止と認定について質疑を行います。 

  議案第１７号で室工業団地４号線、認定になりますが、新しく認定ですが、この平面図を見ますと、

北側の起点から南側に向かって線が引かれておりますが、真ん中あたりでなぜ何か屈折をして、わざ

わざ屈折をさせてありますので、何らかの意図があるのかなということで、この屈折、なぜ屈折をし

ているのかが１点。 

  それから、同じく１７号の杉水中谷線がこの室工業団地４号の北側と杉水中谷線の南側が一致しな

い、南北に通り抜ける道路を想定しているのであれば、なぜ交差点を一致させないのか。その２点に

ついてお尋ねをしたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） ご説明いたします。 

  町道の認定予定路線の屈折につきましてが、起点から真ん中ほどまで行きますと終点側に曲がって

おります。終点側のほうから現在道ができておりますので、そちらのほうにつなげたいというふうに

考えております。 

  それから、交差点について、きれいな交差点になっていないと、ずれているというようなご質問で

すが、こちらにつきましては、これから実績をするときにですね、あわせていきたいというふうに考

えております。交差点につきましては、現在、ホンダ技研南通りのほうに中央分離帯がございます。

今考えているのは、片方から左折のみで行ったほうがいいんじゃないかと。ただ、交通量が多くなっ

て真っすぐ、そこで交差点をつくらないかんというような状況になったときに、そんときにはまた改

良したがいいんじゃないかというふうに、今現状では考えております。 

  以上です。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑ありませんか。 
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  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑なしと認めます。 

  次に、議案第１８号を議題とします。質疑ありませんか。 

  豊瀨和久君。 

○５番（豊瀨和久君） 一般会計予算につきまして、４点お伺いをさせていただきます。 

  まず、予算の概要の４ページの下から５段目の防災基盤整備事業につきまして、戸別受信機につい

てこの戸別受信機をどのような活用方法をされるのか、まず１点目をお伺いいたします。 

  ２点目は、予算の概要の２３ページ、一番下の予防費の風しん抗体検査委託についての概要と実施

方法についてお伺いをさせていただきます。 

  ３点目が予算の概要の２４ページ、一番上の健康増進費のピロリ菌検査委託についての概要と実施

方法についてお伺いをいたします。 

  それと最後ですけど、予算の概要３７ページの上から５段目の路線バス利用児童生徒通学費補助金

についての申請方法とか、そういうどのような支援の方法になっているのかの実施方法についてお伺

いをさせていただきます。 

  以上、４点お願いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） お答えさせていただきます。 

  予算の概要の４ページの下からの戸別受信機の件でございますけども、どのような活用方法をされ

るのかということでございますが、今回、この戸別受信機のですね、対象につきましては、重度の身

体障がい者の単身の世帯、一人暮らしの世帯及び障がい者のみの世帯を対象にご案内を申し上げまし

て、希望をされる方について対応をするという形を考えております。全部で１００台を予定しており

まして、重度でありますので、身体障がい者の１級、２級、それから、知的障がいであればＡ１、Ａ

２、それから精神の１級ということで対象を考えているところでございます。民生委員さん等にお願

いしながら、希望を集約したいということで考えております。 

○議 長（桐原則雄君） 住民福祉部長藤本聖二君。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） お尋ねの２３ページの風しんの抗体検査の委託のところと、もう１点

が２４ページのピロリ菌の抗体検査についての２点お尋ねだと思います。 

  まず、風しん対策事業につきましては、全国的な風しんの大流行を踏まえ、厚生労働省が平成３１

年度から３年間、感染リスクの高い３９歳から５６歳の男性を対象に抗体検査とワクチン接種を原則

無料するというような発表があっております。これを受けまして、今回、予算措置をさせていただく

ものです。対象としては、３千９００人程度町内いらっしゃる方の中で国が示しております国の見込

みの受診率等々を掛けまして、抗体検査を８２０人ということで予定をしております。その検査の中

で、またさらに国のほうが示しております、抗体検査の接種率というのがございますので、そういっ

たものを含めて予防接種のほうが１５０人程度ということで予算をあげております。 

  もう１点はですね、ピロリ菌です。ピロリ菌につきましては、現在、胃がんのですね、患者の９



 83

９％がピロリ菌に感染しておるというような報告もありまして、また、胃がんの原因の８割がピロリ

菌というような報告もある中で、対象者４０歳以上の方の住民を対象としまして、血液検査あるいは

尿検査に対して、一部自己負担はいただきますけれども、助成をするということで、対象者をですね、

１万８千２００人、今町民の中で、４０歳以上の中で先進に取り組まれている自治体のですね、実施

率等を勘案しまして４００人の予算をあげておるところです。 

これにつきましても、まず、要するに風しんの検査が大事なことと併せまして、ピロリ菌について

もこの除菌をすることが胃がんのリスクを減らすと、そういったことについても十分住民のほうにで

すね、周知をすることが必要ですので、そういったところもしっかりと住民のほうにも説明しながら

進めていきたいというふうに思っております。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） 質疑にお答えさせていただきます。 

  路線バス関係の補助ということでございますけども、新年度からですね、新たに行うものでござい

ます。対象者としましては、小学生で通学距離が２キロ以上、中学生で３キロ以上かつ路線バスを利

用してですね、通学をされる児童生徒の皆さんを対象ということで、定期券の２分の１を補助したい

というふうに考えております。予算成立後ですね、こちらの制度については、周知しながら、申請方

法については、今後具体的に検討していきますけども、学校教育課のほうに申請をしていただいて、

支払いをするというような流れで考えております。 

  以上です。 

○議 長（桐原則雄君） 豊瀨和久君。 

○５番（豊瀨和久君） まず、風しんの抗体検査、これ３９歳から５６歳の男性という、これ私もそれ

入っているんですけれど、この人数がその８２０人ということなるんですかね。対象はこれ、国の対

象は３９歳から５６歳の男性なんですね。それはこう８２０人という理解でいいんですかね。 

  それともう一つ、ピロリ菌の検査なんですけれど、４０歳以上ということだったんですけどですね、

これ自治体によっては、若い命を救うという観点から中学校３年生以上ぐらいにピロリ菌検査をさせ

ているところもあるんですけれども、その４０歳以上とこの限定になっているのかどうかお伺いした

いと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 住民福祉部長藤本聖二君。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） まず、風しんのほうですけれども、抗体検査のですね、される見込み

の方が８２０人ということで、もともと住民の対象者はですね、３千９００人いらっしゃいますので、

その中で国が示しております見込み数を掛けまして今年度については抗体検査が８２０人ということ

で。 

○５番（豊瀨和久君） その３年分割しての３年目の１年目がということですね。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） はい、そうです、そうです。はい、１年目の分がこれだけということ

で、これを３年間に渡って実施していくということになります。 

  それから、ピロリ菌につきましては、おっしゃいましたように、県内の自治体で数箇所取り組まれ
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ている中で、確かに中学生からやっているところもございますけども、今のところ近隣の自治体とも

事務レベルの話をする中で、４０歳以上ということで今考えているところでございます。 

○議 長（桐原則雄君） 豊瀨和久君。 

○５番（豊瀨和久君） それとすみません、路線バスの利用補助金なんですけれど、定期券を買われた

方の半分ということなんですけど、定期券はその何カ月定期でも大丈夫なわけですかね。その短いや

つから長いやつまで定期はあると思うんですけれども、その買ったものの領収証かなんかで半額が補

助されるような理解でいいんでしょうか。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） 基本的に１カ月定期、３カ月定期ございますけども、定期券を買われた方

についてはですね、その領収証を持って申請というところで考えています。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑ありませんか。 

  山部良二君。 

○２番（山部良二君） 予算書の２０６ページの学童スポーツクラブ事業委託について質疑いたします。 

  現在、モデル事業が始まっておりまして、今、指導者が足りないということで活動を絞って行って

いるという話を聞いております。それで、社会体育移行の取り組み、そして、今後の行政支援をどう

するか、そういうところを１点だけ質問させていただきます。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） 学童スポーツの件でのご質疑にお答えいたします。 

  小学校の運動部活動ですけども、今年度までということで、新年度からですね、社会体育に移行す

ることとなります。それに向けまして、今年度１０月からですね、一応モデル事業ということで開催

させていただいております。今月の１５日で一旦終了しまして、また、改めて月末にですね、委員会

のほう、拡大委員会ということでＰＴＡ、あるいは学校の校長先生方も含めたところでですね、新年

度以降のですね、体制については、正式に新たな委員会を立ち上げて進めることとしております。 

  状況としましては、実際、現在、運動部活動が行われておりますので、モデルにつきましては週１

回ですね、各学校のほうにお伺いして、現在進めております。新年度につきましては、正式には今後

保護者の皆様あたりにですね、具体的な内容あたりをお示ししながら募集を行うということで考えて

おります。実際、その応援する上ではですね、スポーツリーダーあるいはスポーツサポーターという

ことで、そういった方々に指導あたりをお願いしながらするところでございます。リーダーについて

もですね、現在、三十数名ぐらいおられるということでございますけども、各学校に行っていただく

ような形になりますので、募集についてはですね、引き続き募集しながら、人数については、最終的

に何名の申し込みがあるかがですね、今のところ今後になっていきますので、その辺も含めてリーダ

ー、スポーツサポーターのほうも募集しながら新年度に向けてですね、学童スポーツの実行について

はですね、進めていきたいというところで考えております。 

○議 長（桐原則雄君） 山部良二君。 

○２番（山部良二君） 再度お伺いいたします。 
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  それで今三十何名だったですかね、ということですけど、それで必要な人数に達しているのかとい

うことですね。今の現状は足りていないという話を聞いておりますので、そこのところをもう一度お

願いします。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） １１月末現在の数字でございますけども、リーダー登録者が３７名で現在

行っております。新年度につきましてもですね、併せて募集のほうはですね、引き続き行いますけど

も、最終的に何名必要かということにつきましては、最終的な申込者あたりが何名になるのか。この

辺で何人必要かという部分になってくるかと思いますけども、今以上の登録者というのは必要かと考

えておりますので、こちらについては、保護者あるいはスポーツ団体関係も含めてですね、現在、呼

び掛けを行っているところでございます。 

○議 長（桐原則雄君） 山部良二君。 

○２番（山部良二君） 今の何か答えになっていなかったようなちょっと気がするんですけれども、そ

れとですね、ちょっと調べて、よその市町村のほうを調べてみたところですね、宇土市のほうではス

ポーツのＪシステムという、何ですかね、地域指導者と子どもたちをクラブがサポートするというシ

ステムを今導入しています。ほかの市町村でも導入を検討している市町村もあるという話なんですけ

れども、大津町のほうではこういう取り組みはないのか。最後に１点。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） お答えいたします。 

  すみません、Ｊシステムって、私ちょっと初めて聞きまして、ちょっとどういった体制でちょっと

されているのかわかりませんけども、現在、予定しておりますのは、クラブおおづのほうに委託しま

してですね、そういったそのスポーツリーダー、あるいはサポーターのほうを登録していただいてや

るというところで考えているところでございます。 

○議 長（桐原則雄君） 山部良二君。 

○２番（山部良二君） 最後に、結局、これで困るのは子どもたちなんで、今後、よりよい検討をよろ

しくお願いして、質問を終わります。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑ありませんか。 

 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） ３点ほど質疑を行います。 

  第１点は、先ほど質疑がありました、路線バスの利用児童生徒の通学費の補助ですね。これ対象が、

私の頭の中では多分吹田団地あたりなのかなとは思うんですけど、考えられている対象児童の路線で

すね。それから、人数見込みをお尋ねをしたいと思います。 

  次に、１０９ページのですね、先ほど補正でお尋ねをしましたが、民生費児童福祉総務費の１９負

担金、補助金で、放課後児童健全育成事業補助金は、前年度並みに予算がなされておりますので、今

年は、先ほどの大幅減額とならないような見込みをきちんと改めて立っておられるんだろうというの

で、そこをちょっと確認をしたいと思います。 
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  それから、その次の２補助金の２、３、４、５、補助金の２番が待機児童支援助成事業補助金とい

うことで２４０万円、説明では、認可外保育所に対する補助だと聞いたと思いますけど、認可外であ

るとしたらどの施設なのかというのをちょっとお尋ねをします。 

  それから、３番は、保育士就職支援助成金ということで、これはどうも新規のようでありますが、

内容を、説明書を見ましたけど、どうも出てないみたいなんで、内容をお聞きしたい。 

  それから、４番目の保育補助者、これは前年度に比べて結構増額をされておりますが、また大幅に

減額をする、要するに、使い勝手が悪いとか何とかということで、せっかくあげた補助金予算が使わ

れない可能性もあるわけですね、前回の補正みますと。ちゃんとそれは、ちゃんと考慮されているか

ということですね。同じく、保育体制強化事業補助金、こちらもほぼ前年度並みということですけど、

きちんとこれが予算がいかされるよう工夫が何かなされているのかどうかお尋ねをしたいと思います。 

  ３点目が１５９ページです。１９の熊本地震関係の補助金ですね。これ３番です。ブロック塀撤去

補助金について、多分これ去年はなかったと思うんですけど、この補助対象の内容についてお尋ねを

したいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） 質疑にお答えいたします。 

  まず最初に、路線バス関係だったかと思います。こちらについては、路線バスを利用している児童

生徒、現在は大津東区の子どもさんたちが利用をされております。人数的にはですね、現在の見込み

が小学生が５０、中学生が２０名ということで予算のほうは計上させていただいております。 

  それから、放課後児童健全化育成事業の補助金ですけども、一応こちらにつきましては、新年度か

らまた新たに１クラブ、第二よろこび保育園のほうでですね、開設されますので、一応この補助金の

ほうを見込みんでいるところでございます。 

  それから、保育士支援助成金ですかね、こちらについては、新年度の新たな事業でございます。一

応こちらのついては、保育士確保ための事業でございまして、町内の保育施設に新たに就労する保育

士に対する助成でございます。助成額としましては、就職の支度金としまして１０万円、併せて、大

津町に転入される方については５万円を加算するというところでございます。 

  それから、保育指導者雇上と保育体制強化事業が今年度並みまたはそれ以上に予算計上しておりま

す。これにつきましても、今年度はですね、今年度から始まった事業ということで、保育園のほうも

人材のほうがちょっと確保できなかったということでございますけども、新年度につきましては、ぜ

ひまあ利用したいというところで申請があがっておりますので、その申請に基づいたところで金額の

ほうは計上させていただいてます。 

  認可外でございますけども、今、大津町にもございますけども、企業指導型保育とかですね、そう

いったところは認可外保育というふうになっております。 

  以上です。 

  全部の箇所数はちょっと把握しておりませんけども、事業所内の保育とかですね、そういったとこ

ろが何箇所か町内にはございます。 
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  以上です。 

○議 長（桐原則雄君） 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） ご説明いたします。 

  当事業につきましては、平成３１年度で新たな事業ということで予算を計上させていただいており

ます。 

  目的につきましては、地震発生時における人身事故の防止及び避難経路の確保を目的として民間の

危険なブロック塀等の撤去を実施に対して補助を行うものでございます。補助額は２０万円を上限と

いたしまして、それ以下については２分の１を補助で交付する予定としております。 

  一応、今のスケジュールとしましては、５月から申請の受け付けを行いたいというふうに考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） それでは、再度質疑を行います。 

  最初に、待機児童支援助成事業補助金ということで、認可外保育所に対する補助金ということです

けど、いわゆる単価があるかと思いますね。どういう名目で、どういう単価で２４０万円というのを

積み上げたのか。補助ですかね。それをお聞きしたいと思います。 

  それから、保育士の就職支援助成金ということで、新たに保育士を雇った場合の支度金として１０

万円、町外から大津に移り住んで来られた方には、さらに５万円ということで理解をしたんですが、

果たして、これで保育士が集まるのかということですね。確か、去年の１２月質問で、現在の保育士

の現状についてアンケートを取って実態を把握するとおっしゃっています。その実態についてはまだ

報告は受けておりませんけど、後ほど議会に報告はあるかと思いますけど、全国各地では、家賃を補

助するとかですね、交通費を補助するとか、相当な補助をしないと保育士は集まらないと。だから、

今からこれ予算を組んで、これで本当に事業成果が上がるのかというのは、非常に疑問なんです。足

りないと思うんですよね。そこんとこは認可の保育所あたりと相談なさったのかなということですね。

この１０万円と５万円の根拠をお答え願いたいと思います。 

  それから、ブロック塀の撤去補助金について、再度質疑をします。 

  限度が２０万円で２分の１の補助額ということですけど、熊本地震から自分で撤去された方もおら

れるわけですね、これまでね。以前は持ってけば無料で引き取ってくれたかと思いますけど、既に撤

去を、自腹で撤去なさったという方に対しては救済措置はないのか。これが１点。 

  それから、ブロック塀がですね、道路側に倒れると町が大抵町道だと無料だと片付けてくれる。私

が見ている限りで、屋敷のほうに倒れたのは、もうお金がかかるもんですから、みんな手を付けない

でいる。屋敷の中に倒れたやつはじゃあ対象外なのかと。これはちょっとあまりにも不公平ではない

かと思うんですけど、その２点についてお尋ねをしたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） 質疑にお答えいたします。 
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  まず、待機児童対策支援助成金２４０万円ですね。すみません、こちらのほうはちょっと説明が漏

れておりましたけども、こちらにつきましては、認可保育所の入所要件を満たした方で、入所申し込

みを行っても入所できない方、そういった方が月単位で認可外保育施設を利用している家庭への負担

軽減のために助成するものでございます。一応こちらについては、１件当たり月２万円を限度として

おります。こちら算定につきましては、近隣でですね、熊本市、合志、菊陽等実際に待機児童が発生

している自治体がございます。そういったところの金額を参考にして積み上げているところでござい

ます。 

  それから、保育士支援助成金ですね、一応こちらにつきましても１０万円、予算上は１６名ほど、

それから、転入については、５万円を８名ということで２００万円を計上しております。一応こちら

につきましては、県内にはちょっとございませんけども、関西方面ですとかですね、九州内では久留

米市とかがこういった制度をされています。そういった中で、そういったところの金額あたりを参考

にしながらですね、単価については算定をさせていただいております。 

  以上です。 

○議 長（桐原則雄君） 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） ご説明いたします。 

  この事業につきましては、国庫補助事業でございまして、昨年、大阪だったかと思いますが、女子

児童が歩いててブロック塀が倒れてきて死亡されたというようなことで、新しく事業が出されており

ます。国庫事業でございますので、以前事前でされた分については対象外ということになります。 

  それから、屋敷側に倒れてきた分、こちらについても事業の目的としまして、地震発生時における

人身の事故防止及び避難経路の確保を目的ということでうたっておりますので、屋敷側に倒れてきた

分についても対象外ということでございます。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） この保育所関連のですね、補助金については、結構複雑なんですよね。本来、

予算の説明資料の中にきちんとうたわれているべきものではないですかということですね。わざわざ

質疑せんでもいいわけです。とても大切なことですから、ちょっとあとで一覧にして、我々議会議員

にもわかるように資料を用意していただきたいとお願いしときます。 

  それから、ブロック塀についてですけど、今の説明だと非常に曖昧ですよね。道路際にあるブロッ

ク塀が３段のところでもご本人が危険だと思えば申請をすれば撤去費用が出るのか。例えば、５段以

上とか、高さとかですね、基準があるのか。 

  それともう一つ、屋敷のほうに倒れたのは、一切お構いなしというのは、あまりにも不公平ではな

いかと。道路に倒れたら、確か町が片付けるでしょう。せめてその屋敷に倒れたのを半分でも補助し

てやらなければ、それはあまりにも運が悪いというかね、弱り目に祟り目だと思いますので、もう一

度答弁をお願いしたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 



 89

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） ご説明いたします。 

  先ほども申しましたように、国庫補助事業の目的としまして、人身事故の防止及び避難経路の確保

というのが大きな目的でございますので、自分のお家の宅地側に倒れた分につきましては、２８年の

地震のときも同様でしたけれども、自分で片付けを行っていただくと。道路に倒れてきた分について

は、通行に支障がある、また、怪我をする危険があるということで、町のほうで撤去をいたしており

ます。 

  それから、高さにつきましては４段、８０センチ以上ということで規定がございます。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） しばらく休憩します。午後１時より再開します。 

午後０時０６分 休憩 

△ 

午後１時００分 再開 

○議 長（桐原則雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  その前に、先ほどの説明で訂正がございますので申し上げます。 

 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） 申し訳ございません。先ほどブロック塀の補助割合

につきまして、補助が２分の１と申し上げましたが、今年の２月に国から通知がまいっておりまして、

補助率が３分の２ということでございますので、訂正をしてお詫び申し上げさせていただきます。申

し訳ありませんでした。 

○議 長（桐原則雄君） 引き続き、議案審議を行います。ほかに質疑ありませんか。 

  山本富二夫君。 

○３番（山本富二夫君） 大津町一般会計の３１年度の概要のほうの３７ページと３８ページのほうを

見ていただければと思います。 

  電子黒板情報教育機器の借上げということで、小中学校で４千３００万円ほど今度計上されており

ます。私が学校に教育費とか、その他で訪問したときに、電子黒板が本当に利用されているのかなと、

実際の利用率は何％ぐらいあるのかというのを一つ聞きたいのと、現場の先生の声を聞いてこの電子

黒板等を据えられるのかと、私が現場の先生の声を聞いたときに言われたのは、セッティングするの

に２０分から３０分かかるので、なかなか前の先生が使われているときには使いづらいということと、

ソフトも少ないということもお聞きしました。古い電子黒板の場合はどうしても使いづらく、やっぱ

り新しい機器の電子黒板のほうが使いやすいので、そちらを回して使っているという部分もありまし

たので、そういう意味でのこの電子機器の借上げの４千３００万円について、本当に先生方の要望を

聞いての設置なのか、それとも利用率等のこともちょっとお伺いしたいなと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） 質疑にお答えいたします。 

  今、現在のＩＣＴ環境の利用の状況ということでございます。現在ですね、町のほうとしましては、
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電子黒板については年次計画でですね、導入のほうを進めていたところでございます。現在の状況と

しましてはですね、新学習指導要領が来年、再来年から本格的に始まりますけども、そういった中で、

情報活用能力が学習の基盤となる資質能力等つけられておりまして、小学校ではプログラミング教育

あたりが必修化されるということで、国のほうでですね、整備の指針あたりがまた改定されまして、

環境整備５カ年計画ということで、新たに指針のほうが示されております。そういった中で、電子黒

板あたりにつきましてはもう１００％と、あと学習コンピュータとかですね、環境整備あたりについ

ても指針が出たところでございます。町としましては、今年度までですね、そういった形で以前の指

針に基づいてですね、進めておったところでございますけども、やはり先ほどご意見がありましたよ

うに、普通教室に１台ということで、非常に移動あたりが必要になってくるということで、先生方か

らは使いづらいという声が出ておりました。そういった中で、全教室整備ということでですね、今年

度、来年度でですね、教室全部に一応配備するというところで計画をしております。そういった中で、

今後、ＩＣＴの支援につきましては、ＩＣＴ支援あたりを活用しながらですね、職員の研修、そうい

ったとこも含めて教育が充実できるような形で進めるというところで計画しております。 

  以上です。 

  先生方につきましても、早く、要するに、今の状況ではちょっと使いづらいというふうな声は確か

にありますので、町としては、早急に１教室に１台というところで進めているというところでござい

ます。 

○議 長（桐原則雄君） 山本富二夫君。 

○３番（山本富二夫君） 実際に学校に行っての利用率というのは調べられているのかというのを最後

お尋ねしたいのと、私は、先生方に聞くと、若い先生はある程度慣れられるのが早いと、だけど、も

う私たちのように、まあ年上の先生方はなかなか使い勝手が悪いということで言われているんで、や

っぱり私が高森の東学園にいたときには、校長先生が新任の先生については１カ月研修をして、その

後使えるようにしますということで、やっぱり町としては、利用率を上げるためには、やっぱり先生

に対して徹底的にやっぱり勉強等を考えているのかというのを、ちょっと２点ほど、勉強の機会を与

えて全先生ができるようにするのか。今現在のタブレットを置いてあるのに対しての利用率等の状況

をお聞きしたいんですけど。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） お答えいたします。 

  各学校の利用率ということで、正式な数字等はちょっと今お持ちしておりませんけども、言われま

したように、使う先生と、どっちかというとあんまり使わない先生というのは確かにございます。そ

して、学校間でもですね、若干その辺のばらつきはあるようでございます。今年度もですね、そうい

ったその電子黒板あたりを使った研修あたりは現在進めております。今年度、学校の先生方に対して、

実際の利用あたりの状況あたりをですね、個人ごとにアンケートを取っております。そういった中で、

あまり使っていない先生あたりを中心に、もう年度明け、４月にはですね、そういった研修あたりも

含めたところで年間の計画も進めていきたいというふうに考えています。 
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○議 長（桐原則雄君） 山本富二夫君。 

○３番（山本富二夫君） 先生方の教育のほうをよろしくお願いします。 

  先生方からせっかく今度入れられるようですので、ソフト関係を充実してほしいという意見も出て

おりましたので、先生方の現場の声を聞いて、今後設置していただければなと思います。 

  質問を終わります。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑ありませんか。 

  佐藤真二君。 

○６番（佐藤真二君） 一般会計の予算につきまして質問をさせていただきたいと思います。３点あり

ます。 

  まず一つ目が、財政計画との関係ですね。当初予算ですので、この後まだ補正が加わることだろう

とは思いますけれども、年度が終わったあたりでどのくらいになるのかという見通したときに、財政

計画のほうの金額と今かなり空いています。ということは、この後補正で大きな動きが出てくるんだ

ろうなということが予想されるわけですね。どういったその事柄が見込まれていて、財政計画と最終

的にどの程度までですね、やっていくのかというところを一つお尋ねしたいというのがまず１点です。 

  それからですね、５０ページ、５０ページに総務費の一般総務管理費の一般管理費の中ですね、個

人情報保護審査会委員報酬というのがございまして、あります。これどのくらい開かれているのか、

最近の開催実績ですね、どうなんでしょうかということです。これ何かと言いますと、先般ちょっと

ニュースになりました、自衛官募集に関しての情報提供、町のほうがどうしているのかというところ

がちょっと背景にありまして、もしやっているんであれば、こうした審査会に諮っておかなければい

けないんじゃないのかなと思いましたので、開催実績並びに先ほどのその自衛官募集のところ、今、

町ではどういうふうな扱いをされているかというところをお尋ねしたいというのが２点目です。 

  それからもう一つがですね、６０ページと６１ページ、地方創生肥後大津駅周辺地域活性化事業景

観整備工事費と、同じく、地域周辺地域活性化事業費事業補助金と、これについて中身が特に細かい

説明はなかったかと思いますので、これの説明をお願いしたいということとですね、ちょっとこれも

うこの際だいからちょっと申し上げますと、この地方創生の計画ですね、まち・ひと・仕事プランか、

あれが今ホームページに載っていないですね。ホームページ動かしたときに多分消えてしまったんじ

ゃないかと思うんですけれども、検索しても出てこないし、どこにも見当たらないんですよ。きちん

と出しとかないと、これまちづくりの計画ですので、住民がいつでも見れるような状態にしなきゃい

けないだろうと思いますので、そこはお願いします。 

  なお、もう一つが、これ大津駅の周辺については、社会資本整備交付金事業のほうでもですね、同

じような内容が駅周辺の整備ということであったかと思うんですけれども、それとはすみ分けという

かですね、どういうふうに区別されてますかというところもちょっとお尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） まず、１点目の大津町の財政計画と今回の当初予算に乖離があるというこ
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とで、この辺の調整等は今後補正等でなされていくのかというような件につきましては、まず、現在

の財政計画でございますけれども、平成２９年度末に策定をいたしております。この中で、平成３１

年度につきまして、今回、財政計画と当初予算と約２０億円程度違いますけれども、これにつきまし

ては、この２９年度末策定した段階では、庁舎の建設の関連の費用をすべて単年度、３１年度に入れ

ておりました関係で、財政計画の中の災害復旧・復興関係、これがちょっと２０億円程度大きくなっ

ておりますので、これにつきまして２カ年に分けたことによります関係で、その他につきましてはほ

ぼほぼ財政計画に近い数字で今回予算を組んでいるところでございます。 

  ２点目の個人情報保護関係の乖離でございますけども、これにつきましては、ここも数年開催の実

積はございません。 

  それと自衛官の関係につきましては、ちょっと私、自衛官の、もう１回意味がわかんなかったんで

すけども。 

  それと、６１ページの地方創生の肥後大津駅周辺地域活性化事業の補助金３３０万円、これにつき

ましては、昨年度に引き続きまして、駅前のイルミネーションですね、これをまた継続してやりたい

ということと、あとトリップアドバイザー、こちらのほうに登録をさせていただいて、大津町の魅力

を発信していくというようなところでございます。 

  それと、まち・ひと・しごと創生関係、これのホームページの掲載が今ちょっと見当たらないとい

うことでございますので、こちらにつきましては、ちょっと確認をさせていただきましてですね、見

れるような形に修正をしたいということで考えます。 

  よろしくお願いします。 

  それと、あと１５の工事請負費の関係でございますかね、これにつきましては、桜の植樹でござい

まして、今、ジャスコの交差点、あれから西側につきまして本年度の事業でですね、約１６本程度桜

の植樹、楠を切って桜の植樹をやっておりますけども、本年度につきましては、逆にジャスコから東

側について同程度の桜の木の植樹を行いたいということで計画をさせていただいているところでござ

います。 

○議 長（桐原則雄君） 佐藤真二君。 

○６番（佐藤真二君） 財政計画に関してはですね、多分そうなのかなとは思ってたんですけれども、

やっぱりその予算全体みるときに、やっぱそういうところも少し触れていただきたいなというところ

でですね、申し上げました。 

  それから、個人情報のところでですね、自衛官のていうのがぴんとこられなかったということです

けど、ちょっと前に自衛官の募集にあたって、市町村に対し、住基台帳ていうのかな、住基台帳か、

住基台帳から当該年齢のリストを抜き出して渡してくださいとお願いするというようなことが国のほ

うからあって、それに対して、はいて答えてそのとおりしているところと、そうではない、やっぱり

きちんと見に来て、閲覧して書き写していってくださいというような対応をしているところがあると

いうようなことでですね、報道があったところです。大津町ではどのような対応をされてますかとい

うことと、もし提供されているんであれば、個人情報保護審議会にはどのように諮ってますかという
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ことをお尋ねしたいということが主旨でございました。 

  それから、桜に関しては、これはもう委員会のほうでぜひよろしくお願いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） 自衛官の募集関係でございますけども、これにつきましては、毎年、自衛

隊のほうから調査があっておりまして、これにつきましては、個人情報、先ほど開催していないとい

うことで申し上げましたが、そちらのほうには諮っておりません。法律に基づく自衛隊のほうからの

名簿の提供でございますので、１８歳の方の名簿を提供しているというような状況でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 佐藤真二君。 

○６番（佐藤真二君） 今、名簿のほうは提供されているということでしたけれども、それから先の話

はこの議案とはちょっとまた別の話になりますので、一応ここで止めておきたいと思います。 

  以上です。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑ありませんか。 

  金田英樹君。 

○４番（金田英樹君） 議案第１８号について、３点質疑いたします。 

  まず１点目、補助資料のほうなんですけども、３ページ目の中ほど、防犯対策費の防犯協会の防犯

カメラ設置補助に係る負担金等２５０万円とありますが、こちらの中身というか、どのぐらいの規模

の中でこれを負担して、それをどのように運用するような話で聞いているのか。町がどうかかわるの

かというところをご説明いただきたいと思います。 

  ２点目が、同じく補助資料の１３ページ目、こちら頭のほうのコンビニ交付事業に関してなんです

けど、こちら住民票等コンビニで２０２０年１月から取れるようになる。住民サービス向上にはつな

がると思うんですけども、こちらによりどのくらいの使用を見込んでて、業務量の削減効果をどのよ

うに考えているのかですね。もし、削減させるのあれば、この誘導を積極的に行って、周知等もして

いくのかだとか、あるいは、こちら多分マイナンバーカード必要と思うんですけども、もう今、そち

ら発行実績、まだまだ低いと思います。ですので、その点もあわせて進めていかないといけないと思

います。ですので、その辺りについて、構想というか、考えを伺いたいと思います。 

  最後、１６ページ目の中ほどより少し下ですね、多機関の協働による包括的支援体制構築事業委託

というところで、こちらコーディネーター、相談支援に対する専門的な相談員を配置とありますが、

こちらどういうたぐいの人を想定していて、どこに事務所というか、どこを事務所として、どのよう

な働きを期待しているのか。そこ町だとか、社協だとか、どう連携しているかというところを伺いた

いと思います。 

  以上です。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） １点目の防犯カメラの件につきましてお答えしたいと思います。 

  この防犯カメラにつきましては、大津署管内の３町村によりまして協定を結びまして、防犯協会が

窓口になり、申請の受け付けをし、決定し、設置していくというようなものでございます。この進め
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方でございますけれども、まず、大津警察署のほうで今までに声掛けとか、付きまといだとか、そう

いう事案が発生している箇所を地図に落としておられます。申請が上がりましたら、それらの地図と

突合しまして、当然、町のほうにも要望があがりますので、町のほうの要望とすり合わせをしながら、

協議をして箇所について決定をすると。それを前年度に行って、翌年度に予算化して設置をするとい

うような流れになります。現在、町が所有しております防犯カメラは、５カ所程度でございますけれ

ども、これらを毎年ですね、増やしていく中で、犯罪の未然抑止、それから、犯罪が起きた場合の操

作等の提供資料ということで活用していくというような考え方でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 住民福祉部長藤本聖二君。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） お尋ね２点あったかと思います。 

  まず１点目が、コンビニ交付の導入についてということで予算化しております。コンビニ交付につ

きましては、近隣でやってらっしゃる自治体もございますけども、今、住民票、それから印鑑証明、

そして所得証明関係を想定をしております。平成３２年のですね、１月から導入したいということで

考えておりまして、この財源につきましては、今、特別交付税の措置になるもんですから、３１年度

中に取り組めば特別交付税の措置が３年間受けられるというようなことですので、そういったことも

含めて取り組みを進めているところです。ちなみに、これについては個人番号カードを使用するもん

ですから、国のほうも、今個人番号カードの普及に向けていろんな取り組みをしておりますので、そ

ういった形で普及をしていきたいということで、近隣の状況等でどれぐらいの利用率があるか等も含

めて、今、町として考えているのは月５０件程度のコンビニ交付の予定をしておるところでございま

す。 

  それから、もう１点の多機関の協働による包括的支援体制についての新規の事業でございますけど

も、熊本地震以降、福祉課、あるいは包括支援センター等でいろんな相談業務、社協も含めてですが、

あたっておりますけども、福祉の相談の中で、例えば、障がいのご相談があったというときにも、よ

くよく話を聞いてみますと、介護の話も絡んでたりとか、あるいは子育ての話も絡んでたりとか、い

ろんな複合的に、多岐にわたる部分があるもんですから、今回、国の補助を用いまして、この事業を

取り組むようにしておりますけども、そういった各課にまたがる部分をですね、コーディネーターし

ていただくような方を予定しております。専門性が必要ですので、今のところ社会福祉士を予定して

おりまして、その方がコーディネートとなっていただいて、その方がいろんな悩み持っていらっしゃ

るというのを引き出してもらって、それを各課のほうでこう調整をしていくというような形の役割に

なろうかと思います。 

  以上です。 

○議 長（桐原則雄君） 金田英樹君。 

○４番（金田英樹君） まず、コンビニ交付事業に関して、月５０件ほどというとこだったんですけど

も、これなかなかご高齢の方とか難しいこともあると思うんですけど、せっかくやるのであれば、コ

ンビニのほうが便利な方はしっかりコンビニで使ってもらって、そしたらその分、経費はかかるかも

しれないですけど、窓口の負荷も減って、もしかしたら人も減らせる、で、ほかの仕事やってもらえ
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るかもしれないだとか、そういったことまで考えていくのはなかなか難しいんですかね。 

  それも含めて、周知なり、マイナンバーカードの普及なり、町としてどうやっていくかというとこ

ろを少し伺いたいと思います。 

  もう１点、先ほどあった同じく福祉に関するこの相談支援体制づくりのための専門的な相談員とい

うところで、こちら、おそらく町の人口だとか、困った人、困りごとのある方々に対応するにはなか

なか１人では厳しいと思います。そうした中で、やはりおっしゃるとおり、周りとの連携とか協力が

不可欠になると思うんですけども、そこのところを１人の負荷が、今聞くとものすごい大きくなるよ

うに感じるんですね。そこをどのように考えているかというとこを伺いたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 住民福祉部長藤本聖二君。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） まず、コンビニ交付の件ですけれども、今現在、水曜日のですね、夜

間を、今、窓口の延長してですね、いろんな行政サービスをやっております。まあいろんなですね、

サービスを広げていくことが住民の方にとってより利便性が上がるというふうに考えておりますので、

その一環として、今回のコンビニ交付をするというふうに考えているところです。 

  それともう１点につきましては、社会福祉士を１人置くということですけれども、今、包括支援セ

ンターと障害者支援センターございます。それから、社会福祉協議会もございますので、既存の分に

ついてはそういったところと連携しながらやるということで、新たなその今いろんな困りごとがいろ

いろ各課にまたがりますので、そのコーディネーターとしてやっていただきたいということで、具体

的には、それぞれの各課における業務は各課のほうでお願いするということで考えております。 

○議 長（桐原則雄君） 金田英樹君。 

○４番（金田英樹君） こちらは意見なんですけども、サービス向上の気持ちはもちろんよくわかりま

して、それは住民にとってもいいことだと思いますが、お金もかかるお話なので、将来先々的にはそ

れが業務量削減につながるだとか、そういうのにつながっていただければいいなと思ったところです。 

  以上です。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑ありませんか。 

  永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 質疑いたします。 

  １点だけです。９３ページ、予算書の９３ページの款の３、項の１、節の２８繰出金ということで、

説明の中では、法定内の繰り出しであるという説明を受けました。この法定内の繰り出しであるとい

うことで、この法定内の繰り出しの１００％のうち１００と考えてよろしいんでしょうか。例えば、

この繰出金の中には、国庫負担金や県の負担金の中で、基盤安定負担金というのがありますので、そ

ちらのほうもこの中に含まれていると考えられますけれども、例えば、国・県が負担されますと、安

定化のためにということで、それにさらなる一般財源をそれに法定内で繰り入れて持っていくという

考え方なのか。それとも、町は、逆に国・県の算定よりも低く出したり、その伸び縮みもできるよう

な、そういったその予算措置ができるのか。それとも１００なら１００出さなければならないのか、

この点について質疑いたします。 
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○議 長（桐原則雄君） 住民福祉部長藤本聖二君。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） 特別会計の繰出金のお話だと思います。国民健康保険につきましては、

法定内の繰り出しということで、２８、２９、３０ということで法定内の繰り出しで納まっていると

ころです。介護保険につきましては、昨年までは職員の給与費、包括の給与費も一般会計から繰り入

れて、そして歳入から入れて出しとったんですが、介護保険の特会だけできちんと整理をしようとい

うことで、今年度についてはですね、その職員の給与費については、一般財源で見るという形で整理

をしておるところです。 

○１３番（永田和彦君） 一般財源は伸び縮みできるんですか。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） 特別会計の枠内の中でやっています。保険料と介護保険のほうはです

ね。 

○１３番（永田和彦君） 国民健康保険はもう決まっているんですよね。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） はい、はい。 

○１３番（永田和彦君） だから一般財源を繰り入れるのは、予算的にはまだそのこちらから、一般会

計から特別会計へ繰り出す余裕というのはありますか。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） はい、あります。 

○１３番（永田和彦君） あるということですね。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） はい。 

○１３番（永田和彦君） わかりました。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑なしと認めます。 

  次に、議案第１９号を議題とします。質疑ありませんか。 

  永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 議案第１９号に対して質疑いたします。 

  今の続きです。今度は、受ける側ということで、繰り入れがなされております。要は、繰越金が、

この繰越金というのを８千３００万円ということで、何らかの病気が流行ったりとかしたときには、

もう一遍に吹き飛ぶような数字ではあります。しかしながら、この繰り入れに対して、まだ余裕があ

るという先ほどの答弁でしたので、まあ法律、法定の中でそのどうにか運営をやっている。しかしな

がら、その点については、非常に疑義が残りまして、もう以前からずっと私言っていることでありま

すけれども、その保険金の二重払いになると。国民健康保険が土台とあって、社会保険なり何なりと

いう形がこう出てきますとですね、私は社会保険ですので、例えば、我々が納税したものが一般財源

の中からまたその国民健康保険のほうに払われているというこうやっぱり事実が残るわけですよ。で

すから、この点について、じゃあ解消するということになるならば、やはり国民健康保険税をきちん

とした形でその納めてもらうしかないというふうになってしまうと思います。しかしながら、介護保

険をその日本がですね、続けるためには、やっぱりこう横並びで、全国的にこれはこうやらなければ
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ならない事業だということは認識しております。ただ、今回の議会におきまして、町長も施政方針の

中で非常にこの国民健康保険なり、いろんな保険事業ですね、介護なり、何なりというものが今後非

常に心配されているということで、そういったその施政方針の中では、いろんな啓発を行って予防な

り、何なりというものを進めていかなければならないと。やはりその自己責任も伴うんだよというこ

とで、ということはですね、こういった事業を展開するときには、そういった啓発活動が効果を現わ

したというものが何らかがですね、こう示すものが今までもずっとないんですよね。啓発活動で食べ

過ぎに注意しましょうとか、こういった運動をしましょうとか、いろんな形でこうやるのはわかりま

す。しかしながら、そういったものはですね、指数化するのは難しいかもしれませんけれども、何ら

かの影響をもってこの予算内で納まりましたというような大義名分がなからんと、その啓発活動自体

にはですね、公金が使われているということですよ。ですから、その公金が本当に公益性やこういっ

た保険に及ぼす影響というものがきちんと算出されなければ財政計画はきちんといかない。この点に

ついては、今回、一般質問に載せますんで、その点はきちんとやはりこう部局内でですね、そういっ

た理解をされて、事業を展開していかないと、もうそろそろこの高齢化社会の中ではですね、自己責

任論が台頭してきているんですよ、最近は。ニュースの中で。自分が食べて、自分がメタボになって

病気になったんだろって、あなたの責任じゃないかというようなことが段々出てきているんですね。

ですから、あなたが運動不足なんでしょうって、何で私がそのあなたのためにっていうようなものも

出てきております。ですから、そういった恒常的な努力というものをですね、きちんと公的機関はや

っているんだよというものを位置づけていかないと、非常に世の中は混乱すると思われますので、こ

ういった繰入金に対する努力は、例えば、この繰越金あたりを見ていただければ、努力の結果として

こういった予算よりも余ったじゃないかというような説明ができればいいですよ。ですから、そうい

ったその啓発活動やそういった取り組みというものはどういうふうに評価すれば、この予算が出てく

るのか。また、それが効果が表した数字的なものが説明できるならば、その点をお願いしたいと思い

ます。 

○議 長（桐原則雄君） 住民福祉部長藤本聖二君。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） 国民健康保険についての財政、これからの財政負担あたりも考えると、

自助でできるものは自分でやっていくべきじゃないかというお話だと思います。国民健康保険もご案

内のとおり、平成３０年度から県単位化になりまして、財政基盤もしっかりとしてきて、概ね国民健

康保険自体については、運営はきっちりできているというふうに考えております。 

  その中で、財源につきましては、法定内繰り入れの部分と併せまして、半分が保険料と、残りが公

費ということになります。公費についての話もいろいろありましたけれども、やはり国民健康保険と

いうのは国民皆保険というその大きな大義面もありますので、そういった形では、お互いその支え合

う、そういったものが必要じゃないかなというふうに感じております。 

  そして、予算の中でどう要望を進めていくかというような話になるかと思います。医療費の抑制も

含めて、何をやっていくかということですけども、まず、若いうちからその健康対策であったりとか、

あるいは、成人化予防の重症化予防だったりとか、そういったことを含めてやる必要があるかなと思
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ってまして、特に、特定健診の受診率についてはですね、熊本地震でちょっと一旦落ち込んだんです

けど、また盛り返しをしておりますので、目標までちょっとまだ届いておりませんけども、もう少し

頑張る必要があるのかなと思ってます。 

  それと、特定健診後の特定保健指導については、目標６０％ということであげておりましたが、そ

れについては目標を達成しましたので、そういったのがですね、効果として出てくればいいのかなと

いうふうには思っております。 

○議 長（桐原則雄君） 永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 最後質疑いたします。 

  今回の予算書の中で、繰越金が８千３００万円ということでありますが、これっていうものは、結

局、その３０年度がおおよそ予定通りの財政計画で、その会計はままなったというふうで考えてもら

ってよろしいのでしょうか。 

  繰り越しはですね、こういった部分においてはいいんですよ。例えば、足らないと言って一般財源

から持ってくるよりも、やっぱりこの努力なり、また、皆さんが病気に気をつけていただいたお蔭で

そういった医療給付費が削減することができたということが伺えるかと思いますが、この繰越金とい

うものの内訳はどういうふうになるのか。 

  また、この繰越金が今年も努力されて、努力の結果、予備費とも取れますよね。そういった形で、

その計画上はどういうふうにそこのところを組み立てているのか。その点について質疑いたします。 

○議 長（桐原則雄君） 住民福祉部長藤本聖二君。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） 繰越金の件ですけれども、３０年度から県単位化になりまして、それ

までは毎月支払うにあたって、なかなか資金のやりくりが大変だということで、一借りあたりをです

ね、しながらやってきたところです。で、県単位化になりまして、概ね良好な形になっておるかと思

います。ただ、国民健康保険の場合については、その緊急的に病気がですね、医療費が要するに、月

単位で膨らんだときとか、そういったのもありますんで、そういったところを踏まえれば、余力を持

っとくべきじゃないかなというふうに思っております。 

  あと、今、平成３０年度から３５年については、国の激変緩和措置の中で国が公費を投入してある

程度保険料が上がらないような形でやっておりますけども、それが平成３５年には激変緩和措置がど

うなるのかわかりませんので、そういったところを見据えながら財政については考えていきたいとい

うふうに思っております。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑なしと認めます。 

  次に、議案第２０号を議題とします。質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第２１号を議題とします。質疑ありませんか。 
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  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第２２号を議題とします。質疑ありませんか。 

 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） ２２号の介護保険特別会計について、質疑を行います。 

  予算書の２３ページですね、介護保険の２３ページ、最初は２２ページですね。先ほど補正予算で

も質疑しましたが、今度は当初予算ということで、一つは、１３の委託料で介護予防支援事業の１番

ですね、訪問型サービス事業、ホームヘルプということで、昨年の当初が４２２万４千円だったのが、

今度は３００万円弱、２９０万円に減額がなされております。需要がやはり、今度はなかなか難しい

でしょうけど、昨年の実積に基づいて下げたのかどうかお尋ねをしたいと思います。 

  それから、１９番の負担金、補助及び交付金で、負担金で介護予防生活支援サービス事業、こちら

は事業者に対する負担なんだろうと思うんですけど、こちらも昨年の予算と比べると６００万円ほど

やっぱり少なくなっております。需要が少なくなったのかどうか、その見込みの背景についてお尋ね

をしたいと思います。 

  それと次の２５ページです。包括的支援事業費ですが、前年度予算と比べまして、２千４００万円、

やがて２千５００万円大幅な減額となっております。何でだろうと見てみましたら、ここでは職員給

が、昨年予算と比べると職員給が全部カットされております。この介護保険財政をずっとみましたら、

いわゆる職員給というのは見当たらなくなってしまっているんですね。なぜ職員給がなくなってしま

ったのか。その背景についてお尋ねをしたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 住民福祉部長藤本聖二君。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） 質疑にお答えします。 

  ３点あったかと思います。１点目と２点目が訪問型サービス、それから、介護予防サービスが減っ

ているんじゃないかという話、まず１点目の訪問型サービスにつきましては、シルバーのワンコイン

サービスということで、３０分で作業をしていただく、家のものをですね、ごみ出しをしていただい

たりとか、そういう軽い作業についてはシルバーのほうでできていますんで、そういった形と前年実

績を踏まえてですね、こういった予算を計上しているということになります。 

  それから、介護予防と介護支援サービスについては、全体的に介護保険計画よりも実績のほうがで

すね、給付費自体はそんなに伸びを示しておりません。これ計画の時点では、熊本地震の影響があり

ましたので、それを見込んだところのある程度の計画を立てておったんですけども、ある程度落ち着

いたということで、計画中よりも随分下がってきたということで、その辺を調整をかけております。 

  それから、最後にですね、包括的支援事業費の人件費分につきましては、これはもともと一般会計

から繰り入れさせていただいて、そして、職員給として予算計上して歳出しておりましたけども、今

回は、職員給については、一般会計のほうで職員給をみるということで、ここには計上しておりませ

ん。 

○議 長（桐原則雄君） 荒木俊彦君。 
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○１５番（荒木俊彦君） もう一度お尋ねしますけど、包括支援事業から職員給、多分、去年は２人分

だったと思うんですけど、それが一般会計のほうに移ったということで、ちょっとうがった見方しま

すと、職員給をここに入れておくと、介護保険全体の予算が膨らんで保険料に跳ね返ってくるから、

一般会計のほうにずらした、これはうがった見方ですけどね。単純に一般会計に、今までは一般会計

から全額きてたのかなと、その職員給がですね。全額来てれば、それでもうつじつまあうんですけど、

保険料を抑えるために苦肉の策ではないのか、ちょっと疑われますので、そうでないならないという

ことでお答え願いたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 住民福祉部長藤本聖二君。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） 再度の質疑にお答えします。 

  人件費の包括の給与関係につきましては、一般会計から丸々１００％繰り入れて、その分１００で

出しましたので、それが今度一般会計のほうでそのまま計上しておるということですので、保険料に

は反映はしておりません。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑なしと認めます。 

  次に、議案第２３号を議題とします。質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第２４号を議題とします。質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第２５号を議題とします。質疑ありませんか。 

  佐藤真二君。 

○６番（佐藤真二君） 議案第２５号について質疑をいたします。 

  説明いただいたことでちょっと単純にわからないということなんですけれども、これ企業会計です

ので、別に赤字であっても構わないんですが、単年度はですね。もうちょっと、これ見たらどう見て

も赤字なんですよね。大丈夫でしょうかというのがちょっと心配になるなというとこで、何で赤字な

のかなと思って内訳を見てみますと、支出の中の営業費用の３番の総係費と４番の減価償却費、それ

から、消費税と地方消費税のところが去年とちょっと大きく動いているというところがあります。こ

れって、考えて見れば、これ経常的な経費になってきますので、これが膨らんでいると、どうしても

毎年赤字になってしまうんじゃないかと、ちょっと心配になったものですから。 

  それと消費税ですね、昨年度３５０万円が営業外費の中にありましたが、今回２００万円になって

おりまして、正直言って増税というのが見えている中で、あるいは、全体の給水量が、あ、すみませ

ん、これまたもう一つ、給水量ですね、４の１というところになりますけど、１日の平均給水量が昨

年度が３千４００だったものが３千になっているんですね。何か新しい井戸が必要になるほど、給水
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が必要だと言われているのに、これが下がってくるというのは何なんだろうなというのもちょっとわ

からないもんですから、単純な疑問です。教えてください。 

○議 長（桐原則雄君） 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） 企業会計でございまして、なかなか難しいところが

ございまして、トータル的に赤字に見えるというようなお話でございましたけれども、今、現金とし

まして２億数千万円持っておりまして、事業内容と数字としてはそういった数字あがってきておりま

すけども、年々黒字にはなっておるというのが現状でございます。 

  それから、給水に関しましては、３千ということで、また新しく４号井戸を新年度でお願いしてお

ります。と申しますのもたくさん水を使われている企業さんがもう少し増設をしてもっと使いたいと

いうようなお話もございましたんで、今いっぱいいっぱいに近いような状態で給水をしておりますの

で、その１社に全部というわけではございませんけれども、余裕をもった供給をやろうということで

新年度にまた新しく井戸を掘らせていただきたいと。 

  毎年企業さんのほうに調査をしておりまして、今年はこんくらい使いたい、今年はこのくらい使い

たいというようなことをとりまとめて計上しておりますので、年ごとに若干の変動はございます。 

  消費税につきましても、使用料でいただく分、また、それを水を汲むために電気料払います。そう

いった関係で毎年若干の消費税の変動はございます。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 佐藤真二君。 

○６番（佐藤真二君） えっとですね、お尋ねしておりますのは、そういうことではなくてですね、全

体としてきちんと説明をしていただきたいということなんですよ。まず、赤字で大丈夫ですて、それ

は確かに単年度赤字になったからどうってことないんですけれども、まず、赤字だったら普通不安で

すよね。そのことについて何で触れないのかということがまず一つなんですよ。 

  それからですね、消費税のことも３５０万円が２００万円て、１５０万円下がっているんですよ、

それは若干のぶれと言える話なのかと。ちょっと説明が雑すぎやしませんですかね。もう少し詳しく

説明してください。 

○議 長（桐原則雄君） しばらく休憩します。 

午後１時５２分 休憩 

△ 

午後２時０８分 再開 

○議 長（桐原則雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） 詳細につきましては、所管委員会のほうで詳しく説

明をさせていただきたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 佐藤真二君。 

○６番（佐藤真二君） ぜひよろしくお願いしたいと思います。 
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  以上です。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑なしと認めます。 

   

日程第２ 委員会付託 

 

○議 長（桐原則雄君） 日程第２ 委員会付託を行います。 

会議規則第３９条第１項の規定により、議案第１１号から議案第２５号までを、お手元に配付しま

した議案付託表（案）のとおり、それぞれの所管の委員会に付託します。 

  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日は、これで散会します。お疲れさまでした。 

午後２時０９分 散会 
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兼 行 政 係 長



 107

一  般  質  問 

 

 ５ 番 豊 瀨 和 久 君     ｐ113～ｐ126 

     １．２０年、３０年先を見据えた、ＪＲ肥後大津駅駅（阿蘇くまもと空港駅）周辺の将

来ビジョンについて 

(1) ＪＲ肥後大津駅（阿蘇くまもと空港駅）の利便性を向上させるために再整備

し、医療・福祉・公共施設・商業施設など点在する都市機能を駅周辺に集約さ

せるとともに、公共交通ターミナルをつくり、そこを起点として町内の南北地

域や菊池・阿蘇などの観光地域とのネットワークを再構築すべきではないか。 

  

     ２．将来世代の視点から町の政策を考える「フューチャー・デザイン」手法の活用につ

いて 

(1) 現世代の近視眼的な対応や意思決定が、将来世代に大きな不利益をもたらす

可能性がある。このような課題を乗り越え、将来世代につながる持続可能社会

を形成するために、フューチャー・デザイン手法を活用すべきではないか。 

 

     ３．外国人等の観光客に対する災害時の危機管理について 

(1) 地域防災計画に、外国人等の観光客に対する避難場所・避難経路などの計画

を定めるべきではないか。 

(2) 地域防災計画に、外国人等の観光客への情報伝達に関する計画を定め、多言

語標識や多言語からいもくん便り配信システムを整備するべきではないか。 

(3) ホテル協会等との協定を結び外国人等の観光客に対する防災や、災害時の支

援体制を整備するべきではないか。 

 

４．ご遺族の負担を軽減するため、おくやみ手続きを効率的に行えるような仕組みづく

りについて 

(1) お客様シートに死亡者の氏名や生年月日などの必要事項を書き込むと関係書

類が一括作成されるシステムに改善するとともに、煩雑な手続きを手助けする

「おくやみコーナー」を設置すべきではないか。 

(2) 手続きをする際に活用できる「おくやみハンドブック」を作成すべきではな

いか。 

 

３ 番 山 本 富二夫 君     ｐ126～ｐ138 

     １．バス路線の新設とバス停の名称変更 

(1) ＪＲ肥後大津駅は朝５時から夜は１２時まで電車の乗り入れがあり、朝の６
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時から８時までと夕方４時半から８時頃は利用者が非常に多いため、近距離の

周遊バス路線の新設をして利便性向上を考えてみてはどうか。 

  （ＪＲ肥後大津駅⇒翔陽高校⇒上松古閑⇒美咲野団地⇒上鶴⇒大津中央⇒ 

  ＪＲ肥後大津駅） 

  ＪＲ肥後大津駅から路線バスを利用する本田技研熊本工場利用者の利便性を考

え、現在の水迫バス停を本田技研熊本前に名称変更してはどうか。 

   

     ２．町にある文化財を町指定の文化財へ 

(1) 町には町指定の文化財や隠れた文化財がある。その文化財を未来の子孫に残

すために、助言や補助事業を考えてはどうか。 

 

     ３．新たな観光地の発掘 

(1) 本田技研熊本工場などは単車の世界のマザー工場であり、海外の旅行者には

観光地になる。もっと発信すべきではないか。 

 

４．小中学校の防犯セキュリティ向上 

(1) 大津町の小中学校の防犯セキュリティを菊陽町の小中学校の防犯セキュリテ

ィレベルまで高め、子供たちの安全を確保すべきではないか。 

 

１５ 番 荒 木 俊 彦 君     ｐ138～ｐ147 

１．町営住宅の入居承継基準 

(1) 大津町の町営住宅条例には、入居の承継について明確な基準がない。住宅入

居者から「役場から親子の入居の引き継ぎはできない」と言われ、途方に暮れ

ている人もいる。 

   入居者の居住権は、きちんと保障されるべきだと考える。法律にも条例にも、

規則にもない住宅入居者の承継基準を明確にわかりやすく制定すべきではない

か。 

  

２．国道代替道路の危険回避を 

(1) 町道新小屋桜山線は高尾野区の住宅地の真ん中をとおり、熊本地震以来、事

実上国道の代替道路となっている。交通量も大型車両の通行も大きく増加して、

歩行者や自転車、バイクの通行は危険を伴い交通事故が日々心配される。町道

南側には深さ１ｍの側溝があり、大雨の時は道路まで冠水する。子どもや高齢

者が転落すれば、下流の暗きょ水路に流れ込み、上井手まで流されてしまう。 

 ① 町として国にも要望し、側溝に蓋をして歩道の整備を進める。 
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 ② 町道南側の通称開拓道路が国道の都合でクランク状にまげて付け替えられた

が、これまで直線で通れた大型の車やトラクターなどは通行できない。道路の

南側の宅地や農地に行くにも支障をきたす。本来元の直線で道路を確保する責

任は国にある。国道と西の進入路との間に代替えとして進入路を確保する責任

がある。 

 

３．豊肥線復旧を望みながら 

(1) ＪＲ豊肥本線が熊本地震によって不通となり、やがて３年。一刻も早い復旧

を誰もが願うところだが、電車が通らない今だからこそできることとして、図

書館と中央公園に跨線歩道橋を計画したらどうか。 

   また、線路敷きはこれからも草が繁茂する。ＪＲと相談して、線路除草ボラ

ンティア作業を企画すれば、鉄道への愛着も美化にも役立つのではないか。 

 

１３ 番 永 田 和 彦 君     ｐ148～ｐ159 

     １．施策方針について 

(1) 施政方針は総花的にならざるを得ないが、各所に今後の財政的不安がうかが

われ、住民自治が強く求められると感じる。４０年間の公共施設等総合管理計

画と照らし合わせれば、しっかりとした行政運営で無駄を省き必要最低限の行

政経費にする経営戦略が求められる。 

   各事業の公益性の検証を強めて、廃棄と刷新を進め引き締まった財政運営と

しなければならない。 

   

２．阿蘇くまもと空港アクセス問題 

(1) 大津町から空港利用を増やすには北部に位置する菊池市との経済連携が有効

と考える。水、温泉、歴史、雄大な自然、県立高校、まさに大津町と一緒で多

くの固定資産を持ち、企業も観光も興味を示す地政学的優位性がある。経済活

動や観光のゲートウェイとしての視点を持ち、空港ライナーや鉄道延伸などの

人の輸送の論点を、物流も含めた万能ルート構造で大津町の価値を高めること

が重要と考える。 

 

２ 番 山 部 良 二 君     ｐ165～ｐ178 

     １．第６次大津町振興総合計画・基本構想・前期基本計画について問う 

      （産業の活性化について） 

(1) 社会情勢の変化や三里木からの鉄道延伸等々で周辺自治体との競争の激化に

より、厳しい経営環境に置かれている事業者（地域の中小企業）への支援策や
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活性化策が必要となってくるが、町長の見解を伺う。 

(2) 中長期的視点に立った地域経済活性化のため、「新事実・新産業の創出」、「経

営革新と産業人材の育成」、「地域商業・サービス産業の振興」等の本町独自の

基本戦略はあるのかを伺う。 

(3) 新規就農者支援体制の整備について具体的な支援策を伺う。 

(4) 鉄道延伸（三里木）の影響で人の流れが変化し、本町の将来人口推計が悪い

方向（人口流出）に向かう可能性も予想される。若い人たちが地域定着・環流

に向かう魅力的な仕事づくり・働く場が必要となるが、現在の雇用促進策を強

化する必要性があるのではないか伺う。 

 

２．第６次大津町振興総合計画・基本構想・前期基本計画について問う 

  （男女共同参画社会実現に向けて） 

(1) 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標の達成状況は。 

(2) 男性の育児休暇の取得率とイクボス宣言の取組は。 

(3) 男女共同参画推進体制の目標の達成状況は。また、行政区嘱託員・区長等の

女性登用状況は。 

 

３．空港延伸（空港アクセス鉄道）について、大津町の今後の対応を問う 

(1) 阿蘇くまもと空港アクセス改善に係る県の方針等の説明をふまえ、阿蘇・南

阿蘇地域等々の近隣自治体と連携し、阿蘇・大津地域への観光振興につなげる

施策が必要ではないか。町長の見解を伺う。 

① 県もＪＲ九州も減便ありきでは考えていないと説明しているようだが、県に

対して、絶対に減便しない確約を取るべきではないか。 

② 車両点検等でアクセス鉄道の車両が豊肥線に乗り入れるなら、大津方面へ乗

り入れ（三里木～肥後大津間複線化）し、空港から阿蘇・南阿蘇鉄道への直通

列車運行（特急列車・観光列車等）を県に提言すべきではないか。 

③ スポーツの森新駅の設置を改めて提言する。 

  

１ 番 三 宮 美 香 さん    ｐ178～ｐ184 

１．教職員の働き方改革を進めるサポート体制づくり 

(1) 昨年７月に働き方改革推進法が成立し、関連する労働基準法の規定が大幅に

改正されることになった。学校における働き方改革についても、今年１月に中

央審議会で答申が取りまとめられた。昨年３月、同僚議員からの教職員の働き

方改革についての質問に対して、教育長は「教職員の超過勤務については、そ

の実態を踏まえ、校内における業務の役割分担の見直しと業務遂行の効率化を
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図り、具体的な削減目標の設定などを通して業務の総量を削減するなど、働き

方改革をさらに推進したい」と回答され、「教職員サーバーを活用し、町内の教

職員が作成した教材や指導案の共同利用のためのデータバンクの整備を図りた

い」とも回答された。 

   これらは、子どもたちへの高い教育を提供するためにも必要かつ大切な内容

であるが、決して一朝一夕に解決できるものではないため、それぞれの実施項

目と効果をある期間連続して集めておくことがＰＤＣＡを高速に回して改善し

ていくためにとても重要だと考える。 

   また、一方で、例えば教職員の病気時の対応についても、今冬のインフルエ

ンザの大流行の影響を受けて教職員の休養への対応が不十分のように感じたと

いう意見を頂いている。 

① 昨年度の超過勤務の状況と今年度の比較 

② 具体的な削減目標とは 

③ 実態を調べた結果、超過勤務の原因となる要素は何だったか 

④ 教材や指導案を共同利用することで、どの程度の効果が得られたのか 

⑤ 教職員がインフルエンザに罹患した場合の対応 

    

４ 番 金 田 英 樹 君     ｐ185～ｐ199 

     １．今後１０年に向けた大津町の都市計画戦略 

(1) 熊本空港へのアクセス線が三里木駅からの分岐延伸となることが県、ＪＲ九

州間で合意された。新路線沿線の住宅・商業地域開発などの方針は示されてい

ないが、いずれにしても移住や観光面など当該路線による本町への影響は少な

くないと思われる。一方で、国道４４３の４車線化や、中九州横断道路の開通

およびＩＣ設置など明るい話題もある。いずれも１０年前後での完成が見込ま

れ、今後の都市計画においては、こうした諸々の動きを織り込むことが不可欠

である。以上を踏まえ、次の内容について町長の考えを問う。 

① 中九州横断道路（ＩＣ）を生かした企業誘致および北部工業団地の新設 

② 杉水ＩＣおよび空港への好アクセスを生かした、国道４４３への海外を含む

町外民の誘引・消費が期待できる特異性のあるモール誘致 

③ 不通のＪＲ豊肥本線（阿蘇方面）の早期開通・電化に向けた関係自治体との

連携 

④ 新駅設置が計画されている熊本県民総合運動公園とスポーツの森の連携によ

るシナジー発揮に向けた県との協議 

⑤ 新庁舎と駅南北商店街のエリアマネジメントおよび公民連携による賑わい創

出（紫波町オガールモデル） 
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⑥ 北部・南部・中部をつなぐ公共交通体系 

 

２．ふるさと納税の規制強化に合わせた町の新戦略 

(1) ２０１９年は還元率３割超え、または、地場産品以外を返礼品としている自

治体は寄付控除の対象から外れるという法改正が予定されている。この流れは

還元率を順守している当町にとっては朗報である。 

   現在は返礼品に加えてAmazonギフトを送る泉佐野市への寄付が２０１８年度

は３６０億円を超える見込みであるなど、返礼率の高い自治体に寄付も集中し

がちである。しかし、返礼品の価格帯が統一される今後は、如何に寄付者の興

味・共感を得るための発信力・アイディアを高めていくか、あるいはどういっ

た層に強くアピールしていくか等の行政マーケティング戦略が一層重要となり、

時流に乗ることで大幅な税収増も期待できる。 

   以上を踏まえ、次の内容について町長の考えを問う。 

① 商品の一層の充実化および魅力的なパンフレット等の作成 

② 町出身者からの寄付拡大（対象者への多様なアプローチ、郷土を応援する具

体的な用途指定の充実） 

③ 新設の「肥後おおづスポーツ文化コミッション」との連携など、町の交流人

口（ファン）からの寄付獲得 

④ 委託およびインセンティブの設定による活性化（宮崎県新富町モデル） 

 

６ 番 佐 藤 真 二 君     ｐ199～ｐ213 

     １．不登校児童・生徒への支援の在り方について 

(1) 不登校の児童・生徒が学校以外での学習をした場合、一定の要件を満たせば

校長の判断で「出席扱い」とすることが可能となる。 

   この制度をしっかりと活用し、児童・生徒を支えるべきではないか。 

 

２．災害備蓄計画はどうなっているのか 

(1) 長く課題であった災害備蓄計画がようやく策定されると聞いた。 

   しかしこれまでの進め方には一貫性に欠ける点や、説明が不足している点も

ある。 

   これまでの経過を踏まえ、改めて災害備蓄の考え方を説明すべきと考える。 
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議 事 日 程（第３号） 平成３１年３月１３日（水） 午前１０時 開議 

 

日程第１ 一般質問 

 

               午前１０時００分 開議 

○議 長（桐原則雄君） これから、本日の会議を開きます。 

  なお、三宮美香さんより欠席の届出があっておりますので報告します。 

本日の議事日程は議席に配付のとおりです。 

今回の一般質問者は８名ですので、本日が１番から４番まで、１４日が５番から８番までの順で行

います。 

 

日程第１ 一般質問 

 

○議 長（桐原則雄君） 日程第１ 一般質問を行います。 

順番に発言を許します。 

豊瀨和久君。 

○５番（豊瀨和久君） 皆様、おはようございます。傍聴席の皆様も朝早くからお越しいただき大変に

ありがとうございます。５番議員、公明党の豊瀨和久です。通告にしたがいまして４点質問をさせて

いただきます。 

  １点目は、２０年、３０年先を見据えた、ＪＲ肥後大津駅周辺の将来ビジョンについて、２点目は、

将来世代の視点から町の政策を考える「フューチャー・デザイン」手法の活用について、３点目は、

インバウンド観光客に対する防災や災害時の支援体制などの観光危機管理について、４点目は、煩雑

なお悔やみ手続きを効率的に行える仕組みづくりについての４点です。よろしくお願いいたします。 

  今年は歴史的にも節目の年です。皇位継承があり５月から新しい元号、そして１０月には即位の礼

があります。本町では、新庁舎建設の槌音も響いてきます。また、スポーツも９月からラグビーワー

ルドカップが全国で開催され、熊本にも世界中から多くの観光客が訪れるのではないでしょうか。そ

れが終われば来年の東京オリンピック・パラリンピックが一気にやってきます。また、東京オリンピ

ック・パラリンピック後の２０２５年、さらには２０３０年を展望すると、激しい構造変化に対応す

ることが必要となります。 

  一つには人口減少、少子高齢社会、さらにＡＩ、ＩｏＴ、ロボット技術の発達とともに、レベルの

変わった自然災害の脅威に対して、防災・減災、老朽化や耐震化対策が必要となってきます。そのよ

うな今だからこそ安全・安心で勢いのあるまちづくりを目指していかなければならないと思っていま

す。今回はそのような観点から質問をさせていただきます。 

  まず、はじめに、１点目の２０年、３０年先を見据えた、ＪＲ肥後大津駅周辺の将来ビジョンにつ

いてお伺いをいたします。 



 114

  昨年８月、大分県日出町にＪＲ暘谷駅周辺の整備事業に関する視察に行かせていただきました。日

出町は、人口約２万８千人、面積は約７３平方キロメートル、上水道をほとんど良質な地下水で賄っ

ているなど、本町と同じような町で、大分空港からも車で約２７分の距離です。５年前には防災関連

の視察研修に伺いました。そのときの暘谷駅は整備前でしたが、「これから駅前の再開発をするので

数年後には見違えるようになっていますよ」と言われていたことが印象に残っていました。そして、

５年経った暘谷駅周辺は言葉どおり様変わりをしていました。日出町は平成１８年度より平成２８年

度までの１０年間をかけて暘谷駅周辺の整備を進められてきました。町が行ったことは、町道暘谷駅

北口線の新設、暘谷駅南北横断自由通路、バスターミナル、暘谷駅コミュニティ施設、南北駅前広場、

町営駐車場などを建設しました。そして、隣接していた高校跡地の半分には、大型の電気店とビジネ

スホテルが立地をし、残る半分に大手の建設会社が複合施設Ｂｉｖｉ日出を建設して、そこの１階に

は大型のスーパーマーケット、ドラッグストア、飲食店が入る商業施設とともに、２階部分には、町

立図書館や子育て支援室、会議室、喫茶室などの公共施設を移転新設されています。 

  今回、公民連携の事業で財政負担を平準化できることもあり、移転新設に踏み切られたとのことで

した。役場からも近く、施設の駐車場も広いなど利便性が高いため、訪問したのは平日の昼間でした

が、活気もあり、大変に賑わっていました。 

  このように、日出町が商業、公共施設などを中心拠点に集約するコンパクトなまちづくりに力を入

れられたのは、将来に渡って都市機能を維持させるのが目的だったそうです。背景には、急激な人口

減少があり、高齢化が加速する中では、人口密度が小さいほど行政コストは増大します。国土交通省

は２０１１年度から５０年間に必要な道路など、社会資本の更新費は全国で約１９０兆円と推計し、

このままでは２０３７年時点で維持管理、更新費すら賄えなくなる可能性があると指摘し、人口減少

にあわせて、自家用車に依存しないコンパクトなまちづくりを目指していくことが必要であるとして

います。 

  本町も多様な都市機能がコンパクトに集約された子どもや高齢者を含む多くの人にとって暮らしや

すいまちづくりを進める必要があります。そのためには、医療、福祉、公共施設、商業施設など、転

在する都市機能を肥後大津駅周辺に集約するとともに、町の玄関口である肥後大津駅に公共交通ター

ミナルをつくり、そこを基点として町内に公共交通網を張り巡らし、菊池、阿蘇などの観光地域との

交通ネットワークも再構築すべきではないでしょうか。道路や駐車場の整備なども含め、２０年、３

０年先の未来を見据えた上で、医療、福祉、商業施設、公共交通、県・国などとの関係機関との協議

を計画的に行うべきだと思います。そして、町民が夢と希望を持て、町外の人が本町のまちづくりに

憧れを持つような将来ビジョンを示すべきだと思いますが、町長のご見解をお伺いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 皆さん、おはようございます。豊瀨議員の駅周辺の開発関連等についてのご

質問でございますけども、２０年、３０年先を見据えた、ＪＲ肥後大津駅周辺の将来ビジョンについ

てでございますけども、町民の皆さんや議会議員の皆さんのご理解とご協力によって、これまで課題

でありました肥後大津駅は以前からタクシーや送迎者の混雑時の交通整理、あるいはバスなどの他の



 115

公共交通との接続性、あるいは、駅舎南北間の分断、町の顔としての駅整備など課題が多くあり、駅

及び駅前広場の整備検討を進めてまいりました。検討する中で、現在の駅舎を利用した案や駅舎を移

動し、南北道路を建設する案などがありましたが、費用の問題や用地の問題で現在の駅南口「ビジタ

ーセンター」の建設と南北の駅前の整備となっております。 

  また、駅南側には、区画整理によりイオンができ、商業施設や医療機関も増えておりまして、駅北

側については、町道駅前楽善線の開通により、駅までのアクセスが向上しております。 

  熊本地震前には、イオン店舗を活用した複合施設や駅ビルの検討をしておりましたが、熊本地震に

より見直すことになりました。 

  肥後大津駅は町の玄関口であり、町道駅前楽善線も完成し、公共交通の拠点としての整備やＪＲ駅

構内の通行など、南北の交通ポイントの整備、公共・商業施設の集積による活性化が一定程度図られ

たと考えております。また、駅周辺の整備は多額の予算と時間を要しますので、新庁舎建設やＪＲの

阿蘇方面への復旧状況、そして三里木からの延伸の状況を見据えて今後のことを考えていきたいと思

っておりますが、駅周辺の整備状況については、これまでの状況、関係について担当部長より説明を

させていただきます。 

○議 長（桐原則雄君） 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） おはようございます。駅周辺整備についてご説明い

たします。 

  駅周辺の現状から申しますと、周辺の開発には、町も多くの時間と予算をかけてまいりました。駅

南の区画整理については、完成まで約３０年の歳月を要しております。結果として区画整理地内にイ

オンが進出し、金融や多くの医療機関も集積しております。駅南口からの乗降もできるようにし、ビ

ジターセンターを設置し、空港ライナーの発着も導入し、駅南２号線も完成いたしました。また、北

口ではマイロード、親水公園の整備、最近では駐輪場の整備、町道駅前楽善線も開通したところでご

ざいます。 

  町長答弁にもありましたとおり、駅周辺の整備については、平成１６年に駅周辺整備計画を行い、

現在の駅舎を活用した案から、駅を東側のアルコール工場跡地まで移動した案など７つの案を検討い

たしました。 

  一番経費がかからないもので、現在の駅舎を活用し線路の上に自由通路を設置する案では８億２千

万円、一番高いものでは、東に駅を移動し、今の駅のところに道を南北につなぐ案で３４億円との事

業費となり、その時点では、評価が高く事業性に優れた現在の駅舎位置で駅を設置する案となりまし

た。その後、平成１８年に駅周辺整備について町内全域で住民説明会を開催し、町づくり交付金事業

による南北自由通路や駅南の整備などを検討し、平成２１年度には、大津町まちづくり推進協議会か

ら提案をいただきました。駅南を整備し、現在のビジターセンターができあがりました。提言書には、

将来は駅舎をオークス広場前へ移動することを提言されましたが、様々な点を考慮し現在に至ってお

ります。いずれにしても、駅舎を移動させるとなりますと多額の費用を必要といたします。現在は、

熊本地震の復旧・復興に多額の費用を要し、厳しい財政状況でございますので、そちらを最優先にし
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ていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） おはようございます。今後の駅周辺の活性化関連について説明をさせてい

ただきます。 

  今後ですけれども、空港のコンセッションや国道５７号迂回ルートの完成、さらには、中九州横断

道路やＪＲ延伸による空港アクセス改善問題など、ここ数年から１０年先までの間に町内の交通環境

は大きく変わっていくかと思われます。 

  また、新庁舎の建設や肥後大津駅よりも先の復旧など、地震からの復旧・復興もまだ途中でござい

ます。優先すべきことが多い状況にありますし、さらには、これから町内の公共施設も大量の更新の

時期を迎えるため、多額の投資的経費が必要になってまいります。 

  以上の点を踏まえますと、まずは現状と将来を詳細に分析をいたしまして、２０年、４０年先の将

来世代において負担増とならず、投資効果の高い整備計画にしていく必要がございます。 

  大津駅の駅舎等を新しく整備するなどのハード整備だけで利用者が増えるとはいかないと思われま

す。 

  議員も言われますように、駅の利便性やまた付加価値を上げることで、より利用者を増やすことに

つながるかと考えております。 

  まずは、２年後に完成を予定しております新庁舎やその周辺整備によりまして、駅とのまずは関連

性を高めることから目指していきたいということで考えております。 

  さらには、現在、駅の南北において地元商店街の組織が駅周辺活性化に向けて取り組んでおられま

す。駅の北口におきましては、昨年１０月に商店街活性化などを目的として「肥後大津にっこり会」

が設立されて、今後、歴史的価値のある農業用水施設として「世界かんがい施設遺産」に登録されま

した「上井手」だとか、その周辺の石橋、神社などの史跡を生かした活性化事業を進められるという

ことで聞いております。 

  また、南口におきましては、ふれあい散歩道商店街繁栄会が昨年に引き続き、地元高校生らがデザ

インしたイルミネーションや桜の植樹などの事業に取り組んでいかれます。 

  今後の駅周辺整備の方向性について、これらの熱い思いを持たれた団体ともですね、一緒になって

ソフト面からのアプローチも大変重要かと思われますので、ご意見を聞かせていただきながら検討を

進めてまいりたいということで考えているところでございます。 

○議 長（桐原則雄君） 豊瀨和久君。 

○５番（豊瀨和久君） 再質問させていただきます。 

  今すぐ何かやったほうがいいとかそういうことを言ってるんじゃなくてですね、今、復興を今され

てますので、それを優先するというのは当然そうだと思います。その上で、２０年、３０年先の将来

ビジョン、そういうのを示すべきではないかということで言ってるわけでして、将来、この肥後大津

駅周辺がどうなって、公共交通がどうなるのかというのが全く見えない状態で、何の構想も住民に伝
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わってこないからこういう質問をさせていただきました。 

  そして、早くやったほうがいいことは何点かあります。一つは、南北の今線路の上を歩いて行って

ますけども、自由にバリアフリーでですね、行ける。そういうのはもうこれは一日も早く自由通路と

いうのをつくって、誰もが自由に何の気兼ねもなくバリアフリーで行き来ができるような施設、そう

いうのはやっぱりつくったほうがいいと思うし、例えば、海外からの観光客が家族旅行で空港から一

番近い駅ということで大津駅に来て、菊池だったり、阿蘇だったりの観光地域に何か公共交通機関で

行こうとしたときに、どうやって行けばいいのか、その交通アクセスがわかりにくいというのはいつ

も思います。だから、熊本市内まで行って、熊本から菊池とか阿蘇に行かれるというのが多いんじゃ

ないかと思いますけども、せっかく一番近い肥後大津駅ということで、大津駅なんだと思いますので、

もっとわかりやすく菊池とか阿蘇に行けるようなアクセスをつくっていけばせっかく来てくれた観光

客の人が、また次もまた大津に行って、大津からいろんなところに行こうと、あそこ行ったらわかり

やすいからというような肥後大津駅になったらいいんじゃないかなというのは、いつも思っています。 

  じゃあその２点、連絡通路、自由通路ですね、自由に行ける通路と、海外から来た観光客の人が肥

後大津駅に来てわかりやすくいろんな公共アクセスで行けるような仕組みをつくるべきじゃないかと

思いますけども、その点はいかがでしょうか。 

○議 長（桐原則雄君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 自由通路の件でございますけども、これまで、先ほど担当部長言いましたよ

うに、いろいろ金がかかるというような形で、また、西側や東側に踏み切りがございますということ

で、自由通路をつくってＪＲにご相談するとどっちかの踏切をなくしてくれんかというような条件も

ございましたし、いろんな形でＪＲとも相談する中で、構内の、これは全国でまれでございまして、

試験的にＪＲのほうから許可もらって、あの構内の通路を南北自由に行き来していただくというよう

なことをＪＲのほうから黙認というか、そういう方向で許可をいただいておるところであります。ま

た、外国人の関連等についての大津駅関連等につきましては、将来は、我々は今都市マスをつくらし

ていただいて、本年度用途地域を計画しておりますので、それぞれの交通の流れ、今、議員おっしゃ

るように、阿蘇とか菊池とかいろんなところとの中で大津を通りながら空港へ、あるいは阿蘇、天草、

いろんなところへ行くその優位性がやっぱり大津町にある。それを生かしていこうというようなこと

で、今検討をさせていただくために、今後用途地域関連等の作成をしながら、前へ進めるように今後

やっていきたいというふうに思います。そういうところができれば外国の関係、熊本空港から降りて

きて、観光バスとかいろんな形でレンタカーを活用しながら各地へ回れる、その出発点になってくれ

るようなものを今後検討していきたいというふうに思っております。もちろん、現在の駅南関連等の

周辺地域の再開発関連等については、もう先ほどから言っておりますように、実際、なかなか空き地

が、あるいは大きな工業とか、あるいは学校とかそういう大きな空き地がございませんで、昔田んぼ

だったところを区画整理して現在のコンパクトな街を今つくっておりますので、病院も７種類から１

２種類ぐらい、駅から１０分範囲内で動けるようなところにたくさん病院や買い物するイオンとかい

ろんなところが今できておりますので、人の巡回、遊回コースとしてもそういう形で今後も活用して
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いかれるようなまちづくりをしっかりとやっていければなというふうに思っておりますので、大きな

再開発については、今のところ考えておりません。 

○議 長（桐原則雄君） 豊瀨和久君。 

○５番（豊瀨和久君） 今、町長が言われたように、その海外から来られた家族連れの観光客が菊池、

阿蘇に行くときに、大津町に来たら安心していろんな公共アクセスでわかりやすくて、どこにでも行

きやすいといって喜んでこられるような玄関口の肥後大津駅になったらいいなと思いますし、そうな

ったときには、空港ライナーを、今、空港ライナー廃止しないでくださいと要望してますけども、県

のほうからね、空港ライナーは廃止させないでくださいと、続けさせてくださいと、県のほうから逆

に大津町に言って来られるような大津駅になれば一番いいんじゃないかなというふうに思いますので、

そこをやっぱ県に見せていけば、県のほうも空港ライナー、これは一番近い駅ですし、必要ならそれ

はやめるわけないんですから、そういう取り組みをしていって、その延伸して三里木から行ったとし

ても、肥後大津駅は一番近くて、一番ここが利用が多いというぐらいの肥後大津駅にしておかないと

いけないんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  ２点目に移ります。 

  次に、２点目の将来世代の視点から町の政策を考える「フューチャー・デザイン」手法の活用につ

いてお伺いをいたします。 

  地球環境問題や国の債務など、世代間の利害がぶつかる課題は多くあります。そうした中で、将来

世代の視点から政策を考えるフューチャー・デザインの手法が注目を集めています。フューチャー・

デザインとは、現世代ばかりではなく、将来世代を念頭において、すべての世代の幸福を考えること

で、具体的には、将来世代を代弁し、ビジョン設計や意思決定に臨む役割を担う仮想将来世代をつく

ることです。現代社会を支えているのは、経済の市場、政治の民主制という仕組みですが、この両者

は、将来世代への視点を欠いています。その結果、国の債務の膨張や気候変動の激化、生物多様性の

危機など、解決に何世代もの時間を要する多くの課題が起きています。持続可能な社会と世代環境を

将来世代に引き継ぐにはどのような社会の仕組みを設計すればいいのかというテーマを追求するのが

フューチャー・デザインという市場と民主制を補完する新しい社会技術です。政治的意思決定の場に、

将来世代を代表するグループを意識的に設けて、現世代グループと交渉する社会実験です。ワークシ

ョップでは、将来世代グループの有無によって議論の結果が変わってくることなどが確認されていま

す。将来世代の役割を担った参加者からは、現世代グループとは異なる思考や独創的なアイデアが出

されるようになったこともわかっています。 

  自治体レベルでは、岩手県矢巾町をはじめ、大阪府吹田市、長野県松本市などが事業計画などの策

定にあたり、採用をしています。 

  まず、岩手県矢巾町は、人口約２万７千人、県庁所在地の盛岡市から３０分ほどの距離に位置する

田園都市です。東には北見川が流れ、西には町のシンボルである奥羽山脈の山並みが連なる自然豊か

な町です。その間に東北本線や東北新幹線、また東北自動車道が走り、交通にも恵まれています。近

くには花巻温泉もあり、毎年２０万人を超える観光客が訪れているそうです。２００７年には、岩手
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医師医科大学の矢巾キャンパスが完成し、現在、医学部、歯学部、薬学部の医療系３学部が揃う医療

総合系大学もあります。加えて、今年度には付属病院が移転してくることも決定しているそうです。

この自然豊かな矢巾町で数年間フューチャー・デザインの手法を使った住民参加による討議が実施さ

れ、各地から注目を集めています。しかもその発信源は、計画づくりを所管する企画系部署ではなく、

上下水道課だったそうです。上下水道課の職員によれば、フューチャー・デザインの導入前、当時の

役場ではアンケート調査や各種審議会、委員会、パブリックコメントといった従来の住民参加の手法

で住民ニーズを把握することに限界を感じはじめていたそうです。一方で、地域課題が年々高度化、

複雑化、多様化、専門化、不確実化する中で、施策事業の優先順位を明確化し、個性と特色のあるま

ちを創出するための仕組みを日々模索していたときに出会ったのがフューチャー・デザイン手法だっ

たそうです。矢巾町は、このフューチャー・デザイン手法を水道事業に活かすべく、まず、町民に対

して上下水道について意見を聞いたそうです。ショッピングセンターなどで約１千人の生の声を拾い

ました。さらに本質的な意見や要望を聞き出すために、町の５２名の水道サポーターに注目し、毎月

１回ワークショップを重ねたそうです。その前後には、施設見学や利き水など、現実を知る取り組み

も組み込まれています。その後、フューチャー・デザインの概念をワークショップに取り入れました。

具体的には、水道サポーターを現世代と仮想将来世代に分け、２０５０年の上下水道のあり方につい

て討議を重ねたそうです。その結果、当初は、水道料金が高い、水道水は塩素臭い、もっと安くなら

ないのか、おいしくないといった、どちらかと言えば批判的あるいはネガティブな意見しか出てこな

かった町民の意見が、仮想将来世代との討議の中で、料金の中にメンテナンス費用も含めるべきだ、

町の祭りで利き水のイベントをしたらどうか、水道安全計画をつくろう、料金改定が必要ではないか

という協力的な意見に変わっていったそうです。フューチャー・デザインを通じて、知識、信頼、道

徳意識が高まり、町に対して非協力的な住民が減り、協力的な住民が増えたと言われています。そし

て、実際に矢巾町としては、これらの提案を採用したそうです。その後、矢巾町では、フューチャ

ー・デザインを地方創生の総合戦略づくりに応用するとともに、２０１５年度は、２０６０年矢巾ビ

ジョン、１６年度は、公共施設及び町営住宅の２０６０年プランの策定に取り入れました。高橋町長

は、昨年３月に町議会で行った施政方針演説で、フューチャー・デザイン手法の活用に言及し、新し

く作成した総合計画にもこの手法を取り入れたそうです。水道事業ビジョン策定を住民参加で行うと

ともに、様々な計画へのフューチャー・デザイン導入を進めてきた企画財政課の課長補佐は、フュー

チャー・デザインを社会の仕組みとするには、行政による実践が重要で、その先駆けになりたいと語

っておられます。 

また、総合計画に将来世代の視点を導入する試みも始まっています。京都府与謝野町が昨年まとめ

た第２次総合計画は、２０４０年の社会を意識して策定したそうです。中学・高校生や子育て世代な

どによる未来会議を開き、延べ約２千人の町民が参加、町の将来図を描いています。町の審議会会長

を務めた福知山公立大学の教授は、フューチャー・デザインを応用すれば総合計画の時間軸や基本構

想の内容も自ずと変わってくることを指摘しています。 

長野県松本市は、建て替え予定の新庁舎の基本構想策定に向け、現在、ワークショップを開いてい
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るそうです。協力する信州大学の研究者らによると、将来世代グループは、今後、ＡＩなどの進展で

市役所機能が縮小するとし、それでも残る機能は何かという問題を提起し、現世代グループが現行の

市役所機能を積み上げて提案したのと対照を見せたそうです。 

このように、現世代の近視眼的な対応や意思決定が将来世代に大きな不利益をもたらす可能性があ

ります。このような課題を乗り越え、将来世代につながる持続可能社会を形成するために、本町でも

フューチャー・デザイン手法を活用するべきだと思いますが、町長のご見解をお伺いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 豊瀨議員のフューチャー・デザインは、最近注目されている考え方であり、

持続可能な社会の構築を目指すためにも将来世代の視点を取り入れながら町の将来図を決めるのは大

事なことだと思います。将来計画をつくるとき、高齢者や現役世代といった、今を生きる世代を中心

に将来を考えてつくりがちになりますが、それだけでは不十分であり、中高生や今は生まれていない

将来世代の立場も踏まえて、５０年後や１００年後を想像した１００年の計、あるいは先見の目が考

え方が必要かと思います。 

  他の自治体においても、一部の市町村では大学と連携して取り組んでいるような状況でもあるよう

ですが、全国の自治体において、本町を含め、まずは浸透していないのが実情ではないかと思います。

町としては２０年前より環境の森や２１世紀の森に今すくすくと成長しておりますし、今日におきま

しても、各企業の家族の方とともに、俵山や矢護山に植樹をし、将来その自然の森を生かす活用にな

るというような考え方で、今植樹関連に努めさせていただいております。 

  しかしながら、本町の振興総合計画等の各種計画の策定においては、若い世代の参加が少ないのが

実情ですので、まずは、まちおこし大学を活用しながらフューチャー・デザインの考え方を研究し、

大学と連携しながら、ワークショップなどから始めてまいりたいと検討していきたいと思います。 

  担当部長のほうから内容について、また説明をさせていただきます。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） 説明させていただきます。 

  現在、町において現行での若い世代のまちづくりへの参画につきましては、毎年、今実施しており

ますジュニアリーダー夢議会における一般質問の場や地域創生事業における高校生によるワークショ

ップ活用、これは駅南のイルミネーションの事業に結び付きましたですけれども、こういうものなど

がございます。まだまだごく限られたものとなっておりますので、全般的には、各計画策定において

若い世代の参画は少ない現状にはあるかと思います。 

  今後の各種委員等を選ぶ場合においてもですね、やはり若い世代の参画等も今後は必要になってく

るかと考えておりますし、まちづくりの今住民懇談会をやっておりますけれども、その中で、ワーク

ショップを実際実施する中で、こちらの将来仮想世代、これは必ずしも若い世代でなくてもよいとい

うような検証結果も出ているようでありますので、いわゆるそのワークショップをする中で、仮想の

将来世代という役割を演じてもらうというか、そういった視点で考えてもらうようなワークショップ

の中での手法、こういう形でですね、フューチャー・デザインの手法を取り入れていければなという
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ことで考えております。長期的な計画策定においては特に有効ではないかと思われますので、まず、

先進自治体の事例も研究させていただきながらですね、手法等について導入に向けての検討をしてい

きたいということで考えております。 

○議 長（桐原則雄君） 豊瀨和久君。 

○５番（豊瀨和久君） これはまちづくり基本条例にもですね、いろんな計画策定するにあたっては、

年齢構成にも配慮していくということにもうたってありますから、しっかり配慮していただかないと、

来た人だけでやっていけば、若い人たちはなかなか参加しませんから、町のほうで配慮していくよう

によろしくお願いいたします。 

  それでは、３点目に移らせていただきます。 

  ３点目は、熊本地震などの経験を踏まえ、外国人などの観光客が安心して本町を訪れられる環境を

整えるため、外国人などの観光客に対する防災や災害時の支援体制などの観光危機管理についてお伺

いをいたします。 

  空港から一番近い駅があり、近隣に多くの観光地を有する本町にとって、海外から観光や宿泊で訪

れる方々が増加をしています。また、国も東京オリンピック・パラリンピックが開かれる２０２０年

までに年間の外国人観光客を４千万人までに増やすことを目標とし、観光立国の実現を目指していま

す。こうした中にあって、昨年９月には台風２１号の上陸や北海道地震で大きな被害が発生し、関西

空港や新千歳空港が一時閉鎖され、札幌市内のホテルでは、ブラックアウトによる停電で、観光客に

大きな影響が出ています。とりわけ外国人観光客にとっては、多言語での交通情報や避難情報の提供

が十分でなかったことなど、災害時の対応に大きな課題を残しました。災害の多い日本においては、

外国人などの観光客に対する初動体制や緊急時に迅速に情報提供を行う体制の構築などの安全確保は

重要だと思います。 

  そのような観点から３点お伺いをいたします。 

  １点目は、地域防災計画に外国人などの観光客に対する避難場所・避難経路などの計画を定めるべ

きだと思いますが、いかがでしょうか。 

  ２点目は、地域防災計画に、外国人観光客への情報伝達に関する計画を定め、多言語の標識や迅速

かつ正確に情報提供を行うとともに、災害時には、バッテリーの消費が少ないシンプルな文字情報が

有効ですので、多言語でのからいもくん便りの配信をするシステムを構築するべきだと思いますが、

いかがでしょうか。 

  ３点目は、ホテル協会との協定を結び、外国人などの観光客に対する防災や災害時の支援体制など

を整備するべきではないでしょうか。 

  以上、地域防災計画の見直しを進めて、外国人などの観光客への支援についてしっかりとした位置

づけと実践的な訓練を行い、支援体制の整備や適確な避難情報の提供など、本町を訪れたすべての外

国人が安心できる環境づくりを行っていくべきだと思いますが、町長のご見解をお伺いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 大津町の防災計画関連等における外国人に対する安全な対策が取られておる
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かというようなご質問かと思いますけども、現在、大津町にお住まいの外国人の方は３００人ほどお

られます。その数は毎年増加の傾向にありまして、外国人観光客についても、多い年は２万人を超え

る多くの方が大津町に来られておられます。そのような状況の中で、議員言われるように、災害時に

おける危機管理は大変重要であると考えております。 

  また、外国人等の観光客に対する避難所・避難経路の計画ですが、現在、１９の指定避難所があり

ますが、外国人用としての避難所はなく、被災した場所から最も近い場所に避難していただくことを

考えております。そのため、避難所や避難経路については、今後設置していく避難所標識と誘導標識

に多言語表記として、英語、中国語、韓国語を併記して外国人の方が避難所とわかるようにしてまい

ります。 

  また、外国人観光客への災害時の情報発信についてですが、町のホームページがスマートフォン対

応になり、また、多言語対応となっておりますので、ホームページによる情報発信を考えております。 

  このような外国人の方にも災害時の行動がわかるような、いろいろな取り組みをしながら改善を図

ってまいりたいと考えております。 

  詳細については、担当部長よりご説明をさせていただきます。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） 現状を踏まえ説明をさせていただきます。 

  近年、大津町の宿泊施設に宿泊された外国人の数は、平成２７年が２万２千人、約です。それから、

平成２８年が約１万人、平成２９年が約１万６千人でございます。平成３０年につきましては、現在

集計中でありますけれども、多くの方が宿泊されている状況にあります。地域別ではアジア圏が９割

以上となっておる状況です。このような状況でありますので、議員言われるように、地域防災計画の

中でですね、外国人に関する事項についてもですね、うたい込みが必要かと考えているところでござ

います。 

現在、施工をしております、また、計画中の避難所の標識と、それから、避難所までの誘導の標識

につきましては、多言語表記として、先ほど町長のほうからも申し上げましたとおり、英語、中国語、

韓国語等を記載するようにしているところでございます。 

また、避難所標識は、平成２８年３月に内閣府が示されております避難場所表示の標準化の取り組

みに基づき、図記号を記しております。これは２０２０年のオリンピック・パラリンピック東京大会

開催による、外国人旅行者向けの多言語対応の一環として取り組んでおりまして、町もこのＪＩＳ規

格による図記号での設置を進めておるところでございます。 

次に、からいもくん便りを活用した情報提供についてでございますけれども、現在、登録者数は約

２千人でございます。防災無線の放送と同じ内容での運営をしており、予防的避難の際には、防災無

線、それからからいも君便り、それとホームページ、この３種類により発信をしているところですけ

ども、避難準備情報以上になりますと、県のシステム（Ｌアラート）によるエリアメールを追加配信

して情報を出しておるところです。しかしながら、現時点では、メールによる多言語化配信はできて

おりませんので、当面は、現在、多言語対応になっておりますホームページからの情報取得を周知し
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てまいりたいと考えております。からいもくんメールにつきましては、今後ですね、情報発信のシス

テム改修を行う際に組み込んでいければと思っています。また、大津町のアプリ等がございますけれ

ども、そちらあたりもですね、活用の中に含めてもいいのかなということで考えております。アプリ

になりますとプッシュ型になりますので、災害情報がですね、プッシュ型で送られてきますので、そ

の点はアプリも便利な面もあるかと考えております。 

次に、ホテル協会との協定についてでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、大津町

にも多くの外国人観光客が宿泊されております。各宿泊施設においても宿泊者に対する非常時の体制

は日本語と英語でアナウンスをされておるということで、ちょっと聞き取りで聞き取っております。

今後、ホテルにおきましては、多言語での対応も検討されているということで聞いておるところでご

ざいます。 

大規模な災害が発生し、宿泊施設自体が被災した時にどこに避難してよいかなどの取り決め、ここ

らあたりもですね、今後の課題かと思われますので、ホテル協会等とも連携しながら取り組んでまい

りたいと思います。 

また、大津町にお住まいの外国人の方につきましては、居住地や家族構成等をある程度町のほうで

把握ができますので、災害発生時に迅速に避難誘導等ができるようにですね、関係団体とも協議しな

がら進めてまいりたいと思いますし、外国人の方向けのですね、いわゆるその災害時の研修会ですね、

について町のほうでも計画していきたいということで考えております。 

今後は、町としましても、平成３０年９月に観光戦略実行推進会議で示されております「非常時の

外国人旅行者の安全・安心確保のための緊急対策」の中で情報入手手段の多重化に向けた、これ国の

取り組みでございますけど、これと併せて取り組んでいければと考えているところでございます。 

以上です。 

○議 長（桐原則雄君） 豊瀨和久君。 

○５番（豊瀨和久君） 一つはですね、プッシュ型の情報発信が絶対必要になってくるわけですね。そ

の中で、今、災害情報のメールサービスというのは多言語が常識なんですよね。だから、これはもう

ぜひ多言語にしてもらいたいのと、そのアプリもプッシュ型ですけれども、何かアプリでホームペー

ジを開いたら多言語になってないという話なんで、これも変える必要があると思いますので、よろし

くお願いします。 

  海外からの観光客の人たちに対して、大津町は安全・安心のためにそういう防災の取り組みを観光

客の人たちのために、こんな取り組みをやっているんだという情報発信をして、大津町というところ

は、安全で安心な町なんだという、その情報を出すことによって、大津町を選んでいく選択肢の大き

な一つになるんじゃないかと思いますので、そういうインバウンドを増やしたいと、インバウンドを

増やすためには、何をしたらいいのかということをしっかり考えてですね、こういう情報発信とかそ

ういうものもしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  では、最後に、４点目の質問をさせていただきます。 

  ４点目のご遺族の負担を軽減するため、おくやみ手続きを効率的に行える仕組みづくりについてお
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伺いをいたします。 

  先日、窓口での手続きに時間がかかるのでどうにかできないだろうかとの相談を受けました。調べ

てみると、これは全国的にも課題になっているようです。そもそも身内の死亡はあまり経験のないこ

となので死亡に関する手続きをどのように進めればよいかあまり知られていませんし、持参すべき確

認書類の忘れ物などで後日改めて役場に来なければならなかったケースなど、遺族は戸惑うことが多

い実感もあるようです。そのような状況の中で、大分県別府市では、市役所内におくやみ手続きに関

するワンストップ窓口が設置をされ、来庁者に好評だそうです。死亡に伴う手続きは、複数の部署に

またがり、作成すべき書類も少なくありません。この窓口では、亡くなった方の情報を基に、死亡に

関するおくやみ手続きをお手伝いし、必要な課への案内と、関係書類の作成を補助してもらえ、ワン

ストップで手続きができます。関係する課がワンストップ窓口から連絡を受けた時点でそれぞれ手続

きが開始され。ワンストップ窓口へ手続き完了後も書類を持ってきてくれます。利用者からは、どこ

で何をしていいのかわからず、死亡手続きの専門の窓口があることで大変助かった。また、市民に寄

り添っているこのスタイルが広がるといいのに、というような感想も寄せられているようです。この

ような発想は、窓口を担当する職員でプロジェクトチームを結成し、そこでの案がきっかけでおくや

みワンストップ窓口がスタートしたそうです。 

  また、三重県の松阪市では、ご遺族のためのおくやみハンドブックというものもあります。様々な

手続きの案内をするハンドブックとして、葬儀の依頼があったときにこれを渡してくださいというこ

とで、事前に葬儀屋さんに届けているそうです。このハンドブックの表紙には、市には手続きをお手

伝いするおくやみコーナーがありますので、ぜひご利用ください。申請書の作成など全力でサポート

しますのでとの心強い言葉と、予約をいただくことによってスムーズにご案内ができることを記し、

電話番号、受付時間などが表紙に書かれています。そして、このハンドブックの１ページ目には、ご

遺族の方へと題して、市長自らのおくやみのメッセージが載せられています。大切な身内を亡くされ、

気を落としておられるであろうご遺族に寄り添い、業務的な手続きの前に、まず市長からのおくやみ

の言葉が届けられています。そして、このハンドブックには、死亡に関してよくある質問をＱ＆Ａ方

式で記載してあります。死亡に関して生じる市役所での手続き、また、市役所以外での手続きの事例、

年金や保険など、個々に違う手続きや名義変更など考えられる事例を細かく記載し、故人に当てはま

るものをチェックし、手続きに必要なものを確認することができるようなハンドブックになっていま

す。窓口のスピードアップのためには、こうした事前の準備、心構えによって忘れ物などで二度手間

にならない体制が図られています。これまで一日がかりの手続きだったものがすべての手続きを２時

間程度で完了できるように改善されたそうです。松阪市の担当者は、ワンストップ窓口の先進事例で

ある別府市の取り組みを参考に研究した上で、松阪市独自のシステムを考えたとのことです。 

  本町でも職員の斬新なアイデアやＩＣＴを活用すれば住民に寄り添った本町独自の窓口のワンスト

ップ化、スピード化が可能だと思います。そして、窓口業務が簡素化され、スピードアップされれば

待ち時間の大幅解消、混雑緩和にもつながります。そうすれば住民にとって時間にも心にも余裕が持

て、職員にとっても仕事に余裕が生まれるのではないかと思います。 
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  そのような観点から２点お伺いをいたします。 

  １点目は、お客様シートに死亡者の氏名や生年月日などの必要事項を書き込むと関係書類が一括作

成されるようなシステムに改善するとともに、煩雑な手続きを手助けする「おくやみコーナー」を設

置するべきではないでしょうか。 

  ２点目は、手続きをする際に活用できる「おくやみハンドブック」を作成するべきではないかと思

いますが、以上の２点に対する町長のご見解をお伺いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 議員おっしゃるように、肉親を亡くされたご遺族の方については、これまで

の看病、あるいは葬儀などは、本当に心労が重なっている中で、役場での各種手続きに長時間を要す

るとなれば、さらにご負担となり、そのご苦労は大変なものであると察しておるところであります。 

  ご遺族の方が役場での各種手続きが少しでもわかりやすく、スムーズに済ませることができるよう

に、電話などにより事前に予約していただき、お待ちいただくことがないような取り組みも進めてま

いりたいと考えております。 

  また、「おくやみコーナー」につきましても、新庁舎の建設に併せて、新たなシステム導入ができ

るような検討を進めてまいりたいと考えております。 

  「おくやみハンドブック」につきましては、現在、役場に死亡届を出された際にお渡ししておりま

す「死亡後の手続きについて」の内容をさらに充実させ、新たなハンドブックを作成したいと考えて

おります。 

  今後も引き続き、さらなる窓口サービスの充実に努めてまいりたいと考えております。 

  状況につきましては、担当部長からご説明をさせていただきます。 

○議 長（桐原則雄君） 住民福祉部長藤本聖二君。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） おはようございます。私のほうから現状等についてお答えをさせてい

ただきたいと思います。 

  現在、大津町におきましては、葬儀業者の方が遺族の代理として死亡届を住民課の窓口に提出され

まして、火葬許可書の交付の際に、「死亡後の手続きについて」の文書をお渡しし、遺族の方にご案

内をしているところでございます。役場に手続きにお見えになったときに、まずはじめに、住民課で

受付をし、そして、関係課であります健康保険、あるいは介護保険課、福祉課等などの窓口にご案内

をし、最後に年金係である住民課に戻って最終確認を行っているところでございます。現在、平均時

間でですね、約５０分程度かかっている状況でございまして、他の転入、あるいは転出等の手続き等

に比べて倍以上のですね、時間がかかっておりまして、本当に皆さん方にとってご負担を強いるとこ

ろでございます。 

  また、それぞれの窓口におきまして、申請書などに住所・氏名等をですね、何度も書かなければな

らないと、そういったお声もいただいているところでございます。 

  先ほど議員のほうからご案内がありましたように、別府市におきましては、死亡届の手続きにおい

ておくやみコーナーを設置し、そこで受付をし、必要事項を入力すれば関係各課の申請様式が一括し
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て作成をされ、各課の担当課にも情報が届いて、その後、担当課でご案内されるということで、所用

時間が約３割程度短縮されているというふうに聞いております。 

  当町におきましても、手続きの窓口をわかりやすくすることはもちろんですけども、先ほど町長が

申しましたように、事前に電話等で受け付けするような制度を導入し、待ち時間が少ないように短縮

に努めてまいりたいというふうに思っております。 

  また、おくやみコーナーの設置につきましても、新庁舎建設に向け、総合窓口システムの導入がで

きるように、さらなる検討を行ってまいりたいと思います。 

  また、おくやみハンドブックにつきましても、よりわかりやすく、充実した内容のものを新たに作

成したいというふうに考えております。 

○議 長（桐原則雄君） 豊瀨和久君。 

○５番（豊瀨和久君） それでは、再質問をさせていただきます。 

  １点だけ、先ほど名前を各課に窓口で何回も書かないといけない書類に、同じような書類に、それ

は受付で、住民課の受付でその名前を１回書けば、あと全部名前はできてくるような、紙で、名前は

もう入って出てくるようなシステムできるんじゃないかと思うんですけれども、そこもう１回確認さ

せてください。 

○議 長（桐原則雄君） 住民福祉部長藤本聖二君。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） 今の質問につきましては、一旦、住民課のほうで受付をして名前を書

けば、そのほかの課にもですね、その情報がいって、そこで書かなくてもいいじゃないかというご質

問だと思います。庁舎の建設にあわせてはですね、全体的な総合窓口についての導入の検討はもちろ

んやっていきます。今、実はそれぞれの各関係各課の中で、エクセルを使ってですね、情報共有して

いるような課もございますので、それをもう少し広げて汎用的にできるような形で、まずはそういう

取り組みをですね、庁内で広げていきたいというふうに思っております。 

○議 長（桐原則雄君） 豊瀨和久君。 

○５番（豊瀨和久君） ぜひ住民の方がそこで何でまた何回も書かないといけないんだろうかとか、そ

ういう嫌な思いしないで、何か気持ちよく手続きができるような体制を取っていただければと思いま

すので、ぜひよろしくお願いいたします。 

  以上で質問を終わります。 

○議 長（桐原則雄君） しばらく休憩します。 

  １１時０５分より再開します。 

午前１０時５６分 休憩 

△ 

午前１１時０５分 再開 

○議 長（桐原則雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  山本富二夫君。 

○３番（山本富二夫君） 皆さん、おはようございます。３番議員、山本が通告書に基づき、今回は４
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問質問いたします。 

  １、バス路線の新設とバス停の名称変更、２、町にある文化財を町指定の文化財へ、３、新たな観

光地の発掘、４、小中学校の防犯セキュリティの向上についてです。 

  まず１番に、バス路線の新設とバス停の名称変更について伺います。 

  私が住んでいる内牧は、３月末でバス路線の内牧環状線が廃止になる予定です。高校生や病院に治

療に行く高齢者の方々が利用しておられましたが、それでも２ないし３名の利用で、非常に少なくあ

りました。他のバス停からの利用でも利用者の増加が見込めないため、バス路線の廃止が決定し、４

月より今後は乗合タクシーになります。地域の住民の便利性の向上を町にお願いしていきたいと思い

ます。 

  さて、ＪＲ肥後大津駅の問題も新聞等で皆様も心配されていると感じているのは私だけでしょうか。

今議会の全員協議会の中で、大津町都市計画マスタープラン９７ページに大きくうたってある中に、

専用住宅地が記載されているところがあります。町もこの地域の住宅開発を進める中で、交通機関の

便利性や住みやすい住宅環境を整備すべきではないかと思います。 

  ＪＲ肥後大津駅の一日の発着便が上下約１１０本、３月１６日ダイヤ改正において朝の６時から８

時までは熊本駅に向かって約１３本あります。利用者数は、大津町が管理している南口改札口は、平

日大体２千名ぐらいあると聞いています。北口改札口は３千名ぐらい利用者があり、１日当たり５千

名の利用者があります。町の中でも住宅開発が多くされている翔陽高校あたりや北中学校あたりが今

後益々住宅開発が進んでいくと思われます。ということは、ＪＲ大津駅の利用する住民が増えると思

います。ＪＲの電車とマッチングするバスが少なく、自家用車での送り迎えが非常に多く、駅前が非

常に混雑している状況です。この混雑解消のためにもバス輸送による混雑解消を検討すべきだと思い

ますが、ＪＲ肥後大津駅は、朝５時から夜は１２時までの電車がＪＲ大津駅まであり、特に駅北口は、

朝の６時から８時頃までと、夕方４時半から８時頃までは特に学生さんを含めた、通勤通学利用者が

多いので、この時間帯の環状線の路線バスの新設を検討する価値はあると思います。引いては、利用

者の増加により、ＪＲ肥後大津駅までの複線化を実現する起爆剤にもしていければと思っております。 

  資料１を見ていただきたいと思います。 

  ＪＲ大津駅を基点に環状バスの路線を提示しております。午前は、左への西回り線、赤、午後は右

への東回り線、緑を提示しております。この路線で、１の資料のとおり、環状線ＪＲ肥後大津駅から

８キロが路線になり、２０ないし３０分で１周できます。朝は西回り、夕方は東回りで運行を１時間

に１本ぐらいのバスの運行では利用者の増加にはつながらないと思っております。朝晩の通勤時間帯

には、２０ないし３０分間隔での運行をすれば、バス利用者の増加につながるとともに、専用住宅地

の開発がこの地域で進み、人口増加にもつながると思っております。バス利用者が多ければ費用対効

果等も考えても採算ベースにあうのではないでしょうか。それに伴い、ＪＲ肥後大津駅の利用者増に

もつながります。ＪＲ肥後大津駅の重要性も一段と高まると思います。運賃は１駅でも１周でも一律

中学生以上１００円、小学生以下５０円で利用者SUGOCAなど、カード決済等も考えていただければよ

り便利だと思っております。 



 128

  合志市は、３月から新たに市役所庁舎からユーパレス弁天間に市のコミュニティバスの新路線の実

証実験を始めると合志市議にあったときに言われました。コミュニティバス路線としては４本目の路

線バスであると聞いております。合志市は、積極的にコミュニティバスの新路線の開拓をしている。

地域住民は非常に助かっていると言われております。 

  もう一つ、バス停の名称変更についてです。ＪＲ肥後大津駅を利用して本田技研熊本工場、県外の

多くの方々の訪問があり、バスを利用して本田技研に行きたいがどの路線バスに乗ればよいかと聞か

れ、ホンダ熊本名バス停がなく、周りの人は駅員さんに聞かれる中、なかなか詳しくバス停の降りる

場所の地名を教えられないと聞いております。 

  そこで、町への提言であります。本田技研熊本工場は、大津町の宝だと私は思っている町民の一人

です。ホンダの従業員さんに他県のホンダの工場前にホンダ鈴鹿前などの付いたバス停などないかと

聞いたら、大体工場前には、ホンダ鈴鹿前とか、地名が付いたバス停があると聞いて、あれだけ大津

町の大きい工場だから、今までバス停がないのはおかしいということで今回の質問になりました。現

在のバス停名は、水迫です。周りは本田技研熊本工場と企業が多く点在しています。ぜひとも本田技

研熊本前か、本田技研熊本水迫前とバス停の名称変更して、検討していただけないでしょうか。つい

でに、路線名を本田技研熊本経由山鹿行きとすれば、初めての利用者には非常に助かります。 

町長にバス路線の新設とバス停の名称変更についての見解を伺います。 

○議 長（桐原則雄君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 山本議員のご質問にお答えしたいと思います。 

  まずもって、内牧環状線廃止というようなことで、乗合タクシー導入について、議員をはじめ地域

の皆さんのご理解をいただきましたことを感謝を申し上げます。元より、南部地区の方からは乗合タ

クシーを望む声も多く、今までの導入事例を見ても、路線バスから乗合タクシーに変換した地域では

利用者が増えている状況です。町としても、新規導入地域への乗合タクシーの利用説明会をするなど

して、まずは制度の周知を図ってまいります。当該地域の皆様にもご協力をよろしくお願いしていき

たいと思います。 

  さて、一つ目の議員の提案の巡回バス路線の新設についてですが、大津町は、現在、大津町地域公

共交通網形成計画に基づき、交通関係者や住民代表者等を集めた地域公共交通会議の中で、町全体の

公共交通体系について検討を進めております。今年度は、先ほどの内牧環状線の見直しについて優先

的に進めてまいりました。今後の事業展開につきましては、町の交通事業者から意見を聞きながらい

くつかの具体的な案を模索している段階ですので、巡回バスなどの可能性も含めながら検討してまい

りたいと思います。 

  次に、本田技研前のバス停の名称変更についてでございますけども、大津町においてもこれまでホ

ンダのある町としてＰＲしてまいりまして、名称としてもわかりやすいかと思われますので、関係者

やバス事業者と協議を進めてまいりたいと思います。 

  内容について、また担当部長のほうからご説明をさせていただきます。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 
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○総務部長（本郷邦之君） 説明させていただきます。 

  現在、担当課におきまして、町全体の公共交通体系の見直しについて検討を進めているところでご

ざいます。その中で、議員ご提案の巡回バスなどの可能性についても検討をしております。検討する

中で、巡回バスの懸念される点といたしましては、現在、通勤・通学者が肥後大津駅を利用される場

合は、大体徒歩、それから自転車、バイク、車による送迎などによって移動をされております。翔陽

高校や大津北中周辺の町中部の方であれば大体約５分から１０分程度の移動時間で大津駅まで到達で

きます。しかしながら、巡回バスになりますと、先ほども議員のほうからも言われましたように、２

０分から３０分、周回しますので、時間がかかりますので、現在の通勤・通学者がこの巡回バスを利

用されるかどうかの見込みについては、これは調査をする必要があるのではないかと考えているとこ

ろであります。 

  また、別の問題といたしましては、現在、バス業界においてはドライバー不足、報道等でもなされ

ておりますけども、や、人件費、燃料費の増加などによりまして、事業者も大変運営に苦慮をされて

おられます。減便や路線の見直しなどによって調整をされているというのが現状でございます。現に

バス路線におきまして採算が取れている路線は、大都市の一部路線に限られているようでございます。

そのような中で、バス路線を新設、ましてや３０分間隔での運行となるとなかなかこの設置のハード

ルもですね、高くなるのではないかということが考えられます。また、併せまして、町の財政負担に

つきましても、現在、赤字路線につきましては４千４００万円程度の赤字、バス事業者への補助を行

っておりますけども、その辺の負担も大きくなる可能性もあるのではないかと思われます。 

  菊陽町、合志市、菊池市といった周辺自治体におかれましても、巡回バス路線等の導入をなされて

おりますけれども、この辺の自治体の財政負担としまして、すべて赤字でございまして、約１千万円、

多いところでは６千万円を年間負担をされているというのが実情でございます。先ほど議員も言われ

ましたように、大体１００円とか１５０円とかですね、そういった料金設定している関係もあるかと

思います。 

  現在、住宅開発が進む地域では若い世代が多く、現時点では自家用車をメインとしている割合が高

い状況であります。今後は、各地域の人口や年齢構造などの推移を考慮しながら、どのような交通モ

ードが適切であるのかを町全体的に考えてまいりたいと考えております。 

  仮にですけれども、今後、新規バス路線の導入を進める場合におきましては、合志市のようにです

ね、一旦試験運行をやってみて、その一定期間の様子を見た上での判断になるかと思います。試験運

行も費用や調整、さらには関係機関への届出等が必要になりますので、これにつきましても公共交通

会議の中でしっかりと議論を踏まえた上で検討をしていきたいと考えております。 

  次に、本田技研前の水迫バス停の名称の変更についてでございますけども、現在の利用状況をちょ

っと調べてみました。今、平日１１便運行されている中で、水迫バス停を定期的に利用されている方

は本田技研の社員の方が１名通勤で使用されているのみでございました。その他に利用されている方

はですね、ほぼいないというようなことで聞いております。 

  また、バス停名の変更の可能性についても事業者のほうと確認をしましたところ、これは協議は可
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能だということで聞いております。今後は、地元や本田技研さんのほうともですね、確認をした後に、

費用面などを産交バスとですね、協議をしながら進めてまいりたいというところで考えているところ

でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 山本富二夫君。 

○３番（山本富二夫君） 今、バスの運行にあたり、費用効果等の部分で問題があるという部分を言わ

れましたけども、バスを利用する人は、便がよければ利用する方は増えると思います。ＪＲの電車で

もそうですけども、便数が増えたからこそ便利がよくなったわけです。だから、そういう意味では、

試験運行でもぜひまちとしては検討していただきたいなと思っております。 

  名称変更については、大津駅の南口におられる町から雇っている人たちの中で、本田技研に行くけ

ど、どこのバス停に乗ったらよかろかというふうなことで、バス停を変更したらより便利になられる

んで、ぜひそこはしていただきたいということで言われておりましたので、バス停の名称変更につい

ても、ぜひ前向きに検討していただきたいなと思います。 

  じゃあ、次の質問に入ります。 

  町にある文化財を町指定の文化財でということで、質問にあたり、大津歴史こぼれ話など調べ、大

津町には多くの文化財や遺跡等があることを確認いたしたところです。外牧区に江戸時代につくられ

た代官所の門が地震の影響を受けて基礎部分が傷んだので補修工事にしたいということで見積もられ

たら３００万円ぐらいの補修費用がかかるということで、区や独自では修理は無理であり、町からの

助成金がないかと、町のほうに区長等が相談されたけども、それはなかなかちょっと今の時点では厳

しいということを指摘されて、であれば、住民の方は解体でもするかという意見も出ていたのが、今

回の文化財への町指定へということで、質問に至った経過です。 

  助成金がないとできない、住民からは解体の意見も出ているということの中で、このような江戸時

代からの文化財を町は残すべきではないか、保護・改修のために改修費用等の負担をすべきではない

か。大津町には、大津町文化財保護管理費補助金交付要領があり、一部の文化財には補助金等も支払

われているのが現状です。もう少し助成金の枠を広げてみてはどうでしょうか。 

  文化財委員さんが活動されているので、文化財保護指定にも私自身は期待しているところです。大

津町は、４００年前の加藤清正時代からの歴史がある町、宿場町として栄えてきた歴史ある町、上井

手が構築され、神社、仏閣ができ、上井手には石橋ができ、米の生産が多く行われ、米の付加価値を

上げるため、水車が上井手沿いに二十数基、周りに製粉工場等ができ、町の特産品として現在も銅銭

糖があります。大津町の銅銭糖は、大津町のお土産の一つです。町は、水車の町として新たに中央公

民館跡に昨年水車の展示を始められました。矢護川区の彦しゃん水車は、現役で今も使用されている

が、維持管理には多額の維持管理費がかかると言われました。役場近くの元中村製粉跡の水車物語は、

今回の熊本地震で甚大な被害があり、グループ補助金で国からの助成金と自分の持ち出しで、現在は

水車の下流部の工事に入られております。まだ、上流部分の工事は個人所有なので自己負担でするし

かないというのが今の現状です。はした金では補助工事等はできないものです。毎年たくさんの小学

生が彦しゃん水車は水車物語を勉強のために見学に来ておられます。こういう貴重な場所、だからこ
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そ町は水路復旧工事のために何割かの補助事業に取り組んでもよいのではないかと思っております。

水車も８年に１度ぐらいは新たにつくり直さなければならない。水車の大きさにもよりますが、１基

当たり１００万円以上のぐらいの製作費がかかると言われ、全部個人負担でされているということで

す。大津町の宝の水車を残すためにも、一部助成事業として考えてみてはどうですか。町内にある上

井手堰、下井手堰も取り入れ口が小学生の見学コースにもなっている。未来の子どもたちに残すため

に、町の文化財に指定し、保護と助成金を前向きに検討してみてはどうでしょうか。 

  教育長に見解を伺います。 

○議 長（桐原則雄君） 教育長吉良智恵美さん。 

○教育長（吉良智恵美さん） おはようございます。山本議員の町にある文化財を町指定の文化財へと

いう質問にお答えさせていただきます。 

  議員ご指摘の外牧区の代官所門及び町内の水車についてでございますけれども、代官所門は、阿蘇

南郷谷と大津を結ぶ重要路の要所であり、南郷谷へはここを通って物資や年貢米が運ばれた歴史がご

ざいます。また、水車には、町が水車を活用した時代に、この地域に根付いた米を中心とした産業の

姿を児童たちに伝える歴史教材として貴重なものであると認識しております。 

  文化財の町指定につきましては、町内各地にある史跡や文化財のうち、未指定のもので、地域の顔

となり得るものにつきましては、町文化財保護委員会の意見を聴取したのち、教育委員会として町指

定とすることは可能でございます。 

  指定文化財として指定する場合は、国や県の基準等も参考にしながら、町として大切に保存すべき

文化財かどうか、さらに、文化財の活用による町おこし、地域おこしの視点等も入れながら所有者や

町関係部局とも連携しながら取り組んでいきたいと考えているところです。 

  なお、詳細につきましては、担当部長より説明させてもらいます。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） おはようございます。説明させていただきます。 

  文化財の町指定につきましては、教育長からもありましたように、町内に存在する文化財のうち、

町にとって重要なものを文化財保護委員会の意見を聞いて大津町文化財として指定することができま

す。 

  ただし、町の指定により、文化財の維持保全や現状変更に制限が生じることもあり、所有者等の同

意の下に慎重に検討する必要がございます。 

  また、文化財の町指定につきましては、その判断の一つに、現実に愛着をもって遺漏なく当該文化

財を管理する団体や組織がその地域に存在することが必要になります。個人管理での指定も可能でご

ざいますが、町では文化財の適正な保護、保存につながることを重要視しているところでございます。

まずは、その史跡等を管理する団体等が組織され、そこに地縁的な管理の実態が明らかになって指定

の対象として文化財としての価値を含めた検討が始まるものと考えております。 

  代官所門や水車も含め、文化財の町指定につきましては、地元の盛り上がりや現状を勘案し、国や

県の意見も参考にしながら、町として大切に保存すべき文化財かどうか、しかもそれが開発等により
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壊される危険性の有無も含めて、文化財保護委員会で審議した上で教育委員会において判断している

ところでございます。 

  次に、文化財の維持保全や復旧に係る経費に対する支援についてでございます。 

  町指定文化財のほか、未指定の無形文化財や記念物につきましては、関係規定に基づいて、条件は

ございますが、経費の一部を助成しているところでございます。 

  また、熊本地震により被災した文化財やコミュニティ施設につきましては、現在、県の復興基金を

活用して復旧工事の一部を支援しているところでございます。 

  今回ご指摘いただきました、代官所門と水車でございますけども、代官所門につきましては、未指

定の記念物ということに該当しますので、今後、修理等が必要な場合につきましては、必要な措置に

ついて協議しながら外牧区の宝として地域で大切に後世に残していただければというふうに思ってお

ります。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 山本富二夫君。 

○３番（山本富二夫君） いろいろ町のほうとしても今経費のかかる時期で、文化財保護はしたいけど

もなかなかできないという部分はわかります。地元の大林の牛舞は、町からの助成金等で復活をしま

した。今は大津東小学校が毎年１回運動会で舞っております。こうやって町の助成金が最初あったか

らこそ受け継がれているということもあります。町は、文化財委員さんや教育委員会の中で検討され

て、価値のあるものについてはやっぱり指定や補助等の助成金を今後も考えていっていただきたいな

と思っております。 

  もう一つ、再質問として、合志市は、現在、学芸員が職員として２名体制で文化財保護等をされて

いると聞いております。大津町の町の学芸員職員は大体何名今配置されているのか、そのことについ

て、教育長にお伺いしたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） 説明させていただきます。 

  現在、町の学芸員ですかね、何名体制でいるかというご質問だったかと思います。現在、１名、歴

史文化伝承館でございますけども、こちらのほうに再任用の職員が配置しております。勤務としては、

週３日ということで、現在、勤務に当たっているところでございます。 

○議 長（桐原則雄君） 山本富二夫君。 

○３番（山本富二夫君） ４００年もある歴史ある町には貴重な文化財等があると思いますので、学芸

員の体制は十分に整えていただきたいなと思います。 

  次に、第３問の新たな観光地の発掘について、ＪＲ肥後大津駅前には、ホンダのバイクの展示場が

してあります。海外からの旅行者には本田技研熊本工場は、新たなる観光地としても魅力的な場所で

はないかと思っております。立野ダムも完成すれば、観光客の誘致につながるし、チッソ白川発電所

も今現在つくられております。岩戸神社とか、北向山とのセットで観光客の誘致につながるのではな

いでしょうか。 
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  ２月２７日に新たに肥後おおづスポーツ文化コミッションができました。また、その時に、東北北

上市の司東氏の記念講演もあり、素晴らしい取り組みが紹介されました。この肥後おおづスポーツ文

化コミッションの会長は、町長がされております。町も３１年度財源でスポーツによるまちづくり地

域活性化活動支援事業補助金を活用、補助対象経費が設けられ、例えば、上井手の水遊びなど、夏場

からでも取り組みができると思うのですが、それと、岩戸温泉の解体もあり、その後、何もなければ、

オートキャンプ場として活用し、利用料金を取ればいいのではないでしょうか。新たな観光地は町自

身が作り出さなければならないと思います。町長の新たな観光地の発掘についての見解をお伺いしま

す。 

○議 長（桐原則雄君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 山本議員の新たな観光地振興についてのご質問かと思いますけれども、大津

町においては、二輪の町として本田技研としっかりと連携を取りながら、お互い町おこしについて取

り組んでおるところであります。そういう中で、ホンダさんも工場見学や夏祭り、あるいは、別には

エンジョイホンダ、あるいはＨＳＲの全日本モトクロス選手権などのイベント関係が開催されており

ますし、また、私どもの収穫祭であるからいもフェスティバルについては、本田技研の敷地内での中

で行わせていただいております。もちろん、ホンダさんにつきましても、夏祭り関連等についてしっ

かりと花火上げながら頑張っていただいておるところであります。そういう関係で、ホンダさんの二

輪を生かしたまちづくりも考えなくちゃならないということで、前はおっしゃるように、岩戸の里の

経営関係についても、ホンダ開発にお願いしながら、議員おっしゃるように、あそこに単車のツーリ

ングの人を宿泊しながら温泉に入って、あそこで阿蘇ツーリングへ走っていただければなというよう

な、いろんなことをホンダ開発のほうにも提言をしてまいったわけでございますけども、なかなかホ

ンダ開発についても、状況としてなかなか厳しい状況であったというようなことでございますし、議

員おっしゃるように、二輪を生かした、あるいはバイクや自転車関連等が今後の大津町のスポーツ文

化コミッションによっていろんな形が今後計画されていくものと思いますので、そういう意味におい

て、地域の皆さんとともに、町おこしに取り組んでいければなというふうに思っております。 

  内容等について、また担当部長のほうからご説明をさせていただきます。 

○議 長（桐原則雄君） 経済部長本古庄啓起君。 

○経済部長（古庄啓起君） ご説明申し上げます。 

  県内の観光地と比較したとき、新たな資源の掘り起こしや既存の観光資源の魅力を磨き上げること

が必要だと考えております。「第６次大津町振興総合計画」の観光の振興の中で、観光資源の創出、

滞在型、体験型観光の振興、スポーツコンベンションの推進の３つを施策の柱としております。 

  議員ご質問の本田技研工業（株）熊本製作所では、団体を対象にした工場見学を実施しておるとこ

ろでございます。具体的な内容としましては、月曜から金曜まで、１回当たり見学人数は１２０人ま

で、見学時間は午前９時から午後２時まで、工場での概要説明やビデオ上映後、工場見学となります。

昨年の実績は総数７千１５人、その内、県外者４千８３０人、さらに外国人の見学者は５７４人でし

た。 
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  ホンダは、ＨＳＲ九州と連携し、多数のイベントを行っておるところでございます。４月と１０月

に開催されます全日本モトクロス選手権、８月の夏祭りとエコマイレージチャレンジ九州大会、１０

月のモーターサイクルホームカミング、その他交通教室等多数のイベントを行っております。 

  なお、ホンダも町との連携の中で、敷地内の遊歩道の整備やホンダウッズ、からいも連絡橋を設置

し、からいもフェスティバルや桜祭りに活かされております。特に来月開催されるエンジョイホンダ

と町の桜祭りを同時開催することにより、相乗効果が出ておるところでございます。 

  町としましても、肥後大津駅南口と道の駅大津にホンダのバイクを展示してありますので、ＰＲ文

を付けたり、大津町の特産品であるからいもや銅銭糖とホンダの二輪をイメージしたデザインをセッ

トでことあるごとにＰＲしていきたいと思っております。 

  その他、議員おっしゃったように、岩戸渓谷や立野ダム、チッソの白川発電所、国指定重要文化財

の江藤家住宅、世界かんがい施設遺産の上井手・下井手などを結ぶサイクリングロードを計画してい

きたいと思っております。 

  また、発足した「肥後おおづスポーツ文化コミッション」では、スポーツ大会と合宿の誘致や外国

人を対象にした剣道・空手など武道ツーリズムを計画していきたいと思っております。地域資源を活

用したスポーツイベントや文化体験などを企画・運営し、新たな観光振興や交流人口の拡大を目指し

ていきたいと考えております。 

○議 長（桐原則雄君） 山本富二夫君。 

○３番（山本富二夫君） 新たに、肥後おおづスポーツ文化コミッションというのができました。これ

を利用する手はないと思います。ホンダの二輪を使ったレンタカーとか、そういう取り組みも今後町

としては考えていただければなと思います。 

  より多くの新たな観光地の発掘により、大津町に伺われる観光客の増を図っていただきたいなと思

っております。 

  次に、再質問として、ＪＲ大津駅前の南口ビジターセンターは大津町の管理です。大津町の管理で

あれば、大津町の特産品販売、からいも、銅銭糖などの販売など考えるべきではないでしょうか。道

の駅として位置づけるならば、利益の出る施設にすべきだと考えております。その中には、江藤屋敷

のパネル展示や本田技研の工場の中の生産の一部とか、岩戸神社とか、そういうものもパネル展示に

より有効な町の宣伝活動になると思っております。空港ライナーの利用者は、大多数が町外利用だと

思います。その人たちにパネル展示によって宣伝効果も大になると思っております。それと、部長が

言われたように、ＪＲ肥後大津駅前にバイクが展示してあります。そこには説明かなんかで、大津町

は日本で１カ所のバイクの生産工場ですとかいうものをもうちょっと大きく展示されれば、より効果

があるんではないかと思っております。 

ＪＲ肥後大津駅南口ビジターセンターの有効活用について、再度町長にお伺いします。 

○議 長（桐原則雄君） 経済部長古庄啓起君。 

○経済部長（古庄啓起君） ご説明いたします。 

  駅南口においての町の特産品販売につきましては、大変貴重なご意見であると思います。併せまし
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て、パネル展示とかのＰＲにつきましても、併せて検討していきたいなというふうに思っているとこ

ろでございます。 

  一昨年、駅南口で地域おこし協力隊員が、肥後大津駅南口特産品臨時販売所を開きまして、駅利用

者の需要を探っておるところでございます。概要としましては、８月の１７日間、生芋やからいもを

使ったお菓子、銅銭糖など、町の特産品及び大津町にある事業所の商品を中心に販売を行いました。

想定していた外国人の利用が少ないことや売り上げも期待していたほど上がらないなど、課題も多い

ことがわかりましたので、今後のビジターセンターでの物産販売を行う際の参考とさせていただきた

いというふうに考えております。 

  また、ビジターセンターを訪れる観光客に対応するため、観光パンフレットを充実させ、既存の設

備を活用して、町の観光や、あとビジターセンター内にサイネージと申しまして、空港の離発着の情

報を流すモニターがございますので、そのモニターを使いました町の観光ＰＲビデオを流し、併せま

して、議員ご指摘のパネルでございますけれど、そういうのも併せて検討させて、さらなる情報発信

に取り組んでいきたいと考えております。 

○議 長（桐原則雄君） 山本富二夫君。 

○３番（山本富二夫君） ビジターセンターの活用はですね、やっぱり大事だと思います。大津町のパ

ンフレットよりも他町村のパンフレットが多いかなというときも感じましたので、ぜひパネルやいろ

んなＰＲの方にぜひビジターセンターのさらなる活用をお願いしておきます。 

  次に、第４問に入ります。 

  小中学校の防犯セキュリティの向上について。なぜ、この件を取り上げたかというと、昨年の６月

議会での質問をするために各学校を訪問した折、菊陽町の学校は、防犯のためのセキュリティが非常

に充実しているなと感じたところです。大津町の考えは考えとして、町の教育方針として、開かれた

学校の位置づけで正門の扉がない学校もあります。これはこれとして、考えとしてはいいと思います。

ただ、先生が帰宅された後、菊陽町の学校との違いがあり過ぎているというのは感じております。特

に、夜の菊陽町の学校は、外灯が大体夜１０時頃まで、二十数基ついています。明るいと非常に感じ

ます。大津町の大津中などは外灯が数基しかなく、真っ暗と感じるのは私だけでしょうか。もちろん、

正門や裏門も開いた状態で、外部からの侵入が簡単にできるのが今の大津町の小中学校の現状だと思

っております。質問にあたり、菊陽町教育課とキューネットにちょっとお聞きしました。町の防犯の

セキュリティ、特に小中学校の防犯抑止のための対策をもっと検討してはいいのではないかと思いま

す。今回、各学校を訪問し、調べた中で、防犯セキュリティの抑止、今の大津小中学校の防犯セキュ

リティでは、犯罪者の抑止力にならないのではないかと感じました。一番充実している大津北中学校

の防犯カメラ設置は９個で、モニター画面の大きさも見やすいというのは感じました。ただ、東小学

校は防犯カメラは４個で、モニター画面も非常に暗く、見づらい状況です。美咲野小学校は、防犯カ

メラが８個ありますが、テレビ画面が１個しか付いてなく、先生に８個って言ったら、１個ずつ見せ

ていただいたということです。ほかの小中学校の防犯セキュリティも訪問してみましたが、大体４個

から６個ぐらいの防犯カメラの設置ということで感じております。他の小中学校の防犯セキュリティ
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で感じるのは、防犯カメラが少ないということと、電波ライトの設置台数が２、３台と非常に少ない

と感じました。新年度から電子黒板などの高価な物品が各学校に投入されます。このままでは、学校

に盗難者が入り、傷つけたりすることが考えられますので、夜だけでも出入り口の閉鎖とか、それと

か、もう少し外灯の設置台数を多くしてみてはどうでしょう。随分防犯にはなると思っております。

菊陽町の小中学校の防犯セキュリティは、大津町の防犯セキュリティに比べたら数段いいのではない

かと、私自身は感じております。菊陽町の防犯セキュリティぐらいはと思っていますが、なかなか難

しい部分もあるでしょう。これから防犯を考える上では、防犯ライト、電波ライトとか、そういう部

分での充実をもう少し考えてみてはいかがでしょう。 

この小中学校の防犯セキュリティの件について、教育長の見解をお伺いしたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 教育長吉良智恵美さん。 

○教育長（吉良智恵美さん） 山本議員の小中学校の防犯セキュリティ向上についての質問にお答えい

たします。 

  本来、学校は教育の場であると同時に、安全で安心して生活できる場所でなければならないと考え

ています。以前、学校敷地内において痛ましい事件が発生したこともあり、そのような事件を契機に

学校施設の安全管理、中でも防犯体制のあり方が問われ始めました。大津町におきましても、そのよ

うな事案を防ぐために、児童生徒の安全確保に係る不審者を想定した避難訓練等にも取り組んできた

ところです。 

  また、学校における児童生徒の安全を確保するための施設や設備面での防犯対策等につきましては、

町長部局と連携しながら教育委員会として責任を持って実施すべきであると考えています。 

  先ほどは、菊陽町が大津町より防犯セキュリティ面で数段よいとのご指摘をいただいたところでご

ざいます。学校施設における防犯対策につきましては、学校が立地する地域の特性、児童生徒数や教

職員数、敷地条件や建物配置等の施設の特性等、個々の学校の状況に応じて対応しなければならない

と考えているところです。 

  また、近年は、学校敷地内に加え通学路等の防犯体制の強化が課題になっております。児童生徒の

学校内及び学校外での安全確保に向け、町関係部局とも連携して防犯カメラ等の設置等に検討をして

います。今後とも、各学校長をはじめ、関係者と協議を重ねながら、防犯上の課題があれば必要な措

置について検討していきたいと考えております。 

  なお、現状等の詳細につきましては、担当部長より説明させていただきます。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） 説明させていただきます。 

  学校も含めた施設の防犯監視システムには、出入り管理システムと侵入管理システムの２つの機能

がございます。学校施設は、周辺環境、学校種別、規模、建物配置等がそれぞれに異なるため、シス

テム導入の際には、目的や場所、システム、運用方法については実情にあわせて設置されているとこ

ろでございます。 

  防犯カメラの設置につきましては、外部からの来訪者の確認、見通しが困難な場所や死角となる場



 137

所の状況把握、不審者の侵入防止や犯意の抑制等の目的がございます。また、設置場所としましては、

一般的には見通しが困難な場所や死角となる場所にある門、建物の出入り口付近、敷地境界、また、

敷地内や建物内で人目が届かず死角となる場所等が有効であるとされております。町としましては、

そのような点を考慮しまして、各学校に防犯カメラ、モニター、記録装置等を設置しているところで

ございます。 

  次に、町内小中学校の防犯カメラの設置状況でございますけども、各小中学校１校当たり４台から

９台を設置しております。９校で計４９台でございます。内訳としまして、大津北中が９台、大津中、

大津小、美咲野小、室小が各６台、大津南小、大津東小、大津北小、護川小が各４台、正門、昇降口、

体育館入口等に設置し、モニター及び記録装置については職員室に設置しております。 

  次に、管内の市町の設置状況でございますけども、菊陽町は各学校に４台から１１台、合計８校で

５６台です。合志市は各学校に４台から１０台、小中学校１０校に６４台が設置されています。菊池

市は各学校に４台、小中学校１５校に６０台ということで、各市町や学校ごとに設置数は異なってい

るふうな状況です。 

  また、学校外につきましては、町担当部局と連携しながら防犯対策を進めているところです。 

  児童生徒が通学・帰宅する朝と夕方には、青色パトロールカーによるパトロールを実施しており、

昨年末には、この車２台に犯罪や交通事故防止のため、ドライブレコーダーを装着して犯罪抑止に努

めているところです。 

  また、昨年１０月に大津警察署と警察署管内の３町村で防犯カメラ設置補助事業推進に向けた協定

書を取り交わしております。このような管内の安心・安全と犯罪・交通事故防止に広域連携した取り

組みが実施されているところでございます。 

  今後につきましては、教育長からもありましたように、各学校や関係機関とも連携しながら、防犯

上の課題については、必要に応じて対応していきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議 長（桐原則雄君） 山本富二夫君。 

○３番（山本富二夫君） 再度質問します。 

  私がずっと各町内の学校を見たときに、一番感じるのは、正門と裏門に防犯カメラを設置すればで

すね、随分犯罪者の、要するに抑止力にはなると思います。この正門と裏門等の防犯カメラの設置は

今のところ考えておられるかどうかをちょっとお伺いしたいんですけども。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） 防犯カメラの設置場所ということで、正門と裏門ということですね、各学

校のほうですね、再度確認して、不足がある分についてはですね、今後検討させていただければとい

うふうに思います。 

  以上です。 

○議 長（桐原則雄君） 山本富二夫君。 

○３番（山本富二夫君） ぜひ抑止力になるんで、調べていただいて、正門と裏門の出入りがあるとこ
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ろについては、設置の方向で検討していただきたいなと思います。 

  では、質問はこれで終わります。 

○議 長（桐原則雄君） しばらく休憩します。 

  午後１時より再開します。 

午後０時００分 休憩 

△ 

午後１時００分 再開 

○議 長（桐原則雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 私は、大津町民の皆さん、並びに日本共産党を代表をしまして一般質問を行

います。 

  質問の第１点目は、町営住宅の入居承継基準についてであります。 

  実は、先般、７０代の町営住宅の入居者の女性の方から相談がございまして、この７０代の女性は、

元はご主人が住宅の名義人であったが、ご主人が亡くなられた後、この配偶者である奥さんが現在は

住宅の契約者と、そして、７０代の後半になり年金暮らしとなり、同居をなさっている４０代の息子

さんがおられるわけですが、私がその亡くなった後、息子がそのままこの住宅に住めるのだろうかと

いうことで、役場に相談に来られたそうでありますが、ご本人からの話では、住宅の入居の権利は夫

から妻、あるいは妻から夫と、原則的に配偶者しか認められないと、そういう説明を受けたそうであ

ります。ですから、４０代の働き盛りの独身の男性ということで入居の引き継はできませんと言われ

て、この女性の方は、息子は病気ではないが、対人関係で他人とのコミュニケーションが取れない、

たくさんの収入があるわけではないと。私が死んだ後、住宅から出ていかなければならないのかとい

うことで途方にくれているということで相談があったわけであります。 

  私は、まさかそんなことはないだろうと思って調査をしてみましたら、まず、町の町営住宅条例で

入居の承継について条例を調べてみました。大津町町営住宅条例第１２条では、住宅の入居者が死亡

または退去した場合において、その死亡時、または退去時に当該入居者と同居していたものが引き続

き当該町営住宅に居住を希望する時は、公営住宅法施行規則第１２条によって町長の承認を得なけれ

ばならない。これを読んだだけは全くさっぱりわからない。じゃあ公営住宅法の施行規則１２条とは

何ぞやということで探っていきますと、どうも住宅法の施行規則１２条では、こういう住宅の入居の

権限の承継について、承継をしてはならないという基準しか示されていないわけです。例えば、入居

者が同居していた期間が１年満たないと、あるいは高額の所得者である場合は引き継ぎができないと、

あるいは住宅使用料を滞納していたり、そういう人は引き継いではならないという基準であるわけで

す。要するに、これを読んでも町の町営住宅条例は、要するに、町民の方からすれば、我々からして

もさっぱりわからないと。この引き継いではならない以外では全部認められるのかという解釈するし

かなかったわけであります。そこで、ほかの自治体の条例等も調べてみましたが、どうも今から１４

年前、２００５年、国土交通省が公営住宅の管轄でありますが、国土交通省の通達によって、公営住
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宅の入居の引き継ぎは、原則、配偶者に限ると、そういう通達が出されているということであります。 

  全国の都道府県の約半分近くがこの国土交通省の通達にしたがって住宅入居者の入居の承継につい

て非常に厳しくしている自治体があると。しかし、半数は今までどおり一緒に住んでいる方々につい

ては入居の引き継ぎを認めますということになっている。 

  そこで、熊本市の住宅条例を調べてみましたが、市の住宅条例では、入居の承継について、公営住

宅法第２７条第６項の規定による承認を受けようとする者は、承認の理由となるべき事実の発生を市

長に申請しなければならないということで、じゃあ今度は公営住宅法のこの２７条の６項とは何ぞや

ということで調べますと、入居者が死亡または退去した場合、当該入居者と同居していた人は事業主

体の承認を受けて引き続き住宅に居住することができるというふうになっているわけです。つまり、

熊本市の条例では、入居者と同居をなさっている方は原則入居の引き継ぎができるということになっ

ているわけです。それはきちんと条例でうたわれているわけですが、我が大津町の入居条例では、こ

れが非常に曖昧なままなされているわけです。ですから、私が相談を受けた方々も町役場に来て、説

明を聞いた限りでは、息子には引き継ぐことができないんだ、どうしようというふうに途方に暮れら

れたわけであります。しかし、国土交通省が示した通達は法律ではありませんから、絶対守らなくて

はならない問題ではないわけであります。 

  そういうことでですね、我が大津町では、この条例そのものが非常に不十分であると。また、その

条例に基づいて、入居者の相談に対してですね、どの職員が対応してもこれこれこういう場合は入居

の引き継ぎができるんですよという説明ができない、そういう曖昧なままとなっているわけですが、

私は、住み慣れた住居から本人の意思ではなく、その住居から退去を命じられる、こんな理不尽なこ

とはない。住み慣れた住まいに安心して住み続けるということは、まさに居住権として本当に大切な

人権ではなかろうかと思いますので、こういう相談者の悩みに答える条例のきちんと整理、整理をし

て、わかりやすい要綱を定めるべきではなかろうかと思いますので、お尋ねをするところであります。 

○議 長（桐原則雄君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 荒木議員の入居の承継についてでございますけども、大津町においては、住

みたい町、住み続けたい町、そして、安心・安全な町に取り組んでいる中で、高齢化社会が進んでお

る中に対しまして、町営住宅関連等についてもしっかりと対応をしていかなくちゃならないんじゃな

いかなと思っております。 

  おっしゃるように、大津町では、承継基準についてあまり具体的に触れていないというような状況

でございますので、これまでにつきましては、公営住宅関連の適切な執行に関する通達に基づきまし

て、入居承継に係る承認の運用をしてきたところでもあります。しかし、近年は、町営住宅入居者の

高齢化に伴いまして、議員がおっしゃいますように、親子関連の入居承継についてはどうなのか。あ

るいは、大変ご心配をされている入居者が増えていることも確かでございまして、今後、入居承継に

ついて、入居者の方から不安なく引き続き安心して生活していただけるような入居承継の基準につい

ては緩和することを明確にしたいと考えておりますので、担当部長より説明させていただきます。 

○議 長（桐原則雄君） 住民福祉部長藤本聖二君。 
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○住民福祉部長（藤本聖二君） 荒木議員のご質問にお答えをいたします。 

  住宅の承継の基準につきましては、町では、先ほどからお話しておりますように、国土交通省より

出されました通達により運用をしている状況でございます。この通達は平成１７年の１２月に出され

ておりまして、その趣旨としましては、「住宅困窮者の増加」あるいは「社会情勢等の変化」にかん

がみ、真に住宅に困窮する低所得者に対して、的確に公営住宅を供給できるよう、その管理の一層の

適正化を図るというものでありました。 

  具体的に申し上げますと、公営住宅に一度入居が決定すると長年にわたり同一親族が居住し続け、

住居に困っておられる方に公営住宅が供給できないというような実態が全国的に見られたために、入

居承継が求められる者を、「同居している配偶者」か「高齢者・障がい者等で特に居住の安定を図る

必要がある者」に限定をし、それ以外の場合、入居承継を認めないということで、住宅に困窮する他

の低所得者に公営住宅を提供できるように考えられたものでございます。 

  入居承継が認められる者のうち、「高齢者・障がい者等で特に居住の安定を図る必要がある者」の

解釈につきましては、町の条例の第５条に入居者の資格がございますので、その中で規定を準用して

おりまして、６０歳以上の者や障害者手帳を持つ者、生活保護を受けている者などが対象として挙げ

られているところです。 

  しかしながら、現状でいいますと、先ほど議員のほうから具体的事例をおっしゃいましたように、

親子２人で暮らされて、元気で働いておられるけどもなかなか収入のほうが少ないといった場合に、

突然急に親が亡くなったというような場合にどうするのかということで、入居承継が認められず、住

宅に困窮する状況になるなど住居の支援をですね、受けられない場合もあるかと思います。 

  今後につきましては、親子間の承継、いわゆる１親等の親族の承継についてもできるように基準の

見直しを行い、入居承継の要綱等をですね、策定するために進めてまいりたいというふうに思ってお

ります。 

○議 長（桐原則雄君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 国の国交省からの通達で、全国的には約半分が通達どおり、あと半分はほと

んどがですね、３親等までは入居の承継は認めるとされております。熊本市の場合もですね、住宅条

例と同時に、わかりやすくですね、入居されている方々がすぐに理解できるような要綱ですかね、名

義人が亡くなったり、離婚等で転居した場合、市の承認を受けてくださいということで、その条件に

ついてわかりやすく書かれております。承継している方が３親等以内の親族、要するに親族であると

いうことですね。それから、滞納がない、収入が多くないと、暴力団員でないと、その明確な基準が

あるわけですよね。これまではどうも役場の担当者も担当する職員の解釈で来た方の相談にきちんと、

同じ公正な説明ができないと。こっちの方々はＯＫ、こっちの人はだめ、職員自体も非常に困って、

今回も担当職員にも聞きましたけど、職員も判断に困るというお話でありました。 

  そこでですね、もう一度確認しますが、条例もちょっと変える必要があるんではないか。そして、

それに基づく要綱、そして、要綱をつくるときですね、法の第何条の第何項に基づきて書いても誰も

わからないです、入居者は。法の第何条第何に基づくとは書いてもいいですけど、それはこういうこ
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とですよという、誰が読んでもすぐ理解できるような文面にするべきだと思います。それがいわゆる

公務の説明責任であり、また、入居者のですね、人権を保障するという大切な点であるかと思います

ので、その改善はするということを返事はいただきましたけど、どういう方向で考えているか、もう

一度具体的にお答え願いたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 住民福祉部長藤本聖二君。 

○住民福祉部長（藤本聖二君） 再度の質疑にお答えをいたします。 

  改善するけどどういったふうに改善するのかというようなお問い合わせだと思います。 

  まず、要綱をですね、つくりまして、具体的な事務要綱に基づいて、先ほど１親等以内ということ

を申し上げましたが、そういった形で要綱をつくりたいと思います。 

  それから、それと併せまして、条例についてもしっかり精査をし、不十分な点については、当然修

正をするということで考えております。 

  それから、より住民の方にわかりやすいようにということで、入居者の方に。今、うちのほうでは

こういったご案内を配っておりますけども、なかなかおっしゃいますように、わかりにくいところが

ございますので、熊本市なんか住まいのしおりというのをつくっておりますので、こういった形でで

すね、少し入居者の方がよりわかりやすいような形に作り替えをやっていきたいというふうには思っ

ております。 

○議 長（桐原則雄君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 今回、この住宅の問題ですね、確かに、住宅入居者の希望がたくさんあるか

ら同一親族がずっと住み続けるのはいかがなもんかという考えもあると思います。そうであるならば、

本来は、住宅そのものが日本は少ないと、公営の住宅がですね。安くて安心できる公営の住宅そのも

のが少ないからこういう問題が起きてくるわけだと思います。とりわけ、今度の熊本地震で、私も身

近でですね、自分の意思ではなく、やむなく地震で家を解体せざるを得ない、自分の意思ではなく家

から出て行かざるを得ないて、これは本当に辛いものですよね。長年、何十年と家族の生活を過ごし

てきた住み慣れた住宅を外部の力で退去を迫られると、これほど辛いことはないと思うわけです。公

営住宅も全く一緒です。そこに住んでおられる居住者の権利をやはり最優先に考えて改善を進めてい

ただきたいと思います。 

  また、具体的な改善策をまた見ながら、一緒に考えてまいりたいと思います。 

  それでは、質問の２点目に移ります。 

  質問の２点目は、私の地元、高尾野区で町道の新小屋桜山線ですね、配付してありますカラーの写

真をご覧いただきたいと思います。上の写真が東から西を見た、右側が日本梱包運輸の倉庫でありま

す。左側に大きな側溝がございます。水はほとんど普段は流れておりません。側溝と言いますと、皆

さん、住宅地の側溝を考えてください。普通５０センチぐらいでしょ。人間がまたげばぽんと飛び越

えていける、それが本来の側溝です。ところが、この側溝は深さが１メートル、幅が１メートル、子

どもが入ればすっかり隠れてしまうほど大きな水路になっているわけです。ダンプが通っております

が、片側車線ほとんどめいいっぱい大型のダンプであります。右下の写真を今度は見た方角は一緒で
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すが、美咲野のほうから大型車が入って来て、ミルクロードに向かっていくわけですが、こちらも車

線いっぱいです。左下の写真もこんな朝、特に朝夕はこういう状況が続きます。 

  それで質問は、この新小屋桜山線がですね、住宅地の真ん中を通り、熊本地震以来、事実上国道の

代替道路となっているわけですが、大型車両がどんどん増えまして、歩行者や自転車、バイク、本当

に危険を伴います。町道の南側には、今言った１メートル角の側溝があり、大雨が降りますと、高い

尾根の野原の高尾野でですね、この水路をオーバーフローして道路が冠水をするということになって

しまうわけです。もしこの水路に大雨が降った時、子どもや高齢者が転落をすれば非常に流れが速い

です。勾配がきついですから。下流のほうは暗渠、町長の住まわれております上大津ですね、滝のよ

うな、上大津は以前は道の半分は水路でありました。川、大雨が降ったらもう本当に悲惨な状況だっ

たわけですが、当時、県道でしたから、その後、県道の道路舗装とともに水路に蓋がされて暗渠にな

ったわけでありますが、上流のこの高尾野、ちょうど私の近くのところは蓋がなされないまま放って

おかれてきたわけであります。 

  そこで、この道路はですね、まさに国策道路だと言わなければなりません。中核工業団地をつくる

ときに、物資の輸送をするために、また、通勤をするためにこの道路が改良がなされたわけですが、

その道路改良のときに、住宅がないところ側に歩道がつくられ、南側の住宅があるほうには歩道が整

備されなかったと。大きな排水路がつくられたが蓋もされなかったという状況があります。 

  それから、町道と言いながら、まさに県道並み、現在では国道並みの交通量があるということです。

そして、今度、熊本地震の後、この新小屋桜山線と交差をして国道５７号のバイパスがミルクロード

からあがってきて立体交差になるのはいいんですが、何とこの新小屋桜山線からこのバイパスに乗り

降りをするインターチェンジができるんですね。私は、これは非常に問題だと思いましたが、一刻も

早くバイパスをつくらなくちゃいかん、区民の皆さんも協力をしなくちゃいかんということで重々、

なくなく同意をしてインターチェンジが今工事が進んでいるところであります。ところが、このイン

ターチェンジができるのはいいんですが、バイパスに乗り降りをする道路が出てまいりますので、せ

っかくあった歩道は、今度は寸断されるわけですね、歩いて渡れないんですよ、東西のほうに。 

そういう意味でですね、国道並みの通行量になっているこの新小屋桜山線がこういう状況でいいの

かということを質問したいわけです。 

そこで、要望として、１番は、国にも国道を通すインターチェンジをつくるという、そのために区

民の皆さん、町民の皆さん、協力をしてくださいということであるのですから、国にもきちんと要望

して、少なくともこの側溝に蓋をして、歩道の整備を進めると、町も一緒になって進めると、このこ

とが１点であります。 

２点目に、この町道と南側に平行して通称開拓道路、３ｍに満たないぐらいの幅の道路であります

が、これが並行して真っすぐ通っていたわけですけど、国道バイパスが立体交差で下を横切った関係

で、真っすぐな道がクランク状に曲げられて付け替えられました。ところが、これまで直線でしたか

ら大型のトラックであろうが、結構大きな普通車であろうが真っすぐ通過できたわけです。クランク

になったお蔭で大型の現在のトラクターは非常に大きいものがございますが、このクランクを曲がる
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のは非常に困難にであると、大きな普通車もクランクを曲がるのは非常に困難という状況となってい

るわけであります。本来、真っすぐ我々が通ってたこの開拓道路でありますが、このようにへし曲が

ったというわけですから、開拓道路の南側に農地を持っている人、あるいは宅地を持っている人は、

そこにたどり着くまでに非常にぐるぐると回らないといけなくなってしまったわけであります。そう

いう意味で、この開拓道路と新小屋桜山線の間に中間にでも進入路を付け替えるのが妥当ではないか

ということで質問をするところであります。 

○議 長（桐原則雄君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 荒木議員の新小屋桜山線の側溝の蓋の件と、開拓道路関連のクランクの問題

でございますけども、私もいつもあの辺通りますので、側溝の蓋というようなことについても国のほ

うに十分車の量が多いちゅうか、もう３年を迎えようとしておりますけども、交通量が多く、特に桜

山線につきましては、三吉原よりもあっちのほうを走ったほうが信号の関係か知らないけども、交通

量が多くなっておりますので、議員おっしゃるように、本当にできるときの道路の状態も北側のほう

に歩道あり、南のほうには歩道ついておるところとついてないというような状況で、また、蓋もデコ

ボコというような状況であるのはもう確かでございますし、いろいろと国のほうに要望をいたしまし

て、これまでもいろいろと要望しましたけども、県道であれば県にお願いしなさいとか、あるいは、

町道であれば町で整備しないさいというようなお話で逃げられてきておるような状況で、あの工事関

係等に伴うものについては、国でもできるものについては支援をしていきましょうというようなこと

を聞いておりますので、この辺については、再度要望していきますけども、ちょっと厳しい状況であ

りますので、この辺については、また町のほうで検討しなくちゃならないんじゃないかなというよう

な思いをしております。 

  それから、開拓道路ですけども、あれはやっぱりあのう工事をした国交省の責任にありはしないか

なと。あの３ｍぐらいの道路であのクランクを曲がるのはとてもバキュームカーはじめ、農作業の車

は通らない。せめてあと１、２ｍ５０か２ｍぐらい広くしとれば回れるのかなというような思いをし

ておりますけど、この辺については、国の事業関連でございますので、その責任をしっかり国のほう

に要望しながらやっていかなくちゃならないんじゃないかなと。そういう課題事項の中で、国のほう

に再度要望しますけども、いろいろと担当部長のほうで国とか、地元の関連で案もあるかと思います

ので、担当のほうから説明をさせていただきます。 

○議 長（桐原則雄君） 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） ご説明いたします。 

  熊本地震からの復興のため、国道５７号北側復旧ルートの二重峠トンネルは、着工から１年８カ月

で３千６００ｍを掘り終わるという異例とも言えるスピードで貫通いたしました。再び起こり得る災

害に備えるという意味でも、別ルートの確保は必要であります。しかし、５７号本線の復旧は未だ進

まず、５７号を利用する多くの人たちが負担を強いられております。このような中、地元の住民の皆

様は２４時間休み無しで負担を強いられているということは、国にもお伝えをしております。また、

これからもずっと伝えていきたいと考えております。もちろん早期開通のため、地元地権者の皆様の
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ご協力を得ておりますし、町も協力をしております。 

  側溝の蓋に関しましても、北側復旧ルートが新小屋桜山線を横断して、ボックスを入れました工事

のときに、数箇所の設置は行いましたが、工事箇所から遠い所は工事の理由付けが難しく、応じてい

ただけませんでした。現地を調査しますと、蓋がない箇所が約４７０ｍ、その内、道路より側溝が低

いためガードレールを設置しておりますのが２３０ｍあります。道路と側溝が同じ高さで並んでいる

のが２４０ｍほどありまして、先日、側溝に車が落ちる事故も起こっております。以前にも蓋かけの

要望は国に行いましたが、その返事は厳しいものでした。しかし、再び議会からこのようなお話が出

ているということで、再度国のほうには強く要望したいと考えております。 

  通称開拓道路の北側復旧ルートとの交差点部分は、ご指摘のとおり、クランク状になっております。

幅員も原型と同様とのことで３ｍほどになっており、直線ならばこれまで通りやすかったものが、か

なり難しくなりました。そこで、議員さんのご提案の町道新小屋桜山線と通称開拓道路を結ぶ道路で

ございますが、確かに西へ５００ｍほど行った先に里道が一本ございます。随分距離がございますの

で、このクランクから近いところで一本通せば、利便性は良くなるご提案だと思います。延長はどこ

を取っても２０ｍぐらいでございます。どこかに里道があれば早めに対応することもできるのではな

いかと思いますので、こちらも調査し、国へ強く要望していきたいと考えております。 

○議 長（桐原則雄君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 最初に道路の側溝の問題ですね、蓋の問題ですけど、今おっしゃったように、

先月の２８日の夕方、私の東隣りの道路沿いの家の目の前のこの１ｍの側溝に車が何て言うんですか

ね、ノーブレーキで、多分居眠りだったとは思うんですけど、側溝に落ち込んでしまったと。直近に

そういう事故がありました。以前にもバイクが落ちたり、何回か事故が起きています。それとですね、

この道路は、町長もご存じだと思いますけど、この道路に絡んで２人の子どもの命が犠牲になってい

るんですよね。１人は、こどもの日に通過車両によって跳ねられて命を失った。もう１人の方は、工

事中に命を奪われると、もうこの道路でですね、そういう不手際によって子どもの命が失われること

は絶対あってはならないと思うわけであります。その２月２８日の事故を私も、その車が落ちたとこ

ろをちょうど、落ちた当時は見ませんけど、落ちた直後を見ましたが、私も回覧板を持ってそこを歩

道がないところを歩いて、よく歩くんですけど、気が付いてなければ、そこを歩いていた人は間違い

なく犠牲になってたということです。そういう意味でですね、側溝の蓋をすれば、まだ改善の余地が

あるということです。 

それと、その大雨のときのこの水の問題ですね、私も何度もこの大雨が降ったときに物を浮かべて、

人間の足では追い付けるかどうかて調べてみると、とてもじゃないですね。それはオリンピックの選

手だったら追い付くかもしれませんけど、本当にこの１ｍの大きな水路、ちょっと下流にいきますと

さらに深くなっておりますので、子どもが流されたらまさに上大津の道路のあの暗渠の中にずっと流

されて、上井手にずっと暗渠ですから、とても命は助からないということです。 

また、私たちは、年に２回ほどこのガードレールのところの除草作業をやります。これは道路側か

ら草を切るんですよ。コーンを立ててやるんですけど、まあ一歩間違うと車に跳ねられてしまうと。
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それから、側溝側の法面、非常に危険ですね。これもまた草刈りがいつまで続けられるか本当に、誰

かが犠牲になるんではなかろうかと思ってずっと心配をしているところです。 

そういう意味でですね、国に強く要望しながらもできないのであれば、これは町が早急に、道路が、

国道がですね、開通するまで解決をするべき問題ではないかと思うわけです。 

進入路の問題はまた検討なさるということで、ぜひ里道等があれば、わずかな距離ですので、国の

責任もちゃんと指摘をしながら解決をしていただきたいと思います。そういう意味で、この道路のこ

の危険性、このままほっといて本当に誰かが犠牲になったら取り返しがつかないということで町長の

ほうにもう一度決意をお聞きしたいと思います。国がやらなければ町が何とかすると、そうでなけれ

ば、誰かがまた本当犠牲にでもなったら取り返しがつかないですよね。もう一度答弁を求めたいと思

います。 

○議 長（桐原則雄君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 議員おっしゃるように、桜山線については、もう前々から十分私も認識して

おるところであります。一番からあの道路の交差点の問題についてもだいぶん高尾野の皆さんのご意

見を聞きながら、先ほど言われましたように、死亡事故関連等も。しかし、今現在でもやっぱりあの

高尾野地区を走っている車のほうが７割近くあると、当初計画、我々の思ったよりも車の量は減って

いない。また、今後、中九州が大津熊本間できますけども、そして、北ルートへ走るその上のほうの

中核の側にまたインターができますので、あれから乗るような形になると、この区間の道路、今走っ

ておる皆さんがもう近道であるというか、安全であるというか、そういう状況でございますので、多

分、その車の量は減らないと思いますし、もちろんその辺については、担当部長が言ったように、住

民の皆さんに大変な負担を被っておるのはもう確かであるし、今後もそのような形になりはしないか

なと、しかし、やっぱりあの大津区間の中九高規格ができない限り、車の量は減らないというふうに

思っておりますので、これがあと１０年でできるかどうかというのは見えてこない状況でございます

ので、議員の言われるように、側溝の蓋の４５０ｍというような関連等については、担当部長のほう

に今後優先順位を検討しながら、町の町道でありますので、その道路管理者として前向きに検討をし

ていかなくちゃならないというふうに思っております。 

○議 長（桐原則雄君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 前向きに取り組んでいただけるということで、改めて申し上げますが、まさ

に町の一大プロジェクトでありました、中核工業団地ですね、の生命線を担っていると、によってつ

くられたと、現在は、そのまさに国道の代替道路という状況になっておりますので、もう人の命がで

すね、犠牲になるようなことは絶対あってはならないということで、早急に、真剣に取り組んでいた

だくことを求めて、次の質問に移りたいと思います。 

  ３番目は、豊肥線復旧を望みながらということで、同僚議員からも今回、豊肥線の問題等、あるい

は肥後大津駅の問題についていろいろ質問があっているかと思います。熊本空港とのアクセスの駅の

問題も急浮上したところでありますが、大津から阿蘇方面、今、ＪＲ豊肥線が地震によって不通とな

っております。やがて３年、あと復旧まで何年でできるんだろうかという、誰もが一刻も早い復旧を
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願っているところでありますが、現在は、大津から先は列車が通っておりません。皆さんもご承知の

とおり、線路には草がどんどんこれから繁茂するでしょう。東に行けば行くほど草の量が非常に多く

なるとの、私は実感をしているところですが、電車が今通らないと、だからこそ、今はできることを

やっておくべきではないかということです。一つは、以前からも話が話題になっておりましたが、図

書館と中央公園に歩道橋があれば、親子の皆さんが中央公園で遊んだり、あるいは、図書館に、それ

から跨線橋を渡って図書館に行くと、非常にこの子育て応援にそういう橋があったらいいんじゃない

かなという提案があったわけですけど、今の時期だからこそこういったものをぜひ検討するべきでは

ないかと。これが１点です。 

  それから、先ほど言いました、草がどんどんこれから生えてきます。ＪＲと相談してですね、多分

とても全線できるものではありませんけど、大津駅から近いところだけでもですね、線路の除草ボラ

ンティアとか、要するに、豊肥線に町民の皆さんがもっと親しみを持ってもらうと。これは町民にと

っても大事なことだし、ＪＲにとってもとても大事なことではなかろうかということで、鉄道への愛

着と、それから、美化ということで役立つのではないかと。そういうことで提案をしたいと思います

ので、お答え願いたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 荒木議員の図書館と中央公園の間に跨線橋をつくって利便性を図れというよ

うなことでございますけども、使用の面とか、いろんな面を考えますと、なかなか厳しい状況であり

ますので、私個人としては、今のところ考えておりません。 

  また、路線の草刈り関連等については、やはり管理者であるＪＲのほうに、議員おっしゃるように、

街中の経過、そして、もう一つは、よく事故があります踏切周辺、この踏切周辺については、農作業

や一般の方が通られる、例えば、運動公園の東側とか、特に多い、今まで多かったちょっとしたカー

ブの踏切については、やっぱりその辺については、ＪＲのほうにもお願いをしますし、できない場合

は、区役関係等の町の農地水をはじめとする地域支援事業関連等で行っていただくような、そのＪＲ

を思うちゅうか、その辺の心も育てていくためにも必要ではないかなというような思いをしておりま

すので、その辺については、その辺の踏切地域の皆さんとお話をしながら、やはりＪＲの管理責任を

しっかりお願いをしていければなというふうに思っております。まだまだ議員おっしゃるように、あ

と１０年かかるかどうかわからないと、しかし、我々はＪＲの阿蘇までの復旧を１日も早くお願いで

きればなというふうなことで、鉄道法の改正関係もできておりますし、その辺の地元負担というのも

今後出てまいりますので、できれば早く復旧・復興につながっていくことをＪＲのほうにも要望して

いきたいというふうに思っております。 

  内容等については、担当部長のほうからご説明をお願いしたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） ご説明いたします。 

  跨線橋につきましては、現在、電車が不通となっておりまして、この時期に工事ができれば、確か

に安全に施工できるものと考えております。しかし、跨線橋となりますと、かなりの費用を要するも
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のでございます。道路幅、ＪＲの敷地の幅を足しますと１７ｍございます。概算の概算でございます

が、階段状の歩道橋をつくった場合についてが１億５千万円から２億円、また、階段では利用がしに

くいというようなお話になれば、別途エレベーターを付ける必要もあるかと思います。その場合は、

別途５千万円から１億円程度の多額の費用を要することとなり、なかなか難しいもんであるというふ

うに、現在では考えております。 

  また、肥後大津駅から東へは豊肥本線が不通となっており、草も生え放題のところが見受けられま

す。ＪＲ敷地内から道路へ草がはみ出したこともあり、町に除草のご要望がありました。その際は、

ＪＲの担当の方に連絡をして、除草をしていただくということになっております。 

  また、議員がおっしゃいましたように、除草ボランティア作業については、ＪＲ九州へ連絡をいた

しました。議員さんのご提案には感謝の言葉をいただきました。ただ、線路や様々な機械など重要な

施設もあります。例えば、敷地の広い線路から離れた部分では作業をお願いできるかもしれませんが、

図書館付近のような市街地においては、すぐに計画はできかねますとのお話でございました。これか

らも大津町は鉄道と深く係わっていくという意味でも大変ありがたいご提案でございます。また、Ｊ

Ｒのほうとしても非常に感謝をされておられました。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 私は、ＪＲにごまをするつもりはございませんが、東北のあの大震災のとき、

皆さんもテレビ、ＮＨＫのテレビであまちゃんというテレビが、ドラマがありまして、あれに出てく

る三陸鉄道ですね、今は震災のあと、この三陸鉄道が徐々に復興する中で、改めて三陸鉄道がこれほ

ど大事な財産だったのかというのが非常に地元で見直されているそうであります。よそから来て鉄道

に乗っていただいて、地元に宿泊をして、土産を買っていただいて、こんなに三陸鉄道が今までその

大事さ、宝物に気づかなかったと、現地では言われているそうであります。まさに、この私たちのこ

の豊肥線が全く同じではないかなと、ですから、この豊肥線がより町民に親しまれ、愛され、そのこ

とが地域経済の活性化につながっていくと、町長がいつもおっしゃっておられます、宝物を発掘して

掘り起こすということにつながるんではないかということで提案をしたところであります。 

  町長のお話にもありましたように、跨線橋は確かにお金がかかりますけど、今電車が通ってない間

に町長がお話になりましたように、踏切の町が行うべきようなとこは安全に工事ができますので、今

のうちにできることは計画的に進めていくのがいいんではなかろうかと思います。 

  このことを提案をいたしまして、質問を終わりたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） しばらく休憩します。 

  午後２時より再開します。 

午後１時５２分 休憩 

△ 

午後２時００分 再開 

○議 長（桐原則雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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  永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 通告書にしたがいまして一般質問を行います。今回も２点質問しております。

いずれも町長に対して質問するものであります。 

  まず、はじめに、施政方針について。 

  毎年のことでありますが、このことについて質問をさせていただきます。通告書のとおり、施政方

針は、総花的にならざるを得ない性質を持っております。その短い時間に町長はすべがらく町全体の

ことを表現しなければならないという、ある意味苦しい立場でもありますので、それは仕方がないか

なと。しかしながら、随所に、今後の財政的不安が伺われました。そういったことを考えますれば、

行政経費、こういったものを少しでも減らしていって、今後の財政運営を安定させなければならない

と、私も考えたところであります。 

  どうすればそういった行政の経費が抑えられるのか、やはり、住民自治の推進、こういったものは

欠かせないと、そういったものを感じております。いろんな説明書の中で、例えば４０年間の公共施

設等の総合管理計画、こういったものが出されておりますが、そういったものを見て思いますのが、

４０年間、そういった安定的な計画を推進していくためには、人口の減少は食い止めなければならな

いし、逆に、増加させるようなそういった施策は望まれているのかなと思ったところであります。 

  いずれにしましても、４０年という先のことばかり話すわけではありませんで、今やれることは何

かということを考えなければならないと思います。やはり、無駄を省いて、必要最低限の行政経費の

この戦略的な計画、そういった施策が求められていると思います。各事業の公共性の検証をさらに強

めて、そして、廃棄と刷新を進めて引き締まった財政運営とすることが望まれると思います。 

例えば、今後の増大していく返済計画の中で、やはりそういったものを民間企業と照らし合わせて

みますれば、民間企業におきましては、赤字になったならばもちろんいろんなものが削られて、一番

そこに働く人たちに堪えるのは、給料の減であります。ですから、人件費を削減されるような状況が

民間企業は生まれるということであります。しかし、こういった状況下におきましても、公務員とい

う立場の方々は給料をもらえます。民間企業との違いは、借金は膨らんでも赤字という概念がないか

らであります。民間企業は、赤字が出れば知恵を絞り、経費を削り、それぞれが人一倍仕事をして、

黒字になるべく努力をします。すなわち、これを赤字の機能と申します。 

  わが町においても、その点をしっかりと各職員が意識をして、今後、熊本地震による返済が増えて

いくような状況において、今まで以上の知恵を出して、仕事に対する意識を高めなければならないと

思います。これからも大津町が発展していくためには、健全なる財政基盤としなければなりません。

補助金、助成金の見直しは基より、国・県の負担割合の精査による事業の見直し、そして、高齢社会

に対する介護予防の施策、特に、介護保険あたりを振り返ってみてみますれば、私が２０年前に議員

になったときというときは、本当に特別会計で大きい規模は下水道会計と国民健康保険会計が２０億

円ずつぐらいの財政規模だった覚えがあります。今となっては、国民健康保険と介護保険が２０数億

も３０億近くの規模になっているかなと思われます。この２０年間でそれだけ行政の中身も、対応の

仕方も変わってきたということを強く認識しなければならないと思います。それに対して、我々がで
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きることは何か、団体自治で皆様方のそういった料金、税金をいろんなもので集めて、そういったも

ので施策を展開するのか。それとも、自分たちでやれることは自分でやるという住民自治を発展させ

るのか。こういったことになってくるかと思いますので、そういったことを考えますれば、皆さん、

税金やいろんな料金、公共料金は低いほうがいいわけでありますから、それには、それに伴う住民の

方々の協力が必要不可欠ということが求められると思っております。 

  また、そのためには、住民各位のモチベーションを上げる施策も必要となります。まさに変化の時

代であり、不確実性の時代であります。身の引き締まった行政機関の土台をつくりあげなければなら

ないと思われます。ですから、ここはやはり町長自らトップマネジメントをしっかりとして、これか

らの来たるべく将来に向けて、体制整備をきちんとつくっていかなければならないと思われます。こ

の点について、町長に質問をいたします。 

○議 長（桐原則雄君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 永田議員の指摘・提案について、誠にありがとうございます。本当に少子高

齢化、介護や年金、人口減少を迎える中におきまして、町の必要であるもの、必要でないものをいろ

いろ、そして、また活性化するために何が必要かというようなお互いバランスよい町の発展の計画を

長期的にやっていかなくちゃならないんじゃないかな、そのために、今何をやっておくべきかという

ようなことでご説明をさせていただきたいと思いますけども、全員協議会において、公共施設等の総

合管理計画の改訂の概要についてご説明をいたしまして、計画期間は平成２６年から向こう４０年間

の計画ですが、現存する公共施設を大規模改修したり、そのまま同規模で建て替えを行ったと想定し

た場合、４０年間で９７３億円、年平均２４億円以上の費用がかかり、投資的経費の平均と比較する

と年間約４億円不足する見通しが出ました。 

  また、公共施設等の総合管理計画の前提として、人口の予測もしていますが、国立社会保障・人口

問題研究所の最新のデータによりますと、２７年後の２０４５年には、約３万８千人までずっと増加

する見込みとなっております。しかしながら、その後の予測がありませんので、計画の最終期の２０

５０年には人口減に転じている可能性も否定できない状況です。これらを踏まえますと、公共施設に

ついては、２０２０年に新庁舎や災害公営住宅等の整備が一段落しますので、今後は新規整備を抑え

て、既存施設の長寿命化を図るとともに、施設の建て替えをする際には、各々の施設を複合化したり、

施設そのものを小さくしたり、あるいは、利用状況によっては民間委譲したり、廃止を検討しなけれ

ばならない施設もあると考えています。 

公共施設等の総合管理計画は、全公共施設の現状や長期的見通しを「見える化」にしたことにすぎ

ないと考えていますので、具体的には、来年度から２年間で個別施設計画を策定し、施設ごとの老朽

化の状況や更新の時期を明確にし、また、アクションプランにより財政支出を勘案の上、平準化を図

りながら優先順位をつけて公共施設等の更新を進めることとしております。 

  しかしながら、近年の公共事業における国や県からの補助金の交付状況を見ておりますと、補助金

ありきの予算編成では最終的に町が一般財源を多く支出してしまう可能性が十分に考えられます。場

合によっては、先送りや中止の事態を招き、事業の進捗に影響を与えることになります。こういった
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公共施設の課題を乗り越えていくためにも、余力ある自治体を目指し、健全な財政運営をさらに推進

していくことも重要なことと考えております。その手法としては、第６次大津町振興総合計画の進行

管理におきまして、内部評価と外部評価による評価を実施し、ＰＤＣＡサイクルに基づいたマネジメ

ントを行うこととしています。これまでも最小の経費で最大の効果が得られるような事務事業の見直

し等を行ってきたところですが、さらに推進を図ってまいります。 

  さらに、必要な財源を確保するためには、事務の見直しの中でＩＴやＡＩを活用した省力化や事務

の民間委託、指定管理制度の検討や導入を進め、事業の優先化や重点化を図ることで効率的な行政運

営に努めてまいります。 

  また、併せて、地域の課題の中で、地域で解決可能なものは地域で取り組むことも重要であると思

います。そのためには、これを引っ張っていけるリーダーが必要であり、そのために、今、地域づく

り支援事業やまちづくり担い手育成事業等について、人材育成にさらに力を入れ、取り組んでまいり

たいと思います。 

  公共施設関連等の個別計画関連等、その他につきましては、担当部長のほうからご説明をさせてい

ただきます。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） 説明をさせていただきます。 

  まず、公共施設における個別施設計画についてご説明申し上げます。 

  個別施設計画については、２０２０年度中に策定するよう国から要請されているところですけども、

橋梁や下水道等のインフラの施設については、ある程度策定済みでございますので、それ以外につき

ましては公営住宅のみが策定ができている状況でございますので、その他について、来年度からです

ね、コスト削減のために一括の業務委託によりまして、残りの公共施設全部を策定することといして

おります。初年度に全対象施設の建物調査を行いながら、２年かけまして、２年目に長寿命化や更新

の方針を策定する予定としております。 

  永田議員言われますように、無駄を省く手法といたしまして、個別施設計画の策定のメリットとし

ましては、まず、建物の長寿命化や更新の方針を策定することによって、更新費用の圧縮が図られま

す。他自治体の計画を見てみますと、学校施設の例でございますけども、大規模改修だとか、長寿命

化の改修を行うことで、耐用年数を６０年のものをさらに１０年、２０年と、例えば、８０年に延長

した場合、将来４０年間の更新費用を約２割削減できるというような試算も出ております。施設の構

造は、ＲＣ造りのほか、木造や鉄骨造りなどもありますので一概には言えませんけれども、長寿命化

策を実施することによって、全体の将来更新費用を数パーセントから数十パーセント削減できるもの

と考えております。 

  また、二つ目といたしましては、平成２９年度に創設されました、公共施設等適正管理推進事業債、

起債でございますけれども、これが適用可能となりますので、国の平成３１年度地方債計画において

は、４千３２０億円が予算化されておりますけれども、集約化とか、複合化事業や長寿命化事業など

の６事業がございまして、充当率が９０％、交付税措置率が財政力に応じまして３割から５割という
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のもございますので、こういったメニュー等の活用も考えられるところでございます。 

  町としましても、早急に個別施設計画を策定しまして、将来の公共施設の財源不足を少しでも縮減

できるようできるだけ有利な財源を活用しながら施設の更新等を進めてまいりたいと考えています。 

  次に、議員言われます、公益性の検証でございますけども、これにつきましては、政策評価になり

ますが、昨年度、第６次振興総合計画を策定いたしましたので、今年度、進行管理のための評価制度

の見直しを行いました。内容としましては、それぞれの評価段階において、振興総合計画のビジョン

や施策等を意識しながら、事業の課題や方向性を精査できるものにしたところです。また、評価シー

トにつきましても、ＰＤＣＡサイクルがよりわかりやすいシートに変更いたしまして、事業の見直し

を推進することとしております。 

  今後、多額の費用が見込まれる公共施設関連の事業を計画的に推進し、行っていくためには、財源

確保はもとより、その他の事業の必要性だとか、公益性、これらを十分に勘案しながら限りある財源

を効果的に活用しなければならないと考えているところです。 

  また、町におきましては、もうしばらくはですね、人口増の傾向が続くという予測でございます。

ただ、いずれは人口減少の時期が来ることも見据えながら、行政サービスの維持、向上を図っていく

ことも重要であるということで考えております。 

  また、議員言われました、団体自治、それから、住民自治の関連でございますけども、やはり、町

長も先ほど申し上げましたように、地域の課題を地域で解決するための取り組みについてでございま

すけども、平成３０年度は、まちづくりのための校区別の懇談会を３回実施をいたしました。３回目

の懇談会の中では、地域の課題の掘り起こしをテーマにワークショップを行う中で、実際出てきた意

見としては、やっぱり高齢化や人口減少で生活自体、それからコミュニティにももう支障が出始めて

いるといった集落もあるといった意見もありまして、やっぱ地域ぐるみで課題解決に向けた取り組み

が必要であるというような声が多く聞かれたところであります。そのためにも、先ほど町長も言われ

ましたように、キーマンになる人材の育成が、それも継続的な育成が必要でありますので、新たに設

けました地域人材を育成するための、支援するための「まちづくり担い手育成事業補助金」や、これ

までの「地域づくり活動支援補助金」などをですね、有効活用しながら、地域の活動と地域をリード

する人材育成、これについてもつなげていければということで考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 再度質問いたします。 

  町長、総務部長の答弁を聞いていて思いますことは、一般的にはほぼ１００点の答えだったのかな

と思います。しかし、そこから先が議員の役割でありまして、難癖くせつけるわけではありませんけ

れども、私が感想を述べさせてもらいますれば、ごく一般的に言われていることの集約であって、そ

の内容というか、その計画や対処方法というのは非常に平面的にしか感じられません。私は、もっと

先に行ってもらいたいがために、そういったものを３Ｄで考えるような立体的な考え方がやっぱり必

要なんです。その立体的な考え方というのが、実はそこがマネジメントなんですよね、実は、そのト
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ップマネジメントていう考え方、町長が長としてですね、やはりそれを役割を担っていくためには、

そういったものを町長と議論するために私もいろいろ調べてみました。これが適正かなという文献と

申しますか、私の好きな著者のその言葉をここで引用させてもらえればですね、マネジメントに携わ

るものは、危険、機会、変化に備えるには何をすべきかを考えなければならないということで、４行

ほど書いてありまして、第１に、俊敏に動けるよう組織のぜい肉を落とさなければならない。重要な

ものに力を注げるよう適切なならざる事業や活動を廃棄しなければならないがひとつ。そしてまた、

２番目に、時間を最も高価な資源として管理しなければならない。やっぱこういったところがやっぱ

マネジメントの考え方というのは、ただものじゃないんですね、時間というものがこういったところ

で出てくるんです。特に研究者、技術者、経営管理者など、恒久の人たちの時間と取り組まなければ

ならない。非常に意味が深いと思います。第３に、成長の種類を識別し、管理しなければならない。

生産性の向上があって初めて健全な成長と言える。第４に、最も重要なこととして、人材の育成に努

めなければならないということです。ですから、今答弁の中で町長が言われました地域にやっぱりこ

うリーダー的な人材が必要だなと、そういったことによって地域が活性化してという形を言われまし

た。 

  それでは、全体的にその大津町がそういったリーダーを育むためにどういった体制をするのかとい

うのは、やはり行政、これこそ公益のためにあるのが行政ですけれども、この行政を司るこの大津町

役場の長たる町長がトップマネジメントを敷いて、この部長の体制でやっておりますけれども、こう

いった体制が本当に有効に働いて、そしてまた、それが地域に波及する、そういった流れを作らなく

てはならないということですね。ですから、町長が各地域に赴いて説明をするとか、そういったもの

を求めているものでは全然ないんです。町長は、そういった部長クラス、幹部職クラスの方々をきち

んとマネジメントのその枠内できちんと育てていかなければならない。その方々がまたこのピラミッ

ド型でどんどん末広がりにですね、広がっていくということが必要ではないかな。そしてまた、総務

部長の今後の財政計画の対処法、いろんなものを聞きました。そういった国もやっぱり人口減に入っ

ている地域というものは多いことで、いろんな施策を出してきている。そういったものを最大限に活

用したいということで、そこはきちんとこの国というシステムの流れを理解されているということで、

私は非常に理解されているなということで、そういった計画自体はうまくいくんではないかなと思い

ます。そしてまた、こういったときにですね、よく使われるのが、イノベーションということをよく

使われます。例えば、その新しい結合や基軸、新しい切り口、新しい捉え方、そういった新しい活用

法というものを想像していくというイノベーションというのがよくこういったときには使われるわけ

でありますが、ここでまた一つ文献が面白いのが出てきまして、イノベーションに成功するものは、

実は保守的であるということです。多くの方々は、イノベーション、そういった革新的なですね、こ

とにそのトライして、そして新しい行政システムをつくるんだとか、いろんなこうリスクを負うかも

しれないけれどもというような考え方では、実は成功の確率は低いんですね。そういった心理学者と

もども、そういった起業家精神とか、そういったものをテーマにしたものではリスク志向であるとい

うことをよく言われるそうです。しかしながら、この私が調べた文献の中でおもしろいのが、一人の
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成功者と言われる起業家の方に、コメントが求められて、その成功者と言われる方が答えた言葉がお

もしろいんですね。皆様方の話に戸惑っております。私はいわゆる起業家的な人に会ったことがあり

ません。成功した人たちに共通する点は一つ、すなわち、リスクを起こさないということです。彼ら

は皆リスクを明らかにして、それを最小限にしようとしています。そうでなければ成功はおぼつかな

かったでしょうということです。結局ですね、自由奔放にいろんなものにトライするのはそれは勝手

です。しかし、それは自己責任でやってほしいということですね。公的な立場の方というものは、そ

ういったリスクが多いものはやっぱりトライするべきではない。しかしながら、よくマネジメントの

配下において、調査・研究して、これならやれるぞというふうな計画が立つのならば、やはりトライ

しなければならない。そこの感覚というのが非常にトップマネジメントで求められるところだろうと

私は思います。ですから、いろんなそういったものを考えますれば、成功するためには、この町が今

後も伸びていくためには、リスク志向ではいけないということですね。そういったものをきちんと注

意しながらやっていかなければならないし、それでは、じゃあどこに視点を置くかと言ったならば、

やはり世の中のそういった流れの中のどういった流れ、トレンドなのかですね、傾向にあるのか、予

測されるものが何かあるのかというものをきちんと把握しながら、それを機会として捉えて、そして、

マネジメントを組み立てなければならないと、そういうふうに思います。ですから、イノベーション

は大切です。しかしながら、それがリスクを伴うものであるならば、最小限にしなければならないと

思います。そしてまた、東日本大震災からもう８年という年月が流れておりますが、未だにですね、

復旧・復興というものは進んでいないという事実がもう既に明らかになって、熊本地震におきまして

も、さて、これで終わりかなということではないんですよね。これからも続きます。そういったこと

を考えますれば、先ほど４０年間の公共施設等の管理計画等こういったものを言いましたけれども、

さらなる負担が増える可能性も出てくるでしょう。こういったものがそういった創造性とか、知恵と

かで乗り越えられるならばこしたことはありません。やはり人材育成というものがそこには求められ

てくると思います。ですから、働き方改革やいろんなものがあって、私はもうかなり前から言ってま

すよね、役場の職員の方々に求められるのは専門性ですよって、誰でもできるような仕事をしていち

ゃもうだめなんですよというのは、これもうずっと前から私は言っています。じゃないならば、臨時

職員の方も役場の職員も同じ仕事をして、給料の格差が出てきたらだめでしょうということを言って

います。ですから、今、この地震から復興・復旧の最中ではありますが、こういったときに人材育成

をしっかりとやることによって、さらなる大津町の土台が、行政の土台がしっかりとなっていくと、

そういうふうに考えます。この点について、再度、町長に質問いたします。 

○議 長（桐原則雄君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 永田議員のお考えについて、我々も本当にそのように努力をしていかなくち

ゃならないし、また、我々企業でなく、サービスをモットーにして町民の幸せを求めていく職員であ

りますので、その幸せを求めるためには、やっぱり大津町の元気と活性化と代表的な健全がなくては

町民の幸せにはつながってこないだろうと。じゃあそのためには、議員がおっしゃるように、まずは

トップがどのような体制で指導、育成をやっていくかというのが大切ではないかなというふうに思う



 154

し、そのためには、議員おっしゃるように、やっぱり世界の流れ、経済、時、その時をどう見つめな

がら、どうそのリスクを少なくしながらチャンスに変えていく行政の施策が必要になってきやしない

かなというふうに思います。もちろんそれには私トップだけではどうしようもないので、ある程度は

やっぱりそれぞれの大学や専門の先生の意見を聞きながら、その中で、やはり職員の育成をしっかり

図っていかなくちゃならないんじゃないかなと。そういう職員の頑張りがあってこそ、多くの町民の

幸せへつながっていくんだなというような思いをしておりますけども、やはり大津町の現状につきま

して、今いろいろと議員の皆さんも心配されておられます。豊肥本線の問題をはじめ、アクセス交通

の関係でこのままではというようなお話がもうしっかりと私の胸にも打っておりますので、新たなも

のにやっぱり挑戦するような段階をということで、今、一歩前へ進めながら、次の用途地域と、それ

に基づいて次の手段を選んでいかなくちゃならない。しかし、やっぱりこれ町だけでは何もできませ

んので、国や県の力を借りながら、あるいは、ご了解を得ながら、この地域の発展に国・県からも支

援を、支援ちゅうか、知恵をお願いする、そういう大切な大津町になりたいなというようなことで、

今後も県関連ともしっかりと話を進めていかなくてはならないというふうに思っております。そうい

う事業関連等について、やっぱり５年、１０年はかかるような長期なものでございますので、それが

出来上がるとやはり２０年、３０年のサイクルで時代は回っていく、そのサイクルに間違いのないよ

うな施策を我々はしっかりと取り組んでいけるように地域住民をはじめとする職員とともに、頑張っ

ていければなというふうな方向で今後、人材育成を今、職員と地域のそれぞれの人材に力を入れてお

るというような状況でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 町長たる人はそういったこう思いがですね、町に対する思いというのは非常

に強いというのは私もわかっておりまして、町長がトップとして今後行政を切り盛りしていく中で、

やはりマネジメントという言葉を使いましたけれども、人材育成が非常に大切になってきます。です

から、町長が今答えられた答弁あたりを聞いて、幹部の方々がどう感じられたかということが非常に

大切なんです。ここの感性を持ちえた部長なり、課長なりがですね、どんどんこう町長が持ち上げて

いくべきで、自分がここまで指示せんとお前たちはわからんとかていうような体制ではもうだめだと

いうことですよね。ですから、歴史を見ても、やはり有名なる城主というものは、本当素晴らしい側

近がいるということですよ。町長は１人です。ですから、例えば、副町長がおられます。そして、各

部長がおられます。そして、その下に課長がおられます。そういったトップマネジメントが行き渡る

体制整備というものが本当に立体的にできれば、本当にですね、そういったものが血の通ったその大

津町が本当にできていくんではないかなと感じたところであります。ですから、この１問目に求める

答えというものは、そういったこれからの大津町に必要となる行政の体制というものは何かといった

ときに、やはりそういったメンタルな面でも非常に高い感性を持った職員が頑張ってもらいたいなと

思うところであります。 

  ２問目に移ります。 

  阿蘇くまもと空港のアクセス問題であります。 
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  この件につきましては、いろいろ新聞等々で皆さん知っておられますし、我々議会としてもですね、

一体県はどういった話になっているんだということで、地元の県議会議員にもちょっと来ていただい

て、説明をしていただいたところであります。びっくりするのは、さしたる意見もでなかったという

説明ですよ。その程度です。がっくりするというか、もう開いた口が塞がらない。地元の議員がそれ

ぐらいの説明だったんですね。もう選挙前ですからあまり言えませんけれども、一票の弊害かなと。

そういった政治の問題を言いますればもう終わりません。加計や森友問題にしても、みんなおかしい

と思っていても、やはり寄らば大樹の陰というような世の中なんでしょうかね。やはり本当の民主主

義というものはどこにあるのかなと考えざるを得ないと思いますが、ちょっと話が逸れましたけれど

も、元に戻って、そういった今回の延伸や複線化の問題にしてもですね、感じるところが、まさしく

うちの蒲島知事の今回はフライングだと思っておりまして、知事の発言がありました。そして、数日

後に今度はＪＲ九州の社長の発言は別の答えをまた言っている。ただ、知事が一人で考えたのかいて

いうようなことから始まりましたよね。あれっておかしいですよね。ですから、ＪＲ九州の社長から

するならば、商業的に企業としてやっていくにはこちらのほうが優位性があるんだというような計算

をもとに言われた。ただ、政治的には、自分たちは運動公園とかいろんなものを生かしながらこっち

のほうがいいとか、駄々をこねたような感じにしか聞こえませんでした。ただ、これはですね、もう

既にこの大津町よりは上位団体が言っていることですから、我々がとやかく言っても変わらないでし

ょう。その事実は事実として我々は認識するべきです。ですから、これで大津町から延伸しなさいと

か、そういったことを私は考えておりません。ただ、この事業に対してからは膨大なる税金の投入が

必要であり、そしてまた、時間がかかるという事実ははっきりしています。ですから、そういった事

実が出たときの対処法というのを我々はきちんと話すべきではないかな。そのＪＲに固執してはいけ

ないと、今回思い、質問をするものでありますが、おもしろい記事が飛び込んできました。昨日でし

たか、産交バスが福岡～阿蘇に急行を新設するということですね。で、訪日外国人を阿蘇くまもと空

港からじゃなくて、福岡空港から連れてくると。それとか、福岡に、例えば韓国とか、いろんなとこ

ろから船が着きます。そういった博多に着いた方々を連れてくるというようなルートを計画されて、

これを実行すると、来月１日からというニュースが飛び込んでまいりました。これを見た時にさすが

だなと思いました。これが経済ですよ。ＪＲがなんぞやて、バスのほうが有利だぜって言っているん

ですね。もう経済競争ですよね。こういった動きというものを我々はきちんと把握して、じゃあいつ

になるかわからないようなそういった軌道の延伸とか、そういったものを望むよりも、今現在進行形

でやりますよっていった方々を応援して、そして、相乗効果を得た方がいいと思いませんか。私は、

こういったものを今後トンネルも貫通から開通へと向かっていく中でですね、やはり対処方法という

ものを今考えておかなければ、乗り遅れると思います。これは今の流れですよ。ですから、これが成

功でもしたらほかも参入してきます。そのときに、じゃあ大津町はただの通過点かと言われたときに、

例えば、阿蘇くまもと空港駅に一度寄りますというような形を取る。また、そこでまた人々が集まっ

て、その福岡阿蘇間で途中で乗車する。いろんな形が考えられるんですね。ですから、ＪＲ抜きでも

う考えてもいいんじゃないかなというふうにも考えます。ＪＲは、もう今の固定された線路はどかす
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ことはできません。バスは自由に、それこそＪＲが動脈とするならば道路というものは毛細血管のご

とく広がっておりますので、いろんなところに行けるんですね。そういった利便性を高めたバス業界

が参入してくるということですから、これはおもしろいことですよ。ですから、私は今回、質問の要

旨に菊池市のことを述べております。広大な台地を持った菊池市であります。そして、やはり自然、

水、いろんなものがですね、実は、地理的条件やいろんなものを考えて、もうここでは地政学的優位

性と書きましたけれども、やっぱりあるんですね。実際、確かにこれからの高速輸送とか考えたとき

には、熊本空港は欠かせません。熊本空港の需要のあり方、そういった産業界による需要のあり方と

いうものは、重いものを運ぶのは飛行機は得意ではありません。それこそ精密機器とか、失礼しまし

た精密機器じゃなくてそういった半導体の集積回路とか、いろんな小さくても高性能なチップとかで

すね、そういったものを輸出にはできる状況がやっぱり船よりも早くて、いろんな国外に飛んでいけ

る飛行場だと考えておりますので、そういったものを考えたときに、産業界をもっともっと発展させ

たいと考えて、じゃあ大津町で単独で発展させるのか。それともそういった豊富な自然の資源を持っ

たところとして、やはり企業が求めます水やそういった税制もですけれども、いろんな形で人材が確

保できるとか、いろんな条件をこう企業は持ってきますので、そういった時に、大津町が手を組むと

言いますか、協力しあってやれるのはどこかっていうことを考えました。四方八方大津町は恵まれて

いるところだと思います。ただ阿蘇方面というのは、もう今後もちろん伸びていくだろうし、結局、

最初に言いました産交バスというのも福岡阿蘇と言ってるんですね、福岡大津阿蘇じゃないですね。

阿蘇というのはそれだけ魅力的な場所ですね。私は、経済建設常任委員会ですので、その委員会の継

続調査に基づいて、菊池市のその関連の委員の方々と市議会の人たちと懇談会を先々月ですかね、持

ちました。そして、懇親を深めたところであります。そういったところでですね、少しでも幅広く、

大津町から飛び出していろんな協力関係を築きあげて大津町も相乗効果で伸びていくというような形

をとりつつ、大津町を拠点としたい。観光においても、産業においても、経済全般において大津町を

ここでゲートウェイという言葉を使いましたけれども、やっぱりそういったもう出入り口になる。大

津町を通ってくださいというような、やっぱり拠点としての優位性を高めていく。大津町から菊池、

大津町から阿蘇とか、じゃなくて、菊池から大津を通って阿蘇とか、いろんな形がですね、そういっ

た形で結ばれる拠点が大津町というものを、こういったものをやっぱりこう進めていくべきではない

かなというふうに考えております。ですから、今回、このＪＲの延伸問題につきましては、数名の方

が午前中にも言われましたけれども、いろんなそのことに対して、皆さんのいろんな考えがあるとこ

ろでありますが、私は、もう既に起こったことを引き伸ばすんではなくて、我々独自の政策をここで

組み立てていくべきではないかという提案であります。こういった形で、どこにそういった分岐の駅

ができるとかいうのは、それはもう流れに任せていいことじゃないかなと、そういったことに賛成、

反対というような時間は、非常に無駄な時間になりはしないかなと。それよりも新しく想像性をもっ

て構築していく、そちらのほうが大切だと私は考えますので、この点について町長に質問いたします。 

○議 長（桐原則雄君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 永田議員の空港関連等についてでございますけども、県は大空港構想の基本
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的な考え方に対しまして、阿蘇くまもと空港を熊本地震からの復興のシンボルとして、空港の優位性

を最大限に引き出し、空港周辺地域の活性化につながると、そういう中におきまして、大津町を含む

空港周辺地域は、熊本県経済力を力強く牽引する地域にしたいという将来像が示されております。 

  これにつきまして、町も第６次振興総合計画の中で、大空港構想と連携し、阿蘇くまもと空港周辺

地域としての優位性を最大限に生かした創造的復興の実現を図るため、新たな活力拠点の創出などに

取り組もうとしているところであります。議員が言われるように、なかなか町民が次の発展のために

運動公園、大津町の運動公園周辺の関連で一生懸命言われておりますので、その起点についても、

我々もしっかり取り組んでいかなくちゃなりませんし、もちろん、県はＪＲともう一歩前へ進んでお

りますので、大津町として、今さらこちらへというのは大変厳しい状況でありますので、せめて豊肥

本線の現状と空港ライナーの推移をしっかり、そのために、大津町がこの優位性をどう生かして、こ

のＪＲの増便なり、あるいは空港ライナーの利活用、あるいは、議員おっしゃるように、観光バスと

か、あるいはその車利用のできるような形が大津町にも必要ではないかなというふうに思っておりま

す。３月には大体空港ビルの関係が民営化の関連である程度決定するんじゃないかなというお話も聞

いておりますので、そのような形になると、またそこの受けた大手企業関連等がどのようなことをや

っていくかと。例えば、空港の今平面の駐車場ですけども、これは空港の４０ｍまではいい状況です

ので、やっぱり立体化して、車の確保を図っていかれるとともに、そのための今後の道路周辺地域と

もしっかりと連携をしていかれるだろうというふうに予測しております。議員おっしゃるように、菊

池市との関連、あるいは山鹿、こういう形については、前々から熊本空港で降りて、ただ熊本県だけ

でなく、福岡へ行くための菊池、山鹿を通って玉名、そして福岡空港から帰るとか、あるいは、逆の

コースもあり得ると。しかし、我々としては、今、残念ながら阿蘇、世界の阿蘇ということと、天草

関係が有名になっておりますので、その辺をどう生かしていくためには、大津町とやはり周辺地域、

その周辺地域の活性については、県の北部の振興室とご相談しながら、大津町の優位性をしっかりと

活用できるようなことを訴えていかなくちゃならない。そのためには、熊本大津間の中九州高規格道

路ができあがってくるような状況になる。あるいは、その熊本空港へのピストン輸送になるかもしれ

ない、その区間が大体１０年近くかかるだろうし、また、それに伴いまして、今、川辺に工業団地が、

県が持っておる工業団地、これがやっぱり大型の企業を呼びたいというような状況を聞いております

ので、そういう県の流れに対して、大津町がどのような形でやっていくか。それまでいろいろと都市

マス関係でできなかったものを今回都市マスで前へ進めるような形でその辺の周辺の整備を考えてい

かなくちゃならないんじゃないかなというような思いをして、大津町のこれからの玄関口としての活

躍、活路をしっかりと県と相談しながらその大津町の今の優位性をもっともっと活用できるようなこ

とを進めていかなくちゃならないんじゃないかなというふうに思っておりますので、今後につきまし

ては、新たな都市計画マスタープランの土地利用構想や市街地整備方針などに基づいて、周辺地域か

ら大津町へお越していただけるような活力あるまちづくりを進めていければなと考えております。 

○議 長（桐原則雄君） 永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 再度質問いたします。 
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  時間がありませんので最後になるかと思いますけれども、町長も理解されているとおり、１０年は

かかるだろう、資金はどうするんだろうということの心配も出てくるし、我々が知らないところで、

水面下で県とＪＲの折衝はあっているだろうし、いろんなものが進んでいるだろうと、こういったこ

とを考えましても、じゃあ今、我々が何をできるかということを考えますれば、例えば、その最近で

すね、私もまた勉強し直して、朝から１日１ページの経済紙をずっと広げていって、何かいい町長と

の議論はできないかなと調べておるところで、付箋紙をこういっぱい貼っていくわけですけれども、

その中でですね、出てきたのが、やっぱりこう経済や社会の不連続性ですね、不連続性の発生と、そ

れがもたらす影響とのリードタイムを発見利用することであると、これは非常に成功につながりやす

い。この今、町長と議論した中のリードタイムはどこでしょうかと。その１０年間かもしれませんし、

例えば、ＪＲが通るまでいろんな形の間というものが必ずあるんですね。そういったものを利用する

ことは非常に重要で、成功に導かれる可能性は強いということです。これをその著者である人は既に

起こった未来であると、もうそういうふうにできているんだよと、だから、そのリードタイムを利用

しようじゃないかということです。そしてまた、くるべきものに形と方向性を与えるべきビジョンを

描き、それを実現することである。すなわち、来るべき未来を発生させることであるということです。

皆さんはご存じのピーター・ドラッカーの言葉ですけれども、結局ですね、未来における不確実性と

いうものはぬぐえない。しかしながら、方向性というものは、県なり何なりが示してきて、我々の違

うところで動いている。流れているというものがあります。こういったところの間というものは何か

て考えれば、結局、その実行まで、実現までに時間がかかる、その間の時間、リードタイムを利用す

るっていう隙が生まれますよって。じゃあ我々がそういった産交バスのこういった計画あたりをです

ね、考えたときにどうするかとしたときに、大津町が一つのこう昇降場となってするためには、例え

ば、駅の南口を見た時には、あのコインパーキングは邪魔ですよね。あれはできた時から赤字体質で

す。何でこやんとば計画したかと、その当時の係を怒ったことがありますけれども、ああいった無駄

なスペースは非常に弊害になってくるんです。ですから、ああいったところを、例えば、バスとか、

教育関係のそういった送迎とか、いろんなですね、乗合バスの駐停所にして、解放したりとかして、

そういったものはきちんといろんな業者と話し合って、どうすれば使いやすいですよということで、

どんどん活用していただいて、そして、それを待つ方、それから、降りる方がですね、もう周りに人

があふれさせるようにするんです。そして、町の商工会なんなりが向こうの何ですか、ふれあい散歩

道の方々やにっこり会の方々が知恵を出して、いろんな商売が広がる。町の経済が活性化される。そ

ういったものを計画していく。そしてまた、いろんな企業というものがやはり大津を通って、ゲート

ウェイを通っていただくということで、結果として、拠点としてのこういった実績をアピールするこ

とによって、いろんな大きな流れを大津町に引き寄せてくるというのが私の考えであります。 

  ですから、今何もしないんじゃなくて、大津町がやっぱり拠点なんだよという施策も今展開しない

といけないということです。 

  最後の質問になると思います。町長に質問します。 

○議 長（桐原則雄君） 町長家入 勲君。 
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○町 長（家入 勲君） 今、永田議員言われますように、この期間、リードタイムちゅうか、それを

やっぱり生かしていかなくちゃならない。そのためには、やっぱり大津町の活性化を、何をどうする

かと。今、我々は大津駅ばっかりにＪＲの関係で頭がそちらに行っておりますけども、ある同僚議員

のお話によると、あれはあれでもういいんじゃないのという答弁をさせていただきました。新たなも

のをどっかに作らなくちゃいけないんじゃないかなというようなことで、今、都市マス関係で土地利

用関係をさせていただいております。そういう関係で２、３年前から県のほうとも相談をさせていた

だいております。そういう国の手順、県の手順というのがございまして、なかなか厳しい事務屋同士

では前へ進めないような状況でございますけども、どうにかそのクリアを今年中にはやっていきたい

なというような思いで、新たなまちづくりの中で観光、産業や、あるいは、人口減少になるところの

地域、阿蘇市からありますけども、そういう地域から道路の整備、あるいはＪＲの整備をしていただ

くために、大津に就職し、働き、買い物、病院、そしてお帰りになって、地元にお帰りになって、そ

こに住んで自然の国土を保全していただく。そういうような役割を大津町が果たしていけるようなま

ちづくりを一つ一つ時間は長いんですけども、そういうようなやり方を大津町の生き方としてやって

いければなというような形で、町民の人口は多いほうがこしたことないんですけども、コンパクトな

大津町を今後つくっていければ自然とそのような素晴らしいまちづくりにつながってきやしないかな

というような思いをしておりますので、一気にできないことでございますけど、その１０年間の間に

方向性がしっかりと見えてくれればなというような思いをしております。本当に議員各位の理解ある

ご指摘やご指導、感謝しております。今後ともよろしくお願いしておきます。 

○１３番（永田和彦君） 終わります。 

○議 長（桐原則雄君） これで本日の一般質問は終わりました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

午後３時０１分 散会 
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議 事 日 程（第４号） 平成３１年３月１４日（木） 午前１０時 開議 

 

日程第１ 一般質問 

 

               午前１０時００分 開議 

○議 長（桐原則雄君） これから、本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は議席に配付のとおりです。 

 

日程第１ 一般質問 

 

○議 長（桐原則雄君） 日程第１ 一般質問を行います。 

順番に発言を許します。 

山部良二君。 

○２番（山部良二君） おはようございます。傍聴席の皆様におかれましてもお忙しい中、お越しくだ

さり大変ありがとうございます。通告にしたがい、山部良二が一般質問をいたします。 

  本町では、どのような町にしていくかの道標として第６次大津町振興総合計画が策定されました。

本計画は、町政運営の総合的な指針と位置付けられる本町の最上位計画です。その後、都市計画マス

タープランが策定されました。これを長期的な事業展開の指針として計画的に施策の推進を図ってい

かなければなりません。しかし、社会情勢の変化や三里木からの鉄道延伸などでますます不安定要素

が増していると考えています。 

  町長は、施政方針の中で、夢と希望が叶う元気大津を町の将来ビジョンとして掲げ、持続可能なま

ちづくりを目指すと所信されています。持続可能なまちづくりとは何ぞやと言いますと、すべての人

が安心して暮らしやすい住環境や基本的なサービスを受けられる。そして、自然災害にも強く、社会

的弱者に配慮され、環境負荷の少ないまちづくりではないでしょうか。 

  また、持続可能なまちづくりを推進していくには財源が必要となります。そのためには、財政力指

数を上げ、本町を財政力の強い自治体に生まれ変わらなければいけません。 

  私は、大津町を強い自治体にするには、福祉・医療・子育て支援などの支出と同時に、地場産業の

振興も推進していく、これにより雇用が拡大し、消費需要も増大する。結果として、物品の生産が増

える。それにより、消費者一人一人に安心感が生まれ、事業機会の拡大がもたらされ、その結果とし

て、さらに雇用が拡大し、消費需要が増大するといった好循環が生まれると考えています。あえてい

いますと、行き過ぎた緊縮財政論が諸悪の根源だと考え、人、未来への投資を強く進めるべきだと思

います。緊縮策や身を切る改革では財源は生まれません。我が国のデフレ脱却が実現するまでは、地

方財政も借金返済を優先するのではなく、返済は借り換えなどで先延ばしにし、地域産業や人々にお

金が回ることを優先するべきです。市町村の税収は、住民税が多く占めます。子育て支援などの充実

などにより、生産力人口を増やし、町民の所得を増やし、消費を拡大させて法人の事業を活性化させ
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ることが税収確保の道です。ですから、財政調整基金も貯め過ぎは不要であり、デフレ脱却まで取り

壊しして財源にすることも視野に入れるべきではないでしょうか。 

  以上の点を踏まえて、町長にお伺いいたします。 

  １、社会情勢の変化や三里木からの鉄道延伸などや周辺自治体との競争激化により、厳しい経営環

境にさらされることとなる事業者（地域の中小企業）への支援策や活性化策が必要となってくると思

いますが、町長の見解をお伺いいたします。 

  ２番目です。中長期的な視野に立った地域経済活性化のため、「新事業・新産業の創出」、「経営革

新と産業人材の育成」、「地域商業・サービス産業の振興」などの本町独自の基本戦略はあるのかお伺

いいたします。 

  ３番目です。新規就農者支援体制の整備について、具体的な支援策をお伺いいたします。 

  ４番目です。鉄道延伸（三里木）の影響で人の流れが変化し、本町の将来人口推計が悪い方向（人

口流出）に向かう可能性も予測されます。若い人たちが地域定着・環流に向かう魅力的な仕事づく

り・働く場が必要となりますが、現在の雇用促進策を強化する必要性があるのではないでしょうか。 

  その４点に対してお伺いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 皆さん、おはようございます。本日の第１番目の山部議員の一般質問にお答

えしたいと思います。 

  大津町の第６次振興総合計画に基づく産業振興関連等についてのご質問かと思いますけども、まず

心配されております阿蘇くまもと空港アクセス改善といたしましては、豊肥本線三里木駅から分岐し

て、空港へ延伸することで、ＪＲ九州と基本的な方向についての合意が県ではなされております。議

員のご指摘のとおり、大津町としても社会情勢の変化と合わせまして、産業面全体にわたり懸念され

るところであります。 

  これまで厳しい経営環境に置かれている事業者への支援につきましては、基本政策の工業の振興の

工業立地支援の中で、中小企業の店舗や機械整備の利子補給等を行っております。 

  次に、新事業・新産業の創出につきましては、商業の振興の活性化支援の中で、商工会と連携し、

創業の入門講座やセミナーを開催しております。 

  また、経営の革新につきましては、農業の振興の農業の担い手の育成の中で、大津町独自のスマー

ト農業のプロジェクトを進めております。 

  次に、新規就農者支援につきましても、農業の担い手の育成の中で、相談事業と国の補助を活用し

た農業次世代人材投資事業等で推進をしております。 

  最後に、若者の雇用促進につきましては、工業の振興の人材確保の中で、企業連絡協議会や高校等

との連携事業を行っております。 

  今後につきましても、地域経済の活性化、雇用の拡大を目指して、産業の創出を推進していきたい

というふうに思っております。 

  それぞれの立場の中で、大変困っておられる状況、関連等もございます。そういう状況につきまし
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て、担当部長より詳細を説明させていただきます。 

○議 長（桐原則雄君） 経済部長本古庄啓起君。 

○経済部長（古庄啓起君） おはようございます。ご説明申し上げます。 

  議員ご指摘のとおり、社会情勢の変化や周辺自治体との競争の激化により、産業への支援策や活性

化が必要となります。 

  まず、商工会では、強みである「地域に密着した顔の見える支援」を行っております。具体的には、

小規模事業者に寄り添って支援する伴走型小規模事業者支援推進事業を行っておるところでございま

す。商工会と連携する創業家支援につきましては、平成２９年度には２件の実績があります。今年度

も相談を継続している案件があります。その他にも専門家派遣及び金融相談など創業支援を強化して

いるところでございます。町は、事業のＰＲや相談者への引き継ぎ等を商工会と連携し、支援してい

ます。 

  次に、企業誘致につきましてご説明申し上げます。 

  大津町は、自動車や半導体関連企業が進出し、熊本県の産業の拠点となっております。これら進出

企業の関連企業や地場産業として多くの中小企業が立地し、本町の経済を支える大きな役割を果たし

ております。振興総合計画の施策の方針として、今後、交通の利便性や企業の集積など、大津町の特

性に応じた新たな成長分野の企業誘致を目指すこととしております。また、その検討・実施にあたっ

ては、県などの関係機関との調整のもと、必要に応じて用途地域の指定、基盤整備の実施を進める計

画でございます。 

  新規就農者への支援体制につきましてご説明申し上げます。 

  農業は、思い立ってすぐに始められるものではなく、十分な準備と時間が必要となります。特に農

業を維持していくためには技術や知識が必要で、農地取得等の準備が重要となります。そのため、県

内におきましては、「農業を始めたい。」という方に対する専門相談窓口として、県庁内に新規就農支

援センターを開設しております。また、各地域振興局農業普及・振興課や町の農政課、各農業団体等

におきましても相談を受け付けております。なお、寄せられた就農相談につきましては、関係機関が

情報を共有するとともに、連携・協力した相談会を実施し、就農までの支援策の検討と助言を行うな

ど、支援体制を整備しております。 

  新規就農者に対する支援策につきましては、就農までの支援と、就農後の支援の２つがございます。

就農までの支援につきましては、農業次世代人材投資事業の準備型があります。これは熊本県の認定

研修期間や農業大学校などで研修を受ける方で、原則として、就農予定時の年齢が４５歳未満で、農

業経営者となることに強い意志を有することなど、いくつかの条件を満たすことで、年１５０万円を

上限に最長２年間の補助金交付を受けることができるなど、就農前の研修期の生活安定を支援してお

ります。 

  また、就農後の支援につきましては、農業次世代人材投資事業のうち経営開始型により、独立・自

営就農をする新規就農者が、市町村から青年等就農計画の認定を受け、認定新規就農者になるなど、

いくつかの条件を満たすことで年１５０万円を上限に最長５年間の補助金を交付し、就農直後の経営
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確立を支援しております。今年度の実績は、９経営体に補助をしており、さらに、認定新規就農者に

なることで、無利子の青年等就農資金や経営体育成支援事業などの機械導入補助事業を受けることが

可能となるなど、様々な支援策を受けることができるようになります。 

  このように、新規就農を希望する方に対しては、県・町・関係団体などが連携を密にした支援体制

を確立しており、就農相談に対して、いつでも支援が行えるよう準備をしております。 

  先ほど、町長からスマート農業につきまして答弁しましたが、現在、大津町では、進出いただいて

いている多数の農業機械メーカーや、ネットワーク大津など、集落営農法人、ＪＡ、県と連携し、ド

ローンやロボット、ＡＩ、ＩｏＴなどの技術を活用した最適な技術体系を確立する実証研究を始めて

おります。 

  最後に、企業等雇用対策につきましてご説明申し上げます。 

  平成３１年１月の菊池管内の有効求人倍率は１.６９倍です。依然として高率で推移しており、人

手不足が続いております。町内の企業では、その対策として、より人手をかけない機械の導入が進め

られており、また、外国人労働者の雇用も増えております。大津町では、今後も外国人労働者が増加

することを考慮し、住居や地域とのコミュニケーションを支援していきたいと思っております。 

  企業の皆様からの相談の中に、従業員の住まいの問題があります。通勤ができない人たちのために、

町は空き家の改修や社宅の建設につきまして企業と相談していきたいと思います。 

  次に、若者に対する雇用促進策につきましてご説明申し上げます。 

  大津高校、翔陽高校、大津支援学校や菊池管内の高校を対象に、町内にある優れた企業を紹介し、

高校生の地元就職につなげ、将来は大津町に住んで家庭を持てるような施策を実施しております。 

  一つ目は、町企業連絡協議会の「企業と学校との情報交換会」です。企業連絡協議会７１社の紹介

と学校の就職担当者との情報交換を実施しております。 

  二つ目は、昨年から取り組んでおります「お仕事発見フェア」でございます。こちらは菊池管内２

市２町で行っているもので、菊池管内の企業の紹介とプレゼンテーションを行い、仕事の内容や企業

が求める人材を説明するもので、昨年は管内の高校２年生が３６０名参加しております。 

  三つ目は、町内高校生を対象とした工場見学会です。昨年は、就職希望の２年生１３０名が就職の

ミスマッチを軽減し、定着率の向上を目的に、町内の企業１１社を訪問し、実際の仕事を見学してお

ります。 

  このような事業を行った結果、今年度の大津高・翔陽高生の就職は、町内、県内に多数就職してお

ります。特に翔陽高校は、県内企業への就職率が県内実業高校ＮＯ.１の８６％でございました。 

  今後につきましては、子育てを支援し、教育に力を入れ、働く雇用の場を確保を目指して、関係者

と相談していきたいと思います。 

  また、製造業だけでなく、ソフトウェア関係などのＩＴ関係企業も誘致し、若者定着につなげてい

きたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 山部良二君。 
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○２番（山部良二君） 再質問させていただきます。 

  ３点目の就農者支援と４点目の若い人たちの地域定着について、再度お伺いいたします。 

  今、聞いたところで、今現在は、就職率等もいいということでありますが、これからですね、今後、

鉄道延伸等で人の流れが変わって、菊陽にもう一つの光の森ができるようなことになれば、人口が流

出する可能性もあるのではないかと思いまして、次の質問をさせていただきます。 

  総合戦略の中でも大津町の人口、活力を維持していくためには、若者の流入を維持すること。今後

は、現在の企業と集積特性を生かしながら、継続して本町の企業と若者をつなぐ取り組みや地域性を

生かした新たな産業を創出することなどにより、若者の移住・定住を維持、誘導していくとあります。

ですが、他の市町村でも同じような総合戦略は掲げています。果たして、同じような戦略で若者たち

は大津町を目指してやってきてくれるのでしょうか。例えば、空き家バンクや空き家リノベーション

事業など、他市町村も掲げている施策だけで大津町が魅力的に見えるでしょうか。どこの市町村もや

っていないような新たな施策が必要で、そのことが若者の地域定着につながっていくのではないでし

ょうか。 

  そのことを踏まえまして、次の点についてお伺いいたします。 

  １点目ですが、諸外国に比べ、日本では住宅補助制度が発達していないので、若者が一人で住まい

を借りることが難しい状況となっています。年収２００万円以下の若者が親元から離れられない現状

があると思います。そこで、若い人たちが定住・移住していただくために、就労意欲のある低所得の

若者を受け入れる単身用の就業就農支援住宅を低廉な家賃で供給する事業を計画してはいかがでしょ

うか。もちろん、就職し、経済的な基盤ができれば２年を目途に空き家バンク等に移っていただくよ

うな施策をし、本町の中小企業で働きたい若者たちに住宅を供給することで、企業誘致にもつながる

と考えています。 

  ２点目です。若い世代が安心して就職、結婚、妊娠、出産、育児をしやすい社会をつくるには、社

会保障が重要となってきます。急増する空き家など、町が借り上げ、就労意欲のある若者や低所得者、

新規就農者、住まいを必要とする人々に提供する仕組みづくりを行います。もちろん、保証人や敷金、

礼金は不要とします。また、新規就農者には、農地付き空き家を利用していただく制度づくりが必要

で、さらには、住宅確保、要配慮者向けの賃貸住宅の供給促進計画の枠組み以内で月４万円の家賃補

助の対象世帯をプラスする取り組みが必要ではないでしょうか。 

  ２点についてお伺いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） 経済部長古庄啓起君。 

○経済部長（古庄啓起君） 私のほうから２つご説明申し上げます。 

  まず１点は、就労意欲のある低所得者の若者を受け入れる単身用就業支援住宅を低廉な家賃で供給

する事業計画を計画してはというところでご説明申し上げます。 

  就職活動を支援するための単身者向け支援住宅は大変よい提案でございます。しかし、未だ大津町

では、住宅に困窮し、町営住宅を必要とする子育て世帯から高齢者までの幅広い世代の方々がいらっ

しゃいます。若者定着に向けた住宅につきましては、企業連絡協議会から意見を徴収しながら、若者



 170

定着に向けて有効な手立てを考えていきたいと思います。 

  もう一つ、新規就農者に対して、農地付き空き家の定住支援につきましてご説明申し上げます。 

  近年は、不在地主の増加に伴い、管理者が不明確な農地や空き家が社会問題となっていることから、

国土交通省では、地方における空き家対策としまして、平成３０年に活用の手引きを作成しておりま

す。 

  今後の空き家の利活用、移住促進、新規就農支援の観点から、自治体が運営する空き家バンクと農

業委員会の手続きを連動させ、空き家と農地がセットの場合、下限面積要件を１００平米まで引き下

げるというものです。 

  現在、農地の取得にあたりましては、農地法で農地の権利移転に係る加減面積が５千平米と定めら

れており、農業委員会の許可が必要となっておりますが、平成２１年度の法改正により、地域実情に

応じて町農業委員会が別段の下限面積を設定できることとなりました。 

  平成３０年１０月現在で３２都道府県、１５３の市町村が取り組んでおり、全体の７割が１００平

米の設定となっております。 

  本町におきましては、空き家バンクの設立に併せまして、所管課である総合政策課、農地の取得の

許可権者である農業委員会と連携を図り、先進事例も参考に新規就農者の支援を図りたいと考えてお

ります。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） 空き家等を活用して、いわゆる住宅に困窮されている若者や外国人やいろ

んな方が安定して提供するようなシステムをつくってみたらどうかというようなご提案かと思います

けれども、空き家バンクにつきましては、現在、不動産協会等に協定締結の、今、素案を提示をして

いるところでございます。理事会の意思決定を今待っている状況ですけれども、契約締結後にですね、

今お話が出ました低所得者や新規就農者、また外国人等も含めてですね、そういう方々が入居しやす

いような何かこう取り組みができないかについては、また、その後に協議をですね、させていただき

たいなということで考えております。 

  住宅確保の要配慮者向けの賃貸住宅、いわゆる住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進、これに

関しましては、県がですね、今月３月末に供給計画を今策定しているというところでございます。そ

の県の計画を元に市町村におろすということで聞いておりますので、その後、市町村の計画を定める

予定になっております。民間のいわゆる賃貸住宅を公営住宅並みに下げて提供するようなシステムで、

それについて国あたりがですね、ある程度支援をしていくというような内容になっておりますので、

民間賃貸に関わる問題でもありますので、今後、先ほど空き家バンクの後に協定の締結についてです

ね、お話を申し上げましたけれども、不動産協会等の意見をですね、聞かせていただきながら方向性

についてもまた検討させていただきたいと考えております。 

○議 長（桐原則雄君） 山部良二君。 

○２番（山部良二君） ぜひ今言った、住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の供給促進、進めていただき

たいと思います。 
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  最後に１点だけ、総合戦略の中にも仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込む好環境を確立するとあり

ます。何度も言いますが、移住・定住促進と安定した雇用の創出が鍵となります。そこで、中小企業、

農業経営など、地域産業の振興を加速するため、地域の特性に応じた産業政策や中小零細企業者支援、

推進する取り組みが必要であることから、本町の責任は、大企業、銀行の地域貢献等を明記した中小

企業地域振興基本条例を策定する必要があると考えますが、見解をお伺いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） 経済部長古庄啓起君。 

○経済部長（古庄啓起君） ご説明いたします。 

  中小企業地域振興基本条例は、中小企業基本法に基づく、地方公共団体の特性に応じた中小企業に

関する施策でございます。 

  熊本県におきましては、熊本市、八代市など幾つかの市町が制定しておるところでございます。熊

本市におきましては、経営向上、経営改善などの中小企業者の努力や事業活動に伴う中小企業者との

連携を大企業の役割としており、一方で、行政の役割として、中小企業振興施策の効果的な実施のた

めの連携を掲げております。大津町における条例の制定につきましては、中小企業者の状況や震災か

らの復興状況、メリット等を様々な角度から検証を行い、研究させていただければと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 山部良二君。 

○２番（山部良二君） ぜひよろしくお願いいたします。 

  最後に、身を切る改革で財源を生み、福祉を充実すると緊縮策に発した大阪府の政策は実らず、財

政の硬直化が進み、経常収支比率は１００％を超え、平成２９年度には１０５％となり、全国平均の

９４％と比較すると高い水準にあります。実は、１００を超えているのは全国で唯一大阪府だけなの

です。もう一度言います。緊縮策や身を切る改革では、財源は生まれません。人、未来に投資するこ

とが肝要ではないでしょうか。 

  では、次に入ります。 

  振興総合計画の中に、男女共同参画の促進とあり、審議会や各種団体と連携しながら子どもから高

齢者まで幅広い世代の交流を通して、意識の啓発を行い、男女共同参画を推進しますとうたってあり

ます。しかし、ＷＥＦによる男女格差の度合いを示すグローバル・ジェンダー・ギャップ指数で調査

対象となった１４９カ国のうち、日本は１１１位と落ち込んでいます。前年度より４ランク浮上した

ものの、依然として総体的に男女平等が進んでいない経済圏の一つとして、厳しく指摘されています。

経済的機会の分野の評価では、収入の男女格差が大きいこと１０３位、や管理職ポジションに就いて

いる男女の人数の差が大きいこと１２９位、などが大きく影響しています。日本では、女性を積極的

に登用する制度を打ち出すと、決まって適切な人材がいないから登用していないだけ、女性に下駄を

はかせるのかといった声があがりますが、東京医大の入試で女性差別がありました。これは男性社会

の罠に見えてしまいます。上智大学の三浦まり教授のレポートを引用すると、日本社会は、家事や育

児、介護などの責任を主体的に負わない人をモデルとして組み立てられ過ぎていると言われています。

政治でも、企業でも公的領域と私的領域を完全に切り離して物事を進めていくのがプロであるといっ

た暗黙の了解がまかり通っている。ケア労働は、女性が無償でやってきたものという意識が根強いか
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ら賃金も低く抑えられているとあります。だからこそ意思決定の場に女性が増えていけば、これまで

当然とされてきたそういう意識も変えていける可能性があるとレポートされています。実際、この議

場を見れば一目瞭然ではないでしょうか。 

  それでは、質問に入らさせていただきます。 

  １番目です。女性職員の活躍の推進に受けた数値目標の達成状況は。２、男性の育児休暇の取得率

とイクボス宣言の取り組みは。３、男女共同参画推進体制の目標の達成状況は。また、行政区嘱託員

区長等の女性登用状況をお伺いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 山部議員のご質問にお答えしたいと思います。 

  少子高齢化社会の進展や社会経済情勢の急速な変化の中で、女性の積極的な社会参加が重要な課題

と、これまで国や県、町において様々な取り組みが進められてまいりました。大津町では、平成１３

年より男女共同参画推進プランを策定し、５カ年ごとに計画の見直しを行い、現在は第３次男女共同

参画推進プランとして男女が共に安心して自分らしく生きられる社会の実現のための施策を実施して

きました。 

  また、平成２３年２月には、町民と行政が連携・協同して、男女がお互いに人権を尊重し、性別に

関わりなく個性や能力を発揮できる社会を実現するため、大津町男女共同参画都市を宣言いたしまし

た。さらに、平成２７年４月には、大津町男女共同参画推進条例を策定し、基本理念を定め、町、町

民及び事業者の責務を明らかにし、さらなる政策を総合的かつ計画的に進めているところです。しか

しながら、男女の固定的な役割分担意識など未だに慣習として残っている状況にありますので、今後

につきましても、さらに、家庭、地域、学校、職場などあらゆる分野において、男女共同参画に係る

啓発を進めてまいります。 

  状況等について、担当よりご説明をさせていただきます。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） 山部議員のご質問の中で、数値目標の達成状況等の部分につきましてご説

明を申し上げたいと思います。 

  まず、議員ご質問の女性職員の活躍の推進に向けた数値目標の達成状況でございますけれども、平

成２８年度に大津町における女性職員の活躍推進に関する特定事業主行動計画というのを策定してお

りまして、女性職員の活躍の推進について数値目標を定めております。その中で、一つ目の採用関係

でございますけれども、目標としましては、平成３２年度までに女性の採用試験の申込者数及び受験

者数の女性割合、これについて過去５年間の平均である３５％から、これを４０％以上にするという

目標に掲げております。目標の達成率ですが、申し込み、受験割合ともに、平成２９年度採用は、目

標値４０％を達成しているものの、それ以外の年度については達成ができていないという状況もあり

ます。結果、期間内の達成を目指し、今後も引き続き取り組みを行ってまいりたいと思います。 

  次に、２点目の目標であります、配置・育成・教育訓練及び評価・登用関係でございますけども、

目標としましては、平成３２年度までに、管理的地位にある職員、いわゆる部長、課長、審議員でご
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ざいますが、及び課長補佐、主幹、係長に占める女性割合を、平成２６年度の実績である１７.６％

から２５％以上にするということを掲げております。 

  これにつきましては、平成２８から３０、各年度とも目標達成には至っておらないという状況です。

３カ年の平均も９.６％ということで低い水準となっております。課長補佐、主幹、係長に占める女

性の割合につきましては、平成２８年から３０年の各年度、１７.６％は上回っているもの、これも

目標達成には至っておりませんで、３年間の平均割合も２０.８％となっております。しかしながら、

平成３０年度の課長補佐、主幹、係長に占める直近の女性の割合でございますけれども２４.１％と

なっており、管理職登用を見据えた登用と人材育成を今後とも引き続きやってまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、３つ目の目標であります、家事、育児をしながら活躍できる職場環境の整備でございますけ

れども、この目標につきましては、３２年度までに育児休業を取得する男性職員の割合を２割以上に

するということを掲げております。 

  計画後、平成２８から３０年の３年間でございますが、男女あわせて延べ２３名が育児休業を取得

する中、男性職員の取得者は１名のみとなっております。過去３年間の取得率の平均割合としては４.

４％となっておりまして、目標には遠く及んでいないと状況でございます。 

  次に、２点目のご質問でございます、男性育児休業の取得率とイクボス宣言の取り組みについてで

ございますけども、男性の育児参加につきましては、町振興計画や男女共同参画プランと連携を図り

ながら、職員が安心して育児参加ができる環境や雰囲気づくりに努めてまいりました。しかしながら、

男性の育児休業の取得につきましては、先ほど申し上げたとおり、１件の取得実績はあるものの、熊

本地震や人口の増加、また権限移譲等に伴う行政需要の大きな伸びなどもございまして、実際に制度

があっても男性が育児休業を取得しづらい状況にございます。 

  男性の育児休業につきましては、先ほど申し上げましたように、１名だけ１年間の育児休業の実績

ございますけれども、過去３年間では平均４.４％となっておりまして、これも達成には遠く、目標

には及んでおらない状況です。 

  平成２６年に連合が公表した調査結果によりますと、男性の育児休業が阻害される要因としては、

１位が代替職員がいないということ。それと、２位が経済的な負担、そして３位が職場の理解がない

ということがあげられております。１位と３位が職場に関する要因でありますことから、男性職員の

育児休業を促進するためには、職場の環境改善が重要であると考えているところでございます。 

  一方で、妻の出産の付き添いに伴う休暇につきましては、平成２９年には７人おりまして、これは

対象職員の７０％です。３１年２月末にも３人ございまして、これは対象職員の５割になりますが、

男性職員も付き添い関係ではですね、制度を利用しておりまして、短期間であればこういった育児参

加に対しては抵抗感が薄く、積極的な姿勢が見受けられるというふうに感じております。 

  このようなことを踏まえまして、育児休業につきましても１年でなくともですね、短期間な、これ

は最小では１日という取り方も可能でございますので、そういった取り組み推進の第一段階として、

意識の高い職員に短期間の育児休業や年次有給休暇等の取得などについて働きかけを行いながら、実
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績を重ねることで、男性職員の育児参加への免疫を本人や職場、そして双方に付けることができ、職

場の取得しづらい雰囲気の緩和を図ることも可能かと考えているところでございます。 

  また、イクボス宣言につきましては、職場で共に働く部下や同僚のワークライフバランスを応援し、

自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司や管理職のことを指しておりますけれども、県でも同

じような取り組みでよかボス宣言というような取り組みをやっております。この取り組みをした自治

体は１３市町村となっております。本町のよかボス宣言については、熊本地震等とですね、職員の長

時間労働や上司の周囲の働き方に対する価値観や男女の役割分担に関する意識など、職場の理解や雰

囲気づくりなどの課題も多く、よかボスの取り組みについては、今、遅れている状況でございます。 

  先ほど申し上げました、短期間の育休とかですね、そういうことの取り組みによって、まずは職場

の雰囲気の情勢を図っていくことで、男性が子育てに参加しやすい職場環境の整備に今後も努めてま

いりたいと思います。 

  ３点目の男女共同参画推進体制の目標の達成状況、それから、行政区嘱託員区長さんの女性登用状

況についてお答えをいたします。 

  男女共同参画推進体制では、庁内推進体制の強化、それからリーダーの育成等々の目標を掲げてい

るところでございますけれども、その庁内推進体制の強化の中で、女性の各種委員会とか審議会にお

ける女性委員の登用率を２０２０年度までに３割を目標に進めておるところでございますけども、本

年度までで今２２.２％ということで伸び悩んでおるところでございます。行政区嘱託員、区長会と

も現在女性は２名ということで、地域のまとめ役という立場で女性の割合が、ここについてはちょっ

と際立って低いという状況でございます。 

  これらを阻害する要因としては、やはり男女があらゆる分野で平等になるための意識を改めること

が重要でありますので、多様な意思や政治や社会の政策、方針等に公平・公正に反映がされますよう

に、今後とも女性の声が町政に届きやすくなるよう、庁内における審議会等への登用等につきまして

もですね、引き続き取り組んでまいりたいということで考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 山部良二君。 

○２番（山部良二君） １点だけお伺いいたします。 

  やっぱり職場の理解、これが一番だと思いますので、その辺の考え方を改めていただきたいと思い

ます。改めて、ジェンダー・ギャップをなくし、女性が輝く社会づくりを推進しなければいけません。

その取り組みをお伺いいたします。簡潔にお願いします。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） まずは、職員の研修の中でですね、特に管理職、よく職場の環境の中でや

はり取りやすい環境が一番かと思いますので、そこらあたりのですね、いろんな制度等の利用につい

ての推進を研修等で進めていきたいということで考えております。 

  それから、ジェンダー関係ですけれども、男女共同参画プランの中にＬＧＢＴとか、最近ではソジ

（ＳＯＧＩ）などの表記についてがございますけれども、これらにつきましても、今は表記されてお



 175

りませんけども、さらに男女共同参画の考え方を進めていく中でも大事な啓発の一つかと思いますの

で、これについても努めて推進していきたいということで考えております。 

○議 長（桐原則雄君） 山部良二君。 

○２番（山部良二君） 今後ますます取り組みを加速するとともに、共に女性職員の人材ループが十分

でないと言い訳をせずに、女性幹部職員の登用を積極的に進めていただきたいと思います。 

  では、次の質問に入ります。 

  県は、三里木駅から空港まで高架を主体とした新路線として整備し、県を中心に設立する第三セク

ターを建設し、路線など設備や車両を所有する。そして、運行や保守点検はＪＲ九州に委託する。こ

こで問題なのはですね、ＪＲとの協議で、熊本駅から空港までの直通運行することを検討する余地を

残していると言っていることです。ということはですね、三里木～大津間の減便の可能性が残された

ままであるということです。ですから、本町をあげて粘り強く要望していく必要があります。また、

熊本地震で部分運行が続く南阿蘇鉄道が２２年度を予定する全線復旧を見据えた提言が必要になって

くるのではないでしょうか。高森町、南阿蘇村、そして地震によって不通が続く豊肥線に関係する阿

蘇市も巻き込んで、阿蘇・大津地域の観光振興の起爆剤となるような提言をするべきではないでしょ

うか。 

  これらのことを踏まえて、３点について提言いたします。 

  県もＪＲ九州も減便ありきで考えていないと説明していますが、県に対して絶対に減便しない確約

を取るべきではないでしょうか。 

  ２点目、車両点検等でアクセス鉄道の車両が豊肥線に乗り入れるなら、大津方面へ乗り入れ、でき

れば三里木～肥後大津間複線化し、空港から阿蘇・南阿蘇鉄道への直通列車運行、特急列車や観光列

車を走らせることを県に提言するべきではないでしょうか。 

  ３は、スポーツの森新駅の設置を改めて提言いたします。 

○議 長（桐原則雄君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 山部議員の空港アクセス関連でもう皆さんご承知のように、１２月、県から、

そして我々も１月２４日、説明会で検討し、また、１月３１日には議会と一緒に各団体とともに、Ｊ

Ｒや県や関係団体のほうに大津を基点にと、分岐をお願いしたいというような要望をしっかりとやっ

てきておるところでございますが、その後、県が２月の２１日にＪＲとのアクセス鉄道整備の基本的

な方向性に合意したとの発表があったところであります。 

  議員のご質問にありますように、今回の空港アクセス鉄道の整備につきましては、県は、減便あり

きでは考えておらず、肥後大津・阿蘇方面の豊肥本線利用者の利便性維持のために、豊肥本線への乗

り入れはしないと発表されておりますが、特段の事情で豊肥本線への乗り入れを検討する場合は、設

備改修などの負担の一切を県が負うという事項も合意内容でございますので、この場合においても肥

後大津・阿蘇方面への利便性の維持は確保するとのことですので、利便性維持は約束された形にはな

っているものと認識しておりますが、将来にわたって利便性が維持確保できるよう、議員のご提案の

乗り入れに伴う引き込み手法や豊肥本線の一部複線化なども含めて提案として検討し、必要な要望や
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協議は、県、ＪＲに対しても、町としても利便性の確保に努めてまいりたいと考えております。 

  また、議員のご提案のような豊肥本線の一部複線化などによる肥後大津・阿蘇方面へのアクセス整

備を含めた観光振興も重要だと考えておりまして、今回、県とＪＲなどの関係機関に提出した要望書

の中でも、今回の空港アクセス問題は、単に大津町だけの問題ではなく、肥後大津駅を中心に考えて

みたときに、大津町は阿蘇・南阿蘇地区や山鹿・菊池地域をはじめ、隣接県にも向かう県北部観光の

重要な位置にあり、利便性が高い公共交通のアクセスポイントになっていることなどを訴えておりま

す。さらに、この問題は、大津町を結節点として接続する阿蘇・南阿蘇地域や山鹿・菊池地域などの

産業や観光の振興に関わる重要な問題でもあり、これらの地域との連携が必要だと考えておりますの

で、県に対しても県北地域の振興を担う県北広域本部にもその支援をお願いするなど、要望をしてお

るところであり、今後もしっかりと意見交換をやっていきたいと考えております。 

  そのほかにも、今月には南阿蘇鉄道再建の関係について、副知事をリーダーとしながら高森、南阿

蘇、山都町、西原、大津というような関係で会議を開いておりますので、日ごろからこの豊肥本線関

連等についての早期復旧と南鉄との絡み、それから、この大津関連についてもお話をやっておるとこ

ろでございますので、マイナスにならないようにしっかりと取り組みを、意見をさせていただきたい

というふうに思っております。 

  最後に、スポーツの森駅への新設置でございますが、今まで多くの住民や議員の皆さんから提案を

させていただいております。本当にこの新駅についても、ＪＲについてしっかりと要望をしてきたと

ころでございますけども、なかなか厳しい状況でございますので、やはり方法として、今後、都市マ

スタープラン等を基にした土地利用の見直しの中で周辺地域の開発やスポーツ文化コミッションによ

る運動公園の利用者などの状況をみながら、ＪＲ九州に新駅設置について協議を今後もっていければ

というようなことで考えております。現在につきましては、大変厳しいＪＲの状況でございますので、

周辺の環境整備を進めながら、今後、ＪＲにお願いしていければなというふうに思っております。 

  再度、担当部長のほうより詳しくご説明をさせていただきます。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） ご説明申し上げます。 

  ただいま、町長の答弁にもありましたように、空港アクセス鉄道の整備につきましては、県のほう

としましては、豊肥本線への乗り入れはしないとの方針をだされておりまして、空港方面への乗客は、

一旦三里木駅で乗り換える形になり、通行車両は、空港と三里木駅間をピストン輸送するイメージか

と思われます。しかし、議員がご指摘されております空港アクセス鉄道の車両基地の位置次第では、

車両点検目的での豊肥本線への乗り入れも想定されます。また、この場合、三里木駅からの分岐に関

して、車両引き込みの方法などによっても状況が変わってまいりますので、この点につきまして、県

の交通政策課に確認しましたところ、具体的な鉄道整備や車両の運行方法などはこれからＪＲと協議

を行っていく事項であるということで、現時点では決まっていないとの回答でございました。また、

ＪＲ九州のほうにもお尋ねしましたけれども、豊肥本線への乗り入れはしないと県からは聞いており、

利便性は確保されるものとＪＲとしても考えているということでございましたので、今後も利便性は
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確保されるものかと考えているところでございます。仮に、豊肥本線に乗り入れになった場合なども

想定すれば、議員ご提案のような豊肥本線の一部複線化や行き違い設備の設置などによって、空港駅

から肥後大津・阿蘇方面への乗り入れも可能になり、大津町や阿蘇や南阿蘇方面への観光振興につな

がるよう有効な方法の一つではないかと考えられますので、今後、アクセス鉄道の整備に関する様々

な情報を把握しながら、必要な要望を行うなど利便性の確保のための対応を検討してまいりたいと考

えております。 

  また、新駅の設置に関してでございますけれども、ＪＲ九州からは、現状の周辺状況や町運動公園

スポーツの森大津の利用状況では、新駅設置は困難と言われておりまして、現在の利用者数が年間ス

ポーツの森が約１３万人でございます。これに対しまして、県民総合運動公園は年間約１００万人の

利用があるようでございます。また、運転免許センターもございますので、全体の利用者数はさらに

多いと予想されます。また、新駅が請願駅扱いとなりますと新駅設置の費用のすべてが基本的には町

負担になるという財政的な課題もございます。そこで、今後、都市計画マスタープラン等を基にした

土地利用見直しの中での瀬田駅周辺の開発や、スポーツコミッションによる町運動公園の利用者増な

ど、十分な利用客が見込めるようになり、新駅設置の必要性が高まってきました時期にＪＲ九州に新

駅設置についての協議を行っていくならばと考えているところでございます。 

○議 長（桐原則雄君） 山部良二君。 

○２番（山部良二君） １点目、２点目についてですが、重ねてお伺いいたします。 

  減便を私がなぜ心配するかといいますと、アクセス鉄道が将来的に豊肥線に乗り入れる可能性が高

いと考えるからです。根拠としては、車両のメンテナンスは４種類あります。仕業検査、交番検査、

要部検査、全般検査です。仕業、交番検査は、アクセス鉄道内で検査できるかもしれませんが、３番

目、４番目の要部検査、全般検査は、車体を解体し、部品ごとに検査します。ボルト１本からばらし

て検査いたしますので、これを九州でできるのは小倉工場だけしかありません。ということは、必ず

豊肥線に乗り入れが必要となってきます。ですから、これをですね、豊肥線を熊本方面に乗り入れ線

をつくった場合ですね、こういうときに熊本市民から熊本駅から熊本空港までの直通運行に対する要

望があれば、すぐにでも熊本市民の要望に応えることができるんです。ですがですね、これは本町と

しては、このことを先ほどから言ってますように、ネガティブに捉えずに、ピンチをチャンスに変え

る提言をしていかなければなりません。ですから、何度も言いますけれども、豊肥線に乗り入れる場

合、肥後大津方面に乗り入れ線を設置するように強く要望するべきです。熊本方面の乗り入れがあっ

ても構いませんから、大津方面にも乗り入れ線を確保してもらうと、それを提言するべきではないで

しょうか。大津方面に乗り入れが可能になればですね、熊本空港から肥後大津までの普通列車、そし

て、熊本空港から阿蘇・南阿蘇鉄道への直通列車が運行できればですね、となればインバウンド経済

効果は絶大だと考えております。そして、今まで福岡空港を利用して福岡回りで観光に来られていた

外国人観光客の皆様も直接熊本空港に来て、列車に乗ったら南阿蘇・阿蘇に行ける。これはですね、

人の流れが劇的に変わると私は思っております。 

  ３点目についてです。やはり先ほども言いましたけど、人の量が少ない。それは鉄道がないから少
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ないわけで、スポーツの森新駅設置はやっぱり本町の経済活性化の起爆剤になり得ると思います。そ

のためには、肥後大津～立野間の電化が必須ですが、電化を目指しますと莫大な予算、費用がかかり、

ハードルが高くなります。予算やエコの観点から、私はＢＥＣ８１９系電車、通称デンチャの導入を

提案いたします。デンチャとはですね、蓄電池駆動対応電車で、非電化区間も走行できる電車です。

１回の充電で条件にもよりますが９０キロの走行ができ、１０分で急速充電が可能だそうです。これ

は立野駅に充電施設を設置すればすぐにでも対応できます。デンチャは、ほぼ電車と同じ性能ですの

で、ディーゼル車に比べスピードアップにつながります。 

  以上の点について、町長の見解をお伺いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） 今、ご提案いただきました件につきまして、特に小倉工場でしかできない

というそういう専門のやはりものがあるというのも初めて今回聞かせていただきました。そういった

ことであれば、当然乗り入れの可能性が非常に高くなるというようなこともございますので、こうい

った情報等につきましてですね、今現在、議会の議員の皆様方、それから各種関係団体の皆様方と前

回協議をさせていただいて、今後の要望等についてどういうものが必要なのかというようなお話し合

いをさせていただきましたけども、今日聞かせていただきました内容等もですね、次回の会議の中で、

前回はまだたたき台という段階でございましたので、提案事項の中にどのように盛り込んでいくのか

等々も含めまして、後段で言われました、いわゆる充電式の電車ですね、この点も含めまして、全体

的にどういった要望をしていくかという中でたたいていかせていただくならばと考えております。 

○２番（山部良二君） 以上で終わります。 

○議 長（桐原則雄君） しばらく休憩します。 

  １１時１０分より再開します。 

午前１０時５９分 休憩 

△ 

午前１１時１０分 再開 

○議 長（桐原則雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  三宮美香さん。 

○１番（三宮美香さん） おはようございます。議席番号１番、三宮美香です。少し風邪をひいており

ますので、お聞き苦しい点があるかもしれません。申し訳ありません。通告にしたがい質問させてい

ただきます。 

  質問は、教職員の働き方改革を進めるサポート体制づくりです。 

  まず、昨年、平成３０年７月に働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律、働き方

改革推進法が成立されました。この法律の成立により、関連する労働基準法などが規定が大幅に改正

されることになりました。これらの改正に関する内容は多岐にわたっており、早ければ今年、平成３

１年４月から適用となる内容も盛り込まれています。改正に関する主なポイントは、一つ、有給休暇

の取得義務化、二つ、同一労働、同一賃金制度の導入、三つ、時間外労働の上限規制などが挙げられ
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ています。学校における働き方改革についても、中央教育審議会で議論が行われ、今年１月に答申が

取りまとめられました。学校関係者や保護者、地域の方への学校の働き方改革の趣旨、目的などを広

く知ってもらうために、公式プロモーション動画も作成されています。教育委員会ももちろんご覧に

なっていると思います。大津町議会では、昨年３月に同僚議員２人から教職員の働き方改革について

の質問がされています。その時に、大津町における教職員の超過勤務の状況を月８０時間を超える者

が、小学校で７.６％、中学校で３３.１％、月１００時間を超える者が小学校で１.７％、中学校で

１９.８％と説明をされました。学校における一般的な勤務開始時間は８時１５分、終了時間は１６

時４５分です。しかし、１７時前に帰る先生を見かけることはまれです。朝の登校指導、夕方の下校

指導をするとして、朝夕１時間ずつ時間外勤務をすると、１日２時間、時間外勤務をしたことになり、

２０日間、約１カ月と換算すると４０時間、時間外勤務をすることになります。１日２時間、時間外

勤務をしても４０時間なのに、先ほどの説明しました８０時間を超えるということは、１日４時間、

時間外勤務をするか、土日に必ず出勤するということになります。１００時間を超える先生がいるの

だということにも驚きました。質問に対して、教育長は、「教職員の超過勤務については、その実態

を踏まえ、校内における業務の役割分担の見直しと業務遂行の効率化を図り、具体的な削減目標の設

定などを通して業務の総量を削減するなど、働き方改革をさらに推進したい」と回答されています。

また、「教職員サーバーを活用し、町内の教職員が作成した教材や指導案の共同利用のためのデータ

バンクの整備を図りたい」とも回答されています。 

  これらは、子どもたちへの高い教育を提供するために必要かつ大切な内容ですが、決して一朝一夕

に解決できるものではないため、それぞれの実施項目と効果をある期間連続して集めておくことがＰ

ＤＣＡを高速に回して改善していくためにもとても重要だと考えます。 

  また一方で、例えば、教職員の病気時の対応についても、この冬のインフルエンザの大流行の影響

を受けて教職員がきちんと休みが取れていたのか。また、その間の授業はどうされていたのかなど、

教職員の休業への対応が不十分のように感じたという意見をいただいています。 

  児童生徒の場合、インフルエンザは出席停止になります。発症後５日を経過し、かつ解熱後２日経

過するまでは出席停止扱いです。 

  以上のことから、１、昨年度の超過勤務の状況と今年度の状況の比較。２、具体的な削減目標とは

どんなものだったのか。３、実態を調べた結果、超過勤務の原因となる要素は何だったのか。４、教

材や指導案を共同利用することで、どの程度の効果が得られたのか。５、教職員がインフルエンザに

罹患した場合の対応の５点を質問します。 

○議 長（桐原則雄君） 教育長吉良智恵美さん。 

○教育長（吉良智恵美さん） おはようございます。三宮議員の教職員の働き方改革を進めるサポート

体制づくりについての質問にお答えいたします。 

  町教育委員会といたしましても、学校現場における働き方改革につきましては、大津町の教育推進

における課題の一つと位置づけております。今年度は、町内校長会と町教育委員会が連携し、働き方

改革ワーキングを立ち上げました。超過勤務時間の削減を中心に取り組みを検討及び実践してまいり
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ました。 

  ワーキングチームでは、月ごとの超過勤務時間の状況を町内校長会で確認しながら、共通実践の検

討をしてまいりました。具体的には、各学校少なくとも月２回の定時退勤日を設けること。１カ月の

超過勤務時間が小学校８０時間、中学校１００時間を超過する職員に対しては、校長が面談を行い、

校務分掌の見直しなど必要に応じた指導や措置を講じること。週休日及び祝日に業務を行う場合は、

業務内容や必要な時間を含め校長の許可を得ることなどの取り組みを始めました。また、超過勤務時

間の多くを占める保護者対応につきましては、学校における電話対応時間の設定や小中学校運動部活

動の指針等の周知を、大津町ＰＴＡ連絡協議会とも協議し、保護者や地域に対し、文書にてお願いを

したところです。このことで、深夜に及ぶ保護者からの電話やメールは少なくなったと報告を受けて

おります。 

  超過勤務時間の削減につきましては、中学校においては効果が出ておりますけれども、小学校にお

いては、まだもう少しのところでございます。 

  今後とも教職員のさらなる意識改革とともに、様々な視点からの具体的対策を検討し、継続しなが

ら改善していかなければならないと考えております。 

  今年１月には、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校にお

ける働き方改革に関する総合的な方策について、中央教育審議会から答申が出されています。今後は、

この新たな方針を踏まえながら働き方改革を推進していく必要性を感じております。 

  これまで取り組んでまいりました成果等につきましてはご質問いただいておりますので、数値によ

るデータも交えながら、その詳細を担当部長から説明させていただきます。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） おはようございます。最初に、①昨年度の超過勤務の状況と今年度の比較

についてご説明いたします。 

  本町教職員の昨年度の超過勤務の状況は、先ほどありましたように、月８０時間を超える者が小学

校で７.６％、中学校で３３.１％となっています。また、月に１００時間を超える者が小学校で１.

７％、中学校で１９.８％という結果でございました。 

  これに対しまして、今年度は、月８０時間を超える者が小学校で９.８％、中学校で２６.１％、月

に１００時間を超える者が小学校で２.１％、中学校で１２.４％という結果でございます。 

  超過勤務の割合は、小学校において低く、中学校において高い状況にございます。また、小規模校

より大規模校が、また、教頭及び主幹教諭等において超過勤務が多くなる傾向がございます。昨年度

と比較いたしまして、小学校における割合は若干増えておりますが、中学校におきましては、昨年度

を大きく下回っております。今後は、同じ学校内で教職員間における超過勤務時間の差も見られるた

め、各学校の校務分掌を見直すことや業務の効率化を進めていく必要があると考えております。 

  次に、②の具体的な削減目標についてご説明いたします。 

  このことにつきましては、まず、大津町振興総合計画の中で、教職員の業務負担を軽減し、教職員

が児童生徒に向き合う時間を確保するとともに、教職員の健康を保持するため、校務支援ＩＣＴ化の
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推進、学校における業務の見直しと勤務時間の適正な管理を進めていくこととしております。 

  このことを踏まえまして、校長会と連携して行っております、働き方改革ワーキングの中で、目標

設定をいかに行っていくか検討してまいりました。大津町小中学校の教職員の超過勤務状況を、継続

し客観的に見ていくものは何であるかを検討した結果、まずは過労死ラインとして設定がなされてい

る超過勤務が月に８０時間を超える教職員の削減ということを目指し取り組むことといたしました。

先ほども触れましたが、中学校におきましては大きく前進したところでございますが、小学校におい

ては課題が残っております。 

  また、教育長からもありましたけども、今年１月には、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校

指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について、中央教育審

議会から答申が出され、超過勤務時間の上限が設定されました。その中では、１カ月の超過勤務時間

の上限が４５時間、１年間の超過勤務の総時間が３６０時間を目安にするとされております。これま

での目安から大幅に低い設定がなされており、今後、管理職のみならず、教職員一人一人が自覚し、

推進していけるよう、学校現場はもちろん、保護者、地域とさらなる連携を図り取り組んでいかなけ

ればならないと考えております。 

  次に、③の超過勤務の原因となる要素について説明いたします。 

  昨年度から月８０時間以上の超過勤務を行っている教職員の主な業務内容についても毎月調査をし

ております。その内容を見てみますと、学習教材づくり等の授業準備、校務事務、保護者対応、部活

動が主なものになっております。保護者対応につきましては、先ほど教育長からもありましたように、

学校における電話対応時間を設定し、設定時間内で電話連絡等行っていただくよう、大津町ＰＴＡ連

絡協議会と連携し、文書にて協力依頼を行いました。その後の効果につきましても、学校に調査をし

て実態の把握を行ったところであり、多くの学校におきましては、設定時間外での対応が減少し、そ

の効果が現れております。しかし、学校によりましては変化が見られないところもあり、継続した啓

発が必要と考えております。 

  また、中学校におきましては、部活動での対応も多い結果となっております。昨年７月に課題とな

っております、中学校部活動の適正な運営を目的に「大津町内中学校における運動部活動の指針」を

作成し、指針に基づいた運営を行っているところでございます。 

  次に、④の教材や指導案を共同使用することについての効果についてご説明いたします。 

  昨年、学校共有サーバーの中に「大津町小中学校教材等共有フォルダ」を作成しました。小中学校

それぞれに各教科及び領域毎に共有し、使用できる学習ワークシート、参考となる学習指導案、板書

等に必要な学習カード等の教材を格納しており、教員は必要な教材を自由に使用することができます。

しかし、まだ格納されている教材が少ないこともあり、活用の頻度もそれに比例し少ない状況にござ

います。今後も継続し、使用可能教材の提供を呼び掛けていきたいと考えております。 

  最後に、⑤教職員のインフルエンザに罹患した場合の対応についてご説明いたします。 

  昨年１１月からの教職員のインフルエンザ罹患者についての調査結果を見てみますと、３カ月で１

５名の教職員が罹患し、医師の診断のもと１０名が５日間、３名が４日間、１名が６日間、週休日及



 182

び祝日を入れての休暇取得、残り１名は年末年始休暇中の罹患となっております。 

  教職員におきましては、児童生徒とともに、集団で長時間に亘り行動するため、インフルエンザを

含めた感染症に対し、その予防には児童生徒とともに心がけているところであり、教職員の健康管理

につきましては、働き方改革を通しても推進しているところでございます。 

  インフルエンザに限らず、教職員が出勤できない場合は、時間割の入れ替えを行い、対応できる職

員が授業等を行うなど、各学年で、また学校全体でのサポート体制づくりに心がけているところでご

ざいます。まずは、全教職員が十分に休養をとり、体調を整えたうえで勤務していただくことが大切

であると考えております。 

  全教職員が心身ともに健康な状態で児童生徒に関わっていくことは、より大きな教育的効果が得ら

れると思っております。今後とも継続して働き方を推進していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議 長（桐原則雄君） 三宮美香さん。 

○１番（三宮美香さん） 再質問です。 

  昨年度の状況と比較して、多少の変化があったことはとてもよかったと私も少し安心しました。い

ろいろと考えていただいたんだなとは思います。ただ、業務の効率化や業務内容の確認など、大きな

言葉でまとめられてしまっていて、少しごまかされたような感じが見受けられたので、具体的に確認

をしたいと思います。 

  具体的な削減目標について、先ほどお話がありましたが、例えば、千葉市教育委員会は、２０２１

年度に教員一人当たりの時間外勤務を月１０時間以上削減する数値目標を設定したと、日本教育新聞

に２月４日付けのに書いてありました。先ほどの教育委員会からの説明だと、上限ばかりを説明され

ていたように思います。上限ではなくて、具体的にどういうような目標を立てるか、それをきちんと

明確にすることで、見せることで一人一人の考え方につながっていくのではないでしょうか。 

  そこで、もう一度、削減目標として具体的に、どのように考えていらっしゃるのかをお尋ねしたい

と思います。 

  それから、実態を調べた結果、超過勤務の原因となる要素のところで、保護者対応の電話対応など

がＰＴＡなどの協力により大分減りましたということがおっしゃいましたが、学校を留守番電話にし

たところで、結局、先生方の携帯電話にラインや直接電話でつながってかかってくることもあります。

また、学校のほうから保護者のほうへ連絡をするときにも、やはり時間外に携帯電話でかけることも

あります。そこら辺はどのようにお考えでしょうか。私の知り合いも土日に必ず確認をするべきこと

ではない、緊急性ではないことでもやはり先生に連絡をされているというのを聞いたことがあります

ので、そこら辺をもう一度確認したいと思います。 

  まずは、その２点についてお尋ねします。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） 再質問のほうにお答えしたいと思います。 

  まず、１点目ですけども、今年度、８０時間ということで上限をですね、設定したところで、この



 183

設定につきましては、先ほど言いましたように、ワーキングチームの中で過労死という部分の上限と

いうところで、今回は、今年度設定させていただいたところでございます。また、このワーキングに

つきましては、引き続きですね、次年度についても継続して働き方改革についてはですね、取り組む

予定でございますので、その中で、また、今後新たな方針等も出ていますので、そういったところも

含めてですね、新たな削減目標あたりは検討させていただきたいというふうに思います。 

  それと保護者対応の件で、なかなかその先生方へのですね、連絡等は減らない部分もあるというこ

とでございますけども、こちらについては、先ほど申しましたように、保護者向けにですね、お願い

をさせていただいたところでございます。こちらについてもできるだけですね、緊急的なもの以外に

ついてはですね、勤務時間にということで協力のほうをお願いしたところでございますので、こちら

についても引き続き継続してですね、新年度についてもまた保護者向けにそういったところで、でき

るだけ緊急的な以外なものについては業務時間内にということで、お願いのほうを引き続きしていき

たいというところで考えております。 

○議 長（桐原則雄君） 三宮美香さん。 

○１番（三宮美香さん） 今の２点についてはわかりました。 

  あともう一つ再質問がありました。学校が教育活動に専念するための支援体制の構築として、業務

をきちんと洗い出して企画し、見直していくことというものがあります。先ほど小学校で８０時間、

中学校で１００時間以上超過勤務をした職員とは、校長が一人一人面談をしましたというようなお話

がありましたが、果たして、そこできちんと業務の洗い出しができていたのでしょうか。教師の長時

間労働を是正するためには、単純に考えますと、人員を増やすか、業務を減らすしかありません。人

員を増やすための財源がないというのであれば、やはり業務を減らすしかないというところになりま

す。運動会や音楽会や合唱コンクールなど、または卒業式、入学式の練習などは削減する余地があり

ますが、当たり前だと思ってやっているものを点検することも必要ではないでしょうか。教員個人で

も学級通信の頻度や分量を減らすなど、こだわりやそうするべきであるというべき論を捨てることが

働き方改革の第一歩になると思います。そのようなお話は各学校ではなされているのでしょうか。 

  また、先ほど財源がないというのであれば業務を減らすしかないというふうには言いましたが、東

京都の教育委員会は、教員の働き方改革を進めるために、２０２０年度に教員の業務を多方面から支

援する財団を設立するそうです。教員ＯＢや地域の人々を登録して、学校へ派遣する人材バンクの設

置や事務処理、トラブル解決などにあたると書いてありました。東京都教育委員会内部とは別に都内

に施設をつくるそうです。こちらも日本教育新聞２月４日付けのものに書いてありました。 

  大津町も学校協働推進連携本部などいろいろなところで取り組みをなされてきていると思いますが、

例えば、先ほどお話したインフルエンザについてですが、先生が、担当の先生が不在の間、やはり授

業の組み替えがうまくできなかった場合は進まないことになります。進まない場合、やはり困るのは

児童生徒になります。また、進まないのがわかっていたら先生方もゆっくり休むということはできな

いのでないでしょうか。先ほど数値では表せましたが、確かに、これは休んでいるように見えますが、

土曜、日曜も含まれたお休みだと聞いています。きちんと完治をしていないのに出勤をすることで、
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先生が媒体になり、インフルエンザを広めてしまうということにもなりかねません。きちんと先生方

が休みが取れるようなサポート体制もつくるべきではないでしょうか。多分、大津町では、お金をか

けなくてもサポート体制がつくれる、そういう人脈が今つくられてきていると思いますが、そのこと

についてはどう思われますか。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） 再質問にお答えいたします。 

  １点目が、校長の面談あたりを通してということで話があったと思います。当然、超過勤務が長い

先生におかれましては、例えば、部活動であったり、先ほど言いましたけども、保護者対応であった

り、いろんなケースがございます。そういった部分をですね、校長先生が先生方と面談しまして、そ

の原因となるもの、改善できるものは改善ということでお話をされております。学校の中ではですね、

そういった中で、いろんな行事等ございます。そういった行事の見直しでありますとか、例えば、職

員会議、こういった部分の回数を減らしたりとか、あるいは先生ごとにいろんな役割ございますけど

も、そういった中で見直しとか、そういったところでですね、改善をされているというふうな状況で

ございます。 

  それと、先生方の業務を減らすために今後どのような部分に進めていくかということでございます

けども、先ほどの中教審の答申の中にも、先生方が今やられている部分で、先生方以外が担うべき業

務であるとか、そういったところがですね、うたわれておりますので、そういった部分については、

今後地域ですとかですね、そういったところの役割あたりも必要になってくるかと思います。それに

ついては、また今後、そういった地域との連携あたりも含めてですね、推進していかなければならな

いというふうに思っております。 

  それと、インフルエンザ関係で、授業の対応ということで、先ほど言いましたように、現在の中で

は、代わりの先生、授業をちょっとずらして代わりの先生が授業を見るなりとかですね、そういった

ところを対応しているところです。この授業の中に、その地域の部分をちょっと入れられるかという

のは非常に難しい部分がございますので、学校の中でできるだけそういった協力体制が取れるような

ですね、組織づくりについても今後検討していければというふうに思っております。 

○議 長（桐原則雄君） 三宮美香さん。 

○１番（三宮美香さん） 資格がないものにやはり授業に入るのがいかがなものかというようなお話で

はありましたが、私は看護師なので、看護師ではなく看護婦だった時代にすべてのことを看護婦がや

っていた時代でした。ですが、そこにクラークが入り、介護福祉士が入り、多岐に亘る業務を分業で

きるようなものが入って、今はそれが当たり前になっています。きっと学校もそのように開かれてな

っていくのではないかと思いますので、今後も先生方の働き方改革を進めることにあたっての質問は

続けていこうと思います。 

  終わります。 

○議 長（桐原則雄君） しばらく休憩します。 

  午後１時より再開します。 
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午前１１時３９分 休憩 

△ 

午後 １時００分 再開 

○議 長（桐原則雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  なお、永田和彦君より早退の届出があっておりますので、報告申し上げます。 

  金田英樹君。 

○４番（金田英樹君） 皆様、こんにちは。傍聴者の皆様もお越しくださりありがとうございます。そ

れでは、お許しをいただきましたので、議席番号４番、金田英樹が一般質問をいたします。 

  今回は、通告書に記載のとおりの２点です。どちらも時期を捉えるという観点から都市計画及びふ

るさと納税について伺います。 

  それでは、早速、１点目の今後１０年に向けた大津町の都市計画戦略に関する質問に移ります。こ

ちらは、補助資料として都市計画マスタープランの図面を一部お付けしておりますので、適宜ご覧い

ただければと思います。 

  熊本空港へのアクセス線が三里木駅からの分岐延伸となることが県、ＪＲ九州間で合意されました。

新路線沿線の住宅・商業地域開発などの方針は示されておりませんが、いずれにしても移住や観光面

など当該路線新設による本町への影響は少なくないと思われます。一方で、国道４４３の４車線化や、

中九州横断道路の開通及びインターチェンジ設置など明るい話題もあります。当該道路の開通によっ

て利便性が高まることで企業誘致や町外からの誘客、町の住宅、人口増など様々な好影響も期待でき

ると考えております。そのほかにも菊陽町の工業団地造成、不通となっているＪＲ豊肥本線の状況、

空港の民営化、新庁舎建設など、内部、外部の環境双方に様々な変化が見込まれます。多くは１０年

前後、あるいはそれよりも短い期間での完成が見込まれ、今後の都市計画においては、こうした諸々

の動きを追い込むことが不可欠であると考えております。 

  以上を踏まえまして、次の内容について、町長の考えを伺います。 

  １点目は、中九州横断道路インターチェンジを生かした企業誘致及び北部工業団地の新設について

の考えを伺います。税収増に向けても、人口増に向けても企業の誘致、働く場づくりは最も有効な取

り組みの一つです。以前より町へは多くの企業から用地の相談があるものの、なかなか企業の要望に

あう土地を紹介できていないという状況もございます。 

  ２点目は、杉水のインターチェンジ及び空港への好アクセスを生かした、国道４４３沿いへの海外

を含む町外民の誘引・消費が期待できる特異性のあるモールの誘致についての考えを伺います。当然、

誘致は相手ありきであり、かつ、当該地域は農業基盤整備を行っているため、土地利用に関しても障

害があります。しかし、当該エリアは、空港やインターチェンジからのアクセス、さらには、商圏ベ

ースでみても商業店舗にとって非常に魅力的で一考の余地があり、可能性があれば積極的なトップセ

ールスを行っていく価値があると考えております。図面で言いますと、このすみません、わかりにく

いんですけど、右下の赤枠のあたりになります。これは都市計画マスタープランでも書かれていると

ころですので、そこも含めてご説明いただければと思います。 
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  ３点目は、不通となっているＪＲ豊肥本線（阿蘇方面）の早期開通及び南阿蘇鉄道と交わる立野駅

までの電化に向けた関係自治体との連携です。ＪＲとの折衝や多額な必要コストもあり、大変難しい

問題ではありますが、南阿蘇村、阿蘇市、豊肥本線への南阿蘇鉄道の相互乗り入れを目指している高

森町など、近隣の利害関係自治体と具体的な協議をする考えはないか伺います。 

  ４点目は、新駅設置が計画されている熊本県民総合運動公園とスポーツの森の連携によるシナジー、

相乗効果発揮に向けた県との協議を行う考えはないか伺います。豊肥本線の三里木からの分岐延伸の

目的の一つには、県民総合運動公園へのアクセス向上及び同所のさらなる利活用があります。一方で、

大津町では、つい先日、町長を会長とした肥後おおづスポーツ文化コミッションが設立され、今後は、

本町の文化やスポーツ資源を活かした取り組みが一層活発に行われます。仮に、スポーツの森駅がで

きれば２会場での大会実施など、連携効果も高まると思われますが、同駅の有無に関わらず、同会場

の予備会場あるいは日程などの条件が折り合わない団体等に積極的にスポーツの森を紹介してもらう

など、県との連携、協力に向けた協議を行ってはいかがでしょうか。 

  ５点目は、新庁舎と駅南北商店街のエリアマネジメント及び公民連携による賑わい創出についてで

す。これは公民連携によるまちづくり、オガールプロジェクトを１０年がかりで進めてきた人口３万

３千人の岩手県紫波町の取り組みを参考にしたものです。オガールプロジェクトとは、何年も塩漬け

にされ、日本一高い雪捨て場と野次されていた駅前の町有地の活性化を公と民の連携で進めた取り組

みです。２０１７年４月に最後のエリアの整備が終了した紫波町オガールには、全国から多数の視察

者が訪れ、全国の視察ランキングでも直近２年連続で総合１位となっています。私も昨年１１月に視

察をしましたが、賑わいのある大変魅力的なエリアだと感じました。このエリアには、役場の庁舎を

中心に保育園や紫波町子どもセンター、小児科クリニック、病児保育施設、キッズ英会話教室が入居

し、新たな町の子育ての拠点となっています。また、人気のパン屋やアウトドアブランドなどのショ

ップもオープンし、そのほかにもプロジェクトの本格始動から１０年で、広場や図書館、役場庁舎、

バレーボール専用体育館、ホテル、分譲住宅などを次々と整備しています。この動きを一言で表すと、

役場庁舎を含めたエリア内の施設の相乗効果によって賑わいを生んでいると言えます。今回、特に強

調したい点は、当該エリアの使い方です。このエリアでは、バーベキューや花見、ピクニックなどが

できるようになっており、スポットでは結婚式などのセレモニー、イベントが催されるなど、公民が

連携した様々なソフト面での仕掛けによって、当該エリアを盛り上げる動きがあります。その結果、

単なる雪捨て場でしかなかった当該エリアは、１０年間で年間１００万人が訪れる場所となっていま

す。縷々お伝えしましたが、私は、今回の提案によって、ハード面の整備を提案しているわけではご

ざいません。先ほど述べたとおり、紫波町では、公民が連携することによって賑わいを生み出し、人

を呼び込み、そこからさらなる賑わいを生み出す好循環を生むことに成功しております。 

  大津町の新庁舎は行政単独で建てられますが、当該エリアは駅に隣接しており、空港からもほど近

い場所にあります。また、南北には商店街が広がっており、立地的にはこの上ない条件が揃っており

ます。新庁舎の完成にあわせて、紫波町の取り組みも参考にしながら、商店街をはじめとした民と連

携することでここに大きな賑わいを呼び込み、計画づくりを進める考えはないか伺います。 
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  最後、６点目は、北部・南部・中部をつなぐ公共交通体系についてです。 

  先日、町主催の校区別の意見交換会においては、エリアに関わらず、今現在、そして、近い将来の

移動手段に対する不安や要望が多く出されておりました。町の年代構成を見ますと、今後１０年のう

ちに公共交通の必要性は大幅に増加するものと思われます。現在は路線廃止などへの対処法として乗

合タクシーのエリア拡大などを行っているという認識です。一方、公共交通に関しては、利用者はコ

ミュニティバスと乗合タクシーの併用や柔軟性の高い、長い時間帯での運行など、利便性が高ければ

高いほどありがたいものです。しかし、当然ながら実現には多額の費用が必要なため、現実的には費

用効率やサービス選択の視点も不可欠です。こうした背景を踏まえ、１０年先を見据えた公共交通体

系をどのように考えるか伺います。 

  なお、乗合タクシーの利用者数増に伴い、コストが増加していることも踏まえ、以前提案したコン

ピュータシステムにより、乗合率や利便性を向上させるオンデマンド交通システム導入を再度検討す

る考えがないかを併せて伺います。 

  以上、町長の答弁を求めます。 

○議 長（桐原則雄君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 金田議員の今後１０年に向けた大津町の都市計画戦略についてのご質問かと

思います。 

  議員のご質問の中で、今後１０年間というのは大変な時期でございますし、また、これをどういう

形で戦略をしていくかによって将来の大津町の方向が決まってくるんじゃないかなというような思い

もしております。今年度、都市計画マスタープランを策定し、２０年後を見据えた都市計画行政の指

針を策定しておりますが、その中の全体構想で「まちづくりの方向性」として、拠点市街地の機能強

化とネットワーク機能の強化の取り組みを行うとしており、実現化方策の中で、まちづくりの実現に

向けた取り組みを行っております。 

  また、熊本空港へのＪＲ延伸が三里木駅からの分岐となり、大津町への影響は少なくはないと思わ

れます。分岐に伴う本線の減や空港ライナーの存続については、ＪＲや熊本県には要望を行っていく

ところでございます。 

  最初にご質問いただいた、中九州横断道路のインターチェンジを生かした企業誘致と北部工業団地

の設置については、町が工業団地を整備するとなると、多額の費用と時間が必要となり、企業が立地

するまでに人と時間がかかるなどのリスクを伴うため、また、過去の反省を踏まえ、現時点では、工

業等の振興奨励補償金などを活用し、民間主導での企業誘致を進め、道路等のインフラは町で整備を

進めたいと考えております。 

  ２番目に、杉水における３２５のインターチェンジから空港までのアクセスを生かした地域でのモ

ールの誘致についても、交通の利便性を生かした拠点形成の検討を振興計画、都市マスに掲載してお

ります。図面においては、左側の右下の丸で囲んでおるところを予定をしておるところでございます。 

  ３番目の熊本震災後に不通となっておりますＪＲ豊肥本線の復旧と電化についてでございますが、

これは南阿蘇鉄道の復旧との関係もございますので、今後も阿蘇・南阿蘇地域の沿線自治体と連携し
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て、ますは路線の早期復旧と運行再開をＪＲ九州に要望し、電化区間の延伸についても具体的な課題

を関係自治体と共有しながら研修していきたいというふうに思っております。大津町におきましても、

南鉄の株主であり、取締役に参加し、協議を進めておるところであります。復旧についても、県の副

知事のもとに、関係自治体で推進を図っておりますので、いろんな形で今後ご相談をする機会がたく

さんありますので、そういう中で大津町についての立場も、あるいは南鉄の復旧と阿蘇への関連の電

化関連等についてもしっかりと協議をしていきたいというふうに思っております。 

  ４番目ですが、熊本空港へのアクセス線が三里木駅から分岐延伸とされることにより、町の影響は

様々なものがあると思われます。今後は、熊本県民総合運動公園で開催のスポーツ大会やイベントな

どと連携を図り、交流人口の増加や経済的効果を生む施策を検討いたします。 

  ５番目では、全国には賑わいづくりに成功した事例はたくさんあり、その中で参考になるものを取

り込みながら、新庁舎と阿蘇くまもと空港駅を中心としたコンパクトなまちづくりを進めてまいりま

す。 

  最後に、町の公共交通体系についてでございますが、都市マスタープランにも拠点市街地の機能強

化と合わせた交通ネットワークの機能の強化を掲げておりますので、今後、具体的な交通モードや路

線による交通ネットワークの具体的な案づくりを進めてまいりたいと思っております。 

  詳細について、担当部長よりご説明をさせていただきます。 

○議 長（桐原則雄君） 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） 私から、最初の北部工業団地とモールの誘致につい

てご説明させていただきます。 

  町長の答弁にもありましたとおり、平成２９年度に大津町振興総合計画が策定され、それを受け本

年度、都市計画マスタープランを改定し、おおむね２０年後の大津町の都市計画行政の方針を策定い

たしました。しかし、近年は社会情勢の変化が早く、状況に合わせた見直しが必要と考えております。

今回の都市計画マスタープランは、５年ごとの国勢調査や都市計画基礎調査に基づき中間評価を行い、

おおむね１０年を目途に見直しを考えております。 

  都市計画マスタープランでは、中九州横断道路沿線について、立地ポテンシャルを生かした商業・

工業などの利活用の検討を行います。 

  本田技研工業熊本製作所の西側付近は、用途地域の見直しを行い、民間での企業誘致の誘導を行い、

今議会で提案させていていただいておりますように、道路整備にかかる町道の認定などのインフラ整

備については、町で整備を行う計画でございます。 

  次の空港へのアクセスを生かした国道４４３号に隣接し、交通の利便性の高い地域拠点を整備する

ため、拠点開発事業の検討を行うことができればと考えております。 

  しかし、国道４４３号の沿線については、農地が広がっており、農用地区域の農地を除外する必要

があります。農振の除外には、農用地区域以外の土地を選定できない明確な理由や除外に要する規模

の明確な根拠などが必要となる上、農地転用の許可見込みについても必要となります。 

  また、大型ショッピングモールを誘致する場合、都市計画法により、床面積が１万平米以上の大規
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模集客施設について、用途地域の指定が必要であり、その前提として県が作成する都市計画区域マス

タープランの変更を行い、その中で大臣の同意が必要となります。そして、県が行う関係市町村との

広域調整手続きも必要となります。このように、法的に数多くの課題をクリアすることが必要となっ

ております。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 経済部長古庄啓起君。 

○経済部長（古庄啓起君） ご説明申し上げます。私のほうからは４番目の熊本県民総合運動公園とス

ポーツの森の連携につきまして、５番目の新庁舎と駅の南北の商店街との連携による賑わい創出、こ

の２点につきましてご説明申し上げます。 

  まず、熊本県総合運動公園で開催のスポーツ大会などと連携することにより、スポーツの森大津の

さらなる利用促進や、スポーツ大会来場者の宿泊、飲食を通して町の経済的効果を生むことが考えら

れます。また、ＪＲの三里木駅からの空港への分岐延伸は、熊本県総合運動公園の活用促進を促すも

のと考えられます。本年１１月に熊本で開催される女子ハンドボール世界選手権大会やラグビーワー

ルドカップのような世界大会の規模でなくても、国内の大きな大会が熊本で開催される可能性は十分

あると考えられます。先日設立しました、肥後おおづスポーツ文化コミッションの次年度以降の計画

の中にも、スポーツ大会の誘致活動が盛り込んであり、県の情報と町の情報を相互に交換することで、

相乗効果が生まれるものと思います。今後は、阿蘇くまもと空港やＪＲ豊肥線の利便性の高い交通機

関を活用すると同時に、県の情報収集やスポーツコミッションとの連携を図りながら、仕組みづくり

を検討していきたいと思います。 

  次に、公民連携による賑わいの創出につきましては、厳しい財政状況の中で地域の活性化を考える

自治体は少なくないと思われ、岩手県紫波町で行いました、公民連携の地域活性化の手法は成功例の

一つだと考えられます。 

  大津町におきましては、役場新庁舎の建設に伴い新庁舎の周辺は大きく変化し、周辺整備の中には、

旧道沿いに「まちかど広場」が設置され、イベントや地域での活用が考えられます。また、駅の北・

南で結成されました２つの商店街では、街あるきを検討したり、秋のイベントを実施したりと大変活

動が活発化しているところでございます。 

  第６次大津町振興総合計画の商業の振興の中でも、阿蘇くまもと空港駅を中心としたコンパクトな

まちづくりの推進を施策の方針で掲げていることから、今後は駅周辺の商店街などと連携しながら、

駅を中心とした一体感のある地域活性化や賑わいづくりを公民連携で形成していくことを検討したい

と思います。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） 公共交通関連についてご説明させていただきます。 

  まず、ＪＲ豊肥本線の現在の復旧状況でございますけれども、大津町に開設されておりますＪＲ九

州豊肥本線復旧事務所によりますと、現在、肥後大津～立野間を先行して復旧工事を行っており、進
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捗率も上がってきているとのことですけれども、復旧の時期や運行再開の時期はまだ未定ということ

で明らかにされておりません。また、ＪＲとしましては、阿蘇駅までの復旧工事が完了してから肥後

大津間の運行を再開させたいとの意向もあるようでございます。特に、豊肥本線の寸断は、大津町に

とっても瀬田駅が使えなくなっておりますし、阿蘇地域の観光振興にも大きなマイナスの影響が出て

おり、これらは共通の課題でもありますので、阿蘇や南阿蘇の沿線自治体とも連携しながらＪＲや国

に対して早期の復旧を要望してまいりたいと考えております。 

  また、電化についてでございますけれども、これは大津町を含む熊本都市圏と阿蘇地域のアクセス

向上が重要な要素になるかと考えております。特に災害復旧工事が行われております南阿蘇鉄道の車

両の豊肥本線への乗り入れや豊肥本線が立野まで電化された場合の効果などについて、高森町と南阿

蘇村が今共同で調査検討されているようでございますので、これらの状況、結果も見ながら、連携で

きる部分については連携をしてまいりたいと考えております。 

  最後に、北部、南部、中部をつなぐ公共交通体系の構築につきましてですが、今年度は、路線バス

の廃止と合わせた乗合タクシーのエリア拡大に取り組んでおりますが、都市計画マスタープランにも

拠点市外地の機能強化と合わせた交通ネットワーク機能の強化を図ることとしておりますので、特に、

今後少子高齢化、人口減少等も進んでまいりますと、やっぱ周辺部については、移動手段等の確保等

がなかなか容易にならないというような部分も出てまいると思いますので、そういうことも踏まえ、

導入する交通モード、コミュニティバスだとか乗合タクシー等や、またこれらの運行路線をどのよう

にするかなども含めて検討しながら、公共交通網の具体案づくりを進めてまいりたいと考えていると

ころでございます。 

○議 長（桐原則雄君） 金田英樹君。 

○４番（金田英樹君） 再度、意見・質疑させていただきます。それぞれさせていただきますが、まず

１点目の工業団地関係なんですけども、こちら今までも何度もご提案というか、意見させていただい

ております。町としての方針としては、基本的に工業団地は以前失敗したというか、長く埋まらなか

った経緯もあり、そういったリスクを踏まえると、町が工業団地を造成するのではなく、民間のほう

に用地、こっちも協力しながら用意していただいて、町はそこにインフラ面での支援をしていくとい

うお話だったかと思います。ただ、しかしながら、こちらも何度もお伝えしてますけど、現況として

はここ何年間の間も、企業さんのほうから毎月、毎週のように土地を探すようなお電話があると伺っ

てます。ただ、そのまとまった土地が用意できなくて企業さんのほうには紹介できていないという実

情もございます。ですので、そのリスクをトップとしてなかなか取れないというのはもちろんわかり

ます。それは住民の方に何かあったら負担はかかってしまうので。ただ、やはり地域の企業の社長さ

んだとか、あるいは、町の幹部の何人の方とお話する中でも、結果論とすれば１０年前に着手してお

いて、ただ、地震もあったけど、今はもう埋まっていたかもしれないというお話でございました。も

ちろんそれは結果論でありまして、その取った結果によって失敗した可能性もあります。ただ同じよ

うに企業の方々と話すと、前回の南部工業団地が埋まらなかった理由というのが、やはりおっしゃら

れるのが場所ですよね。アクセスがあまりよろしくはなくて、水の問題もあって、あそこにつくられ
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てもなかなか入るのは難しいと。ですので、もっと利便性の高い場所では違うんではないかと、そう

いうところの失敗から学んで生かすようなことを行政はやってほしいという声がありました。もちろ

ん立地がよくなると、初期コストも高くなるわけではございますが、そういった面だとか、あるいは、

今の菊陽の工業団地造成の動きだとか、そういった外部環境なり、地域の声なりを聞きながら、聞い

ているとですね、どちらかというとやらないことありきのように聞こえるんですよ。そうではなく、

結果としてやらないほうがいいという結論になるかもしれないですけど、前向きに、県なり、地域の

現状分析なり、あるいは、もう少し幅広く、今、大津町内の企業さんでも工場を広げたいだとか、支

店出したいと声も聞いておりますので、そういった声を聞きながら、前向きな議論をする中で結論を

出せないかというところを改めて伺いたいと思います。 

  ２点目が、こちらのインターチェンジ、モールの件なんですけど、こちはもう意見で構わないんで

すけども、町長の話の中から、町長としても都市計画マスタープランの中で盛り込んで、モールの位

置は考えているというお話がありました。ちょっと一言お聞きしたいのは、十分考えておられると思

いますけども、おそらく光の森のゆめタウンのようなものを同じように誘致しても競合してしまうだ

けと個人的には思っております。地元の企業さんとも競合もありますので、例えば、もっと細かい分

析は必要ですけども、アウトレットモールだとか、あるいは大型の企業向けのスーパーだとか、そう

いった特異性のあるモールというところで、個人的には意見させていただいたところです。 

  ３点目に関しまして、このＪＲ豊肥本線の早期開通、電化に向けて関係自治体との連携というとこ

ろで、こちら同僚議員のほうから午前中にお話もありましたが、まあ開通するのであれば、できれば

電化でできるような議論を進めていただきたいなと思っています。その中で、デンチャと言って充電

式の電車の話もありましたけども、こういったものもＪＲのほうは十分、ＪＲの物なんで承知してい

ると思いますけども、こちらからもいい案をいただいたので投げかけながらやっていただければなと、

聞きながら感じたところです。 

  ４つ目のスポーツの森駅との連携によるシナジー発揮に向けた県との協議に関してですけども、こ

ちらがですね、ちょうどスポーツ文化コミッションが立ち上がりまして、やはり大事なのは、頭のス

タートダッシュのところだと思うんですよ。最初の、今回は国への助成金の申請の話もありまして、

急いだ部分もあって、計画がまだ柔らかい部分もあるように感じました。ですので、こちらもう早急

に町長がトップなのもありますし、計画をしっかり練って、この県との連携も含めて話を進めていた

だければなと思っております。 

  最後、５点目は飛ばしまして、６点目について、一部答弁が漏れておりましたので、私が多分数年

前にご提案したやつなんですけども、東京大学とかがやっているオンデマンドのシステムというとこ

ろで、コンピュータで、あるいはスマホなりで入力する。あるいは、そのパソコンの前にオペレータ

ーを１人配置して、これはタクシー会社さんに委託してもいいんでしょうけども、することによって、

機械で自動的に理想的なルートだとか、ピックアップの順番だとかを決めて、それで乗合率を高める

と。５人運ぶのに１台ずつ使うと、その分町が補てんする人間も増えますので、それをなるべく２台

だとか、３台とかで回していくという、そういったものをシステム的に計算してやるようなシステム
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でございます。導入コストもそれほど高くはございませんので、前回の提案の際には、今の利用状況

ですとなかなかその導入コストと維持費用があわないというお話だったんですけども、利便性を高め

るためにも、費用対効果を高めるためにも再度検討してみてはいかがですかという提案でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 経済部長古庄啓起君。 

○経済部長（古庄啓起君） まず、１点目の工業団地につきましてご説明申し上げます。 

  今、企業の皆様とお話する中で、一番やっぱ心配な面につきましては、アメリカと中国の貿易摩擦

について、よくお話をされます。それともう一つ、最近新聞に載っておりますけれど、もうそろそろ

景気後退に入ったんではなかろうかなというのがよく新聞や、本当に今出てきておるところでござい

ます。戦後最長の景気がずっと伸びている中で、もうそういう時期にひょっとして入っているんじゃ

なかろうかなという話を今聞いているところでございます。そういうところを勘案しまして、今の段

階では、その工業団地の進出については、大変厳しいかなというところでは話は今しているところで

ございます。 

  それと、あと併せまして、スポーツコミッションにつきましては、今、これから事業計画で補助金

申請をしてまいりますけれど、県との連携につきましては、ぜひもう新しい、新年度からにつきまし

てもう入れていこうというところで検討させていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） モールについてご説明させていただきます。 

  どんな業態の方がお出でいただくかは別としまして、不明でもございますが、現状としては、先ほ

ど申しましたように、法規制をクリアするのが一番であると、大きな課題があるというのが現状でご

ざいます。また、我々職員も、皆様同様、町長を先頭に１０年後、２０年後を見据え、いかに大津町

を発展させていくかを目指し、仕事しております。また、今後も同じように１０年後、２０年後の大

津町の発展を目指しながら仕事をしていきたいと思っておりますので、どうぞ皆様のご協力をお願い

いたします。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） まず、電化、それから午前中もありました電池式の車両の導入等に関する

部分でございますけども、これにつきましては、協議の場がございまして、高森、それから南阿蘇、

大津も含めましてですね、南阿蘇鉄道再生協議会というものがございます。こちらの中で、先ほども

ちょっと申し上げましたけれども、電化をした場合の効果などについての調査、検討がされておりま

して、今度、この会議が３月の末にございます。多分ですけども、この電化に関するある程度の効果

等についてですね、結果が出たのではないかとちょっと推測しているところですけども、そこらあた

りでですね、どういった形で電化等を進めていったほうが一番採算ベースにあうとか、その辺の説明

等もあるかと思いますので、その協議の場でですね、話を聞かせていただきながら考えていくべきも

のかと考えております。 

  それから、乗合タクシーの関連のオンデマンド交通システムの導入の件ですけれども、先ほども申
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し上げました、今後、人口減少等が進む中で、北部あたり高齢化率が８０というようなところもあり

ますし、まちづくりの懇談会の中で、特に北部、南部の地域においてはですね、やっぱりどうしても

集落自体の存続なり、生活が成り立たない、コミュニティも成り立たないと、そういう中で、やっぱ

り大事な移動手段ですね。まずは、どこに生活をしていても、安全な医療が受けられて、買い物に行

けて、そして、その集落にいながら、その中で生きがいがあって、運動ができたり、集う場があった

りとかいうことが最低限必要なものかと考えておりますので、そういった意味では、移動手段という

のは非常に大事なものになりますので、今後、その乗合タクシー等をですね、拡大していく中で、今、

現在３社のタクシー業者のほうで、今乗合を回しておりますが、現在の、今回、内牧環状線を廃止し

て、南部一部加えましたけれども、そこまではですね、現行のシステムの中で対応が可能と聞いてお

ります。ただ、これをもう少し拡大をするということになりますと、今の現行システムでは不可能だ

ということで聞いておりますし、また、オペレーターの確保も当然出てくるというようなことでござ

いますので、議員ご提案のオンデマンドの公共交通システムにつきましては、これらの、いわゆる乗

合の地域の拡大ですね、これとあわせる中で、当然、検討を、そこも視野に入れた検討も必要になっ

てくるかと考えているところでございます。 

○議 長（桐原則雄君） 金田英樹君。 

○４番（金田英樹君） 今後のまちづくりに関してましては、町のほうでももちろん振興総合計画なり、

今回の都市計画マスタープランなりつくって、様々な要素を織り込みながらやっているのは重々承知

しております。ただ、例えば、今回で言いますと、本当にタイミングの問題で、急遽出た話なので、

例えば、空港への三里木からの分岐延伸などは、都市計画マスタープランには、基本的には盛り込め

ておりませんし、そのほかにも菊陽の工業団地の話だとか、なかなかそこに載ってこない要因も様々

にあると思います。その中でもちろん読めるもの、読めないものもあると思うんですけども、織り込

めるものは、ここの外側でももちろんやっていかれると思うんですけども、しっかりと織り込んで、

かつ予想できないことがあったときにもしっかりと対応していく。そして、今回の特に空港への三里

木の分岐延伸に関しては、同僚議員の方からも、住民の方からももちろん心配の声が非常にあがって

おります。だからこそ、この流れをプラスに転じて、共栄できるような流れ、あるいは、この４４３

の４車線化や中九州横断のインターチェンジなどのプラスの要因を生かす企業誘致なのか、あるいは

モール誘致なのか、そういった複合的な相乗効果を生めるような時期を捉えた取り組みをより一層、

私も考えて行きますので、一緒に考えていければと思いますので、どうかよろしくお願いします。 

  それでは、２つ目の質問に移ります。 

  ２点目は、ふるさと納税の規制強化に合わせた町の新戦略の質問です。 

  ２０１９年、ふるさと納税返礼品の還元率３割超え、または、地場産品以外を返礼品としている自

治体は寄附控除の対象から外れるという法改正が予定されております。正式決定はまだですが、当該

法案が通過すれば、本年６月１日より適用される見込みです。この規制化によって、社会全体として

の納税額は減額に転じるかもしれませんが、還元率を遵守している本町にとっては朗報であると考え

ております。ふるさと納税の動向をみると、現在は、返礼品に加えてAmazonギフトを送る泉佐野市へ
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の寄附が２０１８年度は３６０億円を超える見込みであるなど、返礼率の高い自治体に寄附も集中す

る傾向にあります。しかし、返礼品の価格帯が、還元率が統一される今後は、いかに寄附者の興味・

共感を得るための発信力・アイデアを高めていくか。あるいは、どういった層に強くアピールしてい

くかなどの行政マーケティング戦略が一層重要となり、時流に乗ることで大幅な税収増も期待できる

と考えております。 

  以上を踏まえ、次の内容についての町長の考えを伺います。 

  １点目は、商品の一層の充実化及び魅力的なパンフレット等の作成をする考えはないか伺います。 

  こちらは、通告書に記載の②から④を進める上での前提とも言えます。現在、大津町では、主に民

間のふるさと納税サイトを活用して寄附獲得につなげております。もちろんこの取り組みも有効であ

り、効果を上げておりますが、商品の一層の充実を図りながら、その魅力を十分に伝えるパンフレッ

ト、あるいは冊子を作成する考えはないか伺います。 

  ２点目は、町出身者からの寄附拡大に向けた取り組みを強化する考えはないか伺います。 

  対象者への多様なアプローチについては、以前も提案しましたが、それで言えば、大津町出身ある

いは居住歴のある方、また、単純な切り分けはできませんが、場で言えば、成人式、同窓会で帰郷中

の方や、各地県人会のアプローチ等が考えられます。さらに、少し露骨かもしれませんが、転出手続

きのタイミングでご案内するなどの手法も一考の余地があるように思います。また、郷土を応援する

具体的な用途指定の充実については、本町に必要な取り組みであることを前提においた上で、多様な

用途指定のメニューを設定すれば、より多くの寄附につながるものと思われ、さらに、町民が共感す

る内容であれば、その町民一人一人が強力な広報主体になることも見込めます。例えば、将来大津町

に戻ろうと考えている層にとっては、長期的に持続可能な住環境づくりの視点に立った寄附の選択メ

ニューは魅力的でしょうし、単身赴任で住民票を移している若い層にとっては、子育て支援に関わる

メニューが魅力的かもしれません。結果、多くの寄附を集めることができれば、町のサービスもより

よいものになります。 

  ３点目は、新設の「肥後おおづスポーツ文化コミッション」との連携など、町の交流人口（ファ

ン）からの寄附獲得の考えを伺います。 

  交通の要衝で各種スポーツ大会なども開催される大津町には多くの方が訪れます。特に、先日、新

設された、先ほども触れた町長が会長を務める肥後おおづスポーツ文化コミッションの設立記念講演

においては、リピーター獲得のためにも来町者へのおもてなしが大切だというお話がありました。取

り組みとして、相性もよいと思いますので、積極的な連携を考えてはいかがでしょうか。 

  ④の内容にも関係しますが、例えば、寄附の用途指定にコミッション振興を加えれば、同団体の寄

附獲得に向けたインセンティブにもなり、町としてもスポーツ資源やおもてなしの向上を図ることに

つながります。 

  ４点目は、委託及びインセンティブの設定によってふるさと納税のさらなる活性化を図る考えはな

いか伺います。 

  宮崎県新富町のふるさと納税の取り組みを検索すると、ふるさと納税２年で４倍、高額返礼品に頼
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らない宮崎新富町の商法という言葉が躍っておりました。同町では、人口約１万７千人の自治体で、

観光協会から鞍替えした地域商社、公有財団が町からふるさと納税の運営事務局を受託しています。

同団体は、強い地域経済をつくることをミッションとし、特産品の販売と人材育成が業務の軸です。

特筆すべき点は、新富町からふるさと納税の運営事務局を受託するにあたり、ふるさと納税受入額の

６％を運営費用として受け取っている点です。この仕掛けによって、地域の主産業である農業を盛り

上げつつ、自分たちの財源を増やすためには、農産物の商品力と販売力を高めなければならないとい

う確たるインセンティブが働いています。また、民間であるがゆえに、例えば、特定農家のつくる果

物が見た目も味もよければ、その農家から商品を多く買い取って、詰め合わせのセットで返礼品をつ

くるなど、平等・公平が求められる行政にはやりづらい取り組みも取り入れながら、マーケティング

戦略に則った取り組みを実行しています。結果、２０１６年度に約４億３００万円だったふるさと納

税の受入額は、公有財団初年度の２０１７年度に９億３千万円と倍増しています。さらに、２０１８

年度は２０億円前後まで増える見込みであり、町の農業、産業を活性化させながら、町の財源を増や

し続けています。 

  本町では、受け皿となる団体をどこにするかなど、様々な課題もあり、すぐにとはいきませんが、

地場の民間企業や団体の全部、あるいは一部委託をまずは検討、研究してみる考えはないか伺います。 

  以上、町長の答弁を求めます。 

○議 長（桐原則雄君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 金田議員の大津町のふるさと納税関連等についての提言でございますけど、

昨年度からふるさと納税専門業者との業務の委託契約を結びながら専用サイトからの申し込みやクレ

ジットカードやコンビニでの支払いができるようにいたしまして、また、返礼品の拡充も行い、初期

の４品から現在では３０品以上が登録されておりますので、今年度は３千７００万円以上になるかと

見込んでおります。さらに、新年度からは、ふるさと納税の専用サイト利用を一つ増やす予定であり

まして、新年度予算に計上して、お願いをしております。専門業者の宣伝力を生かしてさらなる拡大

につなげていきたいと考えております。 

  大津町においては、制度開始当初から返礼割合３割以内を守って実施してきました。今後も返礼品

につきましては、総務省の定める条件の範囲で、より充実を図ってまいります。また、パンフレット

等の作成については、コスト面を含め、より宣伝効果の高いＰＲ方法を考えながら検討してまいりま

す。 

  次に、町出身者からの寄附拡大について、町出身者が集まる県人会などのイベントにおいて、より

積極的に寄附をＰＲしてまいります。 

  続いて、肥後おおづスポーツ文化コミッションとの連携につきましては、今後コミッションが展開

する事業の中で、ふるさと納税とどのような連携ができるかを検討したいと思います。 

  最後に、町内の各団体への委託等についてですが、現時点で観光協会などの町内団体への業務委託

は考えておりませんが、返礼品の発掘などの他の部分での連携を考えていきたいと思います。 

  ふるさと納税の制度は、今後も変わることも考えられますので、国の動きも注視しながら実施して
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まいりたいと思います。 

  現状につきまして、担当部長のほうより説明をさせていただきます。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） 説明をさせていただきます。 

  ふるさと納税、ここ数年の寄附の状況でございますけれども、本当に右肩上がりで上がっておりま

して、平成２７年度以前はですね、大体１００件程度の寄附で、年間で１００万円程度でございまし

た。２８年が約５００件弱、熊本地震もございましたので、その影響もあって１千７００万円ぐらい

でした。それから、２９年度が１千６００件に増えまして、寄附額も１千９００万円、そして３０年

の見込みが、先ほど町長のほうが答弁されましたように、３千４００件の件数で３千７００万円とい

うことで、本当にありがたい状況でございます。これらの財源をやっぱり有効に活用しながらですね、

寄附の目的も絞りながらやるという方法も一つの方法ではないかということで、有効活用を図ること

が望まれているところかと思います。 

  まず、１番目のですね、商品の充実、それから魅力的なパンフレット等の作成についてでございま

すけれども、大津町の返礼品では、馬刺しや豚肉などの肉類の申請が８割を超えております。全国的

にも肉類は需要が高い品でございますので、今後は肉類を中心に強化を図ってまいりたいと考えてお

ります。また、総務省が定める条件の範囲を守りながら、地元特産をＰＲでき、寄附者に選んでいた

だける返礼品の充実にも取り組んでいきたいと思います。 

  続いて、パンフレット等の作成についてでございますけども、今は商工観光課のほうが作成する町

のチラシ、ミニパンフレットの中に主要な返礼品を掲載してＰＲをしたり、また、職員が手づくりで

作成したチラシを活用している状況であります。返礼品には、入れ替わりや期間限定で受け付けるも

のもございますので、カタログのように返礼品全てを掲載したパンフレットの作成がなかなか難しい

部分もございます。また、現在、大津町への寄附申し込みのうち、９９％がインターネットからの申

し込みとなっています。インターネットの専用サイトでは、返礼品の詳細や申し込み方法などふるさ

と寄附に関する全ての情報も確認可能です。よって、インターネットの専用サイト閲覧につなげるこ

とが最も効果的であり、重要と考えております。パンフレットの作成だけではなく、その他の広告媒

体への掲載など、費用対効果を考えながら検討していきたいと考えているところです。 

  次に、町出身者からの寄附の拡大についてでございますが、現在、都市対抗野球応援の際や、町の

成人式においてチラシを配布をいたしております。今後は、県人会だとか、地元高校の同窓会など、

町出身者が集まる県内外のイベントの開催情報などを収集いたしまして、積極的な配布を行っていき、

併せて、大津町に共感や懐かしさを感じ、寄附につながるような情報発信の仕方も工夫をしていきた

いと考えております。 

  次に、肥後おおづスポーツ文化コミッションとの連携でございますけども、コミッションでは、交

流人口増加を目的の一つとして、大会の誘致活動や武道系の種目の体験だとか、文化活動を活用した

各種ツーリズムなどを計画されておりまして、先ほどの町出身者へのＰＲと同じく、コミッションが

行うイベントの際には積極的にＰＲをしていきたいと考えております。また、ふるさと納税の返礼品
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の中でコミッションと連携したものができないか、そこらあたりも、先ほどの武道の体験等もありま

すので、そういったものも含めてですね、返礼品の中に何かこう増やせるものはないか等についても

模索をしたいと考えております。 

  例えば、大会の参加ですね、いろんな町でもスポーツ大会とかやっておりますけれども、それとか、

先ほど言いました体験教室、これは文化の体験、陶芸とかでも構いませんし、大津町には梅の造花等

もございますので、そういったものなどとコラボしながら、これにプラスαで宿泊などもセットした

サービスなどの提供、こういったものを返礼品の中のメニューということでもですね、考えられるか

と思いますんで、ふるさと納税の使い道の中でもですね、コミッションの活動をＰＲするなどのこと

もですね、検討をしたいと思います。 

  最後に、町内の外部団体等への委託による活性化についてでございますけども、宮崎県の新富町の

場合では、観光協会を母体として地域商社を立ち上げ、そこが管理をされているというところでござ

いますけども、議員も言われましたように、必要経費として寄附金の６％を補助する形で協会のほう

が受けられておるということでございます。これはもう当然そのまま団体の財源ともなるわけであり

ますが、ただ、ふるさと業務の納税の業務を行う上では、大津町と同様に専用業者の活用も、これも

併せて行われておりまして、こちらへの委託料もかかることから、新富町の自治体の取り分としては、

寄附額の３割程度になるとのことでございました。 

  大津町におきましては、現在、ふるさと納税専門業者への委託を検討する段階から、観光協会への

委託なども案もございましたが、事務負担やマイナンバーをはじめとする個人情報の扱いの観点から、

今の専門業者の契約に決定したという経緯がございます。専門業者への委託料を差し引きますと、大

津町の場合の利益は寄附金額の約５割ということになっております。 

  ただ、団体を育成するという観点から考えますと、新富町のほうで行われております体制は、団体

育成の観点ではいいものがあるかと思いますが、現時点において、町内の団体において、その受け入

れができる体制にあるかというとを考えたときに、まだまだその体制は整っていないということで考

えておりますので、当面、現状の体制にてふるさと納税業務については進めていきたいというところ

で考えております。 

  また、団体とはですね、返礼品開発など他の面での連携は図っていきたいということで考えており

ます。 

  最後に、大津町が現在ふるさと納税専門業者に委託してから１年が経ち、やっと年度間のデータが

取れてまいりましたので、今後はそれを分析しながら、どのような部分に力を入れていくべきかを考

えて、ますますこのふるさと納税の寄附額が増加するように目指してまいりたいと考えているところ

でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 金田英樹君。 

○４番（金田英樹君） 再度質疑いたします。 

  順番前後しますが、おっしゃるとおり、例えば、観光協会なり、新設のスポーツのコミッションな

りにその返礼品関連の業務委託というのは、体力的にも今の現段階では難しいと、私も思っておりま
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す。ただ、先々のお話というところと、あとはもう先方のその民としての強みを生かした返礼品づく

りの、さっきおっしゃったとおり、そういう連携ができればいいのかなと思っております。かつ、そ

こでインセンティブを生むために、その寄附指定でそういった団体を応援するところをつくるだとか、

あるいは、数パーセントを向こうの事務費として使ってもらうだとか、そういった形を私自身として

は構想していたところでございます。 

  また、おっしゃるように、大津町のふるさと納税額は順調に増えてはおりますが、そもそもの市場

規模の拡大のスピードですね、を考えたときに、すみません、記憶不確かで間違ったら大変恐縮なん

ですけども、確か１億円以上の寄附を集める自治体が１００を軽く超えるほどあったと思います。そ

うしたときに、大津町の今の寄附額が多いかというと、まだまだ大津町のポテンシャルだとか、その

からいもの話もありますし、お肉の話、馬刺しの話もありますし、もっともっと引き出せるものが山

ほどあるのではないかと考えております。 

  そこで、今一つインターネットサイトを使っていて、次年度から一つ拡大するというお話がありま

した、ただ、そのインターネットサイトというのは、どこの自治体も基本的に使っているんですよ。

結局、横並びの戦略で、そうしてくると、結局、返礼品だけしかみない。みんなユーザー側としては、

インターネットで何となく肉がいいとかを検索して、その中から自分の都合にあうものを選ぶと。そ

うではなくて、私がお話しているのは、まずは大津町に縁やゆかりがある方だとか、あるいはファン

をつくることによって、まず、大津町のものを見てもらって、大津町から選ぶという流れをつくりた

いんですよ。そうした中で、結果としてはおっしゃるとおり９９％の人がそのふるさと納税サイトか

ら入れているかもしれません。ただ、その前段階として、さっきおっしゃった、ホンダの野球応援で

あれ、あるいは同窓会であれ、きちっとしたパンフレットを見た中で、ああいい商品たくさんあるじ

ゃないかと、あるいは、こんな応援の仕方だったら私も寄附したい、大津町に。そういうふうな見せ

方をして、動かしていくと。その入り口をつくる必要がある。そうすれば、この町のファンももっと

もっと拡大できるし、寄附額も当然に増えていく。だからこそパンフレットだとか、こういう様々な

アプローチを提案しているわけでございます。もちろんパンフレット作成にはお金はかかりますが。

それを超えるメリットがあるのじゃないかと思ってます。また、先ほどの中では、商品の入れ替え等

もあるのでパンフレットは難しいというような趣旨の話もございましたが、それは締め切りを定めて、

１年に１回、あるいは半年に１回とすればいいだけの話であるので、そこは大した問題にはならない

のではないかと思っております。 

  その点を踏まえて、再度ご答弁いただければと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） 再度の質疑にお答えいたします。 

  確かに、今の団体につきましては、言われるように体力的なものがですね、どうしても不足するの

かなという気がいたします。ただ、団体がですね、やはり今後自立して、自主財源はどうしても必要

であります。資金はどこから捻出するかという観点に立てば、やはりこういういろんな事業を受けな

がら、今回のこのふるさとの寄附の業務を受けるという形で、やはり資金を持って、その中で自立し
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ていくということは非常に重要かと思いますので、順次ですね、その辺、体力的なものも見させてい

ただきながら、時期にはなりますけども、その辺の検討をしていきたいなということで考えておりま

す。 

  あと、やはりゆかりのある人とかファン等の話でございますけども、当然、寄附を進めるために、

その辺のファン層を掴むためには、やっぱりストーリー性のあるものが大事かと思いますので、そう

いった中で目的、指定目的を持ったやり方というのは非常に大事かと思います。庁舎について、庁舎

目的で寄附を今回募ったんですけども、やっぱり４４０万円ですけれども、やはり短期間に集まった

というような実績もありますし、やはり、例えば、ここに大津町としてつつじを新たな庁舎のここに

植えたいので、そのためにといったストーリーがあるような、目的性のあるようなやり方をすること

で、ああそれだったら私やりたいとか、子育てだとか、老人会がある集落で減っていってるとかいう

話もありますけども、そういった老人会が成り立っていくための資金にしてほしいとか、そういった

ストーリーのあるようなやり方でですね、ファンなり、興味を持っていただける方を増やすというや

り方も検討していきたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 金田英樹君。 

○４番（金田英樹君） 再度質疑いたします。 

  そのためにきちっとしたパンフレットをつくる必要性はかなり高いのじゃないかという提案だった

んですけども、その点についてだけ、再度答弁いただければと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） パンフレットもですね、やっぱ魅力のあるもので、先ほど言ったようなこ

とについても、やはりネットではなかなか伝わらない部分もあるかと思いますので、手に取って、ネ

ット環境がない方についてもですね、やはり目で見て、そのストーリーを見ていただくような形のも

のも将来的に必要かと思いますので、パンフレット等の充実等もですね、今後図っていきたいと考え

ております。 

○議 長（桐原則雄君） 金田英樹君。 

○４番（金田英樹君） ふるさと納税に関しては、町民一人一人がそのセールスマンみたいな形ででき

るので、私もしっかり頑張っていきたいと思ってますので、共に頑張っていきましょう。 

  以上で終わります。 

○議 長（桐原則雄君） しばらく休憩します。 

  ２時１０分より再開します。 

午後２時００分 休憩 

△ 

午後２時１０分 再開 

○議 長（桐原則雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  佐藤真二君。 

○６番（佐藤真二君） こんにちは。６番議員の佐藤でございます。一般質問を行いたいと思います。
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最後になりますので、だいぶお疲れかと思いますけれども、最後までお付き合いをよろしくお願いい

たします。 

  先日ですね、中学校の卒業式に出席いたしました。非常に感動的な式でございまして、私もついで

すね、うるっとしてしまったんですけれども、こんなおっさんがうるっとしても仕方がないと、今日

はねちっとですね、質問させていただきたいと思います。 

  その式の中でですね、子どもたちが卒業証書を受け取るために壇上に昇っていくわけですね。こう

昇っていって、手を。もらうわけなんですけれども、名前は呼ばれるんだけれども壇上には昇ってこ

ない子も何人かいるんですね。こう見てみると、体育館のギャラリーの２階のギャラリーのとこです

ね、あそこに子どもたちが何人か座っているわけです。この子たちがそうなのかなと思いながらです

ね、壇上で証書を受け取れない気持ちってどうなんだろうなと、こう切ない思いをしながら見てたわ

けです。 

  というところでですね、１２月の議会でもですね、この不登校に関する質問がありました。その中

では、不登校の児童生徒への教育機会の確保が主題ということでしたので、その中で、ウイングスク

ールというフリースクールの話題が出てまいりました。そのやりとりの中でちょっと違和感を受けた

部分がありまして、今日はその違和感を切り口に質問をさせていただきたいと思います。 

  まず、そのフリースクールにはですね、大津町の子どもも何人か行っております。何人かわかって

ますけど、ここではもうあえて申しません。そして、その不登校の子どもたちがですね、民間の施設

で一定の条件を満たして学習をしている場合、校長先生が許可を出せばですね、出席扱いとすること

ができるということになっているわけです。ところがですね、この１２月の質問の中の答弁ですが、

このフリースクールについては、県から欠席扱いとするように通知が出ているという説明がありまし

た。ここに私、違和感を感じたんですね。そもそも出欠の扱いは校長先生が判断することであって、

県教委が判断することではないということ。それともう一つ、私、このウイングスクールというのは

個人的にも知ってたんですけれども、そこと県教委というのはそういう関係ではないなと、もっと親

密なところがあるという前提がありましたので、何かこの答弁に違和感を感じたわけでございます。

人を通じまして県教委のほうに確認をいたしますと、そういう通知は出していないということでした。

そういう話でしたので、町の教育委員会のほうにそのことを伝えますと、結果としては通知ではなく

て、電話での確認に過ぎなかったということでした。虚偽答弁だということもできますけれども、今

日は実質的な話をしたいと思いますので、そこはスルーしたいと思います。 

  改めて、これを欠席扱いとする根拠というのをお尋ねしましたところ、国の通知に基づく判断だと

いうことでした。その通知がですね、今日配りしております資料、不登校児童生徒への支援のあり方

についてというところの上の四角の中にあります、「不登校児童生徒への支援のあり方について（通

知）」という文章なんですけれども、これですね、不登校の子どもたちが公的機関や民間施設におい

て何らかの学習をした場合ですね、「その場合の出欠の取り扱いについては、別記によるものとし」

という文章がありまして、その別記の中にですね、この四角でいうと、真ん中よりちょっと下のほう

ですね、学校への復帰を前提としていうふうになっているんですね。さらにもう一つ読んでみますと、
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（２）のところに、「当該施設は教育委員会が設置する教育支援センター等の公的機関とするが、公

的機関での指導の機会が得られない、あるいは何とかていうことで、困難な場合で、本人や保護者の

希望もあり、適切と判断される場合は、民間の相談指導施設も考慮されてよい」となっているわけで

すね。これ読むと、私には、その下に小さい四角ありますが、当該施設への通所または入所が学校へ

の復帰を前提としとなっているもの、そして、当該施設は公的機関であるとされているわけですから、

それが叶わない場合の民間の施設っていうものは、この当該施設、学校への復帰を前提とする施設と

は限らないというふうに私は読みます。さらにもう少し下のほうですね、別添の４のところに、「教

育支援センターの整備指針」というのがあります。まあ試案と書いてありますが、そこの中にはです

ね、明らかに、明確に、その「学校復帰を支援し」ということが書いてある。ところが、その下の別

添３の民間施設のガイドラインについては、「地域の実態に応じ、各施設における活動を総合的に判

断することが大切」だと書いてあるわけですね。ということは、教育支援センターは学校復帰を支援

するというふうになっている。そして、民間施設は地域の実態に応じた総合的な判断だというふうに

書いてあると私は読むわけです。ところが、この通知について、教育委員会のほうはですね、そうで

はないと。やはり民間施設であっても学校復帰を前提としている施設でなければ出席扱いすることは

できないというふうに言われたわけです。ちなみにですね、県外の状況をみますと、大概のフリース

クールは出席扱いになってます。むしろよほど不適切な施設でない限りは出席扱いするというのがス

タンダードなんですね。 

それは置いときまして、とりあえず、このガイドラインの読み取り方ですね、この違いはちょっと

一旦棚上げいたしまして、今度は資料の裏面のほうに行きます。これは平成２９年の３月に文部科学

省のほうが示しました、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する

基本指針」というやつですね。いわゆる１２月にも話題にもなりました、教育機会確保法に基づいて

出された基本指針ということになります。これはちょっと細かくは読みませんけれども、３行の四角

があるかと思います。教育機会確保法の施行に伴い、基本指針が通知された。そこには「登校という

結果のみを目標にするのではない」ということが明記されており、これまでの学校復帰を前提とした

対応からの転換が示されているということです。さらに、そのあと、今度は小中学校の学習指導要領

の改正ですね、改正された新しいものにしても、小学校にも、中学校にもともに「登校という結果の

みを目標にするのではなく」ということで、必ずしも学校復帰、登校を求めるという指導ではないん

だというふうなですね、方向が示されております。これで先ほどですね、フリースクールが学校復帰

を前提していないからだめだ、出席扱いできないよというようなですね、根拠てなくなったんですね。

そもそもこのフリースクールが学校復帰を前提としてないのかという話です。私は、このフリースク

ール見に行きまして、校長に直接学校復帰についての考えを伺いました。答えは、復帰しなさいとい

うことはあえて言わないが、事実として復帰していってる子も多い。子どもが復帰したいというので

あれば当然それを応援すると、当たり前の話ですね。つまり、子どもの自主性を尊重するということ

で、この基本指針に沿った考え方であるかと思います。ところが、現在の考え方は、この教育機会確

保法施行以前の通知を根拠にした考え方で、現在の基本方針には沿ってないということになると思い
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ます。私が見学に行きました際、小学校の低学年から中学生まで様々な学習活動をしていました。教

えているのは学校を退職、もしくは定年の人も早く退職した人もおられました。この学校で教えたい

ということでですね。また、新卒でも学校勤務を選ばなかったという方もおられました。教科書は熊

本市が採択している教科書を購入して使っているということです。子どもたちは活き活きと活動して

おり、いつかは学校に帰りたいと言っている子もいれば、ここのほうがいいと言っている子もいると

のことでした。どちらも子どもの主体的な考えであり、尊重されなければならないと思います。 

原籍を置く学校に行くことができず不登校となるわけですけれども、別の場所に行けばエネルギー

を得て力を発揮することができる。そういう学習活動をしている子どもたちを原籍校で出席扱いする

ということになれば大きな励ましになるのではないかと思います。さらに、大津町からは電車を乗り

継いで行っている子もいます。この子たちは出席扱いということになれば定期券を利用することがで

きるようにもなります。これは経済的な支援でもあります。この出欠の扱いというのは、校長先生が

判断することになっておりますけれども、実質的には教育委員会と学校が連携して判断すべきことだ

と思います。既にこのフリースクールには、校長先生や何人かの先生、町の教育の関係者が視察に行

っているというふうに聞いております。また、学校には、子どもたちの通所の状況や学習活動につい

て連携シート、名前ちょっと正確には覚えておりませんが、きちんとその報告がシートとして送られ

ているというふうに聞いております。そうした情報を集めれば判断はできるはずです。教育機会確保

法の理念を踏まえ、この子どもたちが過ごす日々を出席扱いとすることで、子どもたちや保護者を支

援すべきではないかと考えます。いかがでしょうか。そして、もし出席扱いできないということであ

れば、その明確な理由をお知らせいただきたいと思います。お願いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） 教育長吉良智恵美さん。 

○教育長（吉良智恵美さん） 佐藤議員の不登校児童生徒への支援のあり方についてのご質問にお答え

させていただきます。 

  まず、前回の議会の折にですね、通知に基づきと言った私の言葉の選び方が不適切であり、誤解を

招いたことはお詫びしたいと思います。私としましては、県の方と共通理解をしている、そのような

連絡がきているという意味での通知で、通知文としてはきていないということでしたので、誤解を招

いたと思いますので、そこはお詫びしたいと思います。 

  それで、先ほどのご質問ですけれども、町内小中学校における不登校状況にある児童生徒数につき

ましては、平成２８年度が４１名、２９年度が３９名、今年度は、今年２月までで４２名となってお

り、どうしても増加傾向にございます。 

  ただ、先ほど議員からもありましたように、近年は、学校に行かないことは、学校生活において児

童生徒が自分らしさを失わないための選択肢の一つでもあり、不登校数の減少のみを目標にするのは

適切ではないと言われております。しかしながら、学校生活において、児童生徒が多くの友達と関わ

りながら身につけられる社会性の育み等を考えますと、町教育委員会としましては、１人でも多くの

生徒が通いたくなるような学校づくりに向け、今後とも大津町の教育における課題の一つとして位置

づけ、組織的な対応のあり方を検討する必要があると考えております。 
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  ご質問の学校以外での学習をした場合、一定の要件を満たせば学校長の判断で出席扱いが可能にな

るということにつきましては、児童生徒の将来を十分に考慮するとともに、他市町も含めた取り扱い

の公平性を基に判断をしていく必要があると考えております。大津町におきましては、後ほど教育部

長からも説明いたしますけれども、教育支援センターを設置し、学校復帰を目指した取り組みを行っ

ております。当支援センターへの通所は、国の指針も踏まえまして出席扱いといたしております。な

お、学校以外の民間施設への児童生徒の通所を出席扱いすることにつきましては、個々の施設の設置

目的や通所している児童生徒の状況及び保護者の考え方など個別に検討することが必要であると考え

ております。 

  なお、現在の具体的な対応と今後の方向性につきましては、担当部長より説明いたします。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） ご質問の学校以外での学習をした場合、一定の要件を満たせば、学校長の

判断で出席扱いするということが可能になるということにつきまして、不登校児童生徒に対する取り

組みの概要も含めて説明させていただきます。 

  大津町におきましては、今年度から５名の児童生徒が民間施設に通所しております。児童生徒が自

らの進路や今後の方向性について主体的に考え、キャリア教育の視点を踏まえ、社会的に自立するこ

とを目指していく上で、民間施設や保護者との継続した児童生徒の通所の状況などの情報共有を行っ

ていく必要があると考えております。 

  出欠の取り扱いにつきましては、不登校児童生徒への支援のあり方につきまして、出席扱いの要件

の中で、「当該施設への通所または入所が学校への復帰を前提とし、かつ、不登校児童生徒の自立を

助ける上で有効・適切であると判断される場合に、校長は指導上出席扱いすることができる。」とさ

れております。現在は、関係の学校とも協議を行い、その基準を踏まえまして、欠席扱いとしている

ところでございます。それぞれの児童生徒が通所している背景は様々であり、各施設の設置目的も規

模や活動内容等様々でございます。したがいまして、出欠の取り扱いにつきましても、個別に検討し

ていくことが必要であると考えております。 

  先ほど教育長からもありましたとおり、大津町の小中学校におきましては、不登校児童生徒は増加

傾向にあり、大きな課題の一つでございます。今年度は、不登校防止改善ワーキングでの検討を踏ま

え、町内小中学校の教職員を対象に、各学校及び関係機関との連携強化を目的とした関係者会議、不

登校児童生徒対応におけるテーマ別研修、個別の対応における実践事例研修の計３回の会議及び研修

を実施しております。これらの研修を企画運営する中でも、不登校児童生徒が置かれている状況は多

様であり、個別の対応が求められていると感じたところでございます。 

  また、大津町では、不登校児童生徒の学校復帰に向けた支援指導のための教育支援センターを設置

しております。また、中学校２校への教育相談員の配置も行っているところです。このセンターの活

用につきまして、保護者に向けたさらなる情報提供も検討しているところでございます。 

  今後の出欠のあり方につきましては、学校ごとの校長判断は難しいことが予想されます。周辺自治

体、また県とも十分に連携を図り、今後の取り扱いについて協議の場を持つなどしながら対応を考え
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ていきたいと思います。 

  以上です。 

○議 長（桐原則雄君） 佐藤真二君。 

○６番（佐藤真二君） 今のお答えですと、どうもちょっと私が望んでいるものとは違うような感じが

いたします。まずですね、教育支援センターがあります。学校にも教室外、別室登校ですね。そうい

ったことができますというふうに確かに言われました。けれども、そもそも民間施設に行ってる子と

いうのは、そこに行けないから民間施設に行ってるんですね。それなのにそこに行けと。そして、教

育支援センターは学校への復帰を前提としていると、学校に復帰できないと言ってる子に学校に復帰

することを強いる。これは教育機会確保法が示している意見とは違います。そして、これまで何人も

の子どもさんがそのプレッシャーで命を落としている。そういうことを考えると、今の言い方という

のは、子どもたちの命の軽視です。人権の軽視です。そんなことが許されるはずがない。ここで議論

しておりますのは、政策の提言とか、１０年先、２０年先とかいうようなお話ではありません。今、

学校に行けなくて困っている子どもたちをどうするのか。出席、欠席の扱いという行政処分の根拠を

はっきり聞いているわけです。ところが、おっしゃっているのは、今会議をやってますとか何とか、

もう欠席扱いするという行政処分を下したわけですよね。ですから、その根拠は何ですかって聞いて

いるのに、何か随分遡った話ですね、言われている。それを明確にしてくださいというふうに私はお

尋ねしたつもりでした。何かゴールポストを動かされたと、そういう感じがします。 

  ちなみにですね、さっきその通知の話がありまして、国からの通知に基づいて判断しておりますと

いうことで言われましたけれども、超党派のですね、フリースクール等議員連盟というのがございま

して、以前、文部科学大臣だった馳浩さんという元プレスラーですかね、の方がこの議連の中心人物

のようですけれども、この議連に対しまして、文科省の担当者は、今回の基本指針、先ほど申しまし

た指針ですね、指針と過去の通知には齟齬がありますと。ですから、これから通知を改めていきます

というふうに言われたと、学校復帰にこだわらない方針への転換について、積極的に周知を図ってい

く方針であるということを示したという情報があります。 

  それからもう一つですね、やはり個別の対応だと言われました。民間の施設については個別の対応

だということを言われたんですね。それ当然ですね、いろんな民間施設ありますから、では、その民

間施設に個別の対応見に行かれたのか、話を聞いてこられたのか、対応してないということになるん

ですね。先ほどの指針の中では、教育委員会、学校は、その民間と民間施設と連携してというふうに、

連携することを求めております。聞いたところ、向こうのフリースクールのほうは学校に対していつ

でも声掛けてくださいと言って、きちんと毎月毎月報告を送っていると。施設の方はきちんと手を指

し出しているんですね、それをまだ握り返していないという状態にあるわけです。そのまま町の中で

はこんな会議をやってますと言われたって、それは連携とはとても言えないんですね。その連携をし

ないということは、これは行政の不作為だと。このようにしなさいと言われているのに、それやらず、

それをやらない状態で処分をくだしている。これは不作為ですね。 

  最初に申しましたように、お尋ねしているのは、行政処分の根拠は何ですかということなんですね。
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もしこの判断がですね、どうしても変わらないということであれば、やはり次の段階というのがある

わけなんです。一つは、行政不服審査という考え方もあります。そしてまたこれは人権の問題でもあ

りますので、人権擁護のための、人権何だったか、すみません、ちょっと名前忘れましたけれども、

法務省でも総務省でもこういった話については聞いてくれるわけですよ。町の中で関係者が話し合っ

て出した結論、これがきちんと第三者のところに行って通用するものと、しっかりと確信を持って考

えられておられるのか、そこまで含めて再度もう１回考え直すおつもりがないかお尋ねしたいと思い

ます。 

○議 長（桐原則雄君） 教育部長市原紀幸君。 

○教育部長（市原紀幸君） 再質問にお答えさせていただきます。 

  まず、学校、それから教育委員会でですね、現在、民間施設に通ってる児童生徒おられますけども、

その民間施設に通所しているということについては、全く否定をしておりませんし、それについて悪

いとか云々というところではございません。町として、現在、出席扱いしているというところの根拠

でございますけども、こちらについて、今議員からいただきました資料にもございますけども、この

出席扱いの要件、これに基づいて学校と教育委員会で判断しているところでございます。まず、この

満たすところという部分が、まず学校への復帰を前提とし、それから、かつということで、保護者と

学校との連携とか、教育支援センター云々ございますけども、そういったところがあくまでも個別で

対応ということになります。あくまでその施設全体ということじゃなくて、その行っている児童生徒

が学校、要するに一時的にその例えば復帰を前提として通っているのか、それと、それかつ保護者と

学校の連携とかそういった部分がございますけども、この出席扱いの要件を基に、最終的に現段階で

は欠席扱いをしているというところでございます。 

  連携という部分ございましたけども、連携については、当然、学校のほうでは連携しておりますけ

ども、当然、教育委員会としてもですね、そういった部分については、連携については当然必要であ

るということで考えております。 

  それと、先ほどありましたように、今後の考え方あたりですね、学校復帰のみが前提ではないとい

うことにつきましては、当然、現在はこの出席要件については、その国からの通知を基にやっていま

すので、国からのですね、新たな指針あたりが出れば、それに基づいて判断していくということにな

ると考えております。 

  以上です。 

○議 長（桐原則雄君） 佐藤真二君。 

○６番（佐藤真二君） 先ほどから何か通知、通知と言われておりますけども、それが何の通知のこと

を言われているのかというのがなかなかわからないところなんですけれども、学校復帰を前提とする

という考え方はもう既になくなっているということを先ほどから申し上げております。だから、それ

はまず根拠にならないんですね。そうすると、もう一つおっしゃっている個別の判断が必要ですとい

うことをおっしゃっている。その個別の判断をしましたかと言ったら、それはまだ確かめに行かれて

はないということを言われたわけなんですね。いつまで待てばいいのかというのあるんですけど、こ
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れ実は期限のある話なんですね。３月末なんです。３月末まででなければならない。なぜかというと、

中学校を卒業する子がいるから。中学卒業の認定は３月末です。そのときに指導要録というものがつ

くられて、それが確定します。指導要録の中には、その子が何日出席したとかですね、どのような学

習をしたということが記載されます。それが記載されないまま卒業してしまうのか、それともきちん

と出席に扱われて、その施設でどのような活動をしたということが記載されて卒業するのか、これ全

く意味が変わってまいります。そのことを考えると、いつまでも延ばしている話じゃなくて、３月末

までに判断をしなくてはならない。今、ここで、これ以上ですね、認めてくださいといってもなかな

かすぐにうんとは言われないでしょうけれども、もう一度考え直していただけるかどうかですね、考

え直して、こうしてくださいと言っているわけじゃないです。そこはもう考えてください。もう一度

考え直すということをしてくださいということをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議 長（桐原則雄君） 教育長吉良智恵美さん。 

○教育長（吉良智恵美さん） ご質問にお答えさせていただきます。 

  まず、フリースクールに通った場合の出欠の取り扱いですけれども、今の段階ではですね、民間施

設におきまして、やはり学校復帰を基本とするというところで、それを目的とする民間施設というこ

とで教育委員会としては判断させていただいております。先ほどから議員がおっしゃっているある特

定のフリースクールに関しましては、昨年度の４月にそれぞれの市町の教育委員会に回ってご説明が

あった、まあ昨年度発足したばかりのフリースクールですけれども、その場合は、独自のですね、教

育方針を持って設置されておりまして、学校復帰を目的に設置されてはいないというふうに判断して

あり、年度当初に、この場合は欠席扱いになりますということで話をしてあります。また、そこに通

う保護者の方にもですね、そのことは校長のほうから話をして、通っているということが一つありま

す。ただ、１年間のこの中身をいろいろ聞いておりますと、様々な取り組みもしていただいておりま

すので、今後の出席についてはですね、取り扱いとして出席扱いになる方向も含めて考慮していくよ

うに考えておりまして、現実に管内の教育委員会と、それから教育事務所も含めて、今後の扱いに関

する検討の準備委員会みたいなものは、実は設置しております。 

  それから、本年度欠席扱いになっている子どもさんの指導要録上の取り扱いでございますけれども、

指導要録の中には、欠席の日数だけを書くわけではなくて、その欠席の中でもこのような学習をして

きているとか、様々な内容につきましては記載ができるようになっておりますので、そちらのほうで

きちんと書くことができるようになっております。 

○議 長（桐原則雄君） 佐藤真二君。 

○６番（佐藤真二君） もう３回となりましたので、これ以上は申せませんけれども、少なくとも今の

お話ですと、もう少し検討できる余地があるのだというふうに受け止めたところでございます。 

  子どもたちの最大の利益ですね、これをやっぱり守ることが大切かと思いますのでご検討のほうを

お願いしたいと思います。 

  では、２つ目の質問に移りたいと思います。 

  災害の備蓄計画はどうなっているのかということになりますけれども、長くですね、課題でありま
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した災害の備蓄計画がようやく策定されるということを伺いました。３月中だそうです。しかし、こ

れまでの進め方には一貫性に欠ける点や説明が不足している点もあります。これまでの経緯を踏まえ

て、改めて備蓄の考え方をきちんと説明すべきではないかと考えるという趣旨の質問でございます。 

  少しくどくど言うことになりますけれども、ご勘弁をお願いしたいと思います。 

  まず、ここでいう災害備蓄とは、水防資機材とかではなくて、災害時の水や食糧や生活必需品とか

ですね、避難所の設置や運営に必要な簡易ベッドとか、簡易トイレとかそういったものを言っている

ところでございます。 

  災害の備蓄については、これまで、もう地震の前からですね、何回も質問があっておりまして、そ

れに対してなのかわかりませんが、大津中央公園には備蓄用のコンテナが設置されたり、大津中央公

園を防災公園として整備したりですね、また、楽善には防災倉庫を建設するというような計画が地震

前にあったところでございます。資料のほうをちょっと見ていただきますと、丸がいっぱいあるよう

な図のほうなんですけれども、これがですね、備蓄の考え方というものを示したものでございまして、

町を北部、中部、南部に分けて、それぞれに防災拠点を置き、この防災拠点に集積的に備蓄をして、

さらに指定避難所においても若干の備蓄をしていくというような、こう何ていうか、階層的なつくり

方になっているところですね。計画ではですね、それらの拠点というのが南部は総合運動公園や体育

館、北部では矢護川のコミュニティセンター、中部では新庁舎に併設するということに、復興まちづ

くり計画ではなっております。では、そこに何をどの程度備蓄するのかということについて、これま

では水と食糧１万人掛け３日分という説明以外はまだ聞いてないところなんですね。今度、地震の後、

また備蓄についての質問が何回かあっておりまして、その中のいずれの答弁の趣旨は、備蓄計画をつ

くり、整備をしますという趣旨のものでございました。しかし、いつまでもその計画を見ることがで

きず、入れ物である倉庫の話ばかりが進んでいるようで、その倉庫の中身というものが見えてきてい

ないんですね。今回も総合運動公園への備蓄倉庫建設の予算が計上されておりますけれども、中に何

を入れるのかというのは聞いてないんですね。また、この倉庫は復興まちづくり計画では６０平米と

言われていたものが、今回、なぜか１００平米の計画になっております。その計画の変更が正しいの

かどうか、私たちはそもそも何をどのくらい備蓄するのかを知らされていないため、判断することが

できないわけです。 

で、その備蓄計画というのがどうなっているかということなんですけれども、今年度は夏にですね、

策定されました地域防災計画に大津町備蓄計画（案）という言葉が出てきます。つまり、夏には

（案）というものが存在していたということです。しかし、計画はまだ示されておりませんで、３月

ということで、だいぶ時間がかかったなという感想を持つところです。ただですね、その計画を今か

ら示していただいて、それを受け入れる前にやっぱり確認しなければいけないことがあります。 

先ほど総合運動公園の備蓄倉庫の計画がいつの間にか変わっているという話もしました。これまで

ですね、この防災関係の事業では、いつの間にかとか、前はこう言ってたけどあの話はどうなったん

だろうというようなことが幾つもあったんです。もちろん役場の内部では話が通っているんでしょう

けれども、私たちや住民に対しては説明というものがなかなかないという状態ですね。幾つか例を挙
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げますと、まず、申し上げていかないといけないのがですね、社会資本整備交付金事業の過去の情報、

過去にやった分の情報というのがホームページから消えています。町のホームページというのは、過

去の政策ややったこともデータベースであるべきですので、きちんと残しておくべきだろうなと思い

ますが、それをちょっと間に入れさせていただきますが、その社公金で整備された大津中央公園は、

防災公園として位置づけられていました。ですから、大きな防災倉庫も置かれたわけです。しかし、

復興まちづくり計画では、子育て支援センターの位置づけっていうのはあるんですけれども、中央公

園のことも既設の備蓄倉庫のことも触れられていないんですね。 

楽善の備蓄倉庫のことを申し上げます。これ計画はですね、地震の前、平成２７年３月だったんで

すけれども、その時、予算、設計の予算というのが出てきたんですね。その時の話では、建物の面積

は７５０平米で、建物本体だけで１億円程度、会議室を備えて、訓練や研修の機能も持つと。備蓄す

るのは、災害備蓄のほかに道路の凍結防止剤とか、畜産で使うその防疫用の物資だとか、新型インフ

ルエンザ対策の物資などが備蓄されるというふうに聞いておりました。しかし、地震の後になります

けれども、できあがったのは、面積でいうと４２０ですから、半分強ぐらいですかね、建物の本体の

工事費というのは４千８００万円で約半分ですね。その他の工事と合わせて１億円と、大体全体でい

うと約半分ぐらいに規模が縮小されているんです。ただそれでもですね、かなりの規模のものではあ

ります。ところが、その倉庫が復興まちづくり計画の中では新設の避難所における備蓄の量質を補完、

どちらかというとちょっと格下げされているというような印象を受けるところであります。 

それから、復興まちづくり計画でいうところの中部エリアの防災拠点ですね。新庁舎に合わせて新

庁舎に隣接してということで説明をされているんですけれども、まだその姿というのがちょっと見え

てこない。これはやむを得ないところがあるというのはもちろん十分承知しております。それでもや

っぱり姿が見えてこないと。このように、備蓄計画について、計画の一貫性が見えずに、施設の位置

づけもちぐはぐになってしまっているということです。ですから、この状況の中で今回策定される備

蓄計画というものがきちんと整合が取れているのかどうかというのをやっぱり事前に確認しとかない

といけないだろうと思います。そうでなく、そうでない計画というものが出てきた場合ですね、やっ

ぱり困るんですね。何が困るかというと、この備蓄計画は、住民がしっかりと理解する必要があるか

らです。なぜかというと、自助・共助・公助と言われます。町が備蓄するものは公助です。それに対

して、自分の分は自分でという自助というのは当然あります。しかし、その中間にある共助、ここに

おいては、町が何をどれだけどのように備蓄しているかという情報があって、じゃあ我々は何をどれ

だけ備蓄すればいいんだなという考え方が出てくる。ここを整えるためには、きちんとこの防災備蓄

計画を理解しなければならない。そのためには、きちんとした説明がなければならない。そのために

は、これまでのハード整備というものがきちんとこの新たに策定される計画とリンクしているもので

ある必要があるということが前提になります。 

この新たに出てくる備蓄計画について、どのような内容になっているのか、それをまたどのように

説明されるのか、ということについてお答えをいただきたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 町長家入 勲君。 



 209

○町 長（家入 勲君） 佐藤議員の備蓄計画、ソフト面と倉庫等のハード面についての説明関連等の

質問かと思いますけども、平成２８年熊本震災の発生によりまして、大津町では、震度５強、あるい

は震度６強の本震に襲われまして、人的被害は少なかったものの、暮らしや経済の基盤となる住家や

公共施設、土木のインフラ等に甚大な被害が発生しまして、本町では、平成２９年３月に、熊本震災

からの復旧・復興に関する方針や、震災で得た教訓を今後のまちづくりに活かしていくための方向性

を盛り込んだ大津町復旧・復興計画を策定いたしました。 

  そして、個別具体計画として、平成３０年３月、大津町復興まちづくり計画を策定し、復旧・復興

計画を補完するものとして、主にハード面での短期的・重点的な取り組みの方向性を定めまして、復

興まちづくり計画では、特に安心・安全は何よりも重要であることや、今後、熊本震災と同程度の地

震を想定し、命を守る・災害に強いまちづくりに取り組んでまいります。 

  特に、防災拠点や指定避難所・福祉避難所としての位置づけをはじめ、支援物資の輸送計画や、ま

た、食糧物資等を保管備蓄するための防災倉庫などを復興まちづくり計画の中で、方向性を位置づけ、

短期的に進めているところであります。 

  内容等と説明不足については、大変ご無礼をしておりますけども、改めて担当部長より説明をさせ

ていただきます。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） 現状等を踏まえまして説明をさせていただきます。 

  熊本地震を経験し、もうこれまでの災害といいますと、やはり水害がメインでありまして、その前

のいろんな倉庫等の建設にあたりましては、やはり水害をメインに置いた考え方でありまして、今回

の熊本地震を受けた後の考え方はまるっきり変わってきたというような部分は正直ございます。これ

までの大津町の防災体制を大きく見直して、復旧・復興計画並びに復興まちづくり計画を策定し、そ

の計画を具体的に今進めているところであります。 

  まず、復興まちづくり計画の中で、広範囲にわたる町内を、南部・中部・北部エリアに分けて、そ

れぞれの中心となる拠点を位置づけ、今お手元に資料のほうが配ってあるかと思いますけども、それ

ぞれの中心となる拠点を位置づけて、災害時には、避難所、物資の備蓄、支援物資の配送基地などの

役割を担うこととしております。 

  そこで、北部地区におきましては、矢護川コミュニティセンター、それから、中部地区は役場近く

にということで、この復興まちづくり計画の中では配置づけをしております。それから、南部地区に

つきましては、大津町運動公園を防災拠点として位置づけ、公的な備蓄については、防災拠点におけ

る総合的な備蓄及び指定避難所においては、基本的な備蓄を計画的に進めるということにしておりま

す。 

  また、国・県からの支援物資は、南部の防災拠点に一時集積をし、仕分け後に町内各地に配送する

ということにしております。これは、今回の熊本地震の場合は、大津中学校の体育館が担っていた機

能であります。また、各防災拠点における備蓄倉庫についてですけれども、北部地区は矢護川コミュ

ニティセンターの教室等の利用を考えております。あと、あちらに体育館もございますが、避難所と
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しての活用もありますので大規模な災害、そうでない場合と使い分けは必要かと思いますけども、体

育館を使用する場合もあり得るかと思います。だから、中部地区につきましては、新庁舎の周辺に備

蓄倉庫と避難所機能を併せた新たな防災拠点整備ということで計画の中では今うたっております。現

在、まだ白紙といいますか、できていない状況でございます。南部地区につきましては、大津町運動

公園のメイン駐車場に約１００平米の備蓄倉庫の建設を本年度、平成３１年度に予定をしているとこ

ろであります。 

  ただし、中部地区の新たな防災拠点につきまして、現在、新庁舎の建設計画が進む中で、周辺の包

括支援センターや電算室などの今後の施設活用計画の関係もあり、また、現段階では白紙の状態であ

ります。今後、周辺施設の活用も含めて考察の必要性もありますし、また、平成３０年３月に復興計

画つくっておりますけど、その後、２カ月後の３０年５月に締結をいたしました、これ知事のほうか

らですね、やっぱり県立の施設も大規模災害の際にはやっぱり有効に活用せんばならんというような

ことを受けまして、県立３校との災害発生時における避難所利用に関する協定、これも踏まえた上で、

具体的な計画を、先ほどの中部地区の避難所等についてはですね、再検討が必要なんではないかなと

いうことで考えているところでございます。 

  また、熊本地震前の平成２７年３月に全員協議会で楽善防災倉庫基本設計について説明をしました

ときには、当初、町中心部から北部地区の防災拠点となる防災備蓄倉庫の設置ということで、上井手

の氾濫等もありましたんで、上井手よりも高台にあります楽善を選定いたしまして、計画をしたとこ

ろでございます。その際は、消防団や防災指導員の研修の場ということで、全長で横幅で５０ｍござ

いまして、中の倉庫の部分が３０ｍです。外側に１０ｍ、１０ｍで、会議室の部分と、もう一つが車

庫ということで計画をしてたところでございます。ただ、役場的にも距離的な問題や役場を今後建設

するにあたって、防災の拠点、防災の対策本部等についても役場の中にもつくるというようなことも

考えることも念頭に置きながらですね、基本設計から実施設計に至る中で、今言いました会議室と車

庫の部分をなくて、いわゆる５０ｍが３０ｍに縮まったというようなことで、防災の備蓄倉庫に特化

した、倉庫に特化した建設というふうになったものでございます。 

  当初、基本設計で１億５千万円でございましたが、それによりまして１億を切る事業費ということ

で、事業費の圧縮ということも行ったところでございます。 

  ただ、言われましたように、当初の計画の説明を全員協議会でさせていただきましたが、その後の

実施設計の変更等についてのですね、全員協議会の中での説明等については不足していたことは否め

ずですね、委員会の中での審議等になっただけに止まっておりますことについては、お詫びを申し上

げるところでございます。それは予算関係の中での審議でございますけども。 

  そして、その後、平成２８年４月に熊本地震が発生いたしまして、避難者が約１万３千人、住民の

方々が指定避難所やそうでない地区の一時避難所、あとは民間の土地などにも車中泊等によって避難

されることになりました。 

  このことから、地域防災計画では、避難想定の人員を人口の３０％であります１万人ということで、

今後の備蓄食糧については、今後、５カ年間で１日、これは２食で検討しておりますけども、３日分



 211

の６万食、この６万食を計画的に５カ年で備蓄していくという計画で、今調整をしているところでご

ざいます。内容につきましては、アルファ米やパン、ビスケットなどを計画的に備蓄していくという

ことでございます。 

  また、水につきましては、楽善の防災倉庫のすぐ横に水道企業団が保有する大きな給水タンクがご

ざいますが、それから、美咲野のほうにもございます。合わせて５千トンございますが、この５千ト

ンの６割の３千トンからの給水、と、企業団が備蓄しております５００ミリリットルのペットボトル

が１万本、これも楽善の企業団の倉庫の中に今置いてあります。これの支援を一応考えております。

町としましては、また、新庁舎今回建設する中でもですね、循環型の貯水タンク等も計画を考えてい

るところでございます。 

  食糧以外のその他の生活必需品の備蓄、これに関しては、毛布やマット・シートの備蓄については、

今、５千枚ということで考えております。１万人の半数ですけれども、基本的にそういう毛布等につ

いては避難所に持ってきていただくというのが主ということで考えているところでございます。その

半数の５千枚を当初の目標として計画的に備蓄したいと考えております。あと、簡易ベッドの備蓄と

しましては、現在、７５歳以上の避難が予想されるのが約１千人を少し超えるぐらいでございます。

そこで、約１千台を備蓄目標としております。このほか、簡易トイレ、トイレットペーパー、紙おむ

つ、生理用品、哺乳瓶等を備蓄するといった計画で考えております。 

  また、指定避難所につきましては、避難所の基本的な物品ということで、発電機、投光機、拡声器、

懐中電灯ラジオ、担架などをですね、計画的に備蓄していこうというところで考えております。 

  また、その他、夏場だとか冬場に必要になります、扇風機、ストーブとか炊飯器等については、災

害発生時に、今、ＪＡやコメリや今ナフコさん等々ですね、協定を結んでおりますので、その協定に

基づいて購入をしていくということで考えております。 

  それと、備蓄倉庫への食糧とか生活必需品の備蓄につきましては、住民数に応じて按分をいたして

おりまして、先ほど６万食と申し上げましたが、それで北部については、その内の１５％、中部が６

０％、南部が２５％の割合で、それぞれの品物なり、食糧を備蓄するといった形で計画をしていると

ころであります。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 佐藤真二君。 

○６番（佐藤真二君） もう少しあっさりでもよかったんですけども、詳しくお答えいただいてありが

とうございました。 

  ちなみにですね、この後、その計画というのは出てくるんだと思うんですけれども、一つその福祉

避難所ていうものの扱いがどうなっているのかなというところが気になるところです。前回の地震の

ときもですね、福祉、そのとき福祉避難所という位置づけだったんですけれども、福祉避難所という

ことで知られていなかった施設がありましてですね、そこにちょっと物資が届かなくて困ってたとい

うような話もありまして、その辺もぜひですね、きちんと入っているんだろうとは思いますけれども、

それがきちんと伝わるようにですね、お願いしたいなと思います。 
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  なお、その中身のことはもうそれは後で出来上がってそれが開示されるのを待つしかないんですけ

れども、それをどのようにして伝えていきますかという話ですね。そこについてがちょっと今先ほど

のお話では、ちょっとお答えとしてなかったかなと思いますので、その分を続けてお願いしたいと思

います。 

○議 長（桐原則雄君） 総務部長本郷邦之君。 

○総務部長（本郷邦之君） 今後、今計画がですね、所管課の任務にまだ回る前の段階でございますの

で、これにつきまして、まず庁内の課長会議の中でまず叩きたいということで考えております。その

後に、本当に３月の末に近い日にちになりますけども、三役含めました中でですね、最終的に中のも

のをですね、素案をつくりあげまして、そして、できあがりました内容につきましてはですね、その

後になりますけれども、議会等とかですね、の全員協議会の中でもご説明等をさせていただきながら、

最終的なものにしていきたいということで考えております。 

  福祉避難所の話少し出ましたですけれども、これにつきましても、今社会福祉協議会、こちらのほ

うが前回の地震の際は、本当に一般の避難所ということと、あそこについては、介護の専門職の方も

いらっしゃいますので、そういったやっぱり福祉的な介護等も必要な方についても、実際は避難され

たということで混在されていたという問題点も地震の検証の後に出ましたんで、今の社会福祉協議会

を専門の福祉避難所ということで位置づけるという考え方の中で、じゃあ一般の避難所ということで、

先ほど役場付近にという話もありましたが、役場付近に一般の避難所と備蓄倉庫も兼ね備えたような

ものというような、復興まちづくりの中では計画を当初したところでございますけども、先ほどの答

弁で述べましたようなこともあって、３校の協定等もある中で、先ほどの南部はスポーツの森を拠点

にするという話も申し上げましたけれども、今、防災計画の中ではですね、大規模な災害の際には、

大津高校も利用が可能でございますので、大津高校のほうで避難所にして、前回同様、大規模な場合

はどうしても足りませんので、大津中学校の体育館をですね、再度利用するというような考え方も防

災計画の中では持っているところでございます。 

  それと前回もでしたけれども、大津支援学校のほうはですね、やはりそちらのほうも障がいを抱え

る子どもさん等も含めてですね、避難場所にしておりますし、町内の老人福祉施設関係もですね、も

ともと施設入所者の方もいらっしゃいますので、できる範囲ということで、前回の場合も福祉避難所

という位置づけをしてご協力をいただいたところであります。 

  最終的に出来上がりました備蓄計画につきましては、当然のことながら、広報やホームページ等で

ですね、いつでも見れて、周知ができるような形を取ってまいりたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 佐藤真二君。 

○６番（佐藤真二君） 福祉避難所に関しては、お願いしたいというかですね、ぜひ言っていただきた

かったのは、そこに対する物資というものもきちんと準備するんだということ、そこにきちんと配送

できるシステムを作るんだというところが、お答えとしてほしかったところですので、ぜひお願いし

たいと思います。 

  ＰＲに関してはですね、ホームページとか、それは当然のことなんですけれども、これは本当に地
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域地域がしっかりと把握しとかなければいけないことですので、今、時々開かれております、校区ご

とに時々やってますですよね。懇談会、懇談会。その懇談会などでですね、きちんとお知らせがあっ

たほうがいいのかなと思うところです。 

  もうここでですね、今日の質問は終わりたいと思います。以上です。 

○議 長（桐原則雄君） これで一般質問は終わりました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

午後３時０４分 散会 
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議 事 日 程（第５号） 平成３１年３月１８日（月） 午前１０時 開議 

                                   

日程第１ 諸般の報告 

日程第２ 各常任委員会の審査報告について          質疑、討論、表決 

日程第３ 委員会の閉会中の継続審査申出書について            議決 

日程第４ 平成３０年度議員派遣について                 議決 

日程第５ 議案第２６号 大規模盛土造成地滑動崩落防止工事（美咲野地区）請負変更

契約の締結について 

            上程、提案理由の説明、質疑、討論、表決 

 

午前１０時００分 開議 

 

○議 長（桐原則雄君） これから本日の会議を開きます。 

  なお、坂本典光君より欠席の届出があっておりますので報告します。 

 

日程第１ 諸般の報告 

 

○議 長（桐原則雄君） 日程第１、諸般の報告をします。 

  本日の議事日程並びに報告内容については、議席に配付のとおりです。 

 

日程第２ 各常任委員会の審査報告について 

 

○議 長（桐原則雄君） 日程第２、各常任委員会の審査報告についてを議題とします。委員会審査報

告書は、議席に配付のとおりです。 

これから、各常任委員会における審査の経過並びに結果について、各委員長の報告を求めます。 

 経済建設常任委員長永田和彦君。 

○経済建設常任委員長（永田和彦君） ただいまから、経済建設常任委員会に付託されました案件につ

きまして、委員会での審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。 

当委員会に付託されました案件は、議案第１２号、議案第１３号関連、議案第１６号、１７号、１

８号関連、２０号、２１号、２３号、２５号の９件であります。 

当委員会は、審議に先立ちまして、３月６日に７件の現地調査を行い、翌７日から１１日までの３

日間、電算室３階ミーティングルームにおきまして、執行部より説明を求めながら審議を行いました。

以下、その審議の経過の概要と結果を要約してご報告いたします。 

議案第１２号、大津町農村地域工業導入促進審議会条例の一部を改正する条例についてであります。 

さしたる質疑はありませんでした。 



 222

採決の結果、議案第１２号につきましては、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

議案第１３号関連、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例についてを審議しました。 

さしたる質疑はありませんでした。 

採決の結果、議案第１３号関連につきましては、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

次に、議案第１６号、町道の路線廃止についてであります。 

この件につきましてもさしたる質疑はありませんでした。 

採決の結果、議案第１６号につきましては、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第１７号、町道の路線認定についてであります。 

委員より、路線番号３４５と３４６については、町道本田技研３２５線で交差点となるようだが、

どのように計画されているのかとの問いに、執行部より、今回、町道認定を提案している路線は、そ

れぞれ工場や住宅、運送会社など様々に利用されており、交通の便を確保するために新設道路の整備

を計画しております。町道本田技研３２５線には、中央分離帯もあり、交差点となる３２５号から近

くて難しいですが、将来的には、交差点協議などを行いながら整備していく必要があると思われます、

と答弁がありました。 

採決の結果、議案第１７号につきましては、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第１８号関連、平成３１年度大津町一般会計予算についてであります。 

農業委員会関連につきましては、委員より、農地利用最適化交付金について活動及び実績に応じて

交付されるものであるが、本年度の取り組んできた活動と実績はどのようなものかとの問いに、執行

部より、本年度の農地利用最適化推進活動について報告いたします。新規参入に向けての促進活動に

ついて年９日、農地パトロールなど遊休農地の発生防止・解消活動について年８２日、農業公社での

土地売買など農地中間管理機構との連携活動について年１３日、担い手への農地利用の集積・集約化

の活動について年５日、合計で年１０９日の活動を行いました。 

実績としましては、株式会社もやいネット真城が７.９ヘクタール、農事組合法人灰塚が約１０.７

ヘクタール、認定農業者が約４.７ヘクタール、合計で２３.３ヘクタールの農地を集積することがで

きました。また、遊休農地の解消面積につきましては、目標面積の３ヘクタールを大きく上回り、４.

８ヘクタールの農地を解消することができました、と答弁がありました。 

続きまして、経済部農政課におきましては、委員より、新規就農者に対する農業次世代人材投資事

業補助金について、平成３０年度の受給者は何名か。また、平成３１年度の新規就農者は何名を見込

んでいるのかとの問いに、執行部より、平成３０年度の受給者につきましては、単身での受給が５経

営体、夫婦共同受給が３経営体となっております。なお、平成３１年度の新規受給につきましては、

単身での受給を１経営体、夫婦共同受給を１経営体の見込みで予算計上しております、と答弁があり

ました。 

また、委員より、農業次世代人材投資事業補助金を受給している新規就農者の経営状況はどうか。
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成果は出ているのかとの問いに、執行部より、補助金を受給している経営者の種類としては、野菜農

家、畜産農家、甘藷農家など、一部門に偏ることなくまんべんなく経営類型が分散しております。な

お、この補助金については、経営開始後の受給要件として、所得要件が設けられており、年間所得が

一定額を超えた場合、受給額減額や受給停止することとなっております。確認については、確定申告

により行っており、平成３１年度の継続受給者のうち数名が受給額減額となる見込みであります。こ

のように、所得要件を超える成果を上げて、農業経営を安定させている経営体がいるということは、

この事業による補助金を有効に活用し、成果を上げていると感じております。と答弁がありました。 

また、委員より、昨年、町内産の繁殖素牛が国内市場最高額で購入されたと新聞記事や、町広報紙

に品評会で金賞を受賞したなどの記事が掲載されているが、これらの成果をブランディング戦略やふ

るさと納税戦略として結びつけるのは難しいのかとの問いに、執行部より、ふるさと納税での活用に

ついては、担当課と協議を行い、町内養豚農家が飼育した豚肉を返礼品として採用しておりますが、

牛肉については採用されておりません。しかしながら、町内産の牛の評価も高くなっておりますので、

採択に向けて担当課と協議を行い、ＰＲに繋げていきたいと考えております、と答弁がありました。 

また、委員より、有害鳥獣による農作物被害が増加していると聞いているが、電気牧柵等による防

衛対策と、有害鳥獣捕獲隊による駆除のバランスが必要なのではないかとの問いに、執行部より、有

害鳥獣に対する支援策については、圃場への被害を防止する電気牧柵等設置に対する補助と、有害鳥

獣捕獲隊による駆除に対する補助の２種類があります。農作物被害箇所と電気牧柵設置箇所を管内図

に図示し、見える化した地図を有害鳥獣捕獲隊と共有するなど、連携強化に努めております。なお、

被害発生箇所につきましては、捕獲隊による重点捕獲を依頼しておりますが、何頭も捕獲できるわけ

ではありませんので、頭数を激減させるのは困難な状態であります、と答弁がありました。 

また、委員より、畜産振興対策事業補助金について、各団体から事業計画に基づく補助金申請書が

提出されていると思うが、新規事業の提案状況はどうか。例年、同じような事業計画となっているの

ではないかとの問いに、執行部より、畜産振興対策事業補助金については、現在、３団体に交付をさ

せていただいております。ご指摘のとおり、事業計画を大幅に見直して申請されている状況ではあり

ません。特に肉用牛の導入事業については、ブランド確立対策として、優良牛確保のための国の導入

事業と併せた補助を実施しておりますので、大幅な見直しができにくい状況であります。酪農につい

ても同様の状況ですが、牛の盗難や防犯対策、牛体管理のための監視カメラ設置に対する補助を新設

しております、と答弁がありました。 

また、委員より、有害鳥獣対策について、イノシシとシカ対策を中心に議論されているが、カラス

による被害も多いと聞いている。カラス被害の報告はあっていないのか。また、カラスへの対策はど

うしているのかとの問いに、執行部より、イノシシ、シカだけでなく、カラスについても有害鳥獣の

捕獲対象としており、昨年度は５６羽の捕獲実績でありました。本年度は１８羽となっております。

なお、カラスについても捕獲を実施しておりますが、本年度はイノシシの被害が多く、イノシシの駆

除を重点的に実施したため、捕獲数が少ない状況となっております。と答弁がありました。 

また、委員より、総合交流ターミナル施設等解体撤去工事について、解体撤去工事費と撤去工事に
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係る監理業務委託費が計上されているのはなぜかとの問いに、執行部より、解体撤去工事費につきま

しては、解体設計業務により建物を解体撤去するために必要となる経費等を積算した費用を計上して

おります。なお、監理業務委託につきましては、実際に解体を行う際に、適正な解体方法で実施され、

発生した廃棄物について、数量の報告や処分方法が適正に行われ、不正処分や不法投棄等がなされて

いないか、設計による仕様書どおりなされているかなど、指示や監視を行うための業務委託になりま

す、と答弁がありました。 

また、委員より、総合交流ターミナル施設の解体撤去後の跡地利用について、地域の方はもとより、

町内の方からも利用方法を聞かれるが、新たな方針や方向性が決まっているのかとの問いに、執行部

より、熊本地震で被災した総合交流ターミナル施設は、危険家屋と認定し、国へ災害報告書の受理に

より、解体撤去を条件として国庫補助金の返還が免除されることとなっております。なお、跡地利用

については、関係各課による検討会を開催しましたが、広大な敷地であること、隣接するふれあい公

園の芝生広場がグラウンドゴルフに活発に利用されている状況等から活用方法の提言までは至らず、

まずは補助金返還免除確定のため解体撤去を優先するとの結論に至っております。白川エリアのサイ

クリングロード、江藤家住宅等を結ぶ構想等もあることから、今後どう位置づけていくか検討してま

いります、と答弁がありました。 

また、委員より、多面的機能支払事業が新年度から一本化するとのことだが、町としてはどのよう

な事業展開を見込んでいるのかとの問いに、執行部より、今年度までは３０組織それぞれ活動してお

りますが、次年度は組織の統合を行い、事務手続きの一本化・システムの導入による簡素化、高齢化

による労働力不足解消のため、建設業を巻き込んだ維持管理部隊の創設等を検討しております。土地

改良区も構成員の一員とする事業展開を図りたいと考えております、と答弁がありました。 

また、委員より、土地改良区助成金については、事業補助を行っても運営補助は原則しないことに

なっている。人件費等の運営費に充当されているのではないかとの問いに、執行部より、補助団体監

査での指摘もありましたので、町補助金交付基準に基づく指導を行った結果、今年度の監査では施設

の修繕費等の維持管理事業での補助金運用の報告を受け確認をしております、と答弁がありました。 

また、委員より、事業への補助金であれば、助成金でなく補助金へ名称変更する必要があるのでは

ないか。また、事業費補助なのに毎年同じ額なのも如何なものかとの問いに、執行部より、補助額と

名称共に改善を検討していきます。農地集積による大規模化に伴い、施設の維持管理を行う人員不足

が見込まれる中で、維持管理を行う土地改良区の重要性が増しているため、町としては支援していき

たいと考えております。ただし、おおきく土地改良区は、隣接の菊陽町も関連する組織のため、菊陽

町とも協議をしながら改善策を検討していきます、と答弁がありました。 

意見としまして、補助金申請額の根拠となる積算資料の提出等を徹底させてほしいという意見が出

ました。 

また、委員より、林道瀬田裏線の災害復旧は完了したのかとの問いに、執行部より、現在の進捗率

は約５０％であります。昨年５月末に発注し、今年２月末が完了予定でしたが、熊本県土木部の砂防

ダム建設工事が長期化し、年末完了となったため、林道復旧工事の着手は１月からとなりました。年
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度繰越し、梅雨前には復旧完了したいと考えております。と答弁がありました。 

また、委員より、九電鉄塔建設について、町は拒否できないのかとの問いに、執行部より、町財政

課とも協議し、電気通信事業法の規定に基づく公共性が高い施設でありますので、町としては協議に

応じております。と答弁がありました。 

続いて、経済部商業観光課関連であります。 

委員より、地域おこし協力隊の雇用３人の任務内容が高度と思われるが、月額の報酬は幾らか。任

務が高度だから応募がないのではないか。平成３０年度も採用がないのに、同じ金額、任務では、平

成３１年度も応募はないのではないかとの問いに、執行部より、月額報酬は２０万４千１００円です。

任務のすべてを協力隊員に任せるのではなく、町職員も一緒になって業務を行っていくこととしてお

りますので、決して無理な任務ではないと考えております。次年度の募集時には、内容についてわか

りやすい説明ができるよう検討していきます、と答弁がありました。 

また、委員より、地域おこし協力隊でコミッションの任務で募集があるが、地域おこし協力隊がい

なくてもコミッションの事業は展開することは可能なのかとの問いに、執行部より、スポーツコミッ

ションは、クラブおおづや観光協会など、いろいろな団体と連携して行っていきますが、当面の間は

町が主体となって行いますので、地域おこし協力隊がいなければならないという体制ではありません。 

意見としまして、この事業はスタートが大事なので、初年度は先進事例の調査研究や、町の特色を

生かして取り組める事業計画を行い、次年度以降には、様々な新規事業が行えるようにしていただき

たいと出ました。 

また、委員より、外国人は多言語パンフレットを訪問先で見ることは少なく、事前にＳＮＳで検索

して来日することが多い。検索しやすい方法で観光協会などのホームページに掲載してみてはどうか

との問いに、執行部より、外国人はＳＮＳで検索して来日するところを考えると、町として不十分な

点があるので、積極的に取り組んでいきたいと思います、と答弁がありました。 

また、委員より、旅行会社で作成する観光パンフレットはわかりやすいと聞くが、パンフレットの

作成主体はどこか。観光パンフレットは、観光知識を有する機関が作成するほうがよいのではないか

との問いに、執行部より、これまでは商業観光課のみで作成していましたが、今後は、関係各課や観

光協会に観光に詳しい機関と協力して作成していきます、と答弁がありました。 

意見としまして、商工会などで作成する場合は、いろいろな思惑があり、効果の出るようなパンフ

レットの作り方をしている。外国人がビジターセンターに来られたときに対応できるパンフレットづ

くりであるとか、いろいろと考えて作成をしてほしいと出ました。 

また、委員より、観光振興事業委託は、肥後おおづ観光協会への事業委託との説明だが、予算とし

て計上しているのであれば積算を行っているので、業務としてはどのような内容があるのか。現在の

観光協会の体制で、事業の実施ができるのか。これまでの活動実施はどのようなものがあるのかとの

問いに、執行部より、積算内容として、おもてなし誘客事業、観光の要であるホームページの管理、

体験型観光の作成、地域特産品・グルメ事業、町内イベントとの連携、おおづ日曜市の開催、スポー

ツコンベンションとの連携などを事業の中身としております。また、町の三大祭りにも関与しており
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ます。人員的に事務局体制は厳しい状況でありますが、平成３１年度はスポーツコミッションの事業

にも関わっていくことにより、実働性のある観光協会になっていくよう指導していきたいと思います

と答弁がありました。 

また、委員より、設立当初から利益は出ない状況だったので、委託事業を行うべきだと指摘してき

た。町の重要な事業を観光協会が受け持って民間のノウハウを参考にしながら町のためになる事業を

行うことで、近隣の観光関係部署と連携も可能ではないかと思われていた。しかし、その点はまだ見

えていない。観光協会が自発的に行うようでなければならないのではないかとの問いに、執行部より、

今の状況であれば、観光協会は瀬戸際にきているのではないかと思っております。新年度は専務理事

をなくし、理事が観光協会の事業に深く関与してもらおうと思っております。また、今までの事業を

スポーツコミッションにシフトしていき、大きな柱として事業を行わないと観光協会自体が厳しい状

況にあると考えております、と答弁がありました。 

また、委員より、スポーツコミッションは、町が主となって行っていくのであれば観光協会は必要

ないのではないかとの問いに、執行部より、今回、新たに設立したスポーツコミッションは、当面は

町が主導し、官民一体で取り組んでいきます。最終的には、観光協会に活動の柱として引っ張っても

らいたいと考えております、と答弁がありました。 

また、委員より、観光協会は、指定管理で自主財源確保及びビジターセンターで物販等を行うため

法人化を進めていたが状況はどうなっているのかとの問いに、執行部より、法人化については昨年度

から進めており、法人登記の一歩前まで進んでいましたが、事務局体制が悪化し、事務が停滞したた

め商業観光課が建て直しを行っている状況であります。また、観光協会理事会には、法人化を進める

よう促しています。観光協会は、昨年度に比べると本年は厳しい状況になっている中で、新年度１年

間で体制を変えていこうと考えており、商業観光課の事務所を交流センター内に移し、観光協会の中

に入り抜本的に変えていこうと考えております、と答弁がありました。 

また、意見としまして、この観光振興事業委託費は、これまでの観光協会補助金を精査し、事業経

費として委託費へと変更したものであるが、委託先として予定されている肥後おおづ観光協会におい

ては、設立から５年となるが、未だその運営の現状は人員面や運営面において、説明を受けた委託事

業の遂行には疑念があるものである。しかし、町のこれからの観光振興において、観光協会の存在は

重要であり、プログラム力や知識・経験により商工会やＪＡなど各種団体を如何に取りまとめ、町の

賑わいと活力を創出し、地域活性化に繋げていってもらわなければならない。よって、年度当初から

当面必要なものについて、最小限度にとどめた形で事務委託を行うものの、全体計画においては再度

各事業を検討するべきである。その間、町行政は観光協会への支援をしっかりと考え、強力に行い、

運営の建て直しを図ってもらいたいと出ました。 

また、委員より、社会資本整備総合交付金事業の中で、サイクリングロード誘導サイン等設計業務

委託が計上してあるが、内容は何かとの問いに、執行部より、南部地区の活性化を考えており、南部

地区には、昨年、世界かんがい施設遺産に登録された上井手、下井手や江藤家住宅、岩戸渓谷があり、

東は立野ダム、西は鼻ぐり井手まで繋がるように考えております。今回は、町内のサイクリングロー
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ドの誘導看板設置の６カ所の設計を計上しております。今後、ルートなどの検討を行うと同時に、南

部地区の観光も含めて考えていきたいと思います、と答弁がありました。 

また、委員より、交流センターの使用料を次年度から始めるが、料金体系はどのようなものか、ま

た、アンケートを実施しているが異論などはなかったか。減免規定はオークスと同じ取り扱いかとの

問いに、執行部より、大津町まちづくり交流センター条例の別表で各部屋の１時間毎の使用料、冷暖

房使用量を規定しております。また、使用料については、大津町まちづくり交流センター条例施行規

則で減免の規定を設けています。アンケートでは使用料の例を表記し、説明を行った結果、無料がよ

いとの意見や受益者負担の原則は仕方ないなどの意見がありました。減免の規定は、交流センター独

自となります、と答弁がありました。 

意見としまして、新たに料金徴収を実施するのであれば、関係する団体には十分な周知を行うよう

にと出ました。 

続きまして、経済部企業誘致課についてであります。 

委員より、企業連絡協議会の活動状況はどうなっているのかとの問いに、執行部より、企業連の行

事に各会員企業が積極的に参加され、企業間の交流の場になっております、と答弁がありました。 

意見として、企業訪問や企業連の活動などにおいて情報収集を行い、企業誘致活動を積極的に進め

てほしいと意見が出ました。 

また、委員より、合志市は、企業誘致を積極的に進めておられるようだが、大津町の企業誘致の現

状はどのようになっているのかとの問いに、執行部より、当町への立地についての相談があった場合

は、事業規模に応じた民有地を見つけて問い合わせに対応しております、と答弁がありました。 

続いて、土木部建設課についてであります。 

委員より、補修関係で予算が計上されているが、橋の架け替えなどはどのように行っているのかと

の問いに、執行部より、橋梁の定期点検が終了し、判定結果４の橋梁があり、すぐに通行止めにしま

した。判定結果は１から４まであり、４が一番最悪の状況であります。鶴口橋も繰り越しして事業を

進めておりますが、長寿命計画等と照らして、計画的に補修を行っていきます、と答弁がありました。 

また、委員より、以前尋ねた町道認定の基準はどうなったのかとの問いに、執行部より、今年度中

にある程度基準を確立させたいと思っております。開発道路関係でも町への引き継ぎの要望がありま

すが、不特定多数の通行ができ、一定の道幅があり、通り抜けができるなどの条件をクリアするもの

であれば町所有の道路への帰属を考えております、と答弁がありました。 

また、委員より、立野ダム地目差補償の歳入で調整池の追加によるものとの説明であるが、これま

で計画はなかったのかとの問いに、執行部より、昨年道路整備を行い、今年度から埋め立てを行って

おります。法的義務はありませんが、当初から東山川に貯水する施設を要望したのですが、今回、計

画が進み、立野ダムからも承認が得られましたので、新年度で用地をお願いするところであります、

と答弁がありました。 

続きまして、土木部都市計画課についてであります。 

委員より、杉水公園の東屋が傷んでいる状況があるが、どのように対応するのかとの問いに、執行
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部より、公園長寿命化計画を平成２９年度に作成し、遊具や施設などを確認しておりますので、その

中で状況が悪いＤ判定のものから補助事業を活用し、撤去や更新を行い、事業を進めている状況であ

ります、と答弁がありました。 

また、委員より、町営住宅の室住宅は、あと何軒残っているのか。今後の見通しはどのようになっ

ているのかとの問いに、執行部より、あと９軒残っております。解体後の敷地は公園化を予定してお

りますが、退去の見込みについては住民課のほうで把握をしております、と答弁がありました。 

また、委員より、災害公営住宅建設工事においては、山村広場の吹田団地と引水の工期が間に合わ

ないとのことだが、全員協議会での計画説明のときにも、この工期でできるのか、遅れるのではない

かと指摘しており、結果そうなってしまった。現状を考えても人手が足りないとか、材料が入らない

とか予測できたことである。そのような現状の中、遅れないようにするには、当初から何か策を持っ

ておかなければならなかったのではないかとの問いに、執行部より、当初、災害公営住宅に関する県

の指導は、３年以内に入居させなければならないということで、この２件の住宅については、工期を

設定しました。適正工期は確保しているものの、県内の様々な状況から当初から工期はぎりぎりでは

ないかとの認識は持っておりました。しかしその後、県から３年以内に行わなければならないのは入

居申し込みであるとの通達がありました。当初からそのようなことであれば、町としても当初の工期

を適正工期に余裕工期３カ月を加えたゆとりある工期を検討することはできたと考えております。た

だ、このような県下の発注状況の中にあっては、まずは発注先を決めて、あとは請け負いの業者に工

事が遅れないようにと努力を促してきたところであります、と答弁がありました。 

続きまして、土木部下水道課であります。 

委員より、合併浄化槽の災害分における補助金申請数は、熊本地震前と比べてどのような状況か。

件数的に落ち着きはあるのかとの問いに、執行部より、災害分については、順次減ってきていますが、

ゼロになるにはもう暫くかかると考えております、と答弁がありました。 

委員より、一般会計からの繰出金の積算の仕方はどうなっているのかとの問いに、執行部より、特

別会計における歳入歳出による不足分を一般会計にお願いしています。公共下水道においては、昨年

より基準外の繰入金は減ってきていますが、ゼロになるには程遠い内容と考えております。また、農

業集落排水は、起債の償還分については一般会計にお願いせざるを得ません。基準外繰り出しについ

ては、今後も続いていくと考えております、と答弁がありました。 

今後、ストックマネジメント計画や経営戦略を策定していく中で、それぞれの特別会計が公営企業

会計に移行することに合わせて、料金体系の見直しなど検討をしていくこととしております、と答弁

がありました。 

また、委員より、基準内外の数値の内訳はどのようになっているのかとの問いに、執行部より、下

水道事業を行っていく中で、交付税措置があるものについては、基準内の繰出金であると考えており

ます。人件費については、事業費の中でまかなうことはできませんので、ほとんどが一般会計にお願

いするべきものとして基準内の繰出金であるかと考えております。本年度１億７千万円ほど繰り出し

をお願いしますが、基準内の分は１億円はなかったほどと思われます。それ以外は基準外の繰出金と
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なります、と答弁がありました。 

採決の結果、議案第１８号関連につきましては、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

続きまして、議案第２０号、平成３１年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計

予算についてであります。 

委員より、林道菊池人吉線の工事は完了しているのかとの問いに、執行部より、既に完了しており、

工事負担金の償還は平成３４年度で終了します、と答弁がありました。 

また、委員より、特別会計の今後の歳入歳出の計画はたっているのかとの問いに、執行部より、平

成３２年度の伐採に伴う大きな収入後は、平成４６年まで下刈り、間伐等の施業が続きますが、これ

までの予備費で対応しております。また、新たな取り組みとして、下刈りを行わず、雑草により被覆

することでシカに見えにくくしながら苗木に施肥を施し、苗木の成長を一気に促す施肥試験に取り組

んでおります。良好な結果が得られれば、初期段階における下刈りが不要となり、施業管理の経費削

減が可能となります。この他、森林整備センターの植栽事業の活用を図り、経費削減を念頭に適正な

維持管理を行います、と答弁がありました。 

採決の結果、議案第２０号につきましては、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第２１号、平成３１年度大津町公共下水道特別会計予算についてであります。 

委員より、経営戦略策定委託については、公共下水道・農業集落排水事業・工業用水道すべてに特

別交付税措置があるのかとの問いに、執行部より、工業用水道事業では、一般会計からの繰り入れは

行ってないため、特別交付税措置の対象とはならないと考えております。公共下水道・農業集落排水

業が交付税措置の対象となります。 

また、委員より、経営戦略を策定することは、料金改定につながるものかとの問いに、執行部より、

公営企業会計となることで、それに伴い作成される財務諸表により収支が明らかとなり、公共下水道

及び農業集落排水事業の経営状況が明確になります。それによって、一般会計からの法定外繰出金を

ゼロにするには、下水道使用料金を幾らに設定しなければならないということが見えてくるものと考

えております、と答弁がありました。 

また、委員より、適正な料金設定にするということかとの問いに、執行部より、経営戦略を策定す

る中で、料金体系の考察を行うことが適正な料金設定に直結するものではありませんが、執行部では、

下水道事業を行うことが今後の町の発展にどのような影響を及ぼすのか、近隣市町村の状況を踏まえ

ながら、また最終的には町長の政治的判断を仰がなければならないと考えております、と答弁があり

ました。 

また、委員より、ＰＰＰ及びＰＦＩ事業を検討していくということは理解できるが、これを受注で

きる企業は国内にあるのかとの問いに、執行部より、現在、大津町の浄化槽とマンホールポンプにつ

いては、包括的民間委託を行っており、民間活力を活用しているところであります。これをさらにＰ

ＰＰのようなものに進展させた場合、受注業者が現れるかどうかは不透明であると考えております。 

委員より、現在、吹田地区の下水道事業をされているが、新年度で事業は終わるのかとの問いに、
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執行部より、新年度は、吹田集落内の工事を行い、年度内に概ねの整備を完了させる予定であります、

と答弁がありました。 

また、委員より、経営戦略の事業委託は、ある程度総務省のほうで戦略の中に入れてほしい項目な

どが設定してあるのか。また、料金改定については、最終的には首長の判断になると思われるが、策

定に伴う国の思惑のようなものはどのように認識されているのかとの問いに、執行部より、経営戦略

については、ある程度の項目設定が定められています。また、国は全国平均的な料金設定より安い設

定としている場合には、料金体系の見直しを求めてくるものと考えております、と答弁がありました。 

採決の結果、議案第２１号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第２３号、平成３１年度大津町農業集落排水特別会計予算についてであります。 

委員より、基金残高は幾らで、どのような用途を見込んでいるのかとの問いに、執行部より、農業

集落排水特別会計の基金は５千５００万円ほどです。用途としましては、各処理場における電気・機

械施設の更新で、平成１７年に供用開始した矢護川浄化センターが一番古い施設となっております。

今後はブロワ―や掻き寄せ機といった比較的大きな設備の更新が想定されているため、更新費用に対

する国の補助があればよいが、そうでない場合には、起債や一般会計繰入金、または基金を用いるな

ど、財源の選択肢の一つと考えております、と答弁がありました。 

また、委員より、施設の保守点検を行い、維持管理費用を計画的に平準化することが企業のやり方

である。また、保守点検による償却期間の延長が図れれば利益へとつながる。この考え方が民間企業

との違いであり、この様な視点を持たなければならない。基金はいざというときにはないといけない。

今後やっていく経営戦略が重要であり、人口減社会に対して危機感が大きいと考えるが、その様な現

状で積算できているのかとの問いに、執行部より、様々な会議に出席した際に、多くの小規模市町村

が農集を利用しており、そのほとんどが人口減となっておりますが、インフラであるため、施設の維

持管理をやめることができません。新年度の歳出予算に経営戦略・最適整備構想を計上しております

が、これにより将来の推移を見定めながら、維持管理の計画を立てていかなければならないと考えて

おります、と答弁がありました。 

委員より、今後人口減に伴い、利用者の減少が予測され、維持管理費の負担増が見込まれるが、１

０年・２０年の展望は見えているのかとの問いに、執行部より、農業集落排水事業を行う上で、公共

下水道や合併浄化槽との経済比較を行い、農業集落排水でインフラ整備を行ってきました。今後の維

持管理においては、公営企業会計へ切り替えることにより償却の概念を取り入れ、将来を見据えた最

適整備構想や経営戦略の策定を行っていきます、と答弁がありました。 

また、委員より、利用者減少による使用料減少に伴い、農業集落排水による処理方法継続の分岐点

がどこかを把握しておく必要があるのではないか。運営できないとなれば合併浄化槽に切り替えるな

ど、複数のパターンを考えているのかとの問いに、執行部より、農業集落排水から合併浄化槽に切り

替えるという検討はしておりません。農業集落排水の４地区は人口が微減になると考えておりますが、

これから計画を策定していく中、どこが分岐点かを把握し、時代を見越した最善策を選択しなければ

ならないと考えております、と答弁がありました。 
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採決の結果、議案第２３号につきましては、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第２５号、平成３１年度大津町工業用水道事業会計予算についてであります。 

委員より、単年度でみると赤字に見えるが、なぜかとの問いに、執行部より、減価償却費用計上の

影響によりまして、収益と費用の面で赤字のように見えるものです。実際は、平成３１年度キャッシ

ュ・フロー計算書に記載してますとおり、業務活動によって約１千１００万円の現金が増加する見込

みであります、と答弁がありました。 

また、本会議において質疑がありました件につきましては、執行部より次のように説明がありまし

た。総経費が前年度と比べて５００万円増額となっているのはなぜかとの質疑に対してでありますが、

説明といたしまして、昨年まで原水費で計上していました工業用水道事業会計制度支援業務委託につ

いては、業務委託をしております公認会計士より、「原水費で計上するのは誤りであり、総係費で正

しく計上すべきです。」との指摘がありましたので、委託料の予算額約１６０万円を原水費から総係

費に移動しております。さらに、工業用水道経営戦略策定業務委託の委託料を約３５０万円新規計上

しているため、昨年度と比べ総係費の５００万円増につながっております。また、第４水源地の工事

等を予定しているため、事務補助員として非常勤職員１名の報酬を計上しております、と説明があり

ました。 

質疑といたしまして、減価償却費が昨年度と比べ５００万円増額となっているのはなぜかとの問い

に、説明としまして、平成３０年度に第４水源地関連の工事や業務委託で５千７００万円支出してお

り、予算書の注記に記載の方法によって減価償却を行うため、また、さく井工事については、１０年

間償却となっておりますので、約５００万円の減価償却費の増額につながったものであります。 

減価償却費は、費用として計上しますが、現金の移動は購入年度だけのため、実際に各年度で現金

が費用として支出していくものではなく、数字のみの計上となります。収益が費用を上回っていれば、

次回の機器購入などのための費用まで収益できていることになりますが、一般的に多額の投資をした

後は、費用が収益を上回るものとなります。平成３１年度は、工事等で約２億円の支出を予定してお

りますので、さらに減価償却費が増額となる予定であります。 

本町工業用水道事業では、企業債の借り入れをしなくても、平成３１年度資金期首残高は２億４千

万円ほどの資金があり、平成３１年度中に第４水源地への約２億円の投資を予定しておりますが、平

成３１年度期末残高では６千万円の資金残高となりますので、十分な剰余金があったことになります、

と答弁がありました。 

また、消費税が昨年の予算と比較して３５０万円から２００万円になっているのはなぜかとの質疑

に、説明といたしまして、平成３１年度に納税する消費税額は、平成３０年度の事業により発生した

消費税であり、予定されております１０％の増税に影響されるものではありません。平成３０年度に

中間納付を１６０万円程度行っておりますので、その費用として２００万円を予算計上したものです。

予算策定時点では、本年度の事業見込みで平成３１年度は還付となる見込みでしたので、２００万円

のみの計上をしたものであります。還付金については、還付額の確定後に補正対応する予定としてお

ります、と答弁がありました。 
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採決の結果、議案第２５号につきましては、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

当委員会に付託されました案件は以上であります。 

議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同をいただきますようお願い申し上げます。 

また、休会中の継続調査につきましてでありますが、我が委員会は、菊池市議会と経済関連の意見

交換会を本年度の２月６日に行っております。この件については、これからの大津町と菊池市、いろ

んな面で意見をいただきました。そしてまた、懇親を深め、これからも単体で考えるのではなく、一

緒になってやれることによって力が倍増しますねというような形で、広域的に大津町の発展を考えて

行動を起こしているところであります。 

以上で経済建設常任委員会の報告を終わります。 

○議 長（桐原則雄君） しばらく休憩します。１１時０５分より再開します。 

午前１０時５６分 休憩 

△ 

午前１１時０５分 再開 

○議 長（桐原則雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 文教厚生常任委員長佐藤真二君。 

○文教厚生常任委員長（佐藤真二君） おはようございます。ただいまから、文教厚生常任委員会に付

託されました案件について、委員会での審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案第１１号、議案第１３号関連、議案第１４号、議案第１５

号、議案第１８号関連、議案第１９号、議案第２２号、そして議案第２４号の８件です。 

当委員会は、審議に先立ちまして、３月６日に、雨の中、関係する２２カ所の現地調査を行い、そ

の後、大会議室で、執行部より説明を求めながら審議を行いました。 

以下、その審議経過の概要と結果を要約してご報告します。 

まず、議案第１１号、大津町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例につい

てであります。 

質疑・討論ありませんでした。 

採決の結果、議案第１１号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１３号関連、特別職員の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例についてであります。 

住民福祉部介護保険課関係では、委員より、地域ケア推進会議の開催状況はどうなっているのか。

執行部より、毎月１回の定例会議を実施しています。 

委員より、そうであれば、この会議を地域ケア推進会議で代行することはできないのか。執行部よ

り、いろいろな会議をつくろうとしているが、それぞれの会議について、要綱や条例をつくったうえ

で、既存の地域ケア会議を総括する要綱で各会議を整理するように改正したいと思います。 

委員より、一旦、今回の要綱は作った上で、地域ケア会議の要綱で整理し直すということか。執行

部より、そうです、ということでした。 
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教育部生涯学習課関係では、委員より、地域学校協働本部の本部員には報酬があるが、推進員には

報酬が支払われるのか。執行部より、推進員は別途予算を組んでいます。 

委員より、地域学校協働本部は、現状の活動の考え方から発展してきたものと位置づけられている。

現状の活動をどのように総括しているのか。地域学校協働本部にすることで、現状から発展してどの

ような効果が期待できるのかとの問いに、執行部より、現状は、地域コーディネーターが各学校で支

援していることをそれぞれ報告する活動で終わっていますと、今までは、学校支援活動として各学校

のコーディネーターがメインで地区のボランティアを集めて活動をしていました。地域学校協働本部

は、総括コーディネーターを通じて、他地域のボランティアとつなぐという支援活動に発展させたい

と考えている。 

委員より、地域学校協働本部の総括コーディネーターはどのような人材がやるのか。それ次第で成

果が変わってくると思う。人材のイメージはあるか。これまでも受け入れる側の学校とコーディネー

ターを派遣する行政との意識の温度差があって、学校間に大きな成果の違いがある。これはコーディ

ネーターの手腕ではなく、温度差であり、そこを整理しないとやり方を変えたからといって成果があ

がるとは思えない。それに関しては、新しい事業では対策は講じられているのかとの問いに、執行部

より、年度当初に各学校で説明会を開催し、総括コーディネーターを通じて事業説明をしていく。コ

ーディネーターにより活動も変わってくるのではないかと思う。 

意見として、慎重に検討して、成果が上がるようにしてほしいとの意見でした。 

採決の結果、議案第１３号関連については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１４号、大津町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例についてであります。 

質疑・討論はありませんでした。 

採決の結果、議案第１４号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１５号、大津町学童保育施設条例の一部を改正する条例についてであります。 

これも質疑・討論なく、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１８号関連、平成３１年度大津町一般会計予算についてであります。 

住民福祉部環境保全課関係では、委員より、雨水浸透ますの補助金、菊陽町が町独自で支出され、

利用者が多少増えているが、大津町もそのような考えはないか。また、コンポストの需要が増えない

のは、家庭で堆肥化しても使用する用途がないからと聞いている。先進の市町では、一旦、行政が回

収して企業等に持って行くので増えていると聞くが、そのような考えはないかとの問いに、執行部よ

り、補助金関係について、今のところ増額の予定はありません。生ごみ処理関係ですが、先進事例等

を参考に検討したいと思います。 

委員より、協議会や審議会の数が多すぎる。大津町農山漁村活性化基本計画作成等協議会も事例が

あれば開催するというが、事例がないのであれば一旦消してもよいのではないか。要綱の改正で事例

が出た場合に活用するということはできないのかとの問いに、執行部より、審議会については、農山

漁村活性化基本計画作成等協議会については、当面該当事業はないということでして、意見が、組織



 234

や条例要綱も整理を検討してくださいとの意見がありました。 

また、委員より、家庭用雨水貯留タンク設置補助はよい制度と思っているが、利用が少ないような

のでもう少し周知をしたほうがよいと思うとの質疑に、執行部より、当初予算の予定見込み数に達し

ていないので周知方法を検討したいと思います、との回答でした。 

住民福祉部住民課関係では、委員より、中長期在留者居住地届出等事務委託金について、外国人が

研修目的として来ているが、研修生が行方不明になることがあると聞く。大津町では問題になってい

ないかとの問いに、執行部より、昨年、１件の実態調査を行っております。警察入国管理局に対応を

行い、調査期間中に在留期限を経過したことにより、職権により住民票の削除を行った。今回のケー

スでは、上京から失踪する目的があったものと考えている、とのことでした。 

委員より、コンビニ交付を導入することによる実際の費用対効果について、メニューを絞る工夫を

していることはわかったが、人件費の観点や費用全体の費用対効果をどう見込んでいるかとの問いに、

執行部より、まず、今後５年間の事業費について、歳入歳出の説明があった上で、人件費については、

近隣市町村の例で人件費の削減といった費用対効果として厳しい状況がある。必要経費に対しての議

論は必要だが、住民の方への利便性が高まるということを目的に進めていきたいと考えている、との

ことでした。 

意見として、考え方として、窓口サービスを拡大した場合と、コンビニ交付を導入した場合の比較

を行うことにより、コストが抑えられたという説明が可能になると。サービス向上が目的である説明

が理解できると思うと意見がありました。 

次に、住民福祉部福祉課関係では、多機関の協働による包括的支援体制構築事業委託について、相

談員の資格要件はあるのかとの問いに、社会福祉士等、もしくは福祉分野における相談支援機関で実

務経験を有するものとしている、とのことでした。 

委員より、民生委員について２人増員する理由と、地域においてなり手がいないと言われる中での

増員のための取り組みは考えているのかとの問いに、執行部より、全民生委員さんと区長さんに希望

調査を行い、増員要望があった室北区と下町区について、増員後の委員確保ができるかも踏まえ、詳

しく聞き取りし、状況確認を行っている、とのことでした。 

次に、委員より、歳入側で、子ども貧困対策推進事業費補助金の使途について、基準や手続き等は

どうなっているのかとの問いに、執行部より、来年度の地域福祉計画策定業務委託の中で、県が持っ

ているデータのうち、大津町分を集計分析し、傾向などを確認する予定で、この集計分析作業に関し、

貧困対策の調査のための費用として県から補助金が交付されることになっている、との説明でした。 

委員より、地域力強化推進事業について、箇所数が増えないのが心配であると。地域共生社会とし

て福祉に関し、国や町が地域住民に求めていることと、それを受け止める地域とのギャップを非常に

心配しているとの質疑に、執行部より、先日実施したまちづくり懇談会の中でも関心の高い地区もあ

りましたので、今後働き掛けを行っていきたい。地域福祉について、全町的に拡大していかないのは

非常に大きな課題でもあるため、いろんな手法を取り入れながら取り組んでいるところだという説明

がありました。 
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それから、委員より、災害援護資金返還金の過年度分が長期化している。法的にも処分ができず、

これからもずっと残るのかとの問いに、執行部より、当初は返済計画に基づいて返済されていたが、

途中から滞りはじめ、現在も少しずつ返済はされていますが、追い付かず残っているような状況です。

本人とも再度返済計画を見直し、返済可能な状況にあるかも含め、相談等に乗っていきたいとのこと

でした。 

住民福祉部介護保険課関係では、委員より、老人クラブは減少傾向にあるのかとの問いに、執行部

より、補助金の交付は減少傾向にあり、会員数も減少している。ただし、補助金の交付を辞めたクラ

ブでも通いの場でいきいき百歳体操をしているところもあるので、復活していただきたいと働きかけ

ている。 

委員より、まちづくり懇談会の中で、高齢の方が老人クラブに入るようにというが、どうして老人

クラブに入らないといけないと思っているのかという意見があった。老人クラブに入らなければいけ

ないという意識ではない人も多い状況だと思う。増やさなければならないと思わなくてもいいのでは

ないかと思うがどうかとの問いに、執行部より、介護予防に取り組む団体を増やしていきたいという

思いはある。老人クラブの活動をする以上に忙しい方もおり、それ以外の方々については、地域コミ

ュニティづくりの観点からしっかり取り組んでいきたいと思います、とのことでした。 

委員より、介護保険特別会計への繰出金について、これまで繰り出してきた人件費を一般会計に戻

したという説明だったが、それは町の判断でできることなのか。それとも決まり事があるのかという

問いに、執行部より、決まりごとはなく、町の任意の判断でできることであり、法廷内の負担として

繰り入れていたわけではなかったので、今回からは特別会計の中で介護保険事業分に特化した上で管

理をしていきたいと判断したものだという説明がありました。 

続きまして、住民福祉部健康保険課関係では、委員より、病院群輪番制病院運営事業で対応される

医療機関はどこか。熊本セントラル病院は小児科の診療はしないが、他の医療機関では小児科の対応

は可能なのかとの問いに、執行部より、菊池圏域で７カ所、大津町では熊本セントラル病院です。医

療圏域ごとに救急医療体制を整えており、圏域内の医療機関で対応できるところもありますが、小児

科の高度な救急医療など、対応が困難な場合には、熊本市等の医療機関で対応する場合もある、との

ことでした。 

委員より、ピロリ菌検査については、これまで一般質問の中で、根拠がないため成果が疑われると

いった答弁をしてきた中で、検査の助成を始めるということについてどのように考えたのかとの問い

に、執行部より、これまで明確な根拠に基づく健診ではないという理由で実施を見送ってきたが、そ

の後、厚生労働省が公表したピロリ菌に関する事業検証の結果を踏まえ、町の考え方を見直した。平

成２５年に慢性胃炎の方が受けるピロリ菌除菌が保険適用になったことで、ピロリ菌除菌の件数が増

え、それに伴い、胃がんの死亡率が下がったという結果が示された。ピロリ菌除菌をする際、胃の内

視鏡検査をするので、その結果、早期がんの発見率が格段に上がったことが死亡率低下につながった

のではないかと報告されている。町では、この助成により、検査を受ける人が増え、その結果、胃の

内視鏡検査を受ける方が増え、早期がんの発見率が高まり、胃がんの死亡率が低下すると考え、事業
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開始を計画した、とのことです。 

委員より、最終的に治療につながらないと検診の意味がないし、そこがポイントになると思う。一

つの指標として、検査を受けた結果、陽性だった人を追跡し、治療を受けた割合を求めたい。治療率

で町としての事業効果が図れるのではないか。ピロリ菌検査の助成事業については、条件付きという

か、そういう考え方で取り組んでほしい。執行部より、まずは検査を受けていただき、ピロリ菌の有

無について確認した上で、治療が必要な方にはきちんと治療を受けていただき、その検証を行ってい

きたい、とのことでした。 

委員より、フッ化物洗口を開始し、数年経過したが、効果は表れてきたかとの問いに、執行部より、

１２歳の一人当たりの虫歯の数が平成２３年度は平均２.３本だったが、平成２８年度は１.１４本と

虫歯の数が減っているというデータが出ている。フッ化物洗口との効果と断言はできないが、虫歯の

数は全体的に減少傾向という状況、とのことでした。 

続きまして、教育部学校教育課、学校給食センターも含めます。関係です。 

委員より、学校施設屋上点検及び清掃業務委託は雨漏り対策だと思うが、今後、どのように実施す

るのかとの問いに、執行部より、年１回防水の専門業者に点検と簡易な清掃をお願いする予定、今年

は雨漏りの修繕工事を行うので、その後を予定している。次年度以降については、現在、検討を行っ

ている、とのことでした。 

委員より、部活動の社会体育移行について、文科系の部活動に対する動きが見えてこない。ある学

校では、文科系の部活動をなくすと決まったところもあるが、教育委員会はどのように考えているか

との問いに、文科系部活動についても、運動部活動に準じたところで話し合いが行われているところ

です。詳細については、所属する学校と連携をとってこれから考えていくということになっています。

社会体育移行の時期と揃えるというのは厳しいだろうと検討委員会の中でも意見が出ています。週の

練習日等を運動部活動のように揃えてもらうことで、しばらくは各学校で文科系部活動は続けてもら

うように学校にお願いしていますが、時間をかけて少しずつ違う形にしていこうと検討しています。 

委員より、音楽部活動を継続するかどうかについて、教えられる先生がいないからできないという

ことならば理由があると思うが、続けてほしいという希望があるにも関わらず、校長ができませんと

いうのであればそれは困ると言えるのではないかとの質疑に、執行部より、あくまでも来年度の部活

動をどうするかは来年度の判断になると考えていますので、指導すべきであれば指導したいと思いま

す。最終的には校長が判断しますが、子どもの希望や保護者の思いもあり、少なくとも運動部活動に

関しては数年をかけて検討委員会に保護者の代表も入っていただいて移行しますので、それに則って

今後検討してもらうように、必要であれば校長に指導したいと思います、とのことでした。 

続きまして、委員より、路線バス通学費補助金の申請の流れはどうなるか。また、今はＩＣカード

の活用が多いので、そういうこともきちんと考えてもらいたいとの質疑に、執行部より、申請書等を

学校を通して教育委員会に提出し、領収書を確認して保護者の口座に振り込むという流れで考えてい

る。申請は３カ月ごとにするか、６カ月ごとにするかと保護者の方になるべく負担にならないような

方法を今検討している。ＩＣカードについても十分検討し、その都度に補助金を交付できるようにし
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たいたい、とのことでした。 

意見として、就学援助者に対しては、全額補助だが、一旦自分で負担してから後で戻ってくるとい

うやり方より、できれば最初の負担がないような考え方も検討してほしいとの意見がありました。 

委員より、大津小、大津北中の増築工事については、今までずっとプレハブで対応してきたが、今

回は増築とすることになった理由は何かとの問いに、執行部より、美咲野小学校の場合は、教室不足

は４年で解消する予想でしたのでプレハブ対応でした。短期間であればプレハブリースのほうが財政

的にも負担が少ないが、大津小学校については、宅地開発も進んでおり、長期的に人が増える予想な

ので、今回はプレハブではなく増築を行いたいと考えている。 

委員より、美咲野小学校についても再度検討したほうがいいのではないか。また、学校の施設基準

として、特別支援学級の教室には小さい部屋をつくることができないか。今は教室を仕切って使用し

ているところもあるので、可能なら特別支援学級用の小さな教室をきちんとつくって対応してほしい。

執行部より、可能かどうか確認して検討する、とのことでした。 

委員より、給食センターについて、来年度は消費税増税に伴い経常経費が上がるとのことだが、給

食費などにも影響があるのかとの問いに、執行部より、食品には定率減税が適用されるので、間接的

な要因での微増は考えられるものの直接的な影響は少なく、給食費は増額しない予定。とのことでし

た。 

委員より、特別支援学級や支援を要する子どもに対して、中学校での補助員の確保はできたかとの

問いに、執行部より、４月から大津中に生活支援補助員を２名配置したいと考えている、とのことで

した。 

委員より、学力・知能テストの方式を変更するとのことだが、これまでの方式から変更した場合、

連続性は担保できるのか。これまでとの比較の方法は考えているかとの問いに、これまでの方式は標

準学力検査で、全国的な位置というのはわかるので次年度においてもそれを生かしていくのは必要だ

と考える。また、客観的な検査としては、ほかに県学力調査、全国学力調査があり、それに加えて新

たに考えている学力調査の結果も全国的に客観的に測れるので、それらを比較することで継続性は保

たれると考えている、とのことでした。 

委員より、路線バス通学費補助の対象となる距離は何キロメートルかに対し、執行部より、小学校

でおおむね２キロ、中学校で３キロの基準を設けたいと思います、とのことでした。 

ほかにこの補助をしている市町村はあるかとの問いには、県内では甲佐町、美里町で補助をすると

いう要綱がありました、ということです。 

それから、護川小学校の木に虫がつくということで補正予算をつけた分は、伐採は終わったのかと

の問いに、今後発注予定です。卒業式までには終えたいと考えています、とのことでした。 

委員より、導入するＩＣＴ機器の利用方法の計画はどのように考えているかとの問いに、執行部よ

り、各学校の来年度の情報教育の全体計画作成の研修も行い、プログラミング教育、その他のスキル

アップを年間計画の中にどう位置づけていくか研修を行っています。また、電子黒板の活用について

も研修を計画しています。若い先生は電子黒板の利用が進んでいますが、それに比べてベテランの先
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生の利用がなかなか進んでいない状況です、とのことでした。 

続きまして、教育部生涯学習課（公民館・図書館を併せて）の関係になります。 

委員より、高尾野公園グラウンドは、野球をする際に駐車場が不足するということを聞いているが、

問題はあがっていないかとの問いに、スペースは不足している。使用団体が近くの会社の駐車場を借

りている場合もあるが、残念ながら路上駐車をしている場合もある、と。 

委員より、事故やヒヤリハットはなかったかとの問いに、会社の駐車場に無断駐車があるという報

告があったので、その団体には注意を促したことがあった。対応として看板を設置したり、使用申請

時に注意を促したりしている、とのことでした。 

委員より、陣内地区公民館分館の遊具解体撤去工事について、開始前の周知はどのようにするのか。

消防団詰所ができるときにご存じない方がおられたので、遊具撤去の際は周知を徹底してほしい。執

行部より、区長さんから区民の方に連絡してもらう。町民へは生涯学習情報誌、ホームページ等で周

知するとともに、公民館利用申請時に説明する。 

委員より、陣内地区公民館分館は、指定避難所になっていると思うが、熊本地震の後、消防団の諸

用具類が倉庫や調理室にたくさん入っている。消防団詰所ができたあとは、いつから使用できるよう

になるのか。避難所としての役割を果たせないのではないかとの質疑に、執行部より、熊本地震以降、

消防団の荷物や地震の支援物資等が混在しており、消防団が消防団詰所に荷物を移動したあとは、室

内の整理をする。残る支援物資に関しては、所定の場所に移動させるよう総務課と相談している、と

のことでした。 

それから、委員より、学芸員の募集について、１人職員が退職したことに対しての募集だったのか。

再任用職員の後任としての募集なのかとの問いに、執行部より、今後、圃場整備関連事業等が増えま

すので、学芸員は２人体制でお願いしている、とのことです。 

委員より、年度末に学芸員の募集をしても長く務める人は来ないのではないか。大学卒業などの人

材は、早い時期までに決まって就職をしていくので、募集の仕方を考えてはどうなのかという問いに、

任期３年で経験を積んだ人材を任用すると聞いています、との答えでした。 

委員より、学童スポーツクラブの進み具合について、本会議において、参加児童数がわからないと

指導者の人数もわからないという回答であった。それでは４月からの開始に間に合わないのではない

かという懸念があるが、指導者は足りているのかとの問いに、執行部より、指導者は２月の時点で学

童スポーツリーダーバンクに４１人登録しています。内訳は、スポーツリーダーが３２人、スポーツ

サポーターが９人、４月からは児童２０人に対してスポーツリーダー１人、スポーツサポーター２人

で対応することにしている。モデル事業を検証した結果、現在不足しているのはスポーツサポーター

だが、モデル事業に参加した保護者などのアンケートから、２０人ほどは協力できるという回答があ

ったので、引き続き公募をしながら研修と広報活動をしていく、とのことでした。 

委員より、地域生涯学習施設等改修補助金について、長い間上限が５００万円となっているが、今

後の補助金額の考え方について、見直しは考えられないのかとの問いに、執行部より、現在、熊本地

震関係で修繕等があがっているかと思いますが、この補助金上限に関しましては、財政課とも協議し
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ますので、熊本地震対応が落ち着くまでしばらく待っていただければと思います、とのことでした。 

委員より、図書館のフリーＷｉ－Ｆｉの導入については、以前は図書館に導入すると子どもたちが

ゲーム機を持って来て集まり、インターネットをする懸念があるので導入しないということであった。

しかし、今回、要望が多いので図書館に導入しますというのは、説明に一貫性がないのではないかと

の問いに、執行部より、以前は子どもへの悪影響を懸念して導入をお断りしましたが、フリーＷｉ－

Ｆｉは社会的インフラとしての普及が高まってきている状況から、子どもへの悪影響の懸念よりも活

用の利便性や効果のほうが大きく期待できることを踏まえて導入することにしました、とのことでし

た。 

意見として、であれば、他の施設にもフリーＷｉ－Ｆｉを増やしていってほしいとの意見がありま

した。 

教育部子育て支援課関係では、委員より、待機児童対策支援事業補助金の対象となる認可外保育園

は、県の指導監督基準を満たしているという条件だが、登録を確認したらかなり小規模なところも入

っていた。基準を満たしているのかとの問いに、執行部より、今年も監査を受けています、というこ

とでしたので、意見として、監査を受けることと基準を満たしていることは違う。基準を満たしてい

るという証明が出ているはずなので、確認した上で要綱を定めなければいけないと思うとの意見でし

た。 

委員より、保育補助者雇上強化事業と保育体制強化事業については、今年度は要望はあったが、条

件が整わずに実施できないというところがあったということだった。来年度分も要望を基に計上した

と説明があったが、今年度と同じやり方で今年度にはできなかったことが来年度はできるのかとの問

いに、今年度は、園に対して制度の内容を説明していたが、細かい要件の部分で対象とならなかった

ケースがある。今回は、そこをしっかり周知した上でも雇用したいということで調査に回答をされて

いる、とのことでした。 

委員より、保育士の処遇改善は大事なことだと思うが、待機児童のことを考えると保育の枠を考え

なければならないと思う。保育の枠についてはどう考えているのかとの問いに、今度、子ども子育て

支援計画を策定するときに、５年間のニーズ調査をして、もう少し詳細な数字を設定した上で、今後

については検討していきたいと思っている。現状でできることとしては、陣内幼稚園と大津幼稚園で

保育が必要な保護者に少しでも対応できるようにしていきます、とのことでした。 

委員より、具体的には待機児童が３３人という見込みだが、それについてどのくらい解消できるの

かという問いに、執行部より、このままでは保育を希望している方全員は難しい、現在の３３人をど

うにかしたいと考えているが、年代にもよるのではっきりとした答えはできない。 

委員より、新しい保育園の整備は考えているのかとの問いに、執行部より、本来必要性はあるかと

思うが、来年度策定する子ども子育て支援計画において、今後どうしていくかということは決めてい

きたい。 

意見として、待機児童は何年も続いている大事な問題である。きちんと見通しをもって施策という

ものはやるべきだと思う。今回の待機児童解消のための事業についてはこれでよいと言えるが、その
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背景が弱いとの意見でした。 

委員より、平成２８年度に室小学校で２クラブ分の、学童保育クラブですね、建築をしたのが約６

千８００万円、今回、同じような２クラブの平屋の建物で約１億２千万円、違いは何か。また、国・

県の支出金の割合が３分の２出るはずだが、これを見ると、資料ですね、資料を見ると半分ぐらいし

か出ていないとの質疑に、執行部より、前回の室小との比較では、面積が１.２倍になっている。一

番影響が大きいのは外構工事です。建築部分だけだと約９千５００万円です。平米単価では室小が約

２３万円、今回の分は約２７万円になります。最初は室小と同じ木造で検討したが、同規模の施設で

木造が４０万円ということになるので、プレハブ構造の鉄骨という工法を選択した。補助率は、今３

分の１ずつで積算していますが、見込みとしては嵩上げがあり、町負担が６分の１になる見込みです、

と。ただし、県との協議では、県が嵩上げ前で予算計上をしているので、予算については３分の１で

計上してほしいとのことで、実施は６分の１を見込んでいる、とのことでした。 

意見として、立派な学童クラブ施設ができるのはいいが、過剰な費用を費やすものではないと思う。

なるべく工夫して節減できるように検討してほしいとの意見でした。 

続きまして、教育部子育て支援課幼稚園関係では、幼稚園費に雨漏り改修工事費が計上されている。

小中学校では、今後は屋上の清掃と点検を毎年実施することによりメンテナンスを行う方針である。

幼稚園も同じようにすべきではないかとの問いに、執行部より、今後、幼稚園の屋根もメンテナンス

を検討します、とのことでした。 

委員より、熱中症対策として、学校では測定器を購入し、測定を行っているが、幼稚園ではどうな

っているのかとの問いに、執行部より、幼稚園には導入していません。全館エアコンを完備し、水分

補給で対応しています、とのことでした。 

意見として、対処としてはよいが、温度や湿度、熱中症指数を確認しながら対応すべきであり、学

校は導入しているのでグラウンド等の屋外対策も考えて幼稚園も導入を検討してほしいとの意見でし

た。 

教育部子育て支援課大津保育園関係では、質疑はありませんでした。 

討論はありませんでした。採決の結果、議案第１８号関連については、全員賛成で原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

続きまして、特別会計予算に関する報告ですが、内容のつながりをわかりやすくするために、先に

議案第２２号、その後に議案第１９号についての報告とさせていただきます。 

両議案の報告の中に、インセンティブという言葉が出てきますが、これはもとはご褒美とか、報酬

とか、動機付けという意味で、国では、保険者努力支援という意味で使用しているとの説明がありま

した。 

議案第２２号、平成３１年度大津町介護保険特別会計予算についてであります。 

委員より、保険者機能強化推進交付金、いわゆるインセンティブ交付金だが、これが良くなること

が保険者として望ましいことである。もう少し詳しくこの説明をお願いしたいとの問いに、執行部よ

り、インセンティブ交付金について説明します。介護保険の事務、介護予防事業など各種の事業につ
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いて５５項目の評価項目があります。この内、５０項目は自己採点をし、資料を添付し、提出します。

残り５項目については、全国の保険者を並べ、順位をつけ、上位に入った場合、配点がつきます。大

津町は５項目中４項目で上位を取ることができました。これらの評価について、大津町は熊本県で上

位３番目でした、ということです。 

意見として、点数化という形で評価がはっきりすると頑張っているかどうかが見えてきて良いので

はないかと思うとの意見でした。 

討論はなく、採決の結果、議案第２２号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

続きまして、議案第１９号、平成３１年度大津町国民健康保険特別会計予算についてであります。 

委員より、介護保険でインセンティブ交付金は、取り組み項目ごとの評価でポイントがつくとの説

明を受けたが、国民健康保険も同様の内容なのかとの問いに、執行部より、国民健康保険では、特定

健診の受診率や特定保健指導の実施率、がん検診受診率、収納率の向上、後発医薬品の取り組み、第

三者行為の求償等が交付金のポイントの対象になります。大津町の県内での順位は３０年度の交付金

では８位となっており、上位に位置している、とのことでした。 

委員より、被保険者数が年間４％ほど減少していることを踏まえ、予算額は全体としては減額とな

っているが、健康増進の取り組みを充実させるために、昨年と比較して歳出の保険事業費の予算が増

額しているという理解でよいのかとの問いに、執行部より、歳出での保健事業の取り組みが充実すれ

ば、歳入の特別交付金が増額となる仕組みとなっています、ということで、意見として、国民健康保

険は、法律で縛られているものがほとんどで、町として何ができるのかということを考えたときに、

保険者の機能をどう発揮するのかということが重要である、との意見がありました。 

これにつきましても討論はなく、採決の結果、議案第１９号については、全員賛成で原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

次に、議案第２４号、平成３１年度大津町後期高齢者医療特別会計予算についてであります。 

委員より、制度の問題ではあるが、後期高齢者医療の財源として約４割を占める若年層の保険料と

は、国保税で０歳から７４歳までが負担する、いわゆる人頭税なのか、子どもが多い人ほど負担が大

きくなるということなのかとの質疑に、執行部より、そうなります、とのことでした。 

委員より、後期高齢者医療制度で、この保険に漏れている人はいるのかとの問いに、執行部より、

漏れている人はいないと認識しています。 

委員より、人間ドックの利用者は増えているのかとの問いに、執行部より、増加傾向です。人間ド

ックの利用者は平成２８年度までは５０人前後で推移していましたが、毎月開催しています保険証交

付式において、人間ドックの受診勧奨を始めた平成２９年度から増加し、平成３０年度も現時点で８

６人の実積となっています、とのことでした。 

委員より、人間ドックの助成があることを知らなかったという人もいるのではないかとの問いに、

執行部より、漏れがないように周知しているところです、とのことでした。 

これにつきましても討論はなく、採決の結果、議案第２４号については、全員賛成で原案のとおり
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可決すべきものと決しました。 

当委員会に付託されました案件は以上です。議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同

いただきますようお願い申し上げまして、文教厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議 長（桐原則雄君） しばらく休憩します。午後１時より再開します。 

午前１１時４１分 休憩 

△ 

午後 １時００分 再開 

○議 長（桐原則雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 総務常任委員長荒木俊彦君。 

○総務常任委員長（荒木俊彦君） ただいまから、総務常任委員会に付託されました案件につきまして、

委員会での審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。 

当委員会に付託されました案件は、議案第１３号関連、議案第１８号関連の２件であります。 

委員会は、審議に先立ち、３月６日午前中、関係する５カ所の現地調査を行い、翌７日から仮庁舎

２階会議室Ｂにおいて、執行部より説明を求めながら、審議を行いました。以下、その審議経過の概

要と結果を要約してご報告いたします。 

まず、議案第１３号関連、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例のうち、大津町空き家等対策協議会の設置についてであります。 

総務部総合政策課より説明を受けて、委員より、熊本地震以降、空き家の調査は進んでいなかった

のかとの質疑に、執行部より、地震前、平成２７年度に一度空き家調査を実施しましたが、地震後に

空き家の状況が大きく変わり、今年度に再度調査を行い、その結果を基にこれから具体的な空き家対

策を進めていくところです、との当然でした。 

委員より、実態調査の結果による町内の空き家の現状と、今後の動きについてどうなっているかと

の質疑に、執行部より、調査の結果、空き家と思われる物件が２７４棟、うち７３棟が実際住んでい

ない空き家として把握しています。また、アンケート調査の結果として、今後の活用について売却ま

たは貸し出したいという回答が３１件あり、今の動きとしては、この調査結果を基に、まずは利活用

のため、「空き家バンク」を創設するため、不動産関係協会２者と協定締結に向けて協議をしている

段階です、との答弁でした。 

意見として、町の北部あるいは南部地域において、農地付き物件などで新規就農を促すためにも、

空家等対策協議会の委員会構成に農業委員会などの農業関係者も入れていただきたいとの意見がござ

いました。 

討論はありませんでした。採決の結果、議案第１３号関連については、全員賛成で原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第１８号関連、平成３１年度大津町一般会計予算についてであります。 

議会事務局関係で、委員より、デジタルカメラ３台分の予算が計上してある。議会だより作成など

に使用できるのかとの質疑に、執行部より、現在、所有しているカメラ１台は、２１年度購入のもの
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で古く、買い替えを予定している。各常任委員会の現地調査時に同時に利用できる３台予定し、議会

だよりの取材用としても利用可能であります、との答弁でした。 

総務部総務課関係で、委員より、いじめ問題再調査委員会の委員報酬が計上してあるが、新たに委

員会を立ち上げるものか、それとも重大ないじめ案件の発生事例があったのかとの質疑に、執行部よ

り、教育委員会のほうで重大案件が発生した場合のためのもので、これまでに開催した事例はありま

せん。委員会としては、既に立ち上がっているもので、事態が発生した場合に開催するものです、と

の答弁でした。 

委員より、行政区嘱託員報酬について、行政区嘱託員で女性は現在２名しかない。男女協働参画を

推進する観点からどう考えるかとの質疑に、執行部より、行政区嘱託員の女性が２名という現状につ

いては、男女協働参画推進を町としても行っているところなので、様々な研修などを行いながら女性

の参画を多いに推進していきたい。しかし、最終的にはその地区地区の実情もあるところです、との

答弁でした。 

委員より、個人情報保護審査会に関連して、個人情報保護の観点から自衛官の募集についてどのよ

うに対応しているか。個人情報保護法ができて町でも条例を制定している。自衛隊法と個人情報保護

条例との関係をどう整理しているのかとの質疑に対して、執行部より、自衛隊員の募集について、法

の定めによって、町民のうち１８歳の氏名・住所・生年月日・性別の４情報を紙媒体で出力し提供し

ています。平成２６年の国会の政府答弁では、自衛隊法第９７条第１項及び自衛隊法施行令第１２０

条の規定が、防衛大臣が市町村の長に対し、個人の氏名や生年月日等の情報に関する資料の提出を求

めることができる法令上の根拠と述べています。また、大津町個人情報保護条例第９条第１項第２号

では、個人情報の提供禁止の例外として、法令等の規定に基づく場合での対応が定められていること

から提供しているところです、との答弁でした。 

委員より、自衛官募集について、近隣市町村の対応はどうかとの質疑に、執行部より、菊池地域４

市町は同様の対応をとっています、との答弁でした。 

委員より、公文書管理整備業務委託は高額だが、具体的な中身はどうなっているかとの質疑に、執

行部より、旧庁舎で各課に保管してあった書類を応急的に仮設書庫に保管しています。浄化センター

のほうにも保管して、熊本地震後に書庫から箱に書類を詰め替えたわけですが、保管箱に入っている

書類が、中身は何なのかを洗い出して、新庁舎に運び込めるよう整理をしている。今年度３カ所、老

人福祉センター南側、役場仮庁舎南側、生涯学習センター北側の仮設書庫内の文書整理を行ったが、

平成３１年度は同規模の文書量を保管している浄化センター内の保存文書の確認と整理を行うもので

す、との答弁でした。 

委員より、コミュニティ傷害保険について、先日、矢護川の方で町民の方が事故に遭った件につい

て対応はできたのかとの質疑に、執行部より、当日の作業は、農政関連の多面的機能支払交付金事業

によるものでしたので、そちらのほうの保険で査定中です。報酬が支払われている関係上、ボランテ

ィア作業を基本とするコミュニティ傷害保険については対象外になります、との答弁でした。 

委員より、コミュニティ傷害保険の内容が充実したとのことだが、ホームページで検索ができない
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との質疑に、執行部より、今年度から補償内容を見直し、入院保険金は１日３千円から５千円に、通

院保険金は１日２千円から３千円となりました。町のホームページに掲載していますが、検索ができ

ないとのことですので、検索しやすくなるよう対応をしてまいります、との答弁でした。 

また、議長より、多面的機能支払交付金事業と地区の区役を一緒に行う地区もあるので、傷害保険

の補償内容などの線引きをきちんと整理して、区長等に十分説明をしていただきたいとの意見がござ

いました。 

委員より、会計年度任用職員制度について説明を求めたいとの質疑に、執行部より、地方公務員法

等が改正され、現在、雇用している臨時職員と一般職の非常勤職員を会計年度任用職員として任用を

する制度になります。平成３２年４月から新制度が開始されますので、３１年度の後半から募集を開

始することになり、今年度から新たな体制へ向けての取り組みを行っている状況です。国や他自治体

の情報が少なく、近隣との状況等を鑑みて、６月議会以降で条例等の整備を考えているところです、

との答弁でした。 

委員より、会計年度任用職員の任用期間はどうなるか。現在の一般職の非常勤職員と変わらないか

との質疑に、執行部より、任用期間は、その年度の４月１日から翌年の３月３１日までです。現在の

非常勤職員の任用期間は最長３年ですので、短くなります。ただし、会計年度任用職員は、正規職員

と同様、人事評価を行うことになり、勤務成績が優秀な職員については、能力の実証ができますので、

国のＱ＆Ａによると２回を上限として、公募によらない再度の任用を行うことが可能になります。通

算３年ということです、との答弁でした。 

委員より、地方創生・肥後大津駅周辺地域活性化事業景観整備工事費について、駅南口のほうに重

点を置いてあるように感じるが、駅北口の方についてはどう考えているのか。北口のケヤキを切って

欲しいという声もあるとの質疑に、執行部より、肥後大津にっこり会が昨年１０月に立ち上げられ、

駅北口の活性化についての盛り上がりが期待されているところです。具体的な事業については、今後

相談しながら取り組んでいきたいと考えています。現在、地方創生として取り組んでいる事業は、平

成２９年度から３１年度までの３カ年となっています。その中で、駅南側の桜の植樹に伴い、クスノ

キやケヤキを切ることとしています。今のところ北口の活性化についての計画はない状態ですが、３

２年度以降の取り組みについて、来年度にじっくり検討をしていく予定で、議論を深めていきたいと

考えています、との答弁でした。 

委員より、ぜひ水車も活用した駅北口の整備を検討してもらいたい。地方創生について、事業延長

はできるのかとの質疑に、執行部より、現在取り組んでいる地方創生推進交付金事業は、県と益城町

との広域連携による事業で、３１年度で事業終了するものです。また、別の交付金を活用した取り組

みができるよう検討していきます、との答弁でした。 

委員より、活性化事業費が３２０万円となっているが、伐採と植樹でそのような経費がかかるもの

なのか。伐採して根まで掘り起こすものかと思っていたが、そうでないならばもっと安く済むのでは

ないかとの質疑に、執行部より、事業費において植樹よりも伐採にかかる費用が大きくなっています。

抜根まで行うと道路の舗装にまで影響が及び工事費が高くなり過ぎることから、切り株のまま残すこ
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とにしています。ただ、車の往来の激しい場所でもありますので、工事中の安全対策をはじめ、伐採

したクスノキの撤去・運搬、処分費用などを含めた工事費の積算となっています、との答弁でした。 

委員より、まち・ひと・しごと創生総合戦略についてインターネットで検索してみたところ、他の

自治体のはすぐ探せたが、大津町のものは見あたらなかった。なぜかとの質疑に、執行部より、ホー

ムページがリニューアルされた時点で掲載から漏れてしまった模様です。早急に掲載するように改善

をします、との答弁でした。 

委員より、宅地開発による地域住民の増加や、子どもたちの成長で自転車通学者が増える地域が発

生することなどもきちんと見越して判断をしているのかとの質疑に、執行部より、開発にあたっては、

開発者の負担で設置してもらうようお願いしています。地域の状況を勘案した上での要望についても、

４月の行政区嘱託員会議で説明した上で、適宜対応していきます、との答弁でした。 

委員より、交通安全標識、標示工事は主にどのような作業となるのかとの質疑に、執行部より、主

に町道の区画線を引く作業です。町道の外側線やセンターライン、規制ではない指導停止線などで、

横断歩道や一時停止の停止線等は警察署が引き、県道については県が工事をします、との答弁でした。 

委員より、消費生活相談業務委託について、消費生活相談業務を消費生活センターに丸投げしてい

るのではないかと町の対応を問う声がある。体制はどうしているのかとの質疑に、執行部より、現在、

消費生活相談については専門機関に委託をしています。個人情報の関係もあって相談内容について町

が不用意に立ち入れないところが多分にあります。ただし、必要に応じて町へ情報を提供してもらい、

対応すべき事案については関係部署で情報を共有しています、との答弁でした。 

また、議長より、防犯カメラ設置事業負担金について、設置や維持管理、映像の情報管理など、一

体的な取り扱いになっているのか。わかりづらいので、運用がうまくいくよう整理をしてもらいたい。

執行部より、防犯カメラ設置事業は、申請を基に設置しており、事業所や自治会また学校からの要望

などを踏まえて、警察が把握している情報等を参考に町と協議し、設置場所を選定しています。設置

費用は町が補助し、その後、電気代や保守費用については、申請者の負担となります。町として防犯

に努めていく必要があるので、町の敷地や施設等については町で取り組んでいくのが第一義にあり、

教育委員会等とも協議をして進めていきます。民間の事業所もこの事業により設置することができま

す。また、警察からの情報提供依頼への対応など、プライバシーの保護については、県の「防犯カメ

ラに関する運用指針」により、適正な運用が図られています、との答弁でした。 

委員より、地域おこし協力隊の報酬が計上してある。まだ任用者は決定していないのではないかと

の質疑に、執行部より、ご指摘のとおり、まだ決まっていません。地域おこし協力隊については、以

前募集した際に一人応募があったものの、任用するまでには至りませんでした。その後も募集を続け

てきたものの、全国的に協力隊志望者には引く手あまたの状態であることからなかなか応募に恵まれ

ませんでした。東京でＰＲする機会を設けるため、その旅費を補正予算で認めていただき、担当者の

努力もあって、いろいろと問い合わせや関心を示してくれる方も出てきました。宣伝や勧誘に努めて

きましたが、お互いの希望が一致することは容易ではなく、最終的に応募者は１名だけ残るものとな

りました。その１名について、現在、書類審査を通過し、最終面接に臨んでいただく運びとなってい
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ます。任用に足る人物となれば、次年度から早々の着任をお願いしたい、との答弁でした。 

委員より、地域人材育成事業補助金は、今年度からの新規事業だが、実績はどうかとの質疑に、執

行部より、地区や団体などにおいて、将来を担う人材を育てるための研修費用や活動に対して補助を

行うものです。活用事例として、杉下区の地区の伝統事業の取り組みを学ぶ研修や日吉が丘区の高齢

者の支援策の先進事例研修などがあります。初年度で実績として十分ではありませんでしたが、３１

年度はできるだけＰＲをしながら積極的に取り組んでもらえるようにしたい、と答弁がありました。 

委員より、地域人材育成事業補助金に係る要綱などは定めているか。補助上限はあるのかの質疑に、

執行部より、まちづくり担い手育成事業補助金交付要綱を定めて、補助額は先進地研修が全額補助の

３０万円上限、講師招へいが全額補助の２０万円上限です。このほか公共性の高いまちづくり団体に

対する活動費の補助もありますが、これについては地域づくり活動支援事業に準じて２分の１補助の

３０万円上限としています、との答弁でした。 

委員より、選挙啓発費は、昨年度と同額だが、一方で投票率は下がっている。これからの時代、選

挙啓発がさらに大事になってくると思うがとの質疑に、執行部より、選挙投票年齢が１８歳になった

ことから学校での模擬投票を実施するなど、若年層への選挙啓発について積極的に努めています。先

日は小学校でも模擬投票を行い、啓発をしてきましたが、反響が大きく、若い年齢からの啓発の重要

性について認識を強くしたところです、との答弁でした。 

委員より、期日前投票に係る報酬に、商業施設分が計上されている。都会では駅で投票ができると

ころもあるが、今後、どのように対応していくかとの質疑に、執行部より、今度の選挙でイオン大津

店での投票ができるようにしたいと準備を進めています。これまでセキュリティの問題がいろいろあ

りましたが、通信技術なども改善してきたため、期日前投票所の拡充を検討しました。ただ、手広く

対応していきたいところですが、職員数の関係もありますので、今回の状況を見ながらさらに検討し

たいと思います、との答弁でした。 

委員より、菊池広域連合消防本部の負担金について、消防車の整備などにも使われていると思うが、

大津町にも高層の建物が増えている。南消防署の消防車は何階まで対応できるかとの質疑に、執行部

より、以前は３０ｍのはしご車２台がありましたが、現在は３０ｍが１台、１３ｍが１台の配置、そ

れぞれ１０階建てと３階建てに対応するようになっている、との答弁でした。 

委員より、消防学校入校負担金は、新しく組織される美咲野の消防団の分になるのか。団員も忙し

く消防学校に行く時間の確保が難しいと思うが、参加の見込みはどうかとの質疑に、執行部より、消

防学校負担金は、大津町消防団全体の分になります。現場指揮をとる班長以上と、分団指揮をとる分

団長以上の負担金です。新入団員については、辞令交付式のときに訓練を行うこととしています、と

の答弁でした。 

委員より、指定避難所の標識はどのようなものか。材質はどうかとの質疑に、執行部より、今年度、

指定避難所の標識設置を行い、３１年度に避難所への誘導標識を設置します。材質はアルミ、指定避

難所の標識には、上部にソーラー発電器具を設置し、停電時でも光らせるようにし、誘導標識は蓄光

式と反射をあわせたもので、町内３８カ所への設置を予定している。表示内容は、２０２０年のオリ
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ンピックに向けて国が示した全国統一の規格になります、との答弁でした。 

委員より、高齢者等の避難はどう考えているかの質疑に、執行部より、要支援者等の避難について

は、福祉課で個別支援計画作成を民生委員さん等を通じて進めている。本年度中、中島地区でモデル

的に中島区みんなの避難計画をつくっている、との答弁でした。 

意見として、戸別受信機設置について、障がい者１級や２級及び高齢者単身世帯の設置計画とのこ

とだが、戸別受信機は一方的に聞くだけで発信はできない。単に設置するだけでは意味がない。運用

面も含めて福祉サイドともしっかり打ち合わせをしてもらいたいとの意見がございました。 

委員より、消防団員の定数は長年変わっていない、出初め式でも多くは集まっていない状況が見受

けられる。この状態で非常に対応できるのかとの質疑に、執行部より、最も課題になっている点だと

認識しています。機能別消防団も踏まえながら、消防団の定数も含めてさらに検討をしていくべきだ

と考えています、との答弁でした。 

委員より、美咲野地区で新たに消防団組織ができると聞いたが、どうなっているかとの質疑に、執

行部より、美咲野地区から消防団をつくりたいといった意見があり、消防団と何度か協議をされ、最

初から班をつくるのではなく、まずはどこかの班に所属し経験を積んでから班に移行するような方向

で話を進めています、との答弁でした。 

委員より、水防費に関連して、大林地区防災倉庫は、水防倉庫ではないのかとの質疑に、執行部よ

り、元々外牧と森にあった水防倉庫の機能も兼ね、元菊阿中の南側に防災倉庫と水防倉庫を兼ねて設

置をしている、との答弁でした。 

委員より、備蓄食糧を５カ年計画で６万食揃えるとの説明であったが、賞味期限などとの関係はど

うか。期限切れで廃棄するようなことがないよう工夫されているかとの質疑に、執行部より、賞味期

限が５年程度のものの購入を考えています。現在も備蓄倉庫に保管しているものについては、台帳を

整備し管理しています。期限切れの前に、地域の防災訓練や炊き出し訓練等に活用してもらう予定で

す。他にも全国の自治体で災害が発生した場合などに提供していきたい。 

また、委員より、食糧等は楽善の防災倉庫だけに保管するのか。運動公園に建設予定の倉庫にもど

うするのかとの質疑に、執行部より、北部、中部、南部それぞれの防災倉庫に備蓄をしていく予定で

す。避難者数を想定し、中部で６０％、南部で２５％、北部で１５％備蓄できる倉庫を備えたい。平

成３１年度はまず食糧を備蓄しようと考えています。オムツや生理用品をはじめ、マットや簡易トイ

レなど物品の備蓄も計画的に進めていこうと考えています、との答弁でした。 

総務部総合政策課関係で、委員より、空き家調査業務委託料は１０万円の予算で足りるのかとの質

疑に、執行部より、空き家バンク登録のための調査となり、件数については不動産関係協会の意見等

を参考にしています。制度の開始段階としては十分と考えています、との答弁でした。 

委員より、ふるさと寄附による町の利益はどの程度見込んでいるか。また、納税のサイトに掲載し

ている返礼品の見せ方で購買意欲が変わってくる。見る限り改善の余地があると思われるが、対策は

どうかとの質疑に、執行部より、町の利益として寄附額のおよそ５割程度を見込んでいます。サイト

に掲載している返礼品の写真については、委託業者と町内の返礼品提供事業者との間で協議をお願い
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していますが、今後さらに改善を図ってまいりたい、との答弁でした。 

委員より、ふるさと寄附金の目的について、「被災した庁舎の再建（新庁舎建設）」がうたわれてい

るかとの質疑に、執行部より、これまで、寄附の目的は、申し込みをされたときに寄付者が５つの選

択肢から選べるようになっていましたが、昨年９月から「被災した庁舎（新庁舎建設）」を新たに追

加をしたところです、との答弁でした。 

委員より、熊本市、菊陽町、大津町の３市町による連携事業負担金について、世界かんがい施設遺

産ＰＲや活用などの関連事業は、大津町だけのシンポジウム開催ではなく、関係自治体合同での実施

となるか。また、シンポジウムはいつ実施する予定かとの質疑に、執行部より、３１年度のシンポジ

ウムはリレーシンポジウムのような形で熊本市と菊陽町、大津町での実施を考えており、菊陽町と大

津町は合同で実施できないか検討を進めている。また、１１月の文化の日前後に関連事業のひとつで

あるＴＫＵのドラマが放映される予定であるため、菊陽と大津町との合同シンポジウムも同時期の開

催を検討している、との答弁でした。 

委員より、３市町連携事業について、各自治体どの部署が担当するかとの質疑に、執行部より、３

市町による実行委員会を立ち上げて進める予定で、実行委員会には、総合政策が出席します。また、

各市町において農政担当や生涯学習担当課なども含めた庁内の検討委員会、実行委員会などを立ち上

げていく予定です、との答弁でした。 

委員より、空港ライナーについて、県の空港アクセス改善におけるＪＲ延伸が整備されるまで、こ

のまま継続することが確約されているかとの質疑に、執行部より、県からは、空港ライナーについて

現時点で廃止等は考えていない。当分の間継続するとの回答をいただいています、との答弁でした。 

委員より、来年４月から内牧環状線のバス路線廃止について、バス事業者から不満の声はなかった

のかとの質疑に、執行部より、バス事業者とタクシー事業者も含めた事業者部会などで協議を重ねて

まいりました。内牧環状線の乗車率が低いことや、町が多額の費用負担をしている実態などを考慮し、

今回の見直し案の調整ができたところです、との答弁でした。 

委員より、今後どのような公共交通体系の整備を実施していくのかとの質疑に、執行部より、町内

巡回バスの導入や乗合タクシーのエリア拡大など、幾つかの案が考えられますので、それぞれのメリ

ット・デメリットを精査しながら、大津町にあった公共交通体系の具体案をさらに検討していきたい、

との答弁でした。 

委員より、吹田団地から大津駅高校方面のバス路線において、以前は朝の便が座れないほど多いと

聞いたが、現在はどうかとの質疑に、執行部より、現在、同便において、平均２５人程度の乗車数と

なっており、保護者の方から児童・学生が乗り切れないとの苦情や問い合わせはあっていません、と

の答弁でした。 

委員より、乗合タクシー導入地域以外の方から自分の地域も乗合タクシーを使いたいという相談は

ないかとの質疑に、執行部より、導入地域以外の方から相談があった場合には、包括支援センターと

も連携し、条件はありますが、外出支援タクシー制度などのご案内をしています、との答弁でした。 

委員より、乗合タクシーについて、統括した配車システムの導入が必要ではないかとの質疑に、執
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行部より、現在はタクシー事業者各社の対応となっている。各事業者は乗合率を高めるルート設定で

運行をしています。今回の新規６地区導入までは、現在のシステム内で対応できるところですが、今

後さらなるエリア拡大を行う場合は一括した配車システムの導入の検討が必要になってくると思われ

ます、との答弁でした。 

委員より、コンビニ交付システムはマイナンバーカードが必須なのかとの質疑に、執行部より、コ

ンビニのマルチコピー機でマイナンバーカードを読み取り本人確認をするので必須です。国の施策と

してマイナンバーカードの利便性を高め、カードを普及させたいという狙いがあると聞いています。

技術的にはマイナンバーカード以外の方法も可能かもしれませんが、国からこのようなサービスにつ

いて、マイナンバーカードが前提だと聞いております、との答弁でした。 

委員より、町内における現在のマイナンバーカードの交付状況はどうかとの質疑に、執行部より、

１月末時点で申請者数は３千７８５枚、交付数は２千９５４枚、交付割合は町民全体の８.５％程度

です。マイナンバーカードの活用が一部の窓口での手続きに限られていること及び証明機能に留まっ

ていることが交付が進まない原因だと思われます、との答弁でした。 

次に、総務部庁舎建設推進課関係で、委員より、カーボンマネジメント事業について、他の自治体

の状況はどうかとの質疑に、執行部より、カーボンマネジメント事業は、地球温暖化を抑制するため、

２０１３年度に排出された二酸化炭素の温室効果ガス排出量を基準とし、２０３０年度までにこれら

を４０％削減することを目標としています。この事業は、採択制なので申請した団体がすべて採択さ

れるということではありませんが、他の自治体では、新庁舎に利用するところはまだ少ないようで、

どの団体でも既存施設の空調設備の交換やＬＥＤ機器への切り替えを行うところが多いようです。県

内では、昨年、玉名市が採択され、市内の既存施設の空調設備やＬＥＤへの切り替えを行っています、

との答弁でした。 

委員より、この事業を実施したところで４０％の削減を達成しているのかとの質疑に、執行部より、

各自治体の４０％の削減目標年度は２０３０年度ですので、これから温室効果ガス排出量の削減目標

に向けて取り組んでいくものです。今年度事業では、第１号事業（事務事業編）に全国で１３４団体、

第２号事業（設備導入事業編）に全国で２２団体が採択されました、との答弁でした。 

委員より、継続費の合計４２億４千７００万円の総額には備品も含まれているかとの質疑に、執行

部より、庁舎関係の工事の他に、備品、工事監理費、電算システム等までが含まれています、との答

弁でした。 

委員より、庁舎建設工事が始まると駐車場不足が考えられる。何か対策は考えているかの質疑に、

執行部より、役場東側の民有地、元福田医院跡地を借用して旧庁舎跡地にある約４０台の公用車の駐

車場として、旧庁舎跡地を来庁舎用の駐車場として確保します。また、オークス広場西側の親水公園

を調整池として整備し、仮駐車場として利用する予定です、との答弁でした。 

総務部財政課関係で、委員より、入札情報システム（コリンズ、テクリス）とはどのようなものか

との質疑に、執行部より、入札情報システムは、発注者支援のデータベースであり、地方公共団体が

発注した工事や設計委託の内容をデータベースに登録することで、実績がデータ化され、後の業者選
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定などで活用されます、との答弁でした。 

委員より、新地方公会計システムを導入して１年経過する。現状はどうかとの質疑に、執行部より、

まずは町の資産をデータ化し、それを基に財務諸表を作成しています。従来の会計方式は変わりませ

んが、これらを補完するため、公会計の観点を取り入れるものです。今後、職員研修を重ねながら、

職員でも仕分けや分析をできるよう取り組んでいきたい、との答弁でした。 

委員より、公債費について全体的な説明を聞きたいとの質疑に、執行部より、これまで借り入れを

した地方債の償還分ですが、対前年比約２億５千万円の増額です。今後は、庁舎関係の起債発行があ

りますので、平成３３年から３４年にかけて償還額が２０億円程度に増加する見込みです。併せて、

地方債残高も増加しますので、現在の実質公債費比率は１１.３％ですが、平成３３年度あたりでは

１３％程度になると見込んでいます。地方債残高が少しでも減少していくよう財政運営に心がけてま

いります、との答弁でした。 

意見として、単に事業を絞るのではなく、必要な部分には投資をし、税収増につながる運営をお願

いしたいとの意見がございました。 

委員より、熊本地震復興基金の残高はどうかとの質疑に、執行部より、今年度末残高見込みとして、

２億１千５００万円ほどとなり、３１年度で２千１００万円繰り入れを計上している。その他、繰越

事業などで充当可能な事業があれば、県と協議しながら充当していく予定です、との答弁でした。 

委員より、森林環境譲与税の算定の中で使用されている林業就業者数はどうやって調べるかとの質

疑に、執行部より、農林業センサスなどの統計情報を使用し、今回の当初予算では関係者を３４人で

算定をしています、との答弁でした。 

総務部税務課関係です。 

委員より、コンビニ収納時にマイナンバーカードが必要かとの質疑に、執行部より、カードは必要

ありません。システム改修後の新しい納付書であれば、いつでもコンビニで支払いが可能です、との

答弁でした。 

委員より、地籍情報システムの更新に伴いシステム機器をＬＧＷＡＮ回線にしてクラウド方式にす

るとはどういう意味かとの質疑に、執行部より、クラウド方式とは、庁舎内にサーバーを設置せず、

防災・セキュリティに万全の対策を講じたデータセンターにサーバーを設置し、高度なセキュリティ

を維持して行政専用の回線であるＬＧＷＡＮ回線を利用して遠隔地にある地籍情報システムを運用す

るものです、との答弁でした。 

委員より、固定資産関係でがけ地補正の対象となる土地はどの程度あるかとの質疑に、執行部より、

税務課では把握していませんが、申し出があり要件を満たしたところには対応をしていきます。また、

対象となる土地があった場合、その周辺の見直しを行っていきます、との答弁でした。 

委員より、法人税はこれから下がると聞いたが本当かとの質疑に、執行部より、法人税全体はわか

りませんが、法人町民税は、平成３１年１０月１日以降開始事業年度分から法人税割が９.７％から

６％に下がります。ただし、地方税の税率が下がった分を国税である地方法人税を引き上げて、それ

を財源として交付税として再分配されますので、財政力の弱い自治体にとっては有利になります、と
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の答弁でした。 

委員より、環境性能割についての質疑があり、執行部より、平成３１年１０月の消費税増税のタイ

ミングで廃止される自動車取得税の代わりに、自動車取得税と同様に自動車の取得時に課せられる税

金です。燃費性能がよい車の税率を優遇し、より環境に優しい自動車の購入を促進させようという取

り組みです。自動車取得税と同様に税金は県が徴収しますが、軽自動車に対する環境性能割は課税客

体の主たる定置場の市町村に交付されます、との答弁でした。 

総務部人権推進課関係で、委員より、男女協働参画審議会委員１５人の構成内容、また、男女比は

どうかとの質疑に、執行部より、大津町区長会、社会福祉協議会、つばさの会、ボランティア連絡協

議会、クラブおおづ、女性の会、民生・児童委員、町議会、企業連絡協議会、町商工会からの選出で

す。また、公募委員も４名います。男女比は男性５名、女性１０名、女性登用率は６６.６％となっ

ています、との答弁でした。 

委員より、女性の職業生活における活躍推進事業業務委託の内容と、また、これによって就職をさ

れた参加者はいるかとの質疑に、執行部より、女性の再就職に向けたスキルアップ講座であり、今年

度は１名の方の就職につながっています、との答弁でした。 

委員より、児童館トイレ外壁改修工事について質疑があり、執行部より、現在、児童館のトイレ外

壁はガラスブロックでできており、平成１０年に中の鉄筋が錆びてブロックが割れ危険なため、アク

リル板を巻いて応急処置をしていますが、今回、ガラスブロックを撤去し、木製の外壁に変える工事

を予定しています、との答弁でした。 

以上で質疑が終わり、討論はありませんでした。採決の結果、議案第１８号関連については、全員

賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

その他所管事項について、総務部総務課より、平成２９年度から３カ年の事業計画で取り組んでい

る地方創生推進交付金事業の全体概要と２９年度の実積についての報告がありました。また、外部組

織として、２月に開催した「まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会」による効果検証結果につ

いても併せて報告がありました。 

以上、当委員会に付託されました案件は以上のとおりであります。これで総務常任委員会の委員長

の報告を終わります。 

○議 長（桐原則雄君） 以上で、各常任委員会の審査報告は終わりました。 

  これから、各常任委員会報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 文教厚生常任委員長の報告に対しまして質疑をいたします。 

  １８号関連でありますけれども、今定例議会に大津町監査委員から定期監査報告、３０年度のです

ね、が提出されております。その中で、大津中学校については、指摘事項が記載されておりました。

事務的なものとか、購入の方法とかそういったものの指摘ではありましたが、その次に、検討事項と

いうものがありまして、中でも、不登校問題は学校だけでは解決できないため、家庭、学校、教育委

員会と福祉や医療関係機関などと情報の共有と連携を図りながら不登校ゼロを目指していただきたい



 252

ということは、不登校の生徒がいると伺いしています。実際、先日、大津中学校の卒業式に出まして、

欠席の子が数名おりました。このことを言ってるのかなと思ったところでしたが、ということは、３

０年度の定期監査でこの指摘があったということは、３１年度の予算を審議するときにおいて、こう

いった指摘事項やそのものに対してですね、やはり対応策っていうものを執行部に求めていかなけれ

ばならないが、考えられますので、例えば、その関連についての予算措置がなされているのか。それ

ともそういった対応策に対しての現予算の範囲内で対応することができて、取り組むことができると

いうような説明や議論、そういったものがあったのか質疑いたします。 

○議 長（桐原則雄君） 文教厚生常任委員長佐藤真二君。 

○文教厚生常任委員長（佐藤真二君） 永田議員の不登校関係のですね、質疑にお答えしたいと思いま

す。 

  不登校に関しては、私も非常にですね、心痛めているとこなんですけれども、今ありましたような、

その大津中学校のことですが、基本的に、不登校の対応というのは学校だけでは確かにできません、

と考えております。その中で、じゃあどこがそれにあたるのかというときに、どうしても中心になっ

てくるのは教育支援センターということになります。教育支援センターがですね、大体予算措置とし

ては約１千万円程度が毎年かかっているんですけれども、そこに相談員が６人おられて、４人が大体

センターにおられる。２人が各中学校におられるという形で６人体制で回しているというところです。

金額的には去年から今年増えたかというとそうではないんですが、その前に、車を１台配置しまして、

実際に訪問してお迎えに行くというような取り組みができるようになっているということで、そこに

ついて、そのお迎えとかの車の活用状況はどうなっていますかというような質疑はあったところです。

ですから、これが十分かと言えば、言い切れるものではないんですけれども、取り組みはなされてい

ると判断したというところです。 

  以上です。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑ありませんか。 

佐藤真二君。 

○６番（佐藤真二君） 建設経済常任委員の審議についてお尋ねをしたいと思います。 

  本会議のときにですね、申し上げました、工業用水道の会計の予算、先ほどの説明でですね、赤字

になっていますと、赤字の構造はわかりました。中身はですね、ただ一つだけちょっとまずどうして

も疑問として解消しないのが、人件費のところですね。その赤字になっているという幾つかの要素の

中で、人が１人増えているということがあったんですけれども、そこに関してはですね、この説の４

というページですね、予算の説明の４のページの給与費明細書を比較して、前年度と本年度と金額的

に変わらないんですね。だから、これが要素として適当だったのかなというのがまず一つ、それにつ

いてお尋ねしたいということと。 

  あと、そのそもそもこの企業会計というものをきちんとその理解されてるかっということについて

審議をいただいたかというところですね。今度、農業集落排水の関係だとか、様々な企業会計という

ものが今後増えてまいります。そうした時に、やっぱりその職員、特でもその幹部職員というものが
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きちんと公会計、企業会計を理解していないと立ち行かなくなるんではないかという懸念があるとこ

ろです。ですから、そこについてどういうふうな質疑があったのか。なかったとしたら、お考えとい

うもあるんではないかというところでお尋ねしたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 経済建設委員長永田和彦君。 

○経済建設常任委員長（永田和彦君） 質疑に対してお答えします。 

  まず、職員数についてでありますが、説明資料の４ですね。これに示されている職員数のその他て

いうところで１名増えております。これは先ほどの説明の中で言いました、今回、第４水源地という

ことで、職務が増えるということで臨時職員というの１名であります。 

  あとは、年間を通しての仕事の量の計算での臨時職の採用ということでありましたけれども、今回、

工業用水道会計というのは、もともと企業会計は早くから取り入れられておりまして、ここは実は利

益が出る部分でありまして、早くから財務三票の損益計算書、貸借対照表、キャッシュフローという

形で公表されております。この財務三票の見方というものは、この委員会の中で説明を受けた中では、

町の職員としては非常に難しいところがありますと、しかしながら、多くの、多くというよりも、ほ

とんど企業というものは、この財務三票を見立てて内容を精査するわけですから、見方にはこつがあ

ります。ですから、その財務三票について、やはり委員会でわかっとるのかというような話も言いま

した。実際、私も零細企業ですけど、企業やっておりまして、結局、こういった財務三票を見抜くこ

とによって今後の方向性とか、その投資の仕方なり、返済の仕方なり、そういったものをずっと立て

ていくわけですから、もちろん今後の職員からするならば勉強の課題であるということははっきり職

員からも答弁をいただいております。実際、公共下水道会計と農業集落排水会計というものが公会計

に移った場合、もちろん利益というものは出ませんし、やはり公金の取り扱いというものが明らかに

なってきて、説明の中で言いましたけれども、結局、きちんとした採算性というものがはっきりとし

てしまうということが求められると思います。国としてもですね、ここの流れとしましてからは、実

際、人口減というものが問題でありまして、採算性が全くあわないというこういった社会資本が出て

きているというのが一因しているのかなと、そういったふうな議論は出たところであります。 

  ご理解のほどをよろしくお願い申し上げます。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  しばらく休憩します。２時から再開をします。 

午後１時５３分 休憩 

△ 

午後２時００分 再開 

○議 長（桐原則雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

荒木俊彦君。 
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○１５番（荒木俊彦君） 私は、議案第１８号、平成３１年度大津町一般会計予算について、並びに第

１９号の国民健康保険特別会計予算、この２つの案件について討論を行いたいと思います。 

  まず最初に、３１年度の大津町一般会計予算でありますが、反対をする点は、一般会計の中におき

まして、いわゆる自衛官募集について、地方自治体が、大津町では１８歳になった方々の氏名・性

別・生年月日、こうした個人情報を紙媒体において自衛隊側に毎年手渡しをしていたと。若い方はご

存じないかもしれませんが、２０数年前までは住民基本台帳は我々でもコピーを、お金さえ出せばコ

ピーをもらえたんですね。全町民のですね。しかし、いわゆるコンピュータの発展、あるいはパソコ

ン、あるいはＳＮＳということで、この大量のこうした個人情報を集めることによって、これが本人

の意図しないところで悪用されたりするということで、その後、個人情報保護法が整備をされたわけ

であります。ご承知のとおり、個人情報は個人としての人権を守るという本当に大切なことだと思う

わけでありますが、残念ながら大津町においては、その個人情報が本人の承諾もなしに毎年大量に提

供されていると。予算としてはほんのわずかな額でありましょうが、事は人権に関わる、個人の尊厳

に関わる大事なものだと思うからです。ちなみに、今月の１５日の神奈川新聞の記事で、神奈川県の

葉山町は、大津町と同じように、紙ベースで自衛隊のほうに名簿を渡していたわけですが、今年度か

ら名簿の提供は止めると、個人の人権に関わることだから提供はできないと、そこで町長さんはです

ね、いわゆる自衛隊法、それから住民基本台帳法、また個人情報保護条例、これらを全部勘案しても

本人の承諾なしに大量の名簿を提供することは、現在の法律体系からして適当ではないということで、

直ちに提供を止めると。じゃあ自衛隊側はどうするかというと、我々も今可能なように、住民基本台

帳の閲覧はできますから、閲覧して、こう筆記をすることは可能なわけであります。この名簿の閲覧

についてはですね、神奈川県内の３３市町村のうち、５市町が名簿を紙媒体で提出をしている。残り

のうち２８市町村は個人情報保護の観点から公開を制限するということで、閲覧で対応しているとい

うことです。圧倒的多数は、閲覧で対応していると。このことを取り上げて、一刻の総理大臣の安倍

晋三首相が自民党の大会で、６割以上の自治体が自衛隊の募集に協力を拒否していると述べたわけで

す。別にどこも拒否はしてないわけですね。ご承知のように、熊本地震の際、あるいは全国の大災害

の際、自衛隊の皆さんがそれはもう身を粉にして一生懸命働くことは、尊敬に値することは当然であ

ります。しかしながら、人の命を預かるという、救うという意味では、自衛隊員だけがその仕事では

ないわけであります。例えば、警察官も消防署員も医師も看護師も人様の命を救うわけです。あるい

は、介護の職員も保育士も命を預かる尊い職業であります。国家権力が、その権力を行使してですね、

個人情報を特定の職業募集のために利用することは、今の時代到底許されることではないと私は思い

ます。権力は大きいほど謙虚にならないと、権力がそれは横暴になればまさに独裁政治につながって

いくと、民主主義が否定されかねないという意味で、重大な問題であるということで、この一般会計

について、これがきちんと否定されていないということについて、意見を申したいと思うわけです。 

  もう１点は、一般会計から国民健康保険に対する法定外の繰り入れが現在は行われていないと、以

前はございました。国民健康保険制度は、以前は町内のほとんど農業者、あるいは自営業者、それな

りの所得のある人たちがこぞって入っていましたから、それなりに潤いができたわけですありますが、
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現在は、国民健康保険に入っていらっしゃる方は、高齢者の方、まあ定年になって退職をされた高齢

者、それから、仕事のない方、収入のない方、あるいは若い方でも非正規労働で社会保険のない方は

国民健康保険に加入をするわけです。非常に低所得で不安定な仕事の方々が多いわけであります。そ

の中でも、この国保税の反対の一番の理由はですね、均等割課税が未だに課税されているということ

です。国保税が払えなくて、私の知り合いの方も病院にかかりたいけど、そういう相談がございまし

た。払えなくてもとりあえず病院に行きなさいて、病院に行ったら、満額１０割払う金がない、我慢

をすると、本当にもう辛いお話も聞いているところでありますが、その上にですね、オギャーと赤ち

ゃんが生まれたら、はい、あなたは均等割、税金３万数千円払いなさいって、均等割課税がなされて

いるわけです。全く収入がない赤ちゃんから、いわゆる子どもに未だにこうした人頭割課税がなされ

ていることは、あまりにもひど過ぎるのではないかと。今、全国の都道府県知事ですね、全国の知事

会、それから市長の会、町村の会、まあ大津の町長さんも入っている町村会も国に対して１兆円、こ

の国保会計に国保を負担してすれば均等割課税、それから世帯割課税をなくすことができると。だか

ら、あと１兆円、国から国保を出してくださいという意見書が出されているわけですが、国は頑とし

てこの均等割課税をやめようとしていません。国がやらないなら、一番この身近な地方自治体、我が

町では一般会計から補填してでも子どもたちに対するこの均等割課税をなくすか、あるいは、半分に

減らすか。そういう措置を実行するべきだと思うわけであります。かつて、子どもの医療費が現在中

学３年生まで無料化になりましたが、最初は３歳未満でしか無料になりませんでした。小学校まで無

料にせって言っても、国がそれを実施したところにはペナルティを課して、国の予算を削ってくる時

代がございましたが、ついに、現在では、子どもの医療費の無料化は当たり前となって、国もペナル

ティを渋々ながら止めざるを得ないという状況になっているわけであります。これにならいまして、

少なくとも子どもたちに人頭割と、時代錯誤のですね、こうした課税は止めるべきではないか。 

そういう観点から、議案第１９号の国民健康保険特別会計予算について、反対を表明したいと思い

ます。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに討論ありませんか。 

  永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 議案第１８号、１９号について、賛成の立場から討論をいたします。 

  まず議案第１８号についてであります。ただいまご指摘されました自衛官募集についての住民基本

台帳のデータを個人情報保護法がなされてないというような意見だったかと思いますが、賛成の立場

からの討論といたしますれば、自衛隊というのは、国家機関でありまして、営利企業としての情報収

集ではありません。この国を守るため、保護するため、また、災害のときに出動可能なために、必要

な人を確保するというのは、これは国として当たり前の行動であります。しかしながら、様々な法律

が絡み合って、どこに筋を通していいのか、みんながわからないような状況に今至っているかもしれ

ませんが、国として、生命と財産を守るためには、自衛隊員はやはり必要であります。ですから、そ

ういった人材を確保するための国としての行動は認めるべきだと思います。しかしながら、その方法

論やこれからのあり方というものは、大いに議論すべきところだと感じております。しかしながら、
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今回は、やはり報告書、委員長の報告を見てもすべてが原案のとおり全員賛成で可決されております

ので、委員会におかれましても、そのことについて賛成であったのだろうというふうに考えられます。 

  以上のような観点から議案第１８号におきましては、賛成の立場を表明するところであります。 

  また、議案第１９号についてであります。 

  国民健康保険でありますけれども、国民健康保険は、保険料から保険税という形になりました。税

金、言うならば、その税率、いろんなものをリップオフが考えるわけでありますけれども、国民の三

大義務として、教育の義務、そして勤労の義務、そして納税の義務というものがあります。きちんと

納税をしてもらって、そして、きちんとした適正な分配をする。これは国の役割でありますが、特別

会計の国民健康保険税に対しましても、やはりそういったきちんとした体制整備をするためには、ま

た、国民皆保険を維持するためには、ベースとなる国民健康保険というものをきちんと経営していか

なければならない。ですから、均等割課税、世帯割課税、そういったものにつきましては、今後いろ

んな形で議論はもちろん行われるべきだと思います。しかしながら、財源の不足というものを考えま

すれば、これは国としても引けないものだろうかなと、やはり考えてしまいます。私は、社会保険に

加入しておりますけれども、社会保険を払っている人も、国民健康保険税に対して、多大なる理解を

示して、以前、私は二重課税じゃないかなと言ったことがありますけれども、一般会計の持ち出しを

してでもその制度を守らなくてはならない。ですから、総合的に判断しまして、議案第１９号につき

ましては、賛成の立場を取らせていただきます。 

  議員各位のご賛同のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） ほかに討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。 

まず、議案第１１号、大津町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例につい

てを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長

の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（桐原則雄君） 起立全員です。したがって、議案第１１号は委員長の報告のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第１２号、大津町町農村地域工業導入促進審議会条例の一部を改正する条例についてを

採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報

告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（桐原則雄君） 起立全員です。したがって、議案第１２号は委員長の報告のとおり可決され

ました。 

  次に、議案第１３号、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改
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正する条例についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する各委員長の報告

は可決です。各委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（桐原則雄君） 起立全員です。したがって、議案第１３号は各委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

次に、議案第１４号、大津町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（桐原則雄君） 起立全員です。したがって、議案第１４号は委員長の報告のとおり可決され

ました。 

次に、議案第１５号、大津町学童保育施設条例の一部を改正する条例についてを採決します。この

採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（桐原則雄君） 起立全員です。したがって、議案第１５号は委員長の報告のとおり可決され

ました。 

次に、議案第１６号、町道の路線廃止についてを採決します。この採決は簡易表決によって行いま

す。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１６号は、委員長の報告のとおり

可決されました。 

次に、議案第１７号、町道の路線認定についてを採決します。この採決は簡易表決によって行いま

す。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１７号は、委員長の報告のとおり

可決されました。 

次に、議案第１８号、平成３１年度大津町一般会計予算についてを採決します。この採決は起立に

よって行います。本案に対する各委員長の報告は可決です。各委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（桐原則雄君） 起立多数です。したがって、議案第１８号は各委員長の報告のとおり可決さ

れました。 
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次に、議案第１９号、平成３１年度大津町国民健康保険特別会計予算についてを採決します。この

採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（桐原則雄君） 起立多数です。したがって、議案第１９号は委員長の報告のとおり可決され

ました。 

次に、議案第２０号、平成３１年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計予算に

ついてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（桐原則雄君） 起立全員です。したがって、議案第２０号は委員長の報告のとおり可決され

ました。 

次に、議案第２１号、平成３１年度大津町公共下水道特別会計予算についてを採決します。この採

決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（桐原則雄君） 起立全員です。したがって、議案第２１号は委員長の報告のとおり可決され

ました。 

次に、議案第２２号、平成３１年度大津町介護保険特別会計予算についてを採決します。この採決

は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（桐原則雄君） 起立多数です。したがって、議案第２２号は委員長の報告のとおり可決され

ました。 

次に、議案第２３号、平成３１年度大津町農業集落排水特別会計予算についてを採決します。この

採決は起立よって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方はご起立願います。 

〔全員起立〕 

○議 長（桐原則雄君） 起立全員です。したがって、議案第２３号は委員長の報告のとおり可決され

ました。 

次に、議案第２４号、平成３１年度大津町後期高齢者医療特別会計予算についてを採決します。こ

の採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定

することに賛成の方はご起立願います。 

〔全員多数〕 

○議 長（桐原則雄君） 起立多数です。したがって、議案第２４号は委員長の報告のとおり可決され
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ました。 

次に、議案第２５号、平成３１年度大津町工業用水道事業会計予算についてを採決します。この採

決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（桐原則雄君） 起立全員です。したがって、議案第２５号は委員長の報告のとおり可決され

ました。 

 

日程第３ 委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 

○議 長（桐原則雄君） 日程第３、委員会の閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。 

各委員長から、議席に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があっております。 

お諮りします。 

各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の

継続調査とすることに、決定しました。 

 

日程第４ 平成３０年度議員派遣について 

 

○議 長（桐原則雄君） 次に、日程第４、平成３０年度議員派遣についてを議題とします。 

  お諮りします。 

議員派遣の件については、議席に配付しましたとおり、派遣することにしたいと思います。ご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） 異議なしと認めます。したがって、平成３０年度議員派遣については、議席

に配付しましたとおり、派遣することに、決定しました。 

 

日程第５ 議案第２６号 大規模盛土造成地滑動崩落防止工事（美咲野地区）請負変更契約

の締結について 

            上程、提案理由の説明、質疑、討論、表決 

 

○議 長（桐原則雄君） 日程第５、議案第２６号、大規模盛土造成地滑動崩落防止工事（美咲野地

区）請負変更契約の締結についてを議題とします。 

  お諮りします。 
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  議案第２６号は、会議規則第３９条第３項の規定によって、委員会付託を省略し、会議で審議を行

いたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２６号は、委員会付託を省略する

ことに決定しました。 

  提案理由の説明を求めます。町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 皆さん、こんにちは。 

本定例会に追加提案を申し上げます案件の説明の前に、一言お礼を申し上げたいと思います。 

  本定例会にご提案申し上げましたすべての案件につきまして、ご議決をいただき誠にありがとうご

ざいました。今後とも議員の皆さんのご指導、ご助言をよろしくお願い申し上げます。 

  それでは、追加提案いたしました案件の提案理由の説明を申し上げます。 

  議案集第１ページ、資料集１ページをご覧ください。 

  契約案件でございますが、工事請負契約案件１件であります。早期の完成が望まれるものでござい

ますので、ご議決いただきますよう深くお願い申し上げます。 

  議案第２６号、大規模盛土造成地滑動崩落防止工事（美咲野地区）請負契約変更の締結についてで

ございます。原契約金額１億２５０万９７６円から９０７万３千９５５円を減額し、９千３４２万７

千２１円とすること。そして、原契約工期の期限である平成３１年３月２０日から平成３１年５月３

１日とする工事請負変更契約を締結したいと思うものでございます。 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する第２条に定める予定価格５千万円以上

の工事請負契約ですので、議会の議決を求めるものでございます。 

  以上の提案理由の説明を申し上げましたが、ご議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  なお、所管部長より詳細説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） 議案第２６号についてご説明いたします。 

  説明資料集の１ページをご覧ください。 

  工事の変更の概要をご説明いたします。 

  工事名は、大規模盛土造成地滑動崩落防止工事（美咲野地区）でございます。請負金額について、

原契約金額は１億２５０万９７６円で、９０７万３千９５５円を減額し、変更契約金額を９千３４２

万７千２１円とするものでございます。請負者は、宇都宮・小西建設工事共同企業体、代表者、熊本

県菊池郡大津町室２１３７番地２、株式会社宇都宮建設、代表取締役宇都宮誠二様でございます。工

事内容は、鉄筋挿入工、固結工、押え盛土工、道路復旧工でございますが、今回の工事変更について

は、備考に記載しておりますが、鉄筋挿入工の施工において、当初Ｌ型擁壁にコンクリートを張り鉄

筋を挿入する工事でしたが、工事に着手し、Ｌ型擁壁や鉄筋の状況を確認したところ、コンクリート

張りを行わずに施工が可能となったため、コンクリート張り工の数量を３５立米からゼロに減量いた

します。また、土質改良工につきましては、押え盛土工の施工において、不安定な土を削り、新たに
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盛土を行う計画でしたが、工事に着手したところ、現地の土質がよく、削り取る土量が少なくなった

ため、土質の改良を行う数量を減らすことができ、数量を４２０立米から３０７立米減量し、１１３

立米とするものでございます。工期につきましては、関係地権者との協議に時間を要したため、平成

３０年６月２２日から平成３１年３月２０日までを平成３１年５月３１日に延長するものでございま

す。 

  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条に定める予定価格５千万円

以上の工事請負契約につき、議会の議決を求めるものでございます。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議 長（桐原則雄君） これで提案理由の説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

  永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 質疑いたします。 

  説明資料の１ページを見ておりますと、備考欄に張り工、土の量、いろんなものが減ったというふ

うな説明でありますけれども、ということは、請負金額の減額分の９００万円相当はこの分だけてい

う計算でよろしいのでしょうか。これが減った分がこれだけなんだよという明細って考えてよろしい

のでしょうか。 

  それとまた、工期ですけれども、２カ月間延長されております。逆にそういった工事内容は減って

いるわけです。地権者との話し合い云々ということ言われましたけれども、こう人手不足なのか、そ

れとも地権者との交渉において、本来ならば早くきれいにしてほしいというほうが筋だろうと思いま

す。それが２カ月も延びるという理由は、何らかがやっぱ生じたのかなと思われますので、ここの部

分の詳細の点をお聞きしたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） ご説明いたします。 

  工事の詳細につきましては、多数の工事の交渉がございまして、たくさんの増減をしております。

ただ、主なものを申し上げましたが、ほかにもＡブロック鉄筋挿入工につきましてが減額の５９０万

円、張コン工種減額、足場の減額、それから、Ｃブロックにおいて、土質改良工、現地生産による土

質改良土量の減、これが４４０万円、また、同じくＣブロックにおいて、法面促成工につきましては、

２６０万円の増額、法面管理を簡易にするため、多機能フィルター芝桜に変更するものでございます。

また、準備工としまして、伐採工を９０万円予定しておりましたが、減額をしております。また、安

全費として、県道入口警備員Ｂ、実績人数による減額等々でございまして、９００万円の減額という

ことになっております。 

  それから、工期の変更につきましては、当初は個人の家に、個人の敷地の中に土壌改良用で１ｍぐ

らい土壌改良して下に埋めるというような工法を考えておりましたけれども、個人の方からできるこ

とであれば、なるべくならば個人の敷地はやめてくれというお話がございまして、たまたま下のほう

に町の敷地がございましたので、今回用いております、盛土工を町の敷地に行ったということで、工
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期が延びたということでございます。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） 永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） 再度質疑いたします。 

  ２カ月ていうのが非常にこれ引っ掛かりまして、この２カ月延びるような工事になって、総合的に

ですね、全体の増減を総合的に計算して、２カ月も延びる工事になってしまったのか。３月末日に近

いんで、最初はですね。ですから、年度中にていうやつがちょっと無理だったのかなと。いろんな考

え方がありますが、この延びることによってですね、逆に工事費が高くなってしまうということも生

じるのではないでしょうか。この点について、再度質疑いたします。 

○議 長（桐原則雄君） 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） ご説明いたします。 

  当初、若干３月いっぱいということで、若干の無理がありましたんで、それで実際やり始めたら延

びたということが一つございます。 

  それから、今、現状工事もしておりますけれども、精査しながら今工事をやっておりますので、こ

れから金額が増えるということはないというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑ありませんか。 

  荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 美咲野のこの法面工事ですけど、なかなか図面では最初理解できなかったで

すけど、先ほど説明で芝張り、答弁の中で芝張りみたいな答弁があったかと思うんですけど、要する

に、今朝も通ってみましたけど、盛土をこう重機で押さえてある。私が心配したのは、もうこれから

だと草がぼうぼうぼうぼう、大体今度の地震の前は、あの辺はもうジャングルみたいになっているん

ですね。だから、これ土できれいに今なっているんですけど、ちょっといっときすればもうものすご

い草が繁茂すると。結構斜面が急ですから、簡単に草刈りも除草作業が経費もかかる。下は多分公園

も含めて町有地なんだろうと思いますので、この法面については、やっぱり後の管理まで考えとかん

といかんのではないかなと、現場を見てですね、思ったんで、先ほど説明で芝張るようなお話だった

んで、あとの管理まで考えあるのかどうか、お聞きしたいと思います。 

○議 長（桐原則雄君） 土木部長併任工業用水道課長大田黒哲郎君。 

○土木部長併任工業用水道課長（大田黒哲郎君） 先ほども申しましたように、法面につきましては、

管理を簡易にするために、防草シート、草が生えないようなシートを張りたいと考えております。そ

こに芝桜というやつを、今、点々とありますけれども、あれを植えて景観にも配慮したいというふう

に考えております。 

○議 長（桐原則雄君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 防草シートを張るのは納得しました。なるべく経費がかからないように、さ

らに配慮をお願いしたいと思います。 
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終わります。 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） ほかに質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（桐原則雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。 

議案第２６号、大規模盛土造成地滑動崩落防止工事（美咲野地区）請負変更契約の締結についてを、

採決します。この採決は起立によって行います。議案第２６号は、原案のとおり決定することに賛成

の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（桐原則雄君） 起立全員です。したがって、議案第２６号は原案のとおり可決されました。 

 これで、本日の日程は全部終了しました。 

会議を閉じます。 

平成３１年第２回大津町議会定例会を閉会します。 

午後２時３８分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

     平成３１年３月１８日 

 

大津町議会議長  桐 原 則 雄 

 

 

 

大津町議会議員  佐 藤 真 二 

 

 

 

大津町議会議員  本 田 省 生 
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